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教育理念 

「進取・礼譲・質実剛健」 

 

本校の目的 

 本校は、教育基本法(昭和 22 年法律第 25 号)、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)及び 

独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成 15 年法律第 113 号）に基づき、深く専門の学

芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

本校の教育目標 

(A) 人間性豊かな教養人となること 

 幅広い教養と知性を身につけ、判断力があり、礼儀正しく、かつ思いやりのある人間を目

指す。 

(B) 創造性豊かな技術者となること 

 確かな基礎学力と専門知識を身につけ、進取の気性と不屈の精神を備えた技術者を目指

す。 

(C) 国際性豊かな社会人となること 

 国際感覚とコミュニケーション能力を身につけ、広い視野と行動力を備えた社会人を目

指す。  

 

商船学科の教育目標 
 物流の国際化と船舶の技術革新に適応した船舶の運航技術者として活躍できる専門知識

と技術を習得した人材および海事関連産業で活躍できる人材を育成する。 

 

電子機械工学科の教育目標 
 機械技術と電子技術および情報技術を融合した電子機械（メカトロニクス）に関する専門

知識と技術を身に付けた実践的技術者を育成する。 

 

制御情報工学科の教育目標 
 制御情報技術（情報応用システム・組み込みシステムに関する工学）における実践的技術

者としての専門知識と技術を身に付ける。 

 

情報機械システム工学科の教育目標 
 情報機械システム工学科は、情報工学、電気電子工学、機械工学を基盤とし、学生自身の

個性に応じたカリキュラムを選択することで、地域に貢献し日本の産業を支える実践的技

術者としての専門知識・技術を身に付ける。 
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アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針） 

本校のアドミッション・ポリシー 
1. 礼儀正しく、他人を思いやる心を持った人 

2. 将来、技術者や科学者を目指す人 

3. 自らの夢に向かって自主的に行動できる人 

 

商船学科のアドミッション・ポリシー 
1. 海や船に興味がある人  

2. 学ぶことが好きで自ら考えて行動できる人 

3. 将来、海事技術者とし世界で活躍したい人  

 

情報機械システム工学科のアドミッション・ポリシー 
1. 他人を思いやる心を持ち、自主的に行動できる人 

2. 基礎学力を有し、ものづくりに興味がある人 

3. コミュニケーション能力を有し、国際社会で活躍したい人 

 

本科における入学者選抜の方針 
上記アドミッション・ポリシーに従い、本学の教育目標を達成することができる資質を有

する学生の選抜を目的とし、「体験学習による選抜」と、「推薦による選抜」と、「学力検査

による選抜」を行います。 

1.体験学習選抜(商船学科のみ) 

商船学科の教育を受けるのに必要な素養と基礎学力を有した人を選抜するため、入学志

願者調査書および志望理由書を評価するとともに、本校が用意する課題での体験学習と作

文、そして目的意識・学習意欲・適性などに関する面接を行い、それらの結果を総合的に評

価します。 

2.推薦選抜 

在籍中学校長が責任を持って推薦でき、本校の教育を受けるのに必要な素養と基礎学力

を有した人を選抜するため、推薦書及び入学志願者調査書を評価するとともに、作文と目的

意識・学習意欲・適性などに関する面接を行い、それらの結果を総合的に評価します。 

3.学力検査選抜 

本校の教育を受けるのに必要な素養と基礎学力を有した人を選抜するため、入学志願者

調査書を評価するとともに、学力検査を行い、それらの結果を総合的に評価します。 

 

第 4 学年編入学のアドミッション・ポリシー 
電子機械工学科・制御情報工学科 

1. 技術者になるために必要な基礎学力を有し、ものづくりに取り組める人 

2. 他人を思いやる心をもち、自主的に行動できる人 
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3. コミュニケーション能力を有し、国際社会で活躍したい人 

 

第 4 学年編入学における入学者選抜の方針 

 上記アドミッション・ポリシーに従い、本学の教育に必要な素質と学力を有している人を、

在学（出身）高等学校における調査書、学力検査及び面接の結果を総合的に判断して選抜し

ます。 

 

留学生のアドミッション・ポリシー 
 

商船学科 

1. 将来、海事技術者として世界で活躍したい人 

2. 海や船に興味があり、自ら考えて行動できる人 

3. 日本語と日本文化に興味と関心をもつ人 

 

電子機械工学科・制御情報工学科 

1. 技術者になるために必要な基礎学力を有し、ものづくりに取り組める人 

2. 他人を思いやる心をもち、自主的に行動できる人 

3. 日本語と日本文化に興味と関心をもつ人 

 

留学生における入学者選抜の方針 

 上記アドミッション・ポリシーに従い、本学の教育に必要な素質と学力を有している人を、

独立行政法人国立高等専門学校機構が実施する第 3 学年編入学試験（外国人対象）結果を

判断して選抜します。  

 

専攻科のアドミッション・ポリシー 
1. 専門分野に関する開発能力の向上を目指す人 

2. 複合的視点で社会的問題を捉えることのできる人 

3. 国際的な感覚を持ち自律した技術者を目指す人 

 

専攻科における入学者選抜の方針 
 上記アドミッション・ポリシーに従い、育成する技術者となるための素質と学力を有して

いる人を、以下の選抜方法によって受け入れます。  

1. 推薦による選抜 

 高等専門学校本科における調査書、推薦書及び面接試験の結果を総合的に判定して選抜

します。 

2. 学力試験による選抜 

 高等専門学校本科における調査書、学力試験、TOEIC スコア及び面接試験の結果を総合

的に判断して選抜します。 

－ 3 －



ディプロマ・ポリシー（卒業・修了認定の方針） 

本科においては、各学科のカリキュラム・ポリシーに基づいた教育課程により、定められ

た項目を修得した学生に卒業を認定する。 

専攻科においては、専攻科のカリキュラム・ポリシーに基づいた教育課程により、定めら

れた能力を身に付けた学生に修了を認定する。 

 

（商船学科） 
物流の国際化と船舶の技術革新に適応した船舶の運航技術者として活躍できる専門知識

と技術を習得した人材および海事関連産業で活躍できる人材を育成する。 

（A）人間性豊かな教養人となること 

（A1）豊かな教養 

 一般教養に関わる科目の習得を通じて豊かな教養を身につけ、地球的視点から物事を多

面的に理解することができる。 

（A2）健全な心身 

 学習活動における自主的・継続的な取り組みを通じて、責任感と柔軟性を養うとともに、

自分の身体および精神の健康管理に務めることができる。 

（B）創造性豊かな技術者となること 

（B1）技術者としての倫理観 

 技術が社会および自然に及ぼす影響・効果に関する理解力や責任など、技術者として社会

に対する責任を自覚する能力をもつ。 

（B2）技術者として必要な基礎知識 

 商船学（航海・機関）分野において基盤となる数学、物理、化学、電気・電子、航海・機

関、計測・制御等に関する基礎学力とそれらを関連分野においてに活用できる能力を持つ。 

（B3）技術者としての専門知識 

 船舶の安全運航に関する分野の基礎を理解し、以下の各技術者に示す専門科目の修得を

通じて、自主的に実験、解析、考察ができる実践的能力を持つ。 

○ 航海システム技術者 

 船長・航海士として船舶の安全運航を支える航海に関する知識及び技術の修得とその活

用能力を獲得する。 

○ 機関システム技術者 

 機関長・機関士として船舶の安全運航を支える機関に関する知識及び技術の修得とその

活用能力を獲得する。 

（B4）技術者としての創造力 

 基礎的な知識・技術を統合し、創造性を発揮して課題を探求し、組み立て、解決する能力

を持つ。 

（B5）社会に貢献できるデザイン力 

 地域との交流や連携に努め、科学・技術・情報を利用して社会の要求を解決するためのデ
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ザイン能力を持つ。 

（C）国際性豊かな社会人となること 

（C1）記述力とプレゼンテーション及びディベート能力 

 正しい情報や自分の意見を他者へ伝えるために、論理的な記述力、プレゼンテーション能

力及びディベート能力を持つ。 

（C2）チームワーク力 

 協働の際に、自分のすべき行動を判断し実行するとともに、互いの価値観を尊重し、チー

ムとしての目標達成に寄与できる。 

（C3）国際コミュニケーション能力 

 英語をはじめとする様々な方法を用いて、情報や意見をやり取りできる国際コミュニケ

ーション能力を持つ。 

（C4）異文化理解 

 日本文化について正しい知識を身につけるとともに、積極的に国際交流に努め、多様な価

値観や国際文化を理解する。 

 

（電子機械工学科） 
機械技術と電子技術および情報技術を融合した電子機械（メカトロニクス）に関する専門

知識と技術を身に付けた実践的技術者を育成する。 

（A）人間性豊かな教養人となること 

（A1）豊かな教養 

 一般教養に関わる科目の習得を通じて豊かな教養を身につけ、地球的視点から物事を多

面的に理解することができる。 

（A2）健全な心身 

 学習活動における自主的・継続的な取り組みを通じて、責任感と柔軟性を養うとともに、

自分の身体および精神の健康管理に務めることができる。 

（B）創造性豊かな技術者となること 

（B1）技術者としての倫理観 

 技術が社会および自然に及ぼす影響・効果に関する理解力や責任など、技術者として社会

に対する責任を自覚する能力をもつ。 

（B2）技術者として必要な基礎知識 

 電子機械工学分野において基盤となる数学、物理、化学、電気・電子、機械、電力、計測・

制御等に関する基礎学力とそれらを関連分野においてに活用できる能力を持つ。 

（B3）技術者としての専門知識 

 ロボットなどの機械と電機・電子制御の技術を融合したシステムに関する分野の基礎を

理解し、以下の各技術者に示す専門科目の修得を通じて、自主的に実験、解析、考察ができ

る実践的能力を持つ。 

○ 電機システム技術者 

 電気・電子工学分野を支える電機、電子制御に関する基礎知識及び技術の修得とその活用
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能力を獲得する。 

○ 機械システム技術者 

 機械工学分野を支える機械設計、力学に関する基礎知識及び技術の修得とその活用能力

を獲得する。  

（B4）技術者としての創造力 

 基礎的な知識・技術を統合し、創造性を発揮して課題を探求し、組み立て、解決する能力

を持つ。 

（B5）社会に貢献できるデザイン力 

 地域との交流や連携に努め、科学・技術・情報を利用して社会の要求を解決するためのデ

ザイン能力を持つ。 

（C）国際性豊かな社会人となること 

（C1）記述力とプレゼンテーション及びディベート能力 

 正しい情報や自分の意見を他者へ伝えるために、論理的な記述力、プレゼンテーション能

力及びディベート能力を持つ。 

（C2）チームワーク力 

 協働の際に、自分のすべき行動を判断し実行するとともに、互いの価値観を尊重し、チー

ムとしての目標達成に寄与できる。 

（C3）国際コミュニケーション能力 

 英語をはじめとする様々な方法を用いて、情報や意見をやり取りできる国際コミュニケ

ーション能力を持つ。 

（C4）異文化理解 

 日本文化について正しい知識を身につけるとともに、積極的に国際交流に努め、多様な価

値観や国際文化を理解する。 

  

（制御情報工学科） 
 制御情報工学（情報応用システム・組み込みシステムに関する工学）における実践的技術

者としての専門知識と技術を身に付ける。 

（A）人間性豊かな教養人となること 

（A1）豊かな教養 

 一般教養に関わる科目の習得を通じて豊かな教養を身につけ、地球的視点から物事を多

面的に理解することができる。 

（A2）健全で頑強な心身 

 課外活動における自主的・継続的な取り組みを通じて、責任感と柔軟性を養うとともに、

自分の身体および精神の健康管理に務めることができる。 

（B）創造性豊かな技術者となること 

（B1）技術者としての倫理観 
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 技術が社会および自然に及ぼす影響・効果に関する理解力や責任など、技術者として社会

に対する責任を自覚する能力をもつ。 

（B2）技術者として必要な基礎知識 

 制御情報工学（情報応用システム・組込みシステムに関する工学）分野において基盤とな

る数学、物理、化学、電気・電子、情報、通信、計測・制御等に関する基礎学力とそれらを

関連分野においてに活用できる能力を持つ。 

（B3）技術者としての専門知識 

 電気電子と情報の技術を融合したシステムに関する分野の基礎を理解し、以下のモデル

に示す専門科目の修得を通じて、自主的に実験、解析、考察ができる実践的能力を持つ。 

○ 情報システム技術者モデル 

 情報工学分野を支えるプログラミング、ネットワークに関する基礎知識及び技術の修得

とその活用能力を獲得する。 

○ 組込みシステム技術者モデル 

 電気・電子工学分野を支える組込み、計測・制御に関する基礎知識及び技術の修得とその

活用能力を獲得する。 

（B4）技術者としての創造力 

 基礎的な知識・技術を統合し、創造性を発揮して課題を探求し、組み立て、解決する能力

を持つ。 

（B5）社会に貢献できるデザイン力 

 地域との交流や連携に努め、科学・技術・情報を利用して社会の要求を解決するためのデ

ザイン能力を持つ。 

（C）国際性豊かな社会人となること 

（C1）記述力とプレゼンテーション及びディベート能力 

 正しい情報や自分の意見を他者へ伝えるために、論理的な記述力、プレゼンテーション能

力及びディベート能力を持つ。 

（C2）チームワーク力 

 協働の際に、自分のすべき行動を判断し実行するとともに、互いの価値観を尊重し、チー

ムとしての目標達成に寄与できる。 

（C3）国際コミュニケーション能力 

 英語をはじめとする様々な方法を用いて、情報や意見をやり取りできる国際コミュニケ

ーション能力を持つ。 

（C4）異文化理解 

 日本文化について正しい知識を身につけるとともに、積極的に国際交流に努め、多様な価

値観や国際文化を理解する。 
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（情報機械システム工学科） 

情報機械システム工学科は、情報工学、電気電子工学、機械工学を基盤とし、学生自身の個

性に応じたカリキュラムを選択することで、地域に貢献し日本の産業を支える実践的技術

者としての専門知識・技術を身に付けることを目標とする。 

（A）人間性豊かな教養人となること 

（A1）豊かな教養 

一般教養に関わる科目の習得を通じて豊かな教養を身につけ、地球的視点から物事を多面

的に理解することができる。 

（A2）健全で頑強な心身 

課外活動における自主的・継続的な取り組みを通じて、責任感と柔軟性を養うとともに、自

分の身体および精神の健康管理に務めることができる。 

（B）創造性豊かな技術者となること 

（B1）技術者としての倫理観 

技術が社会および自然に及ぼす影響・効果に関する理解力や責任など，技術者として社会に

対する責任を自覚する能力をもつ。 

（B2）技術者として必要な基礎知識 

情報・電気電子・機械工学分野において基盤となる数学、物理、化学、電気・電子、情報、

通信、計測・制御、力学、設計・製図、加工等に関する基礎学力を持つ。 

（B3）技術者としての専門知識 

情報、電気電子、機械の技術を組み合わせて動作するシステムの基礎を理解し、時代に求め

られる分野に対応するため、下記に例示するモデルに適用する専門科目の修得を通じて、自

主的に実験、解析、考察ができる実践的能力を持つ。 

○ロボティクスモデル 

工業的生産を担うロボットの開発、設計、製作、制御、整備を担う。 

○エアロスペースモデル 

航空宇宙産業の生産現場で活躍するために力学系の知識と高度な技能を持つ。 

○スマートセンシングモデル 

 各種センサを活用し、身の回りにある情報を定量的に計測できる。 

○パワーエレクトロニクスモデル 

 電力供給システムの整備、保守にとどまらず、エネルギーのマネジメントを担う。 

○モバイルアプリケーションモデル 

 情報機器とクラウドを活用し、新たな課題解決モデルを提案、開発できる。 

○データアナライズモデル 

 ビックデータ解析、機械学習・人工知能により経験や勘をモデル化する。 

（B4）技術者としての創造力 
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基礎的な知識・技術を統合し，創造性を発揮して課題を探求し，組み立て，解決する能力を

持つ。 

（B5）社会に貢献できるデザイン力 

地域との交流や連携に努め、科学・技術・情報を利用して社会の要求を解決するためのデザ

イン能力を持つ。 

（C）国際性豊かな社会人となること 

（C1）記述力とプレゼンテーション及びディベート能力 

正しい情報や自分の意見を他者へ伝えるために、論理的な記述力、プレゼンテーション能力

及びディベート能力を持つ。 

（C2）チームワーク力 

協働の際に、自分のすべき行動を判断し実行するとともに、互いの価値観を尊重し、チーム

としての目標達成に寄与できる。 

（C3）国際コミュニケーション能力 

英語をはじめとする様々な方法を用いて、情報や意見をやり取りできる国際コミュニケー

ション能力を持つ。 

（C4）異文化理解 

日本文化について正しい知識を身につけるとともに、積極的に国際交流に努め、多様な価値

観や国際文化を理解する。 

 

（専攻科） 

本校の専攻科は以下に示す到達目標を掲げ，さらに各専攻においても特色ある教育目標

を掲げています。定められた能力を身に付けた学生に修了を認定します。 

 

A) 専門分野におけるより高度な開発・創造能力を持った技術者となること 

1. 専門分野に関連する分野に関しての基礎知識と応用技術を修得する 

2. 専門分野に関しての基礎知識と応用技術を修得する 

3. 専門分野における創造的製作能力を修得する 

B) 複合的視点から物事を考え解決する能力を持った技術者となること 

1. 複合視点のもとで，現実に生活している地域社会の諸問題を明確化する能力

を修得する 

2. 技術者としての社会貢献と責任について考える能力を修得する 

3. 課題解決のための計画を設定し，計画を遂行する能力を修得する 

C) 国際的な感覚を持ち自律した技術者となること 

1. 英語など外国語の読解能力，およびコミュニケーション能力を修得する 

2. 論理的な記述，口頭発表，討議を行う能力を修得する 

3. 生涯にわたって学び続ける力，主体的に考える能力を修得する 
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〔海事システム学専攻〕 

 海外貿易を海上輸送に依存している日本にとって，国際海運の重要性は非常に高いにも

かかわらず，主として経済的な理由によって日本人船員の数は年々減少し，現在では外航船

員数は 4000 人を割るところまで来ています。 

 しかしながら，船舶管理業務を視野に入れた新時代の基幹職員として日本人船員を確保

する必要性は，官民とも幅広く認めているところです。海事技術者としての教育・経験が必

要とされる海事関連領域は幅広くあり，しっかりとした海事技術の上に，多方面に対応しう

る柔軟な問題解決能力を持った高度な海事技術者養成が強く望まれています。すなわち，こ

れからの海事技術者は，海事技術の進展に伴うより高度な海技技術を中心とした海陸一体

の船舶運航管理システムに対応できる能力を有し，さらに，将来予測される多くの革新的技

術を理解し，自己開発できる創造的な能力も必要とされています。 

 本専攻は，本科席上課程（商船学科航海コースおよび機関コース）および１年間の大型練

習船実習で習得した海技技術を基礎に，以下の能力を身につけた新時代の海事技術者に望

まれている人材を育成します。 

① 国際的に通用する海事技術者としての高度な能力。 

② 国籍，文化，風習の相違を認め合いながら，正しいリーダーシップを取りうる人間と

しての資質。 

③ 状況を正しく認識し，問題を明確化し，それを解決しうる問題解決能力。 

④ 環境問題に海事技術者の立場で適切に対応できる見識。 

⑤ グローバルな視点のもとで，現実に生活している地域社会の諸問題の解決に自主的に

参画しうる社会人としての資質。 

 

〔生産システム工学専攻〕 

 科学技術や工学技術に関する研究開発は生産技術の競争発展をもたらしています。その

基礎となる学問は，高度に細分化されあるいは複合化され，学際領域に及ぶ幅の広さを求め

ています。現代の技術者は基礎学問の習熟とその応用能力，連携能力とともに柔軟性のある

思考力や創造的能力を求められています。 

 そこで本専攻科の教育目標として柔軟で人間性に富んだ研究開発型創造的技術者の育成

を基本理念に掲げます。 

本専攻は，本科（電子機械工学科，制御情報工学科）課程で習得した基礎工学を基盤に，

機械システム，電子・物性，計測制御および情報・通信関連分野の知識を習得し， 

① 専門分野および複合分野における研究開発能力を向上するための教育 

② 専門分野および複合分野における創造的製作能力を開発するための教育 

③ 英語によるコミュニケーション能力を向上するための教育 

を教育の三本の柱としています。 

 

 具体的な教育目標として次のことを目指します。 
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① 工学の各専門分野に関しての基礎知識と応用技術を身につける。 

② 複合的視点から物事を考える能力とその素養を養う。 

③ 工学的課題を解決するための実施計画を設定できる能力を養う。 

④ 計画を遂行し，工学的に考察し，かつ説明する能力を養う。 

④ 技術者としての社会貢献と責任について考える能力を養う。 

⑤ 論理的な記述力と英語など外国語の読解能力，およびコミュニケーション能力を養う。 
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

ディプロマ・ポリシーに基づき、下記の方針に従って教育課程を編成し実施します。 

 

(商船学科) 

Ⅰ. 教育課程 編成方針 

５年半の学修フェーズを「基礎フェーズ」「応用フェーズ」の２つに大別する。学生は基

礎フェーズで自分の適性を見極めた後に「航海コース」または「機関コース」を選択する。

応用フェーズでは各コースの専門的な学修と乗船実習を行い実践的かつ幅広い学習を進め

る。 

 

１．専門教育：基礎フェーズ（カリキュラム概念図 １、２年生） 

 １年生では専門科目の基礎として「航海概論」「機関概論」「海技実習」「練習船実習１」

などを学ぶ。これらで、商船や海事技術者の基本を学び航海士と機関士の仕事などを学習す

ることで、最終的に自らコース選択をする。また、２年生の最終月には1ヶ月の大型練習船

実習がある。 

２．専門教育：応用フェーズ（カリキュラム概念図 ３、４、５、６年生） 

３年生からは航海と機関の各コースに分かれた専門授業が多くなり、将来の進路に直結

した内容を学習する。５年生の卒業研究では課題や問題に対して自ら解決し他に伝える表

現力などを学ぶ。大型練習船実習は４年生後期の５ヶ月、６年生前期６ヶ月（社船実習も有

る）で行なわれ、船員に必要な実践力を身につける。 
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３．国際教育（国際化プログラム） 

 英語の修得に重点を置き、各学年での明確な目標に沿った授業を実施していく。授業につ

いてもコミュニケーションスキルとしてListening、Speakingに関する内容を取り入れる。

また、海外への定期的な短期留学を多く設けているほか、海外からの学生受入れ等も行なっ

ている。  

４．教養教育（基礎学力養成教育・キャリア教育） 

 さまざまな知識を身に付けるため、多種の教養科目を設置している。海事分野との関わり

を意識せず、教養としての様々な事を学ぶことで、創造力の源と幅広い社会性を身に付ける。 

５．学外活動 

 商船学科では、学内の学習に加え、校内練習船を用いた（PRや公開講座など）航海、およ

び大型練習船実習を行なう。学外者と接することでコミュニケーション力の向上、大型練習

船実習での実践力の向上を図っている。 

 

Ⅱ. 教育課程 実施方針 

１．学生の実践的な学びができる場の提供  

 専門の授業と校内練習船を両輪とした実践的授業を行っている。 大型練習船は実習時期

が決まっていて、集中的な実践学習を行う。それに対し、校内練習船では授業で学んだ内容

をいつでも実機で確認でき、学習内容の定着を高める。  

２．実務経験を有する教員による授業・実験の運営、卒業研究、練習船の指導 

 海技士や博士号を取得した教員陣を配置し、授業、実験、卒業研究などにおいて自らの経

験を基に具体的な事例を示しながら教授する。特に練習船の教職員は十分な企業などの実

務経験があり、実際に校内練習船を利用して本格的な指導ができる。 

３．３回の大型練習船実習 

 商船学科の学生は３回に分けて述べ１２ヶ月の大型練習船実習を行う。まず２年生の３

月に１ヶ月、４年生後期に５ヶ月、６年生前期に６ヶ月と段階的に実施される。４年または

５年生で遠洋航海（海外）が含まれ、三級海技士として必要な運航技術を身につけることが

できる。 

 

（電子機械工学科） 

Ⅰ. 教育課程 編成方針 

５年間の学修フェーズを「スタートアップ」「基礎フェーズ」「応用フェーズ」の３つに

大別し、学生は応用フェーズの履修登録時に、これまで学習した領域について、電気電子・

情報系分野か機械系分野かを絞りながら深めていく。または幅広い領域を学修することに

より対応の幅を広げ、自らの適性等を鑑みながら段階的に学修を進めてゆく。さらに、学内

での知識や技術の修得だけでなく、学外での実践による知識・技術の定着にも重きを置いて
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いる。ロボットコンテスト等へ積極的な参加、インターンシップや地域自治体の主催するセ

ミナーへの参加、企業との連携による活動にも重点を置いている。 

 

１．専門教育：スタートアップ（カリキュラム概念図 第１学年） 

  １年生では自らが学修する専門科目の概論として「電気電子工学基礎」「情報工学基礎」

「機械工学基礎」を学ぶ。これら概論科目では電子機械工学科で学ぶ電気電子・情報工学・

機械工学とはどのようなものか、この分野を学ぶ意義は何かを理解する。「工学リテラシ」

では基本的なコミュニケーション力と、それをもとにしたグループ活動などの考え方と方

法を学ぶ。  

２． 専門教育：基礎フェーズ（カリキュラム概念図 第２・３学年）  

 ２・３年生には、基礎科目として演習と講義を織り交ぜながら専門教育を実施する。電気

電子工学分野では、電気回路、電子回路について学習し、機械系分野では、材料力学、熱力

学、設計製図など、情報工学系分野では、プログラミングの基礎について学習する。また、

これらの融合領域としてマイコン工学や計測工学を学習することで、学修の幅を広げ上級

学年での自分が学習する領域を検討する。 

 なお、３年生に開講する学生実験では、電気電子工学、機械工学、情報工学の複合領域に

ついて学ぶ機会を設けている。  

３．専門教育：応用フェーズ（カリキュラム概念図 第４・５学年） 
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 ４・５年生では、電気電子工学分野、機械工学分野、情報工学分野、およびその融合・複

合領域の科目を配置し、学生自身が目指すべき技術者としてのスタイルに合わせた科目選

択が可能なカリキュラムを配置している。５年生に配置した学生実験では、テーマのみ与え

られた実験項目の中から、学生がチームを組んで複数のテーマを選択し、学生自身が実験計

画書と実験手順書を作成し、さらに実験に必要な機材や部品の選択を行い、より能動的に学

生実験に取り組む方法を取り入れている。これにより、生産現場での技術者としてのリーダ

ーシップなどを育成する。 

 ５年生の卒業研究では、これまでに学習した知識や技術を駆使して課題解決に取り組み、

自らの成果をプレゼンテーションや論文執筆により他人に伝える。 

４．国際教育（カリキュラム概念図 国際化プログラム）  

 英語の修得に重点を置き、各学年での明確な目標に沿った授業を実施していく。授業方法

についても、従来型の板書を写すだけのReading、Writing中心ではなく、コミュニケーショ

ンスキルとしてListening、Speakingに重点を置いていく。また、ハワイ、シンガポールへ

の定期的な短期留学イベントを多く設けているほか、海外からの学生受入れに伴う、共同作

業のチャンスも用意している。  

５．教養教育（カリキュラム概念図 基礎学力養成教育・キャリア教育）  

 新旧、世界のさまざまな人類の英知を身に付けるため、多様な教養科目を設置している。

工学との関わりを意識するだけではなく、教養としての様々な観点を数多く学ぶことで、自

身の中に多数の創造のきっかけを植えつける。  

 

Ⅱ. 教育課程 実施方針 

1. 学生の主体的な学びができる場の提供  

 低学年では調査結果のプレゼンテーション、高学年では調査と実践による結果のプレゼ

ンテーションを行い、能動的に学ぶ姿勢を持たせる機会、設備を整えている。また、チーム

間でのグループディスカッション等を通して、学生が主体者意識を持ちながら学習内容の

定着率を高める。  

２．実務経験を有する教員による授業・実験の運営、卒業研究の指導 

 博士号を取得した教員陣を配置し、授業、実験において自らの経験を基に具体的な事例を

示しながら教授する。また、卒業研究においては、課題発見、問題解決の方向性を教員がま

ず示すことで、ロールモデルとして明示する。４・５年生には、企業から講師を招き、先端

技術についての特別講義を実施している。 

３．前期・後期制の採用 

 ２年生以上の専門科目については、短期集中による学習効果の向上や、期の細分化による

課外活動の利便性の向上を目的として、前期もしくは後期のみに集中して開講する科目を

配置している。電気電子系分野と機械系分野に関する専門基礎科目では、旧来型の工学実験

と講義を融合した授業形態とし、講義しながら実験を行うことで、技術・知識の定着を図る。 
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（制御情報工学科） 

Ⅰ. 教育課程 編成方針 

５年間の学修フェーズを「スタートアップ」「基礎フェーズ」「応用フェーズ」の３つに

大別し、「スタートアップ」では制御情報工学科で学修する概要を理解し、「基礎フェーズ」

において、自らが軸とする学習分野を決定する。「応用フェーズ」において、自らが専門と

する学修分野について、さらに高度な内容に挑戦していくのか、もしくは幅広い領域を学修

し対応できる幅を広げてゆくのか、自らの適性等を鑑みながら段階的に学修を進めてゆく。 

 

１．専門教育：スタートアップ（カリキュラム概念図 １年生） 

  １年生では自らが学修する専門科目の概論として「電気電子工学基礎」「情報工学基礎」

「機械工学基礎」を学ぶ。これら概論科目では制御情報工学科で学ぶ電気電子工学・情報工

学とはどのようなものか、この分野を学ぶ意義は何かを理解する。「工学リテラシ」では基

本的なコミュニケーション力と、それをもとにしたグループ活動などの考え方と方法を学

ぶ。  

２． 専門教育：基礎フェーズ（カリキュラム概念図 ２・３年生）  

 ２・３年生には、基礎科目として演習と講義を織り交ぜながら専門教育を実施する。電気

電子工学分野では、電気回路、電子回路について学習し、情報工学分野では、プログラミン

グ、ネットワークについて学習する。また、これらの融合領域としてマイコン工学や計測工

学を学習することで、学修の幅を広げ上級学年での自分が学習する領域を検討する。 

 なお、３年時に開講する創造実験では、４年生とチーム編成することで電気電子工学、

情報工学、あるいはそれらの融合・複合領域とはどのようなものかを身をもって体験する

機会を設けている。 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３．専門教育：応用フェーズ（カリキュラム概念図 ４・５年生） 

 ４・５年生では、電気電子工学分野、情報工学分野、およびその融合・複合領域の科目を

配置し、学生自身が目指すべき技術者としてのスタイルに合わせた科目選択が可能なカリ

キュラムを配置している。４年時の創造実験では、３年生とチームを組むことで自らが指導

的立場として、課題に取り組むことでリーダーシップや主体性を育成する。 

 ５年生の卒業研究では、これまでに学習した知識や技術を駆使して課題解決に取り組み、

自らの成果を口頭発表や論文執筆により他人に伝えることができるようにする。 

４．PBL（カリキュラム概念図 地域連携PBL） 

 制御情報工学科では、学内での知識や技術のインプットだけでなく、実践を通じたアウト

プットによる理解の深化や知識・技術を定着させる。そのためPBL（Project Based Learning）

として地域の企業や社会との協働による活動、学外のコンテスト等への出品に重点を置い

ている。また、インターンシップによる実務体験への参加も促進している。 

５．国際教育（カリキュラム概念図 国際交流プログラム）  

 英語の修得に重点を置き、各学年での明確な目標に沿った授業を実施していく。授業方法

についても、従来型の板書を写すだけのReading、Writing中心ではなく、コミュニケーショ

ンスキルとしてListening、Speakingに重点を置いていく。また、ハワイ、シンガポールへ

の短期留学イベントを多く設けているほか、海外からの学生受入れに伴う共同学習のチャ

ンスもある。  

６．教養教育（カリキュラム概念図 基礎学力養成教育・キャリア教育）  

 世界のさまざまな人類の英知を身に付けるため、多様な教養科目を設置している。工学と

の関わりを意識するだけではなく、教養としての様々な観点を数多く学ぶことで、自身の中

に多数の創造のきっかけを植えつける。  

 また、将来の自身のキャリアデザインを早期から実践し、在学中はもちろん、実社会に出

てからの人生の歩み方を考えさせる機会を設ける。 

 

Ⅱ. 教育課程 実施方針 

１．学生の主体的な学びができる場の提供  

 各授業でアクティブラーニングを意識した授業実践を行い、学生に能動的に学ぶ姿勢を

持たせる機会、設備を整えている。 グループディスカッション等を通して、学生が主体者

意識を持ちながらインプットとアウトプットを繰り返すことにより、学習内容の定着率を

高める。  

２．実務経験を有する教員による授業・実験、卒業研究の指導 

 博士号を取得した教員陣を配置し、授業、実験において自らの経験を基に具体的な事例を

示しながら教授する。また、卒業研究の初期段階においては、課題発見、問題解決の方向性

を教員が示すことで、学生にとってのロールモデルとして機能させる。 

３．前期・後期制の採用 
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 ２年生以上の専門科目については、短期集中による学修効果の向上や、期の細分化による

課外活動の利便性の向上を目的として、前期もしくは後期のみに集中して開講する科目を

配置している。特に、電気電子系の科目については、旧来型の工学実験と講義を融合した授

業形態とし、講義しながら実験を行う。また、情報工学系の科目については、コンピュータ

を活用しながらの演習として、技術・知識の定着を図る 

 

（情報機械システム工学科） 

Ⅰ. 教育課程 編成方針 

 ５年間の学修フェーズを「スタートアップ」「基礎フェーズ」「応用フェーズ」の３つに

大別し、「スタートアップ」では情報機械システム工学科で学修する概要を理解するととも

に論理的思考能力を育成し、「基礎フェーズ」において、体験型の実習を通じて共通基盤と

なる技術要素に触れる。４・５年生の「応用フェーズ」においては、自らが専門とする学修

分野として「専門性ユニット」から１分野を必須選択とし、自らの将来就く職種に沿った「志

向性ユニット」を選択することで、ここの個性に応じたオーダーメイドカリキュラムを提供

する。 

 一方で、１年生から５年生までの混合型の地域連携PBLを配置し、それぞれの立場におい

て到達すべき技量、立ち振る舞いについて体験を重ね、成長を促すこととした。 

 

１．教育：スタートアップ（カリキュラム概念図 １年生） 

 １年生では、「プログラミング」を通じて、論理的思考能力の基礎を育成していく。「工

学リテラシ」では、工学で用いる各種ツールの使い方と基本的なコミュニケーション能力の

育成を図る。また、「学科概論」では、オムニバス形式で学科での取り組み事例や教員の研

究内容の紹介を行い、学科に対する理解を深める。 
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後期は、「機械工学基礎」で３Ｄ ＣＡＤと３Ｄプリンタを用いたデジタルファブリケー

ションの方法を実践する。「情報工学基礎」でマイコンでのプログラミングを通じて機械・

電気との連携について体験する。「電気電子工学基礎」では情報と機械をつなぐための電気

の基礎として素子やセンサ類についての基礎を学ぶ。これら３つの科目は共通の教材とし、

それぞれの連携について体系立てて学習する。 

２．教育：基礎フェーズ（カリキュラム概念図 ２・３年生）  

 ２・３年生には、共通基盤となる「情報工学」「電気電子工学」「機械工学」について講

義と演習を織り交ぜながら専門教育を実施する。情報工学分野では、プログラミング、ネッ

トワークについて学習し、電気電子工学分野では、電気回路、電子回路について学習、機械

工学では、工業力学や材料学、加工法について学習する。また、これらの融合領域としてマ

イコン工学や計測工学を学習することで、それぞれの基盤分野の連携を理解することとな

る。 

３．専門教育：応用フェーズ（カリキュラム概念図 ４・５年生） 

 ４・５年生では、情報工学分野、電気電子工学分野、機械工学分野およびその融合・複合

領域の科目を配置し、学生自身が目指すべき分野を専門性ユニットとして設定、また、職種

のベースとなる志向性ユニットを配置し、個性に合わせて選択可能なオーダーメイドカリ

キュラムとしている。 

５年生の卒業研究では、これまでに学習した知識や技術を駆使して課題解決に取り組み、

自らの成果を口頭発表や論文執筆により他人に伝えることができるようにする。 

４．PBL（カリキュラム概念図 地域連携PBL） 

 PBLでは、学内での知識や技術のインプットだけでなく、実践を通じたアウトプットによ

る理解の深化や知識・技術を定着させる。そのため地域の企業や社会との協働による活動、

学外のコンテスト等への出品に重点を置いている。また、インターンシップによる実務体験

への参加も促進している。 

１年生から、上級生と混合のPBLグループに参加し自らの進む道を明確にする。 

２・３年生では、基礎的な技術要素の組み合わせで実現可能な仕組みづくりを中心に担い、

４・５年生でどのようなカリキュラムを選択して行くかを検討する素地とする。 

４年生のPBLでは、低学年に対して自らが指導的立場として、課題に取り組むことでリー

ダーシップや主体性を育成する。５年生のPBLでは、客観的にプロジェクトの進捗を確認し

ながら、その方向性を示し、不足部分を補うような立ち位置で参加する。 

５．国際教育（カリキュラム概念図 国際交流プログラム）  

 英語に重点を置き、１年生から３年生の必修科目では習熟度別のレベルに応じた授業を

配置し、学生が自らの英語力に合わせて選択可能なカリキュラムとする。授業方法について

も、従来型の板書を写すだけのReading、Writing中心ではなく、コミュニケーションスキル

としてListening、Speakingにも重点を置いていく。また、ハワイ、シンガポールなどへの

短期留学イベントを多く設けているほか、海外からの学生受入れに伴う共同学習のチャン

スもある。 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６．教養教育（カリキュラム概念図 基礎学力養成教育・キャリア教育）  

 世界のさまざまな人類の英知を身に付けるため、多様な教養科目を設置している。工学と

の関わりを意識するだけではなく、教養としての様々な観点を数多く学ぶことで、自身の中

に多数の創造のきっかけを植えつける。  

 また、将来の自身のキャリアデザインを早期から実践し、在学中はもちろん、実社会に出

てからの人生の歩み方を考えさせる機会を設ける。 

 

Ⅱ.教育課程 実施方針 

１． 学生の主体的な学びができる場の提供  

 各授業で学生自らが能動的に授業参加する仕組みとし、教員、学生同士が円滑にコミュニ

ケーションを図ることができるように設備を整えている。 グループディスカッション等を

通して、学生が主体者意識を持ちながら取り組むことにより、学習内容の定着を図る。  

２． 実務経験を有する教員による授業・実験、卒業研究の指導 

 博士号を取得した教員、企業経験のある教員により、授業などにおいて自らの経験を基に

具体的な事例を示しながら教授する。また、卒業研究やPBLの初期段階においては、課題発

見、問題解決の議論に積極的に関与し教員が方向性を示すことで、学生にとってのロールモ

デルとして機能させる。 

３． 前期・後期で完結する授業の実践 

 全ての専門科目については、短期集中による学修効果の向上や、期の細分化による課外活

動の利便性の向上を目的として、前期・後期で完結する科目配置としている。多くの科目に

おいては、旧来型の工学実験と講義を融合した実習型の授業形態とし、講義しながら実験実

習を行う。また、コンピュータ・スマートフォンなどの情報機器を積極的に活用し、情報共

有・共同作業の効率化を進め、生産性を高める。 

 

（専攻科） 
 (A) 商船学、機械工学、電気電子工学、情報工学の専門分野における、より高度な開発・

創造能力の修得のための科目 

1. 専門分野を高度化するために必要な基礎を数学などの自然科学科目や専門科目により養

う。 

2. 商船学、機械工学、電気電子工学、情報工学の分野の専門科目により高度な開発・創造

が可能となるよう応用技術を養う。 

3. 特別研究、特別演習を通じ、商船学、機械工学、電気電子工学、情報工学の専門とする

分野における高度な創造的製作能力を養う。 

(B) 複合的視点から物事を考え解決する能力を持つための科目 

1. 人文・社会科学科目や専門関連科目により、複合的視点から課題発見と解決方法を提案

できる能力を養う。 

2. 特別実習や環境・倫理に関する科目により、技術者としての社会貢献と責任を考える能
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力を養う。 

3. 実験科目、特別研究により商船学、機械工学、電気電子工学、情報工学の専門分野およ

び複合分野における課題解決のための計画を設定し遂行する能力を養う。 

(C) 国際的な感覚を持ち自律した技術者となるための科目 

1. 英語に関する科目により国際的感覚と技術者間で十分な意思疎通ができる英語によるコ

ミュニケーション能力を養う。 

2. 実験科目、特別研究、特別演習により、学会発表で通用する論理的な記述、口頭発表、

討議を行う能力を養う。 

3. 全科目を通じて、生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える能力を養う。 

 

〔海事システム学専攻〕 

(A) 編成方針 

 教育目標を実現するために，本専攻では以下の編成方針により教育課程を編成していま

す。 

① より精深な海事技術者としての教育 

② 海洋環境関連教科，情報通信関連教科の設置 

③ 高度な海事技術者として必要とされるコミュニケーションを可能とする実用的な英

語能力 

④ 具体的かつ現実的な問題を題材とした特別研究の指導 

(B) 特 色 

 主として，商船高等専門学校の商船学科卒業生を受入れる本専攻科は，１年間の乗船実習
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を修了し，船舶職員としての有資格者を教育の対象としていること，および商船学科本科の

卒業時期を考慮して１０月入学としていることが最大の特色です。教育の主眼は，国際的に

通用する新時代の海事技術者としての高度な能力を涵養させることにあり，そのために必

要なより精深な海事技術を教授する科目を設けると共に高度情報化社会，環境問題への対

応にも配慮しています。 

 加えて，今後特に要求の度合いが高まる，幅広い多様な問題に有効に対応できる問題解決

能力を涵養させるために，特別研究，実験，演習に重点を置いています。 

 

〔生産システム工学専攻〕 

(A) 編成方針 

 本専攻は，本科（電子機械工学科および制御情報工学科）課程で習得した基礎工学を基盤

に，機械システム，電子物性，計測制御，および情報・通信分野の高度な知識と技術を習得

し，これらの分野および複合分野における研究・技術開発能力を育成することを目的として

います。 

 この目的を達成するため，理論解析能力，英語によるコミュニケーション能力，および創

造的製作能力の養成を 3 本の教育の柱として教育課程を編成しています。 

(B) 特 色 

 基礎となる電子機械工学科，制御情報工学科は，それぞれ，昭和６０年，６３年に学科改

組により発足しました。電子機械工学科は，機械工学の分野と電子工学の分野の両方にわた

る専門的な知識，技術を学び，情報･制御を含めた新しい工業技術の分野に対応できる技術

者を養成する教育を行っています。また，制御情報工学科は，情報処理と自動制御に関する

専門知識と技術を身につけた技術者を養成する教育を行っています。両学科の教育は，加

工・組み立て，生産設備などの「ものづくり」に関連する物的生産と，情報処理の「サービ

ス」に関連する用役的生産のための専門教育です。 

 このような本科教育の上に，「現代英語」，「英会話」により国際的感覚と英語によるコミ

ュニケーション能力を，「解析学」，「線形代数」，「離散数学」，「数値解析」などの科目によ

り理論解析能力を養い，機械システム系，電子物性系，計測制御系，情報通信系の専門専攻

科目および，生産システム工学実験，生産システム特別研究により，それぞれの分野および

複合分野における創造的製作能力を育成する。併せて「日本文化論」，「社会科学特論」，「環

境化学」などの科目により広い視野を養成します。 

以上のようにして，国際的感覚と広い視野を持って物的生産ないしは用役的生産の専門

分野において研究･技術開発能力，創造能力を発揮できる実践的専門技術者を育成する教育

を行うことが本専攻の特色です。本専攻において育成される技術者には，生産システム機械

の高度設計技術者，生産システム機械の高度開発技術者，情報通信分野における高度技術者，

計測制御分野における高度技術者などがあります。 
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限 時              間

1・2 ０８：５０～１０：２０

3・4 １０：３０～１２：００

5・6 １２：５０～１４：２０

7・8 １４：３０～１６：００

5 １２：５０～１３：４０

7 １４：３０～１５：２０

5～7 １２：５０～１５：２０

5～8 １２：５０～１６：００

5～9 １２：５０～１７：００

授 業 時 間 表
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１　沿　革　大　要





１．沿 革 大 要  

 

明治14. 8.20 東京攻玉社分校、鳥羽商船黌開校 

明治26. 3   攻玉社の都合により一時閉鎖 

明治28.10. 4 東海商船学校 

明治32. 8.17 鳥羽町立鳥羽商船学校 

明治44. 4. 1 三重県立鳥羽商船学校 

昭和14. 8.19 官立（文部省直轄）鳥羽商船学校 

昭和17. 1. 1 逓信省に移管 

昭和20. 5.19 運輸省所管 

昭和26. 4. 1 文部省所轄鳥羽商船高等学校 

昭和40. 5.25 １号館（校舎）竣工 

昭和41. 3.10 第１体育館竣工 

昭和41. 3.10 実習工場竣工 

昭和42. 6. 1 鳥羽商船高等専門学校 

昭和42年度入学の航海学科40名、機関学科40名、計80名は高専1期生と

なる 

昭和43. 4.10 高専１回入学式（２期生）を挙行 

昭和43.11.30 ２号館（校舎）竣工 

昭和44. 4. 1  機関学科１学級増により学生入学定員は航海学科40名、機関学科80名、

計120名となる 

昭和45. 3.27 艇庫竣工 

昭和45. 3.27 暁寮竣工 

昭和47. 3. 4 武道場竣工 

昭和47. 9.30 高専第１回卒業証書授与式を挙行 

昭和48. 3.27 図書館竣工 

昭和49. 3.25 荒天航泊実験室竣工 

昭和50. 9.30 ガスタービン実験室竣工 

昭和51. 2.25 電子計算機室竣工 

昭和54. 2.26 ボイラ実験室竣工 

昭和56. 3.31 第２体育館竣工 

昭和56.11. 1 創基100周年記念式典を挙行 

昭和57. 3.19 内燃機関実験棟竣工 

昭和57. 4.30 百周年記念資料館竣工 
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昭和60. 4. 1 機関学科を分離改組し、航海学科40名、機関学科40名、電子機械工学

科40名となる 

開学以来初めて女子学生の入学を許可し、航海学科3名、電子機械工学 

科3名、計6名の女子学生が入学 

全寮制を基本として、一部について自宅又は親戚等からの通学を許可 

昭和61. 7.26 商船教育創始110周年を記念する会を挙行 

郵政省より同記念切手が発行される 

昭和62. 3.30 ３号館（校舎）竣工 

昭和63. 4. 1 航海学科及び機関学科を改組し、商船学科40名、電子機械工学科40名 

制御情報工学科40名となる 

平成 2. 3. 8 電子機械工学科第1回卒業証書授与式を挙行 

平成 2. 4. 1 全学年全寮制を廃止し、1、2年生全寮制となる 

平成 3. 4. 8 留学生、編入学生の受入れを開始、電子機械工学科3年に留学生1人、

同4年に編入学生2人を受入れる 

平成 5. 3.10 制御情報工学科第1回卒業証書授与式を挙行 

平成 5. 7. 1 潮騒会館竣工 

平成 6. 4. 1 1、2年生全寮制を廃止し、商船学科1、2年生全寮制となる 

平成 6. 8.19 練習船鳥羽丸竣工 

平成13.11. 9 創基120周年記念式典を挙行 

平成16. 4. 1 独立行政法人国立高等専門学校機構鳥羽商船高等専門学校 

平成16. 4. 1 総合情報センターを設置 

平成17. 4. 1 専攻科（海事システム学専攻、生産システム工学専攻）を設置 

平成18. 4. 1 商船学科の１・2年の全寮制を廃止し、全科全学年任意入寮制となる 

平成19. 3.14 ４号館（専攻科棟）竣工 

平成19. 3.26 専攻科 生産システム工学専攻第１回修了証書授与式を挙行 

平成19. 9.19 専攻科 海事システム学専攻第１回修了証書授与式を挙行 

平成20. 8.26 シンガポールポリテクニック、シンガポールマリタイムアカデミーと

教育、学術に関する国際交流協定を締結 

平成22. 4. 1 テクノセンターを設置 

平成22. 4. 2 21代校長に東京海洋大学名誉教授藤田稔彦が就任 

平成22.11.29 ハワイ大学カウアイコミュニティ―カレッジと教育、学術に関する国

際交流協定を締結 
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平成 26.3.11 イスタンブル工科大学と教育、学術に関する国際交流協定を締結 

平成27.4.1 22代校長に独立行政法人国立高等専門学校機構理事 鈴鹿工業高等専

門学校長 大阪大学名誉教授 新田保次が就任 

平成29.4.1 23代校長に神戸大学名誉教授 林祐司が就任 

平成31.4.1  電子機械工学科及び制御情報工学科を改組し、情報機械システム工学

科80名となる。 
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２　学則・学生準則等規則





 あ 

（１）鳥羽商船高等専門学校学則 

制 定 平成１６年 ４月 １日 

終改正 令和 元年 ５月１４日 

第１章 総則

 （目的）

第１条 本校は、教育基本法(昭和 22 年法律第 25 号)、学校教育法(昭和 22 年法律第 2

6 号)及び 独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成15年法律第113号）に基づき、職業

に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するととも

に、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。

第２章 修業年限、学年、学期、休業日及び授業終始の時刻

 （修業年限）

第２条 修業年限は、商船に関する学科については 5 年 6 か月とし、工業に関する学科

については 5 年とする。 

２ 商船に関する学科の修業年限のうち、4 年 6 か月を席上課程とし、１年を大型練習

船による実習課程とする。

３ 大型練習船による実習課程のうち、1 か月の実習を短期実習、５か月の実習を前期

長期実習、6 か月の実習を後期長期実習とする。 

４ 第 2 項の規定にかかわらず、後期長期実習については、やむを得ない事由がある場

合は別に定める措置をとることができる。

 （学年）

第３条 学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。ただし、商船に関する

学科の卒業年次にあっては、4 月 1 日に始まり、大型練習船実習課程修了時に終わる。 

 （学期）

第４条 学年を分けて、次の 2 学期とする。 

前期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

後期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

 （休業日）

第５条 休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の必要があるときは、校長はこれ

らの休業日を授業日に振り替えることがある。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) 春季休業  

(4) 夏季休業 p 

(5) 冬季休業  

(6) 学年末休業  

２ 前項第 3 号から第 6 号までに規定する休業日は、校長が別に定める。 

３ 前項に規定する休業日のほか、臨時の休業日は、校長がその都度定める。

 （授業終始の時刻）

第６条 授業終始の時刻は、校長が別に定める。

第３章 学科、学級数、入学定員及び教職員組織

 （学科、学級数及び入学定員並びに教育目的）

第７条 学科、学級数及び入学定員は、次のとおりとし、学科ごとの教育目的は別に定

めるところによる。
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 あ   

学        科 学 級 数 入 学 定 員 

商船に関する学科 商 船 学 科 １ ４０人 

工業に関する学科  

情報機械システム工学科 
２ ８０人 

２ 前項の規定にかかわらず、教育上有益と認めるときは、異なる学科の学生をもって

学級を編成することができる。 

 （教職員組織） 

第８条 本校に、校長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及び技術職員を置

く。 

２ 教職員の職務は、学校教育法その他の法令の定めるところによる。 

 （副校長及び主事） 

第９条 本校に、副校長、教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 副校長は、校長の命を受け、学校運営全般に関することを掌理し、校長を補佐する。 

３ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

４ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属

するものを除く。）を掌理する。 

５ 寮務主事は、校長の命を受け、学寮における学生の厚生補導に関することを掌理す

る。 

 （事務部） 

第 10 条 本校に、校務に関する事務を処理するため事務部を置く。 

 （その他内部組織） 

第 11 条  前 2 条に規定するもののほか、本校の内部組織は、別に定めるところによる。 

   第４章 教育課程等 

 （1 年間の授業期間） 

第 12 条  1 年間の授業を行う期間は、期末試験等の期間を含め、35 週以上にわたるこ

とを原則とする。 

 （授業日数） 

第 13 条 授業日数とは、学校が定めた学校行事日及び科目の授業日を合わせた日数を

いう。 

 （授業科目及び履修単位数） 

第 14 条  教育課程は、授業科目及び特別活動により編成するものとする。 

２ 授業科目及びその履修単位数は、一般科目にあっては別表第 1、専門科目にあって

は別表第 2 のとおりとする。 

３ 1 単位の科目を 45 時間（1 単位時間は標準 50 分とする。）の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、

授業時間外に必要な学修等を考慮して、1 単位に必要な授業時数を以下の通り計算す

ることができる。 

４ 科目の 1 単位を、30 単位時間（1 単位時間は標準 50 分とする。以下同じ。）の履修

として計算し、これを「履修単位」という。 

５ 科目の 1 単位を、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必

要な学修等を考慮して、次の基準により計算し、これを「学修単位」という。 

  講義及び演習については、15 単位時間、実験、実習及び実技については、30 単位

時間の授業をもって 1 単位とする。 

６ 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計は、全学年の課程

を修了するために必要な修得単位数のうち 60 単位を超えないものとする。 
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７ 前 3 項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これら

の学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、こ

れらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

８ 特別活動は、第 1 学年から第 3 学年まで各学年 30 単位時間以上実施する。 

 （他の高等専門学校における授業科目の履修） 

第 15 条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の高等専門学校において履修

した授業科目について修得した単位を、30 単位を超えない範囲で本校における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

 （高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第 16 条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文

部科学大臣が別に定める学修を、本校における授業科目の履修とみなし、単位の修得

を認定することができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は、前条により本校において修得したもの

とみなす単位数と合わせて 30 単位を超えないものとする。 

３ 第 1 項に関し必要な事項は、別に定める。 

 （成績評価） 

第 17 条  各学年の課程の修了又は卒業を認めるにあたっては、平素の成績を評価して

行うものとする。 

 （原級留置） 

第 18 条  前条の認定の結果、原学年にとどめられた者について、第 1 学年から第 3 学年にあっ

ては、当該学年に係る全授業科目を再履修するものとする。第 4 学年及び第 5 学年にあって

は、当該学年の未修得科目を修得する。なお、再履修した第 4 学年の場合は、第 5 学年の科目

（選択科目に限る）を修得できるものとする。 

   第５章 入学、休学、退学、留学及び卒業 

 （入学資格） 

第 19 条  入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

(1) 中学校を卒業した者 

(2) 義務教育学校を卒業した者 

(3) 中等教育学校の前期課程を修了した者 

(4) 外国において学校教育における 9 年の課程を修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者 

(7) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和 41 年文部省令第 36 号）

により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 

 (8) その他相当の年齢に達し本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者 

 （入学志願の手続） 

第 20 条 入学を志願する者は、入学願書に入学検定料及び所定の書類を添えて願い出

なければならない。 

 （入学者の選抜） 

第 21 条 校長は、入学志願者について学力検査の成績及び出身学校の長から送付され

た調査書その他必要な書類等を資料として入学者の選抜を行う。 

２ 入学者の選抜は、前項の選抜方法によるほか校長の定めるところにより、入学定員

の一部について、別に定める資料及び方法により入学者を選抜することもできる。 

 （入学手続及び入学許可） 

第 22 条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、入
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学料を納付するとともに在学中の保証人と連署した誓約書及び校長が定める書類を

提出しなければならない。 

２ 校長は、前項の入学手続を完了した者に対して入学を許可する。ただし、入学料の

納付については、入学料免除又は徴収猶予の申請を受理された者にあっては、この限

りでない。 

 （編入学） 

第 23 条 第 1 学年の途中又は第 2 学年以上に入学を希望する者があるときは、校長は、

その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた場

合に限り、前 2 条の規定に準じて相当学年に入学を許可することがある。 

２ 編入学に関し必要な事項は、別に定める。 

 （転学科） 

第 24 条 転学科又は転コ－スを希望する者があるときは、校長は、選考の上、相当学

年に転学科又は転コ－スを許可することがある。 

２ 前項に関し必要な事項は、別に定める。 

 （休学） 

第 25 条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により、3 か月以上継続して修学するこ

とができないときは、校長の許可を受けて休学することができる。 

第 26 条  休学の期間は、1 年以内とする。ただし、特別の事由がある場合は休学期間の

延長を認めることができる。 

２ 休学期間は通算して 3 年を超えることができない。ただし、休学の事由が海外研修

等の場合で校長の許可を得たときは、当該期間は本項の休学期間に算入しない。 

 （復学） 

第 27 条 休学した者は、休学の事由がなくなったときには校長の許可を受けて、復学

することができる。 

 （出席停止） 

第 28 条 学生に伝染病その他の疾病があるときは、校長は、出席停止を命じることが

ある。 

 （退学） 

第 29 条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により退学しようとするときは、校長

の許可を受けて退学することができる。 

 （再入学） 

第 30 条 前条の規定により退学した者で再入学を希望する者があるときは、校長は、

選考の上相当学年に入学を許可することがある。 

2 再入学に関し必要な事項は、別に定める。 

 （除籍） 

第 31 条 校長は、次の各号の一に該当する者は、これを除籍する。 

(1) 長期間にわたり行方不明の者 

(2) 授業料及び寄宿料の納付を怠り督促しても、なお納付しない者 

(3) 第 22 条第 2 項ただし書に規定するところにより、入学料免除又は徴収猶予の申

請書を受理され、免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可

された者で、免除の不許可又は許可を告知した日から起算して 14 日以内に納付す

べき入学料を納付しない者 

(4) 第 26 条に規定する休学期間を超えて、なお修学できない者 

(5) 第 55 条の規定により入学料の徴収を猶予された者で、年度内に納付しない者 

 （留学） 

第 32 条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学

することを許可することができる。 
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２ 校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、外国の高等学

校又は大学における履修を本校における履修とみなし、30 単位を超えない範囲で単

位の修得を認定することができる。 

３ 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された学生について、学年の途中にお

いても各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。 

４ 前 3 項に関し必要な事項は別に定める。 

 （卒業） 

第 33 条 校長は、全学年の課程を修了した者に卒業証書を授与する。 

 （準学士） 

第 34 条 前条の卒業者は、準学士と称することができる。 

第６章 専攻科 

（設置） 

第 35 条 本校に、専攻科を置く。 

（目的） 

第 36 条 専攻科は、高等専門学校における教育の基礎の上に高度の専門的学術を教授し、専門

領域の幅を拡大するとともに、国際的感覚と広い視野をもって研究・技術開発能力、創造能力

を発揮できる実践的専門技術者を育成することを目的とする。 

（専攻及び入学定員） 

第37条 専攻科の専攻及び入学定員は、次のとおりとする。 

専   攻 入 学 定 員 

海事システム学専攻  

生産システム工学専攻 

４人 

８人 

（入学資格） 

第38条 専攻科に入学できる者は、次の各号の一に該当するものとする。 

(1) 高等専門学校を卒業した者 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第 132 条の規定により大学に編入学

することができる者 

(4) 外国において、学校教育における 14 年の課程を修了した者 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 14 年の課程を修了した者 

(6) 我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 14

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了した者  

(7) その他、本校が高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（入学者の選抜及び入学許可） 

第 39 条 校長は、専攻科の入学志願者について、別に定めるところにより選抜のうえ、入学を

許可する。 

（教育課程） 

第40条 専攻科の授業科目及びその単位数は、別表第 3 のとおりとする。 

（修業年限及び在学期間） 

第41条 専攻科の修業年限は、2 年とする。ただし、4 年を超えて在学することはできない。 

（学年） 

第 42 条 学年は、生産システム工学専攻にあっては、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わ

り、海事システム学専攻にあっては、10 月 1 日に始まり翌年 9 月 30 日に終わる。 
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（学期） 

第43条 学年を分けて、専攻ごとに次の 2 学期とする。 

   海事システム学専攻 

    秋期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

    春期 4 月１日から 9 月 30 日まで 

   生産システム工学専攻 

    前期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

    後期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

（休業日） 

第 44 条 休業日は、次のとおりとする。ただし、特別の必要があるときは、校長はこれ

らの休業日を授業日に振り替えることがある。 

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) 春季休業  

(4) 夏季休業  

(5) 冬季休業  

(6) 学年末休業  

２ 前項第 3 号から第 6 号までに規定する休業日は、校長が別に定める。 

３ 前項に規定する休業日のほか、臨時の休業日は、校長がその都度定める。 

（休学の期間） 

第45条 専攻科学生の休学の期間は、1 年以内とし、特別の事由がある場合は休学期間の延長を

認めることができる。 

２ 休学期間は通算して 2 年を超えることができない。ただし、休学の事由が海外研修等の

場合で校長の許可を得たときは、当該期間は本項の休学期間に算入しない。 

３ 休学の期間は、第 41 条に定める修業年限及び在学期間に算入しない。 

（修了） 

第46条 専攻科に 2 年以上在学し、所定の授業科目を履修し 62 単位以上を修得した者について

は、修了を認定する。 

２ 校長は、修了を認定した者に対し、所定の修了証書を授与する。 

（準用規定） 

第47条 専攻科学生については、第 6 条、第 12 条、第 16 条、第 17 条、第 25 条、第 27 条か

ら第 32 条まで、第 51 条から第 54 条まで、第 59 条から第 61 条までの規定を準用する。 

この場合において、第 16 条第 2 項及び第 32 条第 2 項の「30 単位」とあるのは「16 単位」と、

第 31 条第 4 号中「第 26 条」とあるのは「第 45 条」と、第 32 条第 1 項中「外国の高等学校

又は大学」とあるのは「外国の大学」とそれぞれ読み替えるものとする。 

第48条 本章に定めるもののほか、専攻科に関し必要な事項は別に定める。 

   第７章 入学検定料、入学料、授業料及び寄宿料 

 （入学検定料） 

第 49 条 入学を希望する者は、願書提出と同時に独立行政法人国立高等専門学校機構

における授業料その他の費用に関する規則（平成 16 年 4 月 1 日独立行政法人国立高

等専門学校機構規則第 35 号。以下｢費用規則｣という。）に定める検定料を納付しなけ

ればならない。 

 （入学料） 

第 50 条 入学にあたっては、費用規則に定める入学料を所定の期日までに納付するも

のとする。 

 （授業料） 

第 51条 学生は費用規則に定める授業料を前期（海事システム学専攻にあっては秋期）
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及び後期（海事システム学専攻にあっては春期）の 2期に区分して納付するものとし、

それぞれの学期において納付する額は年額の 2 分の 1 に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は、前期にあっては 4 月に、後期にあっては 10 月に納付しなければ

ならない。ただし、海事システム学専攻の秋期にあっては 10 月に、春期にあっては

4 月に納付しなければならない。 

３ 前 2 項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴

収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。 

４ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第 1 項及び第 2 項の規

定にかかわらず、入学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可されると

きに納付するものとする。 

第 52 条 学年の中途で卒業する者は、授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額に在学す

る月数を乗じて得た額を納付するものとする。 

２ 学年の中途において復学した者が納付する授業料の額は、授業料の年額の 12 分の

1 に相当する額に復学の日の属する月から、次の徴収の時期前までの月数を乗じて得

た額とし、復学した日の属する月に納付するものとする。 

第 53 条 学年の中途で退学する者は、退学する日の属する時期が前期であるときは、

授業料の年額の 2 分の 1 に相当する額の授業料を、退学する日の属する時期が後期で

あるときは、授業料の年額に相当する額の授業料を、それぞれ納付するものとする。 

 （寄宿料） 

第 54 条 学寮に入寮している学生は、入寮した日の属する月から退寮する日の属する

月までの間、費用規則に定める寄宿料を納付するものとする。 

 （入学料の免除及び徴収猶予） 

第 55 条 入学前 1 年以内において、学資を主として負担している者（以下「学資負担

者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け

た場合、その他やむを得ない事情により入学料の納付が著しく困難であると認める場

合には、入学料の全額若しくは半額を免除し、又はその徴収を猶予することができる。 

 （授業料の免除及び徴収猶予） 

第 56 条 経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められ

る場合又は休学、死亡その他やむを得ない事情があると認められる場合には、授業料

の全額若しくはその一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。 

 （寄宿料の免除） 

第 57 条 風水害等の災害を受けたことにより、寄宿料の納付が困難であると認められ

る場合には、寄宿料の全部を免除することがある。 

 （授業料等の還付） 

第 58 条 納付済の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、還付しない。ただし、第 

51 条第 3 項の規定により後期分授業料を併せて納付した者が、後期分授業料の徴収

時期前に休学又は退学した場合には、申出により後期分の授業料に相当する額、及び

同条第 4 項の規定により授業料を納付した者が、3 月 31 日（海事システム学専攻に

あっては 9 月 30 日）までに入学を辞退した場合には、申出により当該授業料に相当

する額を還付する。 

   第８章 学生準則及び賞罰 

 （学生準則） 

第 59 条 学生は、この学則に定めるもののほか、別に定める学生準則を遵守しなけれ

ばならない。 

 （表彰） 

第 60 条 学生として表彰に値する行為があるときは、表彰することがある。 

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 
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 （懲戒） 

第 61 条 教育上必要があるときは、学生に退学、停学、訓告その他の懲戒を加えるこ

とがある。ただし、退学は次の各号の一に該当する者について行うものとする。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

２ 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。 

   第９章 図書館 

 （図書館） 

第 62 条 本校に図書館を置く。 

２ 図書館の管理運営その他必要な事項は、別に定める。 

   第１０章 学寮 

 （学寮） 

第 63 条 本校に学寮を設ける。 

２ 学寮の管理運営その他必要な事項は、別に定める。 

   第１１章 練習船 

 （練習船） 

第 64 条 本校に練習船を置く。 

２ 練習船に関する規定は、別に定める。 

   第１２章 公開講座 

 （公開講座） 

第 65 条 本校に公開講座を設けることができる。 

２ 公開講座について必要な事項は、別に定める。 

   第１３章 外国人留学生 

 （外国人留学生） 

第 66 条 外国人留学生として本校に入学を希望する者がある場合は、選考のうえ入学

を許可することがある。 

２ 外国人留学生には、別に定めるもののほか、この学則を準用する。 

   第１４章 研究生、聴講生及び科目等履修生 

 （研究生） 

第 67 条 本校において、特定の専門事項について研究することを志願する者があると

きは、教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、研究生として入学を許可する

ことができる。 

２ 研究生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （聴講生） 

第 68 条 本校の授業科目のうち、特定の科目について聴講することを志願する者があ

るときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、聴講生として入学を許可

することができる。 

２ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

 （科目等履修生） 

第 69 条 本校の授業科目のうち、特定の科目について履修することを志願する者があ

るときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として入学

を許可することができる。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 
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   附 則 

１ この学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この学則の規定にかかわらず、平成 16 年 3 月 31 日に在学する者（以下「在学者」

という。）及び平成 16 年 4 月 1 日以後に在学者の属する年次に編入学・再入学する者

に係る教育課程、履修方法、卒業等については、なお、従前の例による。 

   附 則 

この学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成 20 年 6 月 17 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 21 年 2 月 17 日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成 21 年 9 月 16 日から施行し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

 この学則は、平成 23 年 3 月 3 日から施行し、平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 

  附 則 

１ この学則は、平成 23 年 5 月 17 日から施行し、平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 

２ この学則の規定にかかわらず、平成 23 年 4 月 1 日に在学する者については、なお

従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成 24 年 12 月 11 日から施行し、平成 25 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成 25 年 9 月 11 日から施行し、平成 25 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成 26 年 5 月 20 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日から適用する。 

２ 平成 22 年度以前に入学した学年にかかる教育課程については、改正後の学則別表

第 1、2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成 23 年度以降に入学

した学生と同一学年となる学生については、この規定による。 

３ 平成 26 年 3 月 31 日に専攻科に在学する者については、改正後の学則別表第 3の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 26 年度以前に入学した学年にかかる教育課程については、改正後の学則別表

第 1、2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成 26 年度第 1 学年の

学生が 1 年次から再履修する場合は、この規定による。 

附 則 

この学則は、平成 27 年 5 月 19 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。 

    附 則 

この学則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 28 年 5 月 17 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用 
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する。 

２ 平成 24 年度以前に入学した学年にかかる教育課程については、改正後の学則別表

第 2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成 25 年度以降に入学し

た学生と同一学年となる学生については、この規定による。 

附 則 

この学則は、平成 28 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 29 年 1 月 12 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 29 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 30 年 7 月 17 日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成 30 年 9 月 5 日から施行し、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 30 年度以前に入学した者及び平成 31 年度以降に平成 30 年度以前に入学した

者の属する学年に入学する者については、改正後の第 7 条の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和元年 5 月 14 日から施行する。 
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別表第１（第 14 条関係） 

平成２６年度以前入学生 

一 般 科 目（商船学科）  
 

授 業 科 目 単位数 
学   年   配   当 

備  考 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

人 

 

文 

・ 

社 

 

会 

国   語 ８ ３ ２ ２  １ 
 

現代社会  

哲   学 

法   学 

経 済 学 

歴   史 

地   理 

３ 

１ 

１ 

１ 

４ 

２ 

 

 

 

 

２ 

２ 

１ 

 

 

 

２ 

 

２ 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ 

 

 

 

１  

１  

 

 

 

 

自 

 

然 

 

科 

 

学 

基礎数学Ａ 

基礎数学Ｂ 

微分積分Ａ 

微分積分Ｂ 

代数・幾何 

４ 

２ 

５ 

２ 

４ 

４ 

２ 

 

 

 

 
 

３ 

２ 

２ 

 
 

２ 

 

２ 

  

物   理 

化   学 

生   物 

５ 

５ 

１ 

２ 

２ 

 

３ 

２ 

１ 

 
１ 

 
  

 

保 健 ・ 体 育                ８ ２ ２ ２ １ １  

芸 

 

術 

書   道 

美   術 

音   楽 

２ ２ 

 
３科目のうち 
いずれか１科目
選択 

外 

国 

語 

英 
 
語 

英 語 A 

英 語 B 
総合英語 

６ 
５ 
８ 

３ 
３ 
 

３ 
２ 
 

 
 
４ 

 
 
２ 

 
 
２ 

 

ド イ ツ 語            ３    １ ２ 
 

計 ８０ ８０ ２７ ２５ １５ ５  ８  
 

   

 
特別教育活動 ３  １  １  １     

注）外国人留学生については、国語、経済学、法学、現代社会の振り替え科目とし  

  て日本語と専門教科の補講を開講する。  
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別表第１(第14条関係）

学修
単位 １年 ２年 ３年 ４年 ５年

国 語 総 合 １ 2 2
国 語 総 合 ２ 2 2
国 語 総 合 ３ 2 2 留学生を除く

歴 史 １ 2 2
歴 史 ２ 2 2
現 代 社 会 2 2 留学生を除く

日 本 語 教 育 １ 2 2 留学生のみ

日 本 語 教 育 ２ 2 2 留学生のみ

基 礎 数 学 １ 2 2
基 礎 数 学 ２ 2 2
基 礎 数 学 ３ 2 2
微 分 積 分 １ 2 2
微 分 積 分 ２ 2 2
微 分 積 分 ３ 2 2
代 数 ・ 幾 何 １ 2 2
代 数 ・ 幾 何 ２ 2 2
物 理 １ 2 2
物 理 ２ 2 2
理 科 総 合 2 2
化 学 基 礎 2 2
保 健 体 育 １ 2 2
保 健 体 育 ２ 2 2
保 健 体 育 ３ 2 2
書 道
美 術
音 楽
English Communication １ 2 2
English Communication ２ 2 2
English Expression １ 2 2
English Communication ３ 2 2
English Communication ４ 2 2
English Expression ２ 2 2
総 合 英 語 １ 2 2
総 合 英 語 ２ 2 2
一 般 基 礎 教 育 １ 2 2
一 般 基 礎 教 育 ２ 1 1

63 24 23 16 0 0
国 語 表 現 〇 2 2
文 学 概 論 〇 2 2
哲 学 〇 2 2
社 会 科 学 概 論 〇 2 2
法 学 〇 2 2
日 本 語 教 育 ３ 〇 2 2 留学生のみ

日 本 語 教 育 ４ 〇 2 2 留学生のみ

化 学 １ 〇 2 2
化 学 ２ 〇 2 2
スポーツ健康学実習１ 1 1
スポーツ健康学実習２ 1 1
英 語 １ 1 1
英 語 ２ 1 1
英 語 ３ 1 1
英 語 ４ 1 1

20 0 0 0 15 5
留学生は
4年17単位
5年7単位

12以上 0 0 0

75以上 24 23 16

3 1 1 1
※)選択科目単位数に、鳥羽商船高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規則別表２に揚げる技能審
査の単位数を加算することが出来る。なお、技能審査が単位認定された学年を問わず選択科目の修得単位に含める
ものとする。

開設選択科目単位数合計

※)選択科目単位数 12以上

合　　　　　　　　　計 12以上

特別教育活動

2 1科目選択

外
国
語

小　　　計

選
択
科
目

人
文
･
社
会

自
然

科
学

保
健

体
育

外
国
語

必
修
科
目

人
文
･
社
会

自
然
科
学

保
健
･
体
育

芸
術

2

平成２９年度入学生　　　　　　一般科目（電子機械工学科・制御情報工学科）

授 業 科 目 単位数
学　　　年　　　配　　　当

備　　考
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別表第１(第14条関係）

学修
単位 １年 ２年 ３年 ４年 ５年

国 語 総 合 １ 2 2
国 語 総 合 ２ 2 2
国 語 総 合 ３ 2 2 留学生を除く
歴 史 １ 2 2
歴 史 ２ 2 2
現 代 社 会 2 2 留学生を除く
日 本 語 教 育 １ 2 2 留学生のみ
日 本 語 教 育 ２ 2 2 留学生のみ
基 礎 数 学 １ 2 2
基 礎 数 学 ２ 2 2
基 礎 数 学 ３ 2 2
微 分 積 分 １ 2 2
微 分 積 分 ２ 2 2
微 分 積 分 ３ 2 2
代 数 ・ 幾 何 １ 2 2
代 数 ・ 幾 何 ２ 2 2
物 理 １ 2 2
物 理 ２ 2 2
理 科 総 合 2 2
化 学 基 礎 2 2
保 健 体 育 １ 2 2
保 健 体 育 ２ 2 2
保 健 体 育 ３ 2 2
書 道
美 術
音 楽
English Communication １ 2 2
English Communication ２ 2 2
English Expression １ 2 2
English Communication ３ 2 2
English Communication ４ 2 2
English Expression ２ 2 2
総 合 英 語 １ 2 2
総 合 英 語 ２ 2 2
一 般 基 礎 教 育 １ 2 2
一 般 基 礎 教 育 ２ 1 1

63 24 23 16 0 0
国 語 表 現 〇 2 2
文 学 概 論 〇 2 2
哲 学 〇 2 2
社 会 科 学 概 論 〇 2 2
法 学 〇 2 2
日 本 語 教 育 ３ 〇 2 2 留学生のみ
日 本 語 教 育 ４ 〇 2 2 留学生のみ
化 学 １ 〇 2 2 履修必須
化 学 ２ 〇 2 2
ス ポ ー ツ 健 康 学 実 習 １ 1 1
ス ポ ー ツ 健 康 学 実 習 ２ 1 1
英 語 １ 1 1
英 語 ２ 1 1
英 語 ３ 1 1
英 語 ４ 1 1
ド イ ツ 語 １ 1 1
ド イ ツ 語 ２ 1 1
ド イ ツ 語 ３ 1 1
ド イ ツ 語 ４ 1 1
#) 中 国 語 1 1
#) フ ラ ン ス 語 1 1
#) ス ペ イ ン 語 1 1

27 0 0 0 17 10
留学生は
4年19単位
5年12単位

12以上 0 0 0

75以上 24 23 16

3 1 1 1
注）#)は、開設しないこともある。

必
修
科
目

人
文
･
社
会

外国語科目6以上
外国語科目以外4以上

併せて12以上

12以上

自
然

科
学

保
健

体
育

外
国
語

選
択
科
目 ※)外国語科

目6単位以上
修得

※)外国語科目の単位は、鳥羽商船高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規則別表２に揚げる技能審査の単位
数を加算することが出来る。なお、技能審査が単位認定された学年を問わず選択科目の外国語科目の修得単位に含めるものとす
る。

外
国
語

小　　　計

開設選択科目単位数合計

選択科目単位数

特別教育活動

合　　　　　　　　　計

2 2

人
文
･
社
会

平成２７年度以降入学生　　　　　一般科目（電子機械工学科・制御情報工学科）

授 業 科 目 単位数 備　　考
学　　　年　　　配　　　当

1科目選択

自
然
科
学

保
健
･
体
育

芸
術
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別表第１（第14条関係） 

平成２６年度以前入学生 

一 般 科 目（電子機械工学科・制御情報工学科）  
 

授 業 科 目 単位数 
学   年   配   当 

備  考 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

人 

 

文 

・ 

社 

 

会 

国   語 ８ ３ ２ ２ １  
 

現代社会  

哲   学 

法   学 

経 済 学 

歴   史 

地   理 

３ 

１ 

１ 

１ 

４ 

２ 

 

 

 

 

２ 

２ 

１ 

 

 

 

２ 

 

２ 

 

 

 

 

 

 
１ 

１ 

１ 

 

 

 

 

自 

 

然 

 

科 

 

学 

基礎数学Ａ 

基礎数学Ｂ 

微分積分Ａ 

微分積分Ｂ 

代数・幾何 

４ 

２ 

５ 

２ 

４ 

４ 

２ 

 

 

 

 
 

３ 

２ 

２ 

 
 

２ 

 

２ 

  

物   理 

化   学 

生   物 

５ 

５ 

１ 

２ 

２ 

 

３ 

２ 

１ 

 
１ 

 
  

 

保 健 ・ 体 育                ８ ２ ２ ２ １ １  

芸 

 

術 

書   道 

美   術 

音   楽 

２ ２ 

 
３科目のうち 
いずれか１科目
選択 

外 

国 

語 

英 
 
語 

英 語 A 

英 語 B 
総合英語 

６ 
５ 
８ 

３ 
３ 
 

３ 
２ 
 

 
 
４ 

 
 
３ 

 
 
１ 

 

ド イ ツ 語            ３    ２ １ 
 

計 ８０ ８０ ２７ ２５ １５ １０ ３ 
 

   

 
特別教育活動 ３  １  １  １     

 注）外国人留学生については、国語、経済学、法学、現代社会の振り替え科目とし  

   て日本語と専門教科の補講を開講する。  
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別表第２（第14条関係） 
平成２６年度以前入学生 

専  門  科  目（商 船 学 科） 

授 業 科 目 単位数  
学 年  別  配 当 

備  考
１年 ２年 ３年 ４年  ５年  

共 
 
 
通 
 
 
必 
 
 
修 
 
 
科 
 
 
目 

応 用 数 学  ２ ２   
工 業 力 学  １ １   
材 料 力 学  １ １   
流 体 力 学  １ １   
電 気 電 子 理 論  ２ ２   
情 報 処 理 Ⅰ  ２ ２   
計測制御工学Ⅰ  ２ ２   
航 海 概 論  ２ １ １   
機 関 概 論  ２ １ １   
小 型 船 舶 概 論  １ １   
船 舶 工 学  ２ １ １  
船 舶 安 全 学 Ⅰ  １ １  
海 事 法 規 Ⅰ  ２ ２   
海 技 実 習  ３ ３   
実 験 実 習 Ⅰ  ３ ３   
練 習 船 実 習  ２ １ １   
小      計 ２９ ６ ８ １１ ２ ２  

コ 
 
 
 

| 
 
 
 
ス 
 
 
 
必 
 
 
 
修 
 
 
 
科 
 
 
 
目 

航 
 
 
海 
 
 
コ 
 
 

| 
 
 
ス 

貿 易 物 流 概 論  ２ １ １  
海 運 経 済 論  １ １  
専 門 英 語 Ⅰ
専 門 英 語 Ⅱ  

1
1     1 

1 
 

船 舶 通 信 概 論  １ １   
船 舶 安 全 学 Ⅱ  １ １   
航 海 測 位 論  ４ ２ １ １  
航海システム論  ３ １ １ １  
海 洋 環 境 論  １ １  
操 船 論  ２ １ １  
載 貨 論  ２ １ １   
気 象 通 論  ２ １ １  
船 舶 整 備 論  １ １   
海 事 法 規 Ⅱ  １ １  
航 海 法 規  ２ １ １   
実 験 実 習 Ⅱ  ３ ２ １  
練 習 船 実 習  ２ １ １  
卒 業 研 究  ４ ４  
小      計 ３４ ０ ０ ８ １０ １６  

機 
 
 
関 
 
 
コ 
 
 

| 
 
 
ス 

熱 力 学  １ １   
電 気 機 器 学  ２ １ １  
電 子 工 学  １ １   
計測制御工学Ⅱ  １ １   
情 報 処 理 Ⅱ  １ １  
専 門 英 語  １ １  
工 業 材 料 学  ２ １ １  
設 計 製 図  ４ ２ １ １  
燃料・潤滑工学  １ １ 
内 燃 機 関 学  ４ ２ １ １ 
蒸 気 機 関 学  ４ １ ２ １ 
舶用補助機関学  ３ １ １ １ 
実 験 実 習 Ⅱ  ３ ２ １ 
練 習 船 実 習  ２ １ １ 
卒 業 研 究  ４ ４ 
小      計 ３４ ０ ０ ８ １１ １５  
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授 業 科 目 単位数  
学  年  別  配  当 

備 
考 

１年 ２年 ３年 ４年  ５年  

選 
 
 
 
 
択 
 
 
 
 
科 
 
 
 
 
目 

共 
通 
選 
択 
科 
目 

船 舶 工 学 特 論  １ １ 
環 境 科 学 特 論  １    １  

防 食 防 汚 特 論  １     １ 

制 御 工 学 特 論  １     １ 

先 端 材 料 特 論  １     １ 

海 技 実 務 Ⅰ  １     １ 

海 技 実 務 Ⅱ  １     １ 

海 技 実 務 Ⅲ  １     １ 

コ 
| 
ス 
選 
択 
科 
目 

航 
海 
コ 
| 
ス 

航 海 特 論  １ １ 
操 船 特 論  １     １ 

船 貨 特 論  １     １ 
航 法 特 論  １ １ 

機
関
コ
|
ス 

内 燃 機 関 特 論  １ １ 
タ ー ビ ン 特 論  １     １ 

設 備 機 械 特 論  １     １ 

電 力 変 換 特 論  １     １ 

開設選択科目単位数合計 １２ ０ ０ ０ １ １１ 

修 得 科 目 単 位 数  ４以上 ０ ０ ０ ４以上 

専
門 

必修科目単位数合計  ６３ ６ ８ １９ 航海１２ 
機関１３ 

航海１８ 
機関１７ 

選択科目単位数合計  ４以上 ０ ０ ０ ４以上 

一
般 

開設科目単位数合計  ８０ ２７ ２５ １５ ５ ８ 
修得科目単位数合計  ８０ ２７ ２５ １５ ５ ８ 

修 得 単 位 数 合 計 １４７以上 ３３ ３３ ３４
航海１７ 
機関１８ 
以上 

航海*1)３０*1)

機関*2)２９*2)

以上 
大 型 練 習 船 実 習 上記単位数以外に１２月実施する 

＊１）４年生で選択科目を修得した場合は２９ 
＊２）４年生で選択科目を修得した場合は２８ 
♯)大型練習船実習12月のうち、後期長期実習については、やむを得ない事由がある場合は別に定め 
る措置をとることができる。 
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別表第２（第 14 条関係） 

平成２６年度以前入学生   専  門  科  目（電子機械工学科）

授 業 科 目 単位数
学 年 別 配 当

備  考１年 ２年 ３年 ４年 ５年
情報リテラシーⅠ ２ ２

情報リテラシーⅡ ２ ２

ﾏ ｲ ｸ ﾛ ｺ ﾝ ﾋ ﾟ ﾕ ｰ ﾀ ２ ２

プログラミング入門 ２ ２

必 情 報 処 理 ２ ２

ディジタル回路 ２ ２

計 測 工 学 ２ ２

制 御 工 学 ２ ２

メカトロニクス概論 ２ ２

修
メカトロニクス制御
電気・電子基礎

２
２ ２

２

電 気 回 路 ２ ２

電 子 回 路 ２ ２

電 磁 気 学 ２ ２

電 気 機 器 ２ ２

セ ン サ 工 学 ２ ２

科 機 械 工 作 法 ２ ２

製 図 ２ ２

設  計  法 ２ ２

材 料 力 学 Ⅰ ２ ２

応 用 力 学 ２ ２

工 業 英 語 Ⅰ １ １

目 工 学 実 習 Ⅰ ２ ２

工 学 実 習 Ⅱ ２ ２

工 学 実 験 Ⅰ ３ ３

工 学 実 験 Ⅱ ３ ３

工 学 実 験 Ⅲ ３ ３
卒 業 研 究 ８ ８

必 修 科 目 計 ６４ ６ ８ １９ １６ １５

選

択

科

目

応 用 数 学 Ⅰ
応 用 数 学 Ⅱ
応 用 物 理 Ⅰ
応 用 物 理 Ⅱ
コンピュータグラフィックス
電 子 材 料
設 計 製 図
材 料 力 学 Ⅱ
機 械 材 料
流 体 力 学
熱 力 学
管 理 工 学
工 業 英 語 Ⅱ
プレゼンテーション演習
設 計 製 図 演 習
工 学 演 習 Ⅰ
工 学 演 習 Ⅱ

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
１
１
１
１
１
１

２

２

２
２

１

１

２

２
２
２
２

２
２
１
１

１

１
校 外 実 習 １ １
＃電子機械工学特別講義1 
＃電子機械工学特別講義2 

1 
1 

１
１

選 択 科 目 計 ３１ １２ １９

選択科目修得単位数 ２３以
上 ５以上 １３以上

専 門 科 目 計 ９５ ６ ８ １９ ２８ ３４
一 般 科 目 計 ８０ ２７ ２５ １５ １０ ３
開設単位数 合計 １７５ ３３ ３３ ３４ ３８ ３７

♯…授業科目名欄の＃印は開設できないこともある。
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別表第２（第14条関係） 
平成２６年度以前入学生       専 門 科 目（制御情報工学科） 

授  業  科  目 単位数
学  年  別  配  当 

備考 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 

 応 用 数 学 
工 学 数 理 
応 用 物 理 １ 
応 用 物 理 ２ 
工 業 英 語 
プ ロ グ ラ ミ ン グ 1 
プ ロ グ ラ ミ ン グ 2 
プ ロ グ ラ ミ ン グ 3 
ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 
シ ス テ ム 工 学 
電 子 計 算 機 工 学 
工 学 数 理 基 礎 
マイコン組み込みシステム 
セ ン サ 工 学 
古 典 制 御 工 学 
電 気 電 子 基 礎 
電 気 回 路 
電 子 回 路 
機 械 製 図 
デ ジ タ ル 回 路 
工 業 力 学 
材 料 力 学 
情 報 工 学 基 礎 
工   学   実   験  １ 
工   学   実   験  ２ 
工   学   実   験  ３ 
工   学   実   験  ４ 
卒    業    研    究 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
３ 
３ 
３ 
３ 
８ 

 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
２ 
 
 
 
３ 
 
 
 
 

 
 
２ 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
２ 
２ 
 
 
 
２ 
２ 
 
 
２ 
２ 
 
 
３ 
 
 
 

２ 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
２ 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 
 
 

 
２ 
 
 
２ 
 
 
 
２ 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 
８ 

 
 
 
必 
 
 
 
修 
 
 
 
科 
 
 
 
目 
 
 
 
 

 

必 修 科 目 計  ６６ ６ ９ １９ １３ １９ 
 

オブジェクト指向言語1  
オブジェクト指向言語2  
デ ー タ ベ ー ス 論  
コンピュ－タグラフィクス  
数 値 計 算  
人 工 知 能  
情 報 理 論  
情 報 通 信  
制 御 系 Ｃ Ａ Ｄ  
デ ジ タ ル 制 御  
アクチュエータ工学  
現 代 制 御 工 学  
電 磁 気 学  
組み込みシステム工学  
機 械 設 計 工 学  
校 外 実 習  
#制御情報工学特別講義1  
#制御情報工学特別講義2  

２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 
 
２ 
１ 
 
 
２ 
 
２ 
 
 
 
２ 
 
２ 
１ 
１ 
 

 
２ 
 
 
１ 
２ 
 
２ 
 
２ 
２ 
２ 
 
２ 
 
 
 
１ 

 
 
選 
 
 
択 
 
 
科 
 
 
目 

  
  
  

選 択 科 目 計  ３１    １５ １６ 

選択科目修得単位数 ２１以上    １１以上 １０以上  

専 門 科 目 計  ９７ ６ ９ １９ ２８ ３５ 

一 般 科 目 計  ８０ ２７ ２５ １５ １０ ３ 

開 設 単 位 数 合 計  １７７ ３３ ３４ ３４ ３８ ３８ 

 
♯…授業科目名欄の♯印は開設できないこともある。  
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別表 

校内練習船実習内容 
                               航海コース 

実 習 項 目 時 間 細           目 

船 舶 要 務  １０ 船内要務、運航概要 

当 直 実 習 ４５ 船橋当直法、機関当直法、機関運転法、停泊当直法 

運 用 実 習 ２５ 
投抜錨法、甲板機器の取扱い、船体属具の保守整備、 

操船法、出入港法(係留及び離着岸法)、運動性能測定 

航 海 実 習 ２５ 
航海計器の取扱い、沿岸航法、狭水道通過法、夜間

航行法、天文航法、電波航法 

機 関 管 理 ２０ 機関要目、機器・装置の性能検査、機関整備 

保 安 応 急 法 １５ 保安応急部署及び対策 

合 計 １４０  

 
 

校内練習船実習内容 
                               機関コース 

実 習 項 目 時 間 細           目 

船 舶 要 務  １０ 船内要務、運航概要 

当 直 実 習 ４５ 機関当直法、船橋当直法、停泊当直法、機関運転法 

運 用 実 習 １５ 
投抜錨法、甲板機器の取扱い、船体属具の保守整備、 

出入港法、運動性能測定 

航 海 実 習 １５ 
航海計器の取扱い、沿岸航法、狭水道通過法、天文

航法、電波航法 

機 関 管 理 ４０ 
機関要目、機器・装置の性能検査、機関整備、機関要

務 

保 安 応 急 法 １５ 保安応急部署及び対策 

合 計 １４０  
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別表第３（第40条関係） 
海 事 シ ス テ ム 学 専 攻 

平成３１年１０月以降入学生 

区 分 授  業  科  目 単位数
学 年 別 配 当 

備 考 1年
秋期 

1年
春期 

2年
秋期 

2年 
春期 

一
般
科
目 

一
般 

○現代英語A １ 1     
○現代英語B １ １   
○英会話A １ 1   
○英会話B １ １   
 日本文化論 2 2  
 社会科学特論 2 2   
一般科目開設単位小計 8 2 2 2 2  

    一般科目 修得単位     6 以上

専 
 
 
 
 
 
門 
 
 
 
 
 
科 
 
 
 
 
 
目 

専 
 
門 
 
共 
 
通 
 
科 
 
目 

 解析学 2    2     
 線形代数 2 2       
 離散数学 2    2      
 数値解析 2       2   
 テクニカルライティング 2 2      
 破壊工学 2    2     
 流体工学 2       2   
 先端材料工学 2   2      
 画像情報処理 2 2       
 環境化学 2    2      
 生体工学 2     2    
専門共通科目開設単位数 22  6   6   6   4   
専門共通科目 修得単位    16 以上

専 
 
門 
 
専 
 
攻 
 
科 
 
目 

○海事システム学特別研究Ⅰ 5 2 3   
○海事システム学特別研究Ⅱ 5 3 2  
○海事システム学実験Ⅰ 3 1 2   
○海事システム学実験Ⅱ 3 1 2  
 海事システム学特別実習 2 2   
 航法システム論 2 2   
 海事輸送安全学 2       2   
 海事教育システム学 2    2   
 海事通信工学 2       2   
 海上交通工学 2 2      
 船舶抵抗推進論 2 2      
 材料設計工学 2   2     
 蒸気動力システム工学 2 2      
 原動機システム工学 2    2    
 冷凍空調工学 2    2     
 機械要素 2    2      
 舶用電機システム工学 2       2   
 船舶システム制御工学 2    2   
 コンピュータ制御 2      2  
 マルチメディア工学 2    2   
 海洋環境科学 2    2      
専門専攻科目開設単位数 50  11 15 12  12   
専門専攻科目 修得単位    40 以上
専門科目開設単位小計 72  17  21  18  16   

    専門科目修得単位     56 以上

一般・専門科目開設単位合計 80  19  23  20  18   
  一般・専門科目 修得単位 合計  62 以上

（注） １．○印は必修科目 
２．別に定める放送大学等での科目を修得した場合、その単位のうち１６単位を上限とし、修得         

単位に含めることができる。 
３．専門科目（海事システム学特別研究、海事システム学実験、海事システム学特別実習は除く）は隔

年授業とすることができる。 
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別表第３（第40条関係） 
海 事 シ ス テ ム 学 専 攻 

平成２９年１０月以降入学生 

区 分 授  業  科  目 単位数
学 年 別 配 当 

備 考 1年
秋期 

1年
春期 

2年
秋期 

2年 
春期 

一
般
科
目 

一
般 

○現代英語A １ 1     
○現代英語B １ １   
○英会話A １ 1   
○英会話B １ １   
 日本文化論 2 2  
 社会科学特論 2 2   
一般科目開設単位小計 8 2 2 2 2  

    一般科目 修得単位     6 以上

専 
 
 
 
 
 
門 
 
 
 
 
 
科 
 
 
 
 
 
目 

専 
 
門 
 
共 
 
通 
 
科 
 
目 

 解析学 2    2     
 線形代数 2 2       
 離散数学 2    2      
 数値解析 2       2   
 テクニカルライティング 2 2      
 熱機関工学 2    2     
 流体工学 2       2   
 先端材料工学 2   2      
 画像情報処理 2 2       
 環境化学 2    2      
 工学倫理 2     2    
専門共通科目開設単位数 22  6   6   6   4   
専門共通科目 修得単位    16 以上

専 
 
門 
 
専 
 
攻 
 
科 
 
目 

○海事システム学特別研究Ⅰ 5 2 3   
○海事システム学特別研究Ⅱ 5 3 2  
○海事システム学実験Ⅰ 3 1 2   
○海事システム学実験Ⅱ 3 1 2  
 海事システム学特別実習 2 2   
 航法システム論 2 2   
 海事輸送安全学 2       2   
 海事教育システム学 2    2   
 海事通信工学 2       2   
 海上交通工学 2 2      
 船舶抵抗推進論 2 2      
 エネルギー変換工学 2   2     
 蒸気動力システム工学 2 2      
 原動機システム工学 2    2    
 冷凍空調工学 2    2     
 機械要素 2    2      
 舶用電機システム工学 2       2   
 船舶システム制御工学 2    2   
 コンピュータ制御 2      2  
 マルチメディア工学 2    2   
 海洋環境科学 2    2      
専門専攻科目開設単位数 50  11 15 12  12   
専門専攻科目 修得単位    40 以上
専門科目開設単位小計 72  17  21  18  16   

    専門科目修得単位     56 以上

一般・専門科目開設単位合計 80  19  23  20  18   
  一般・専門科目 修得単位 合計  62 以上

（注） １．○印は必修科目 
２．別に定める放送大学等での科目を修得した場合、その単位のうち１６単位を上限とし、修得         

単位に含めることができる。 
３．専門科目（海事システム学特別研究、海事システム学実験、海事システム学特別実習は除く）は隔

年授業とすることができる。 
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別表第３（第40条関係） 
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 

 平成３１年度以降入学生 

区 分 授  業  科  目 単位数
学 年 別 配 当 

備 考 1年
前期 

1年
後期 

2年
前期 

2年 
後期 

一
般
科
目 

一
般 

○現代英語Ⅰ 1 1     
○現代英語Ⅱ 1 1   
○英会話Ⅰ 1 1   
○英会話Ⅱ 1 1   
 日本文化論 2 2   
 社会科学特論 2 2  
一般科目開設単位小計 8 2 2 2 2  

    一般科目 修得単位     6 以上

専 
 
 
 
 
 
門 
 
 
 
 
 
科 
 
 
 
 
 
目 

専 
 
門 
 
共 
 
通 
 
科 
 
目 

 解析学 2   2      
 線形代数 2       2    
 離散数学 2     2     
 数値解析 2 2        
 テクニカルライティング 2     2  
 破壊工学 2   2     
 流体工学 2  2        
 先端材料工学 2    2    
 画像情報処理 2      2   
 環境化学 2    2    
 生体工学 2    2     
専門共通科目開設単位数 22  4   ６   ６   6   
専門共通科目 修得単位    16 以上

専 
 
門 
 
専 
 
攻 
 
科 
 
目 

○生産システム工学特別研究Ⅰ 5 2 3   
○生産システム工学特別研究Ⅱ 5 3 2  
○生産システム工学特別演習Ⅰ 1 1   
○生産システム工学特別演習Ⅱ 1   1   
○生産システム工学実験Ⅰ 2 1 1    
○生産システム工学実験Ⅱ 2 1 1  
 生産システム工学特別実習 2 2   
 材料設計工学 2  2      
 生産システム工学 2     2   
 振動工学 2    2    
 内燃システム工学 2   2     
 オートマトン理論 2  2      
 電子物性工学 2     2   
 機能素子工学 2   2     
 光伝送工学 2  2      
 電機システム工学 2    2    
 システム制御 2    2    
 ロボット制御工学 2    2  
 アルゴリズム論 2  2      
 数理計画法 2   2     
 情報ネットワーク技術 2     2   
 デジタル信号処理 2    2    
 マルチメディア工学 2   2    
専門専攻科目開設単位数 50 13 13 13 11  
専門専攻科目 修得単位    40 以上

専門科目開設単位小計 72 17  19  19 17  
    専門科目修得単位     56 以上
一般・専門科目開設単位合計 80  19  21  21  19   

  一般・専門科目 修得単位 合計  62 以上
（注） １．○印は必修科目 

２．別に定める放送大学等での科目を修得した場合、その単位のうち１６単位を上限とし、修得単
位に含めることができる。 

３．専門科目（生産システム工学特別研究、生産システム工学特別演習、生産システム工学実験、 

生産システム工学特別実習は除く）は隔年授業とすることができる。 
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別表第３（第40条関係） 
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 

 平成２９年度以降入学生 

区 分 授  業  科  目 単位数
学 年 別 配 当 

備 考 1年
前期 

1年
後期 

2年
前期 

2年 
後期 

一
般
科
目 

一
般 

○現代英語Ⅰ 1 1     
○現代英語Ⅱ 1 1   
○英会話Ⅰ 1 1   
○英会話Ⅱ 1 1   
 日本文化論 2 2   
 社会科学特論 2 2  
一般科目開設単位小計 8 2 2 2 2  

    一般科目 修得単位     6 以上

専 
 
 
 
 
 
門 
 
 
 
 
 
科 
 
 
 
 
 
目 

専 
 
門 
 
共 
 
通 
 
科 
 
目 

 解析学 2   2      
 線形代数 2       2    
 離散数学 2     2     
 数値解析 2 2        
 テクニカルライティング 2     2  
 熱機関工学 2   2     
 流体工学 2  2        
 先端材料工学 2    2    
 画像情報処理 2      2   
 環境化学 2    2    
 工学倫理 2    2     
専門共通科目開設単位数 22  4   ６   ６   6   
専門共通科目 修得単位    16 以上

専 
 
門 
 
専 
 
攻 
 
科 
 
目 

○生産システム工学特別研究Ⅰ 5 2 3   
○生産システム工学特別研究Ⅱ 5 3 2  
○生産システム工学特別演習Ⅰ 1 1   
○生産システム工学特別演習Ⅱ 1   1   
○生産システム工学実験Ⅰ 2 1 1    
○生産システム工学実験Ⅱ 2 1 1  
 生産システム工学特別実習 2 2   
 エネルギー変換工学 2  2      
 生産システム工学 2     2   
 伝熱工学 2    2    
 内燃システム工学 2   2     
 オートマトン理論 2  2      
 電子物性工学 2     2   
 機能素子工学 2   2     
 光伝送工学 2  2      
 電機システム工学 2    2    
 システム制御 2    2    
 ロボット制御工学 2    2  
 アルゴリズム論 2  2      
 数理計画法 2   2     
 情報ネットワーク技術 2     2   
 デジタル信号処理 2    2    
 マルチメディア工学 2   2    
専門専攻科目開設単位数 50 13 13 13 11  
専門専攻科目 修得単位    40 以上

専門科目開設単位小計 72 17  19  19 17  
    専門科目修得単位     56 以上
一般・専門科目開設単位合計 80  19  21  21  19   

  一般・専門科目 修得単位 合計  62 以上
（注） １．○印は必修科目 

２．別に定める放送大学等での科目を修得した場合、その単位のうち１６単位を上限とし、修得単
位に含めることができる。 

３．専門科目（生産システム工学特別研究、生産システム工学特別演習、生産システム工学実験、 

生産システム工学特別実習は除く）は隔年授業とすることができる。 
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（２）鳥羽商船高等専門学校学生準則 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 令和 元年 ５月１４日 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この学生準則は、鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）学生生活上遵守す

べき事項について定める。 

第２条 学生は、学則、学生準則その他の規則を遵守し、本校学生としての本分を全うする

よう常に心がけなければならない。 

第２章 誓約書及び保証人 

（誓約書） 

第３条 入学を許可された者は、所定の期日までに様式第 1 号により、在学中の保証人 2 名

が連署した誓約書を、校長に提出しなければならない。

 （保証人） 

第４条 保証人は、学生の一身上のこと及びその他学生にかかる一切の責任を負える者でな

ければならない。ただし、保証人のうち 1 人は保護者とし原則として父母兄姉のいずれか

の者とする。

第５条 保証人の死亡等による変更、転居・姓名等の異動があったときは、様式第 2 号によ

り、校長に届け出なければならない。

第３章 学生証 

（学生証） 

第６条 学生は、本科第 1 学年、第 4 学年及び専攻科第 1 学年の初め学生証の交付を受けて

常時これを携帯し、本校教職員の請求があったときは、いつでもこれを呈示しなければな

らない。

第７条 学生証は、その有効期間が満了したとき、または退学するときは、校長に返納しな

ければならない。 

第８条 学生証を減失し、またはき損したときは、速やかに様式第 3 号により、校長に願い

出て、再交付を受けなければならない。 

第４章 休学、退学及び欠席等 

 （休学） 

第９条 学生が、疾病その他の理由により、休学しようとするときは、医師の診断書、詳細

な理由書、または必要書類を添えて、様式第 4 号により、校長に願い出て、その許可を受

けなければならない。 

（復学） 

第 10 条 休学した者が、休学の理由がなくなったことにより、復学しようとするときは、様

式第 5 号により、校長に願い出てその許可を受けなければならない。 
この場合疾病により休学した者は、医師の診断書を添えなければならない。

（退学） 

第 11 条 学生が、退学しようとするときは、様式第 6 号により、校長に願い出て、その許可

を受けなければならない。 

 （住所変更等） 

第 12 条 学生は、住所または氏名を変更したときその他一身上の異動があったときは、速や

かに様式第 7 号により、校長に届け出なければならない。

 （欠席等） 

第 13 条 学生が、欠席、欠課、遅刻または早退をしようとするときは、理由を明記し、あら

かじめ様式第 8 号により、校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由に

より、あらかじめ提出できないときは、その理由を明記して、事後速やかに提出しなけれ

－ 67 －



ばならない。

２ 負傷・疾病または一身上の都合のため、引き続いて 1 週間以上欠席（長期欠席）すると

きは、医師の診断書または保証人の同意書を添え、様式第 9 号により、校長に届け出なけ

ればならない。

ただし、1 週間以内の欠席に対しても、医師の診断書を提出させることがある。

 （公欠） 

第 14 条 学校が認める行事等に参加する場合は、欠席としないことができる。これを公欠と

いう。公欠を願い出るときは、様式 10 号により、校長に願い出て、その許可を受けなけれ

ばならない。ただし、団体で願い出るときはクラブ顧問等が願い出るものとする。

（忌引） 

第 15 条 父母近親の喪に服するときは、様式第 11 号により、校長に願い出て、その許可を

受けなければならない。

２ 忌引の期間は、往復日数を除き、父母 7 日、祖父母、兄弟姉妹 3 日、曽祖父母、伯叔父

母 1 日とする。なお、往復の所要日数または所要時数を加算するときは、4 日を限度とし、学

級担任がこれを判定する。

第５章 学級担任教員等及び顧問教員 

 （学級担任教員等） 

第 16 条 学生は、学習及び生活等について、本科生にあっては校長が任命する学級担任教員

の、専攻科生にあっては専攻科長または担当指導教員の指導助言を受けるものとする。 

 （顧問教員） 

第 17 条 学生は、クラブ活動について、校長の任命する顧問教員の指導助言を受けるものと

する。 

第６章 学寮 

 （学寮） 

第 18 条 寮生は、学校の指示に従って入寮し、規律ある生活をしなければならない。 

２ 学寮における規律及び日課等については、別に定める。 

第７章 服装 

 （服装） 

第 19 条 学生は、定められた服装を着用し、自己及び学校の品位を傷つけるようなことをし

てはならない。 

２ 服装については、別に定める。 

第８章 健康及び安全 

 （健康） 

第 20 条 学生は、常に衛生に留意し、健康保持に努めなければならない。 

 （健康診断） 

第 21 条 学生は、各学年における定期または臨時の健康診断及び予防接種を受けなければな

らない。 

（治療） 

第 22 条 校長は必要に応じて、学生に治療を受けることを命ずることがある。 

 （安全） 

第 23 条 学生は、常に安全に留意し、火災及び風水害等の災害防止に努めなければならない。 

２ 学生による防火部署は、別に定める。 

第９章 学生会等 

 （設置） 

第 24 条 本校に、学生会を置く。 

 （目的） 

第 25 条 学生会は、学校の指導のもとに学生の自発的な活動を通して、その人間形成を助長

し、本校の教育目的の達成に資することを目的とする。 
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 （目標） 

第 26 条 学生会は、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければな

らない。 

(1) 学生生活を楽しく、豊かで規律正しいものにし、よい校風をつくる態度を養う。 
(2) 健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図る。 
(3) 心身の健康を助長し、余暇を活用する態度を養う。 
(4) 学校生活における集団の活動に進んで参加し、自主性を育てるとともに、集団生活に

おいて協力し、民主的に行動する態度を養う。

(5) 学校生活において自治的能力を養うとともに、公民としての資質を向上させる。 
 （遵守事項） 

第 27 条 学生活動を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守するとともに、法令及び学則、

学生準則その他学校の定める諸規則に違反してはならない。 

(1) 学生会は、学校の教育方針に則り、学校の教育使命の達成に寄与すること。 
(2) 学生会は、その目的を逸脱し、学園の秩序を乱すような活動を行わないこと。 
(3) 学生は、学生会の運営について常に深い関心を払い、その活動に積極的に参加するこ

と。

(4) 学生会は、会員の総意に基づいて運営され、また、いかなる場合においても、個人の

思想及び良心等に関する基本的な自由を侵さないこと。

(5) 学生会は、校外活動を行うにあたっては、校長の承認及び学校の指導を受け学生会の

目的の範囲内において行動すること。

(6) 学生会は、その目的及び使命の達成上必要があり、かつ、学生会の自主性が阻害され

ないと認めて、校長が承認した場合にかぎり、校外団体に加入することができる。学生

会が、校外団体に加入しようとするときは、様式第 12 号により、校長に願い出て、そ

の許可を受けなければならない。

(7) 校外団体に加入が許された後においても、前号の趣旨に違反すると認められる場合は、

校長は、その許可を取り消すことがある。

 （構成） 

第 28 条 学生会は、学生会員をもって構成するものとする。 

２ 学生は、入学と同時に学生会の構成員となるものとする。 

 （組織） 

第 29 条 学生会に、総会、評議会、委員会、役員、学級会、部会、寮生会を置く。 

２ 総会、評議会、委員会、役員、部会、寮生会の構成は、学生会則において定める。 

（会則） 

第 30 条 学生会は、会則を制定して、校長の承認を受けるものとする。会則の変更について

も同様とする。 

２ 会則には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。 

(1) 名称 
(2) 目的 
(3) 構成 
(4) 組織 
(5) 役員の種類、任務及び任期 
(6) 総会及び評議会の機能及び権限 
(7) 委員会に関すること。 
(8) 部会、部及び同好会の種類並びに機能 
(9) 会費に関すること。 
(10) 会計に関すること。 
(11) 顧問教員に関すること。 
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(12) 会議の招集に関すること。 
(13) 部活動の連絡調整に関すること。 
(14) 役員の選挙並びに承認に関すること。 
(15) 会議、各部、会計及び選挙等の細則に関すること。 
(16) 事業計画、予算及び決算に関すること。 
(17) 会則の改正に関すること。 
(18) 会則発行に関すること。 

 （事業計画書等） 

第 31 条 学生会は、毎年度、事業計画書及び収支予算書について、校長の承認を受け、事業

報告書及び収支決算書を校長に提出するものとする。 

 （指導） 

第 32 条 学生会は、学生主事の全般的な指導を受けるものとする。 

２ 部及び同好会は、それぞれ校長が命じた顧問教員の指導を受けるものとする。 

（団体の結成等） 

第 33 条 学生が、学生会とは別に、本校の学生をもって会員とする団体を結成しようとする

ときは、顧問教員を定め、団体の規約並びに顧問教員及び会員の名簿を添え、様式第 13 号

により、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、有効期間は 1 年と

する。

２ 団体の変更または継続の場合も同様とする。 

第 34 条 前条の団体が解散したときは、速やかに様式第 14 号により、校長に届け出なけれ

ばならない。

２ 前条の団体の行為が、本校の目的に反すると認められるときは、校長は、その解散を命

ずることがある。

 （校外団体への参加等） 

第 35 条 学生が、団体として校外団体に参加しようとするときは、当該校外団体の目的、規

約及び役員に関する事項並びに参加の目的を記載した文書を添え、様式第 12 号により、校

長に願い出て、その許可を受けなければならない。

第 36 条 前条の校外団体の行為が、本校の目的に反すると認められるときは、校長は、その

許可を取り消すことがある。 

第１０章 集会 

 （集会等） 

第 37 条 学生が、校内外において、校名または学生会名を使用して集会、催物その他の行事

を行い、またはこれ等の行事に参加しようとする場合は、様式第 15 号により、1 週間以前

に責任代表者が、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。この場合、その実

施に関しては、学生主事の指示に従うものとする。

第 38 条 前条の場合、本校学生の本分にもとるような行為が認められるときは、校長は、そ

の中止を命ずることがある。 

第１１章 印刷物の発行、配布及び販売 

 （印刷物の発行等） 

第 39 条 学生が、校内外において、雑誌、新聞、パソフレットその他の印刷物を発行し、配

布し、または販売しようとするときは、当該印刷物の原稿を添え、あらかじめ様式第 16 号

により、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

２ 前項の規定により、許可された印刷物は、配布または販売する前に、学生主事が、必要

と認める部数を、学生主事に提出または呈示するものとする。

第１２章 掲示 

 （掲示） 

第 40 条 学生が、校内外において、ビラ、ポスター類を掲示しようとするときは、当該掲示

物を添え、様式第 17 号により、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。 
２ 前項の規定により、許可された掲示物は、校長の指定する場所に掲示しなければならな
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い。

第１３章 施設または設備の使用 

 （施設等の使用） 

第 41 条 学生及びその団体が、本校の施設または設備を使用しようとする場合は、様式第

18 号により、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、第 36 条の規

定により、許可を受けた施設若しくは設備または日常その使用を認められた施設若しくは

設備については、この限りでない。

２ 学生または団体が、本校の施設または設備を故意または重大な過失により、滅失、き損

または汚損したときは、その現状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

第１４章 雑則 

（書類の経由） 

第 42 条 第 5 条及び第 8 条から第 15 条までの規定により、学生が、校長に提出する書類は、

本科生にあっては学級担任教員を、専攻科生にあっては専攻科長または指導教員を経由す

るものとする。

第 43 条 第 27 条、第 30 条、第 31 条、第 33 条から第 35 条まで、第 37 条及び第 39 条か

ら第 41 条までの規定により、学生会または学生が、校長に提出する書類は、学生主事を経

由するものとする。

（その他） 

第 44 条 この準則の施行に際して必要あるときは、別に規則を定める。 

附 則

この準則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この準則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この準則は、平成 21 年 4 月 21 日から施行し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則

この準則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この準則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
附  則

この準則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
附  則

この準則は、令和元年 5 月 14 日から施行する。
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様式第１号（第３条関係）                 

 

 

誓   約   書 

 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

 このたび貴校に入学を許可されましたうえは、在学中学則その他の諸規則を

守ることはもちろん、学籍を離れたのちも、在学中に生じた一切の義務は必ず

責任をもって履行することを保証人連署をもって固く誓います。 

 

 

令和  年  月  日 

 

本   人  本（国）籍地 

       （都道府県のみ）        

            〒   

現住所                       

       学科名         学科 

       専攻名         専攻 

        
ふ り が な  

       氏  名             ○印 

 

               年  月  日生 

 

            〒 

 保 証 人 現住所                       

（保護者）        本人との続柄 （    ） 
        ふ り が な  

       氏  名             ○印 

 

              年  月  日生 

 

            〒 

 保 証 人 現住所                       

              本人との続柄 （    ） 
        ふ り が な  

       氏  名             ○印 

 

              年  月  日生 

 



 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

             保証人変更・異動届 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

                学科 

                専攻 

                 

氏   名（署名） 

 

 

  下記のとおり保証人（を変更し・に異動があり）ましたのでお届けします。 

 

 

                    記 

 

１ 事    由 

 

 

２ 旧保証人氏名 

 

 

３ 新 保 証 人 

   現  住  所 

   本人との続柄 
   ふ り が な 

   氏    名（署名） 

 

                 年  月  日生 

 

 

４ 変 更 期 日   令和  年  月  日から 

 

担 任 

 

・学年



 

 

様式第３号（第８条関係）                     

 

 

学 生 証 再 交 付 願 

 

令和  年  月  日 

 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

              学 科 

専 攻    年 

 

              氏 名（署名） 

 

              生年月日    年   月   日生（    才） 

 

 

 このたび下記により学生証を失いましたのでお届けします。 

 

 

      場 所                          紛 失 

                                   盗 難 

                                   焼 失 

      日 時                          その他 

 

 

  上記のとおり相違ありませんから再交付をお願いいたします。 

 

担 任 

 



 

 

様式策４号（第９条関係）                    

 

 

           休    学    願 

 

令和   年   月   日 

 

 

 鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

                  学 科 

専 攻   年 

 

                  氏 名             ○印 

                 

保証人  住 所 

            （保護者） 

氏 名             ○印 

 

 

 下記事由により休学したいので許可をお願いします。 

 

 

                    記 

 

 

１ 事  由 

 

 

 

 

 

（病気の場合は診断書添付） 

 

２ 期  間    自 令和   年   月   日 

          至 令和   年   月   日 

 

担 任 

 



 

 

様式第５号（第 10 条関係）                   

 

 

           復    学    願 

 

令和   年   月   日 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

                   学 科 

専 攻    年 

                    

氏 名               ○印 

 

              保証人  住 所 

             （保護者） 

                   氏 名（署名） 

 

 

 

事   由 

 令和  年  月  日から（             ）により休学中のところ 

 

下記によって復学したいので許可をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 復学年月日  令和   年   月   日 

 

 

２ 事   由 

担 任 

 



 

 

様式第６号（第 11 条関係）                     

 

               退    学    願 

 

 

令和  年  月  日 

   

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

 

                     学 科 

                     専 攻   年 

 

                     氏 名             ○印 

 

 

                保証人  住 所 

               （保護者） 

                     氏 名             ○印 

 

 

  下記事由により退学したいので許可をお願いします。 

 

 

 

                    記 

 

 

 １ 退学希望年月日  令和  年  月  日 

 

 

 

２ 事    由 

担 任 

 



 

 

様式第７号（第 12 条関係）                        

           

 

       

     

変   更   届 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

 

                   学 科 

専 攻    年 

 

                   氏 名（署名） 

 

        住所 
 下記のとおり    を変更しましたのでお届けします。 
        氏名 

 

 

１ 旧住所 

 

  氏 名 

 

 

 

２ 新住所 

 

  氏 名 

 

 

（氏名変更のときは戸籍抄本添付のこと） 

担 任 

 

住 所 
氏 名 



 

 

様式第８号（第 13 条関係） 

 

                欠     席 

                欠     課  届 

                早 退 遅 刻 

 

 

 

                          

 

令和   年   月   日   

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

                 学 科 

専 攻    年 

 

                 氏 名（署名）                

 

 

  下記事由により（    ）したいのでお届けします。 

 

     （注）欠席または欠課した日から３日以内に提出すること。 

 

 

記 

 

 

１ 期 日  令和   年   月   日  第   限から第   限まで 

 

 

 

２ 事 由 

 

担 任 教務係 

  



 

 

様式第９号（第 13 条関係）                      

 

 

           長 期 欠 席 届 （１週間以上） 

 

令和   年   月   日   

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

               学 科 

専 攻    年 

                

氏 名（署名） 

 

 

 
                   保証人の同意書 
 下記によって長期欠席をしたいので（         を添えて）お届けします。 
                   医師の診断書 
 

 （注）病気のときは医師の診断書、その他のときは保証人の同意書を添付すること。 

 

 

                   記 

 

 

  １ 期 間     自 令和   年   月   日から 

 

            至 令和   年   月   日まで 

 

 

  ２ 事 由 

担 任 

 



 

 

様式第１０号－１（第 14 条関係） 

 

 

        公    欠    願 

 

 

 

 令和   年   月   日   

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

                    学 科 

専 攻    年 

 

                    氏 名（署名）                

 

 

  下記事由により公欠したいので許可をお願いします。 

 

 

 

記 

 

 

１ 期 日  令和   年   月   日  第   限から第   限まで 

       令和   年   月   日  第   限から第   限まで 

 

 

２ 事 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任 教務係 

  



 

 

様式第１０号－２（第 14 条関係） 

（５年生進路用） 

 

 

 

        公    欠    願 

 

 令和   年   月   日   

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

                    学 科 

専 攻    年 

 

                    氏 名（署名）                

 

 

  下記事由により公欠したいので許可をお願いします。 

 

 

 

記 

 

１ 期 日  令和   年   月   日  第   限から第   限まで 

       令和   年   月   日  第   限から第   限まで 

 

 

２ 事 由  □ 採用試験受験のための欠席（旅行日含む） 

        □ 採用を目的とする健康診断および内定式等のための欠席 

         （会社見学は含まない） 

  □ 大学編入学試験及び専門学校受験のための欠席（旅行日含む） 

  □ 大学編入学試験及び専門学校受験を目的とする健康診断受診 

   のための欠席（旅行日含む） 

       ただし、会社見学は公欠にならない 

 

（会社・大学・学校名                         ） 

 

 

 

 

 

 

 

担 任 教務係 

  



 

 

様式１０－３（第14条関係） 
 

担当主事

 

 
公    欠    願 

 
 
           ・クラブ関係は、学生主事に提出して下さい。 
           ・その他は、教務主事に提出して下さい。 
 
                                                          令 和      年     月     日  
 
 
 
                                       担当教員                                   印  
 
１．事 由（参加行事等） 
 
 
 
２． 期  間    令 和      年     月     日 (    )  第     限より第     限まで 
                                                                                       日間 
                令 和      年     月     日 (    )  第     限より第     限まで 

 
３． 学生氏名 
 

  学科学年       氏              名   学科学年       氏              名 

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

様式第１１号（第 15 条関係）                      

 

 

         忌   引   願 

 

令和   年   月   日   

 

鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

                学 科 

専 攻    年 

 

                氏 名（署名） 

 

 

  私事            死亡のため下記の期間、忌引の許可をお願いします。 

 

 

                   記 

 

 

 令和   年   月   日から   月   日まで 

 

 

 行  先 

 

担 任 

 



 

 

様式第１２号（第 27 条、第 35 条関係） 

 

            校 外 団 体 参 加 願 
 

                             令和  年  月  日 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

            願問教員氏名（署名） 

 

            責任代表者氏名 

          

 学 科   年  氏 名 

 

 

  このたび下記のとおり、校外団体に参加したいので許可をお願いします。 

 

 

                   記 

 

 

１ 参加しようとする校外団体名 

 

２    同     代表者 

 

３    同     所在地 

 

４    同     規 則（添付） 

 

５ 参加学年団体名 

 

６ 参加の目的 

 

７ 参加年月日    令和   年   月   日 



 

 

様式第１３号（第 33 条関係） 

 

学生団体結成、変更、継続願 

 

令和  年  月  日   

 

 鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

             顧問教員氏名（署名） 

             責任代表者氏名 

 

                学 科  年  氏 名 

                     

学 科  年  氏 名 

 

 

 このたび下記のとおり           を結成、変更、継続したいので許可をお願

いします。 

 

 

記 

 

 

1 名  称 

 

2 目  的 

 

3 事  業 

 

4 設立（変更、継続）年月日  令和   年   月   日 

 

5 事務所の所在地 

 

6 顧問教員氏名 

 

7 規  約（別紙） 

 

8 会員名簿（別紙） 



 

 

様式第１４号（第 34 条関係） 

 

学 生 団 体 解 散 届 

 

令和   年   月   日   

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

              顧問教員氏名（署名） 

 

              責任代表者氏名 

 

            学 科  年 氏名 

 

 

 

１ 解散団体名 

 

２ 解散年月日   令和   年   月   日 

 

３ 解散理由 

 

   上記のとおりお届け致します。 

 



 

 

様式第１５号（第 37 条関係） 

 

            集 会、催 物 許 可 願 

 

                                令和  年  月  日 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

               責任代表者 

 

                 学 科  年 氏 名（署名） 

 

 

 このたび下記のとおり集会、催物を実施したいので、許可をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 集会の名称 

 

２ 目   的 

 

 

 

３ 期   日    令和   年   月   日 

 

４ 場   所 

 

５ 参加者の種類 

 

 

６ 参 加 人 数          人 

 



 

 

様式第１６号（第 39 条関係） 

 

印刷物発行、配布及び販売許可願 
 

令和   年   月   日   

 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

            責任代表者 

 

              学 科  年 氏名（署名） 

 

 

下記のとおり印刷物を発行、配布、販売したいので許可をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 印刷物を発行、配布、販売しようとする団体名 

  （団体でないときは個人名） 

 

２ 発行、配布、販売しようとする物の名称 

 

３     〃         場所及び日時 

   場 所 

日 時   令和   年   月   日 

 

４ 印刷物の配布、販売先 

 

５ 印刷物    部を添える。 



 

 

様式第１７号（第 40 条関係） 

 

掲  示  許  可  願 
 

令和  年  月  日   

 

鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

             責任代表者 

 

               学 科  年 氏名（署名） 

 

 

  下記のとおり掲示をしたいので許可をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 掲示表題 

 

２ 掲示内容（または掲示物を添えること） 

 

３ 掲示場所 

 

４ 掲示期間 

    自 令和  年  月  日 

    至 令和  年  月  日 

 



 

 

様式第１８号（第 41 条関係） 

                                           

施設、設備使用許可願 
 

令和  年  月  日   

 

鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

            使用責任者 

 

              学 科   年 氏名（署名） 

 

 

下記のとおり施設、設備を使用したいので許可をお願いします。 

 

  なお、使用に際しては、規則等を遵守するとともに、火気に注意し、施設及び備品類を破損、

紛失した場合は直ちに弁償致します。 

 

 

                    記 

 

 

１ 使用者名 

 

２ 使用施設、設備名 

 

３ 使用日時 

   自 令和  年  月  日  時  分 

   至 令和  年  月  日  時  分 

 

４ 使用目的 

 

５ 使用予定人数       人 

 

 

 

 

※ プールの使用を願い出る際は、予め管理責任者の許可を得て本許可願を提出すること。 

合宿目的で潮騒会館の使用を願い出る際は、部・同好会顧問または合宿実施責任者の許可

を得て本許可願を提出すること。 

 

管理責任者、部・同好会顧問または合宿責任者 

             

氏名                 印 



（３）学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

 最終改正 平成３０年 ３月１３日

（試験の種類）

第１条 試験は、中間試験、期末試験、追試験、再試験、単位認定試験とし、試験の成績は 100
点法を用いる。

 （中間試験及び期末試験）

第２条 中間試験及び期末試験は、校長の定める期間に行う。

(追試験) 
第３条  次の各号のいずれかに該当する事由（以下「病気またはやむを得ない事由」という。）

により、中間試験、期末試験、再試験及び単位認定試験を受けることができない者には、１回

に限り、当該試験の追試験を行うことができる。ただし、事由が試験の忌避や自己都合である

ときは受けることができない。また、事由が懲戒であるときについては別に定める。

(1) 病気・怪我 
(2) 忌引  
(3) 公欠 
(4) その他やむを得ないと校長が認めた場合 

２ 追試験を受けようとする者は、前項第１号の事由にあっては医師の診断書を添え、あらかじ

め所定の追試験受験願を教務係に提出して、校長の許可を受けなければならない。

３ 追試験は当該試験の終了後において、別途校長の定める期間に行う。

４ 第 1 項の事由により追試験を行えない場合は、中間試験及び期末試験に限り科目担当教員の

判断で見込点を与えるものとする。

 （再試験）

第４条 中間試験及び期末試験を受験し、その試験成績が 60 点未満の科目を有する者には、1
回に限り再試験を行う。

２ 再試験を受けようとする者は、あらかじめ所定の再試験受験願を学生課教務係に提出して、

校長の許可を受けなければならない。

３ 再試験の成績が該当試験の成績を上回った場合には、60 点を上限として、それぞれの試験の

成績を再試験の成績で置き換えることができる。

４ 再試験は、校長の定める期間に行う。

５ 再試験に関し必要な事項は別に定める。

（単位認定試験）

第５条 学年成績の評定が 60 点未満の科目（以下「修得不認定科目」という。）を有する者には、

単位認定試験を行う。

２ 単位認定試験の実施は、各修得不認定科目について 1 回限りとする。 
３ 単位認定試験に合格した場合、学年成績の評定は、60 点に改める。 
４ 単位認定試験を受けない者は、あらかじめ所定の単位認定試験辞退願を学生課教務係に提出
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して、校長の許可を受けなければならない。

５ 正当な事由なくして単位認定試験を受けなかった者は、当該科目の修得不認定が確定する。 
６ 単位認定試験は、校長の定める期間に行う。

(不正受験者) 
第６条 試験に関して不正の行為があった場合は、当該不正行為に関係ある者は、当該試験期間

中のすべての科目について、試験成績を 0 点とし、かつ再試験の受験を認めないものとする。 
２ 校長は学則第 61 条の規定により、前項の者に懲戒を加えることができる。 

（試験の方法）

第７条 試験は、筆記試験により行う。ただし、科目の性質により、実技、作品、報告書若しく

は論文等を提出させ、または口述試験を行うことにより、筆記試験に代えることができる。

第８条 学業成績は、科目ごとに学期成績と学年成績に分け評定する。

第９条 学期成績は、科目（シラバス）の評価割合に従って、100 点法によって評定する。 
第 10条 学年成績は、各学期成績の算術平均に基づき、100 点法によって評定する。 
第 11条 学業成績の評語は、次の表に基づいて決定する。ただし、100 点法で評定できない科 
目については合格・不合格とし、評語を合・否とする。

１００点法による素点 評  語

８０点以上 優

７０点以上７９点以下 良

６０点以上６９点以下 可

５９点以下 不可

(通知) 
第 12 条 学業成績は、各学期及び各学年における評定が確定した後、所定の通知表によって、

速やかに保護者に通知する。

(証明) 
第 13 条 学業成績の証明は、各学年について 100 点法による点数または評語により表示した所

定の学業成績証明書により行う。

(記録) 
第 14条 学籍簿の学業成績は、100 点法による点数を用いて記録する。 

(履修及び修得の認定) 
第 15条 次の各号のすべてを満たした場合に、当該科目の履修を認定する。

(1) 出席時数が、15 単位時間あたり 11 単位時間以上であること。 
(2) 原則として、中間試験及び期末試験を受験していること。  
(3) 原則として、所定の課題に対する報告書等を提出していること。 
(4) 選択科目については、あらかじめ選択科目履修願を提出していること。なお、選択科目

履修願の提出期限は、前期科目及び通年科目は該当年の 4 月中、後期科目は該当年の 10 月
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中とする。

(5) 平素学生の本分を全うし、勉学に精励したこと。 
２ 前項の規定により科目の履修が認定され、かつ、学業成績が 60 点以上の評定であるとき、

若しくは単位認定試験に合格した場合、当該科目の修得を認定する。

３ 選択科目履修願を提出した選択科目は、校長が定める期日までに所定の選択科目履修辞退願

を教務係に提出し、校長の許可を受けることにより履修を取り止めることができる。

(卒業研究) 
第 16 条 卒業研究報告は、商船学科については席上課程終了時までに、工業に関する学科につ

いては所定の期日までに提出のうえ、審査に合格しなければならない。

(大型練習船実習成績) 
第 17 条 校長は、大型練習船における実習が実施機関の定める方法による評定に基づき、当該

実習の成果が得られたものと認められた者に、実習課程の修了を認める。

(修了・進級及び卒業の認定) 
第 18条 教育課程（以下「課程」という。）の修了・進級及び卒業の認定は、教員会議で行うも

のとする。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、修了・進級を認めない。ただし、校長が認めた外国へ

の留学による休学者については、この限りでない。

(1) 履修不認定の科目を有する者。ただし、第 4 学年及び第 5 学年にあっては、履修辞退願

を提出した選択科目は履修認定を要しない。

(2) 必修科目の中に修得不認定科目を有する者。 
(3) 電子機械工学科および制御情報工学科の平成 26 年度以前に入学した者においては、第 4

学年の一般科目累積修得単位数が 72 単位未満の者。 
(4)  商船学科において、第 4 学年の累積修得単位数が 119 単位未満の者。工業に関する学科

において、第 4 学年の累積修得単位数が 130 単位未満の者及び平成３０年度以前に入学し

た者は、選択したモデル必修の単位が未修得の者。

(5) 特別教育活動の履修状況及び学校行事等の出席が良好でない者。 
３ 第 3 学年修了認定に関し必要な事項は別に定める。 
４ 次の各号のいずれかに該当する者は、卒業を認めない。

(1) 第 2 項各号のいずれかに該当する者。 
(2) 第 15 条第 2 項の規定により修得を認定された科目の単位数の累計が、商船学科について

は一般科目 75 単位以上、専門科目 62 単位以上、かつ、合計 147 単位以上、工業に関する

学科については一般科目 75 単位以上、専門科目 82 単位（平成３０年度以前に入学した者

は、選択したモデル必修を含む）以上、かつ、合計 167 単位以上に満たない者。 
(3) 商船学科の平成 26 年度以前に入学した者においては、一般科目を全て修得していない者。 
(4) 卒業研究が、その審査に合格しなかった者。 
(5) 商船学科については大型練習船実習の成績が不可の者。 

５ 第 2 項及び第 4 項において、編入学生にあっては、当該学科の課程に準じて編入学生の前学

年までに修得すべき単位は修得しているものと見なして取り扱う。ただし、商船学科の船舶職

員養成施設の課程に必要な科目については、必要な内容の補講を行う。

(卒業資格) 
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第 19 条 校長は、商船学科については席上学習及び大型練習船実習の全課程を修了した者に卒

業を認め、工業に関する学科については全学年の課程を修了した者に卒業を認める。

２ 前項及び第 17 条の規定にかかわらず、大型練習船における実習のうち、後期長期実習につい

ては、疾病等やむを得ない事由により履修が困難であると校長が認める場合は、その全部又は

一部について、校長が別に定める措置をとることができる。

(原級留置者の再履修) 
第 20条 学年の課程の修了が認められなかった者は、校長の許可を受けて、当該学年に留まり、

再び当該学年の課程を履修することができる。

２ 前項の規定により再履修しようとする者は、所定の再履修願を教務係に提出し校長の許可を

受けなければならない。

３ 前項の許可を受けた者は、第 1 学年から第 3 学年にあっては、当該学年におけるすべての科

目について、再び履修しなければならない。第 4 学年及び第 5 学年にあっては、当該学年の未

修得科目を修得する。なお、再履修した第 4 学年の場合は、第 5 学年の選択科目に限り修得で

きるものとするが、再履修した第 5 学年については、第 4 学年の選択科目を履修することはで

きない。

第 21 条 再履修した学生が、同一学年において再び当該学年の課程の修了を認められない場合

には、引き続いて再履修することを認めず、鳥羽商船高等専門学校学則第 61 条第 1 項第 2 号

の規定により退学を命じる。ただし、第 18 条第 2 項各号に該当する事由が休学による場合は、

再履修を認める。

附 則

(授業科目) 
１ 授業科目は、原則として前後期通年で行う通年授業科目とする。ただし、当該学年の前期の

みで行う前期授業科目、後期のみで行う後期授業科目を設けることができる。

２ 特定の授業科目については集中授業を実施することができる

附 則

この内規は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この内規は、平成 16 年 5 月 18 日から施行し、平成 16 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則

この内規は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この内規は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

１ この内規は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
  附 則

この内規は、平成 21 年 4 月 21 日から施行し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則

この内規は、平成 23 年 5 月 17 日から施行し、平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 
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附 則

この内規は、平成 26 年 5 月 20 日から施行し、平成 26 年 4 月 1 日から適用する。 
附 則

この内規は、平成 26 年 7 月 22 日から施行し、平成 26 年 7 月 1 日から適用する。 
附 則

１ この内規は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 26 年度以前に入学した者の修了・進級及び卒業の認定について、平成 27 年 3 月 31 日

の時点で有している不認定科目の取り扱いについては、改正後の規程にかかわらず、なお従前

の例による。

附 則

この内規は、平成 27 年 9 月 8 日から施行する。

附 則 

この内規は、平成 28 年 1 月 26 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。

 附 則

この内規は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この内規は、平成 29 年 1 月 12 日から施行する。 
附 則

この内規は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則

この内規は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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（４）単位認定試験の取扱いについて 

制 定 平成２８年 ４月 １日 

最終改正 令和 ２年 ３月１０日 

「鳥羽商船高等専門学校学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規」のうち，第5条 

関係については下記のとおり実施します。 

記 

下表の科目が不認定科目となった者には，単位認定試験を行わない。 

平成３１年度以降入学生にかかる教育課程 

Ｓ1 書道 

美術 

音楽 

一般基礎教育１ 

練習船実習１ 

Ｊ1 書道 

美術 

音楽 

一般基礎教育１ 

機械工学基礎 

PBL1 

Ｓ2 一般基礎教育２ 

練習船実習２ 

Ｊ2 一般基礎教育２ 

機械加工基礎 

PBL2 

Ｓ3 運用学実験 

舶用機関学実験１ 

練習船実習３ 

キャリアデザイン１ 

Ｊ3 機械加工実習 

キャリアデザイン１ 

PBL3 

Ｓ4 航海学実験 

舶用機関学実験２ 

キャリアデザイン２ 

Ｊ4 キャリアデザイン２ 

PBL4 

特別講義１ 

インターンシップ 

Ｓ5 卒業研究 

練習船実習４ 

特別講義 

インターンシップ 

キャリアデザイン３ 

Ｊ5 PBL5 

卒業研究 

特別講義２ 
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平成２７年度以降入学生にかかる教育課程 

Ｓ1 練習船実習１ Ｍ1 なし Ⅰ1 なし 

Ｓ2 練習船実習２ 

一般基礎教育２ 

Ｍ2 一般基礎教育２ Ⅰ2 一般基礎教育２

Ｓ3 運用学実験

舶用機関学実験１

練習船実習３ 

Ｍ3 創造実験 1 Ⅰ3 創造実験1

Ｓ4 航海学実験

舶用機関学実験２ 

Ｍ4 創造実験２

インターンシップ１

インターンシップ２

特別講義１

Ⅰ4 創造実験２ 

インターンシップ１ 

インターンシップ２ 

特別講義１

Ｓ5 卒業研究 

練習船実習４ 

インターンシップ 

Ｍ5 工学実験

卒業研究

特別講義２

設計製図

Ⅰ5 工学実験 

卒業研究 

特別講義２ 

設計製図 

平成２６年度以前入学生にかかる教育課程 

Ｓ1 練習船実習 Ｍ1 工学実習Ⅰ Ⅰ1 なし 

Ｓ2 練習船実習 Ｍ2 工学実習Ⅱ Ⅰ2 工学実験1

Ｓ3 実験実習Ⅰ 

練習船実習 

Ｍ3 工学実験Ⅰ Ⅰ3 工学実験2

Ｓ4 実験実習Ⅱ 

練習船実習 

Ｍ4 工学実験Ⅱ Ⅰ4 工学実験3

Ｓ5 卒業研究 Ｍ5 工学実験Ⅲ 

卒業研究 

設計製図 

設計製図実習 

Ⅰ5 工学実験4 

卒業研究 

附 則 

１．この取扱いは，平成２８年１月１２日から実施し，平成２７年４月１日から適用する。 

２．実験実習等の評価の取扱いについて（昭和58年 5月 31日制定）は，廃止する。 

附 則 

この取扱いは，平成３１年４月１日から実施する。 

附 則 

この取扱いは，令和２年３月１０日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 
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昭和５９年１２月 ６日制  定 

平成２９年 ２月 ６日最終改正

鳥羽商船高等専門学校学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規第 19 条の卒業資格につ

いては、次のように規定されている。 

(卒業資格) 

第 19条 校長は、商船に関する学科については、席上学習及び大型練習船実習の全課程を修 

了した者に卒業を認め、工業に関する学科においては、全学年の課程を修了した者に卒業を

認める。 

２ 前項及び第１７条の規定にかかわらず、大型練習船における実習のうち、後期長期実習

については、疾病等やむを得ない事由により履修が困難であると校長が認める場合は、その

全部又は一部について、校長が別に定める措置をとることができる。 

本校商船学科の教育課程には、国土交通大臣から指定(登録)を受けた三級海技士第一種養成施設と

免許講習の課程、一級小型船舶操縦士第一種教習所の課程及び登録電子海図情報表示装置（ECDIS）
講習の課程が含まれている。本校商船学科を卒業すれば、三級海技士の筆記試験が免除される。ただ

し、「学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規」第19条第2項の措置で卒業する場合を除く。

さらに、航海コース卒業生が、電子海図情報表示装置（ECDIS）講習を修了した場合は、電子海図情

報表示装置（ECDIS）講習修了証明書が発行される。また、本校で実施する一級小型船舶操縦士の学

科試験及び実技試験に合格すれば、卒業時に申請手続きを行い卒業後に操縦免許証が交付される。

① 三級海技士第一種養成施設及び免許講習の指定(登録)
種   類 指定を受けた学科 指定を受けた期日 

三級海技士(航海)第一種養成施設 

三級海技士(機関)第一種養成施設 

商船学科 

航海コース 

商船学科 

機関コース 

昭和 63年 12月 26日 

昭和 63年 12月 26日

免 

許 

講 

習 

レーダー観測者講習 

レーダー・自動衝突予防援助 

装置シミｭレータ講習 

救命講習 

消火講習 

上級航海英語講習

上級機関英語講習

航海コース

機関コース

航海コース

機関コース

昭和 63年 12月 26日 

平成 11 年 9 月 17 日 
平成 11 年 9 月 17 日 

② 電子海図情報表示装置(ECDIS)講習の指定(登録)

種  類 指定を受けた学科 指定を受けた期日 

電子海図情報表示装置(ECDIS)講習 
商船学科 

航海コース 
平成 26年 4月 1日 

 （５）学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規について

－ 85 －



③ 第一級海上特殊無線技士の資格(電波法) 

第一級海上特殊無線技士の国家試験に合格すると、免許が与えられる。 

 

④ 一級小型船舶操縦士第一種教習所の指定(登録) 

種     類 指定を受けた学科 指定を受けた期日 

一級小型船舶操縦士第一種教習所 商船学科 平成 16年 8月 23日 
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（６）教務に関する内規

  制  定 平成２７年 ９月 ８日

最終改正 平成２９年１２月１２日

（授業科目）

第１条 授業科目（以下「科目」という。）は、前後期通年で行う通年科目、当該学年の前期

のみで行う前期科目、後期のみで行う後期科目を設ける。

２ 特定の科目については、集中授業を実施することができる。

（選択科目）

第２条  選択科目の選択は学生の希望により決定し、次のとおり取り扱う。

(1) ある特定の科目に集中した場合は人数を調整することがある。 

(2) 科目の途中選択変更は認めない。 

(3) 選択科目履修願を提出した科目は、所定の選択科目履修辞退願を学生課教務係に提出

し、校長の許可を受けることにより履修を取り止めることができる。 履修取り止めが

できる時期は、前期科目は前期期末試験実施日の 1 週間前、通年科目及び後期科目は後

期期末試験実施日の 1 週間前、集中授業は最終授業日までとする。ただし、試験を実施

しない科目においては、最終授業日の 1 週間前までとする。なお、取り止めた科目の欠

課時数及び成績の記録は残さない。

(4) 順位決定に用いない選択科目は、学業成績表にその旨を表記する。 

（前期成績順位の決定）

第３条 前期について、必要に応じて成績順位をつけることができる。その場合の成績順位

は、次のとおり決定する。

(1) 順位は成績の平均点による。 

(2) 成績の平均点は、それぞれの学期における各科目の成績に、科目の単位数を乗じたも

のの総合計点数を、当該科目の単位数の合計で除して決定する。

(3) 平均点の表示は、小数点以下 2 桁目を四捨五入して小数点以下 1 桁とし、同点の場合

は総合計点数の多い方を上位とする。総合計点数も同点の場合は同順位とする。

(4) 修了・進級が認められない学生については、成績順位をつけない。 

（学年成績順位の決定）

第４条 学年における成績順位は、次のとおり決定する。

(1) 修了・進級が認められない学生については、成績順位をつけない。また、追認試験に

より、修了・進級が認められた学生についても順位をつけない。

(2) 順位は成績の平均点による。 
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(3) 成績の平均点は、各科目の学年成績に、科目の単位数を乗じたものの総合計点数を、

当該学年で必要とする単位数の合計で除して決定する。

(4)  総合計点数に算入する科目は、鳥羽商船高等専門学校学則（以下「学則」という。）

別表第 1 及び第 2 に示された必修科目のすべてと、同別表第 1 及び第 2 に示された選

択科目の内、履修した科目とする。ただし、100 点法で評定できない科目の評価につい

ては算入の対象としない。

(5) 平成 26 年度以前入学の学生については、総合計点数に算入する科目は、学則別表第

1 に示された一般科目と学則別表第 2 に示された専門必修科目のすべてと、同別表第 2
に示された専門選択科目の内、各学年の選択科目修得単位数の下限を満たす科目数を学

年成績の高い科目から抽出したものとする。ただし、100 点法で評定できない科目の評

価については算入の対象としない。

(6) 平成 26 年度以前入学の商船学科第 4・5 学年の成績順位は前号によらず次のとおり

取り扱う。

① 商船学科の第 4 学年修了時の成績順位の算出にあたっては、選択科目を含めない。 

② 第 5 学年の成績が確定した時点で、第 4・5 学年に取得した選択科目のうち、評定

が高い方から 4 科目を選び、その 4 科目の評定をそれぞれ該当する学年に加算して平

均点を求め、第 4 学年及び第 5 学年の順位を決定する。 

(7) 平均点の表示は、小数点以下 2 桁目を四捨五入して小数点以下 1 桁とし、同点の場

合は総合計点数の多い方を上位とする。総合計点数も同点の場合は同順位とする。

(8) 単位認定試験及び追認試験の結果、学業成績の再評価を行った場合、学年成績順位の

見直しは行わない。

（欠課時数）

第５条 欠課とは、授業（特別教育活動を含む）に出席しなかったものをいい、その時間数

を欠課時数という。なお、欠課時数 7 時間をもって欠席日数 1 日とする。 

（欠席日数）

第６条  欠席日数とは、第 1 学年から第 3 学年にあっては、学校が定めた学校行事日及び科

目の授業日に欠席した日数をいう。第 4・5 学年の欠席日数は、科目の授業日においては欠

課時数 7 時間をもって欠席日数 1 日とし、学校が定めた学校行事日の欠席と合計した日数

をいう。

（遅刻及び早退） 

第７条 遅刻とは、授業の開始時に遅れ、その授業の一部しか学習しなかったものをいうが、

授業の開始から 20 分以内を遅刻とし、20 分を超えれば欠課とする。

２ 早退とは、授業においてその途中から退出し、その授業の一部を学習しなかったものを

いう。 

３ 同一授業における遅刻・早退 3 回をもって欠課時数 1 時間とする。
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（出席すべき時間数）

第８条 事故（個人的理由によるもの）による欠課時数が、科目の 15 単位時間あたり 4 単位

時間を超えた場合は、当該科目の履修を認めない。

２ 病気による欠課がある場合は、事故による欠課時数を含めて、科目の 15 単位時間あたり

5 単位時間を超えた場合は、当該科目の履修を認めない。ただし、長期欠席による場合は、

その欠席時数を実施可能な範囲で補講等を行って補うことができる。

３ 練習船実習 1～4（平成 26 年以前の入学者は練習船実習）を病気またはやむを得ない事

由により欠席した場合は、その欠課時数を補講等を行って補うことができる。

（学校行事等の点呼時に不在の場合）

第９条 学校行事等が全日にわたる場合で、朝の点呼時に不在の場合は 4 時間の欠課、午後

の点呼時に不在の場合は 3 時間の欠課とする。 

２ 講演会等で時限を指定された行事の点呼時に不在の場合は、指定された時限数に相当す

る時間数を欠課とする。

３ これらの欠課により算出された欠席日数は、精勤賞の資格要件を審議する場合にのみ用

い、学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規（以下「進級内規」という。）第 15
条に定める履修及び修得の認定要件とはしないものとする。

(試験期間中の欠席及び欠課) 

第１０条  試験期間中、病気その他正当な理由によって欠席または欠課をしようとする学生

は、速やかに学級担任及び当該科目担当教員に申し出ること。また、学生準則第 13 条第 1
項の規定により、所定の書式による欠席・欠課届に詳細な理由を記入し、診断書または保

護者による理由書を添付して、学級担任を経て学生課教務係に提出し、校長に届け出なけ

ればならない。

（公欠） 

第１１条 学生準則第 14条による公欠は、別表に定める事項に該当するもので、出席扱いと

し、出席簿集計一覧表、欠席集計個人表及び学籍簿には出席停止、公傷、公欠として記録す

る。 

（忌引） 

第１２条 学生準則第 15 条による忌引は出席扱いとし、出席簿集計一覧表、欠席集計個人表

及び学籍簿には忌引として記録する。なお、往復の所要日数または所要時数を加算すると

きは、4 日を限度とし、学級担任がこれを判定する。

（休学）

第１３条 学則第 25 条及び第 26 条の規定により、休学を希望する学生は、学生準則第 9 条

の規定により、所定の書式による休学願に医師の診断書または詳細な理由書を添付し、校

長に願い出て、その許可を受けなければならない。
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２ 年度途中の休学（留学による休学は除く）は、当該年度の 12 月 20 日までに休学願を受

理した場合に認める。ただし、進級内規第 21 条による除籍を回避することを理由とした休

学は認めない。

（欠席等の届出）

第１４条 欠席、欠課、遅刻または早退をしようとする学生は、学生準則第 13 条第 1 項の規

定により、所定の書式による欠席・欠課・早退遅刻届を、学級担任を経て学生課教務係に

提出し、校長に届け出なければならない。 

また、長期欠席しようとする学生は、学生準則第 13 条第 2 項の規定により、所定の書式

による長期欠席届に医師の診断書または保証人の同意書を添付し、学級担任を経て学生課

教務係に提出し、校長に届け出なければならない。 

（欠席の分類と提出書類）

第１５条 欠席等の分類と提出書類については、次のとおりとし、提出先は学生課教務係と

する。なお、当日、電話で欠席を連絡した場合も、後日、欠席届の提出が必要である。

(1) 個人的理由によるもの

病  欠 病気・怪我によるもの 欠席届 

事 故 欠 自己都合によるもの 欠席届 

長期欠席 

病気・怪我により 1 週間

を超え 3 か月未満のもの
医師の診断書 

長期欠席届 

自己都合による 1 週間を

超え 3 か月未満のもの
保証人の同意書 

(2) 個人的理由以外のもの

公  傷 
学校の課業監督下での負傷

で登校できないもの 
報告書 欠席届 

忌  引 
父母その他近親者の喪に服

するもの 
忌引願 

公  欠 別表参照 公欠願 
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(3) 学校が命ずるもの 

出席停止 
学校保健安全法等によるも

の 
医師の診断書等 欠席届 

停  学 懲戒によるもの   届出不要 

    

(4) 欠課、遅刻及び早退 

欠  課   欠課届 

遅  刻 授業開始時刻に遅れる場合  早退・遅刻届 

早  退 
授業終了時刻以前に退出す

る場合 
 早退・遅刻届 

    

(5) 休学 

休  学 
病気その他で継続して 3
か月以上修学できない 

医師の診断書または詳

細な理由書等 
休学願 

 

（履修不認定に関する取り扱い）    

第１６条  進級内規第 15 条第 1 項第 5 号に抵触する可能性のある状況が発生した場合は、

次のとおり取り扱う。    

(1) 科目担当教員は、抵触すると思われる行動の内容及び指導の内容について別紙 1 の

記録簿にその都度記録しておくこととする。必要がある場合は、教務主事または学級

担任が保護者に注意を喚起する。    

(2） 科目担当教員が、履修を認定できないと判断したときは、期末試験開始 2 週間前ま

でにその記録を教務主事に提出する。ただし、非常勤講師については、所属学科の学科

長がその記録を確認し、教務主事に提出する。    
  教務主事は、そのクラスの全科目担当教員及び学級担任を召集して意見の聴取を行う。

その結果をふまえ、教務主事が教員会議に報告する。    

(3) 履修認定についての判断は、期末試験開始の前日までに校長が行う。また、当該結果

については、保護者に文書をもって通知する。    

（修得単位の証明）    

第１７条 3 月 20 日以前の退学者については、その年度の学年成績はつけない。ただし、前

期終了科目について、修得した単位がある場合は修得単位として証明する。  

（休学者または長期欠席者の学年成績）    

第１８条 休学者または長期欠席者の欠席日数が総授業日数の 3 分の 1 を超える場合はその

学生の学年成績はつけない。    
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２ 休学者または長期欠席者の欠課時数が 15 単位時間あたり 5 単位時間を超える場合は、

その科目の単位は認定しない。ただし、それ以外の履修認定を受けた科目については学年

成績をつける。    

（3 年生で退学する場合の修了認定）    

第１９条 4年生への進級が認定されていない者が、 第 3学年で進路変更等で退学する場合、

当該学年における全ての科目において履修が認定され、かつ修得単位が 74 単位以上の場合

には、退学願の提出を条件に第 3 学年の修了を認定する。    

２ 第 3 学年において 74 単位以上の単位を修得した者が原級留置となり、再履修の学年途

中（休学中を含む）に退学を申し出た場合には、退学願の提出を条件に第 3 学年の修了を認

定する。    

(各種試験期間における懲戒による停学の取り扱い）    

第２０条 懲戒による停学期間が各種試験期間と重複する場合の取り扱いについては、進級

内規の運用要領別表のとおりとする。なお、無期停学によって受験できなかった中間試験

及び期末試験については、進級内規第 3 条第 1 項及び第４条第 1 項に従って、これらの

再試験及び追試験も受験できない。    

(平成 26 年度以前の入学生で修得不認定科目を有して進級した学生への追認試験）  

第２１条 修得不認定の科目（以下「未修得科目」）を有する者で、進級を認められた者に

は、追認試験を行うことができる。    

２ 追認試験を受けようとする者は、あらかじめ所定の追認試験受験願を学生課教務係に提

出して、校長の許可を受けなければならない。    

３ 追認試験は、未修得科目の各単位につき各年度において 1 回限りとする。ただし、第 3
学年の学年末には、各学科の専門科目について、また、第 5 学年の学年末にはすべての科

目について、再度行うことができる。なお、追認試験の受験申請は、試験実施期日の 1 週

間前までに行うものとする。    

４ 追認試験は、校長の定める期日に実施する。    

５ 病気またはやむを得ない事由により追認試験を受けることができない者は、あらかじめ

その事由を付して（病気の場合は医師の診断書を添付）校長に届け出なければならない。

その際の追認試験は、別途校長の定める日に実施する。    

６ 未修得科目の学業成績の再評価は、追認試験の結果により学年末に行うものとし、受験

した科目の単位を修得したか否かは、その試験結果の評定により確定する。追認試験によ

り単位の修得を認められた科目の評定は、60 点とする。    

７ 追認試験の申請をしなかった者及び正当な事由なくして追認試験を欠席した者は、追認

試験を放棄したものとみなし、当該科目の単位は未修得とする。    

（留学の取扱い）    
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第２２条 留学により、複数年度にわたって休学を許可する場合の取扱いについては申請段

階で、留学期間（原則として留学のために日本を出発する日から日本に到着する日の翌日）

が 3 ヶ月以上のものを対象とし、留学期間を含む休学期間は 1 年以内とする。 

２ 留学は、原則として留学証明書を発行できる派遣団体によるものとする。 

３ 留学を希望する学生は、原則として留学の 1 ヶ月前までに休学願に、次の各号に掲げる

書類を添えて、校長へ願い出なければならない。 

(1) 派遣団体が発行する証明書または留学先からの留学を許可する書類（写） 

(2) 留学先の規模、沿革、教育方針及び教育課程等が記載された書類 

(3) その他校長が必要と認める書類 

４ 留学（長期）した場合における出席日数の取り扱いに関し、年間総授業日数を 175 日（=5
日/週×35 週/年）とした場合において、次の日数のときは、進級を認めることとする。 
   

    

    

 

 

 

 

 

(1) 国費留学の場合    

  次のいずれかであれば進級を認める。    

        (ｱ) A＋B≧117 日  （175 日の 3 分の 2）    

        (ｲ) A≧88 日     （175 日の 2 分の 1）    

        (ｳ) B≧88 日        （175 日の 2 分の 1）    

(2) 私費留学（AFS、EIL、YFU、PIEE、ISE など文部科学省より依頼のあったもの）

の場合    

  次のいずれかであれば進級を認める。    

        (ｱ) A＋B≧117 日  （175 日の 3 分の 2）    

        (ｲ) A≧88 日      （175 日の 2 分の 1）    

        (ｳ) B≧88 日         （175 日の 2 分の 1）    

    ただし、(ｲ)及び(ｳ)については、奨学金を受けて留学する者に限る。   
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(3) その他の留学の場合    

  次のいずれかであれば進級を認める。    

        (ｱ)A≧88 日     （175 日の 2 分の 1）    

        (ｲ) B≧88 日        （175 日の 2 分の 1）    

５ 留学初年度及び留学最終年度の成績は単独に、または総合して進級内規第 8 条の規定に

より評定する。表彰に関する内規により、皆勤賞及び精勤賞の受賞に関しては国費留学と

私費留学を考慮の対象とする。    

（転学科及び転コースの取扱い）    

第２３条 学則第 24 条により、転学科及び転コースを希望する学生は、別紙 2 の転学科（転

コース）願を学級担任に提出し、学科長を経て学校長に願い出なければならない。  

２ 転学科及び転コースを希望する者があった場合は、次の各号について受け入れ学科で審

議し、その結果を受け入れ学科の学科長が教員会議に報告し、校長の許可を受けなければ

ならない。    

(1) 受け入れ学科の定員に欠員があるなど、クラス構成上、余裕があること。  

(2) 受け入れを行う学年は、第 2 学年までとする。ただし、商船学科の転コースにあって

は第 3 学年前期までとする。    

(3) 転学科・転コースの理由が適切で、学級担任並びに学科長の推薦があること。 

(4) 転学科における受け入れ学科は選考試験を課すことができ、その場合、当該学生が当

試験に合格していること。    

３ 転学科をした場合の既修得単位は、転学科以前の学科の単位とし、成績証明書には、旧

学科の修得状況を記載する。    

 

附 則    

この内規は、平成 27 年 9 月 8 日から施行し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則  

 この内規は、平成 28 年 5 月 17 日から施行し、平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

 この内規は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この内規は、平成 29 年 11 月 14 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則  

 この内規は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表（第 11 条関係）

１ 公欠

事 由 等 備  考 

(1) 全国高等専門学校連合会の主催又は共催による各種体育大会及び文化活動

への出席による欠席・欠課 

(2) 上記に準ずる場合

の欠席・欠課 

① 国民体育大会・県民体育大会へ選手としての出場

（結団式へ出席する場合も含む） 

(注) これ以外の取扱い

に関しては、教員会議

において審議する。 ② 大学リーグ（学生選手権）・全国高等学校体育連

盟・市民大会等の公式試合への出場 

③ 学校が出場を許可したコンテスト等への参加

(3) 災害や交通事情等、やむを得ない理由による欠席・欠課で、その事実が確

認された場合 

(注) この取扱いに関し

ては、「異常気象時にお

ける学生の登下校及び

授業等の措置に関する

内規」による。 

(4) インフルエンザ等感染症による欠席の扱いに関する内規による欠席・欠課 

(5) 公傷による欠席・欠課 

(6) 自宅が地震、水害、火災その他の災害に被災したための欠席・欠課 

(7) 公民権行使のための欠席・欠課 

(8) 校長が必要と認め

た欠席・欠課 

① 校内においてレントゲン撮影又は心電図検査を受

けられなかった者が、本校指定の機関で受けた場合 

② レントゲン撮影又は心電図検査の結果、精密検

査・間接再撮影の通知を受け、検査等を受けた場合 

③ 商船学科学生（第 3学年以上）が無線従事者国家

試験（アマチュア無線を除く）を受ける場合（通算

して 7日まで） 

④ 商船学科学生（第 3学年以上）が海技士国家試験

を受ける場合（通算して 9日まで） 

⑤ 主事が必要と認め、授業中に呼び出した場合

⑥ 集団発生胃腸炎により、学校が医療機関受診を促

し、受診の事実が確定した場合 

⑦ 公傷の学生の医療機関受診に付き添った場合

⑧ ヨット部員及びカッター部員が小型船舶操縦士国

家試験受験のため欠席した場合（1日（1回に限

る）） 

⑨ 高等専門学校体育大会等公式試合に出場する場合

⑩ 学生が死亡したとき、学生代表として会葬した場

合（日帰り可能な地区に限る（奨学後援会慶弔内規

に基づく））、なお、当該クラスの学生又は、同じク

ラブに所属する学生が会葬する場合もこれに準ず

る。 

⑪ 外国人留学生がビザ更新手続きをする場合

⑫ 本校が認める国際交流事業に参加する場合

⑬ 学会やそれに準ずる場での研究発表をする場合

⑭ 第 5学年については、進路を決めるための公欠と

して、次のア～エの場合は認める。ただし、イの場

合を除き、進路が決定した時点からは、公欠としな

い。 

ア 採用試験受験のための欠席（移動日を含む） 

イ 採用に伴う健康診断受診及び内定式等参加の 

ための欠席 
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ウ 大学編入学試験、高等専門学校専攻科入学試験及

び専門学校受験のための欠席（移動日を含む） 

エ 大学編入学試験及び専門学校の受験を目的とする

健康診断受診のための欠席 

⑮ その他

２ 公欠に相当する欠席

  上記公欠に該当する事由ではないが、公欠に相当すると思われる場合は、教員会議にお

いて審議し、取扱いを決定する。
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（７）鳥羽商船高等専門学校商船学科における 
　　　 後期長期実習の特例に関する内規 

 制  定 平成２９年 １月１２日

第１条 この内規は、鳥羽商船高等専門学校学則第 2 条第 3 項及び別表第 2 並びに鳥羽商

船高等専門学校学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規第 19 条に定める商船学

科に関する後期長期実習の特例（以下「特例措置」という。）について必要な事項を定め

る。

第２条 特例措置を適用する対象者は、商船学科の学生のうち、疾病等やむを得ない事由

により後期長期実習が困難であると校長が認めた者とする。

第３条 前条の規定により、校長が認定しようとするときは、教員会議の議を経るものと

する。

第４条 学生は、第 2 条の認定を受けようとするときは、特例措置適用申請書（別紙様式）

に医師の診断書を添えて、所定の期日までに学生課教務係を経て校長に申請するものと

する。ただし、後期長期実習中等に第 2 条の対象となることとなった場合は、できる限

り速やかに申請しなければならない。

第５条 校長は、特例措置を行うこととなった学生に対し、本科授業科目、特別研究、企

業でのインターンシップ、授業補助活動（実習工場、その他実験実習等）、ｅ－ラーニ

ングによる自学自修、専攻科授業聴講等の中から単数又は複数を指定するものとする。 
指定する措置については、該当する学生の状況（病状等）に応じて学科で決定する。 

２ 指定した特例措置に関する授業科目等については、単位修得はできない。

３ 指定した特例措置に要する経費は、当該学生の負担とする。

第６条 指定した特例措置にかかる修了の認定は、学修の記録により教員会議の議を経て

校長が行うものとし、後期長期実習を修了したものとみなすことができる。

第７条 この内規に定めるもののほか、特例措置に関する必要な事項は、「商船学科卒業

前 6 ヶ月乗船実習に関する特例措置」についての申し合わせ（平成 28 年 6 月 2 日商船

系高等専門学校校長・事務部長会議）に基づき、校長が決定する。

附 則

この内規は、平成 29 年 1月 12日から施行する。
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別紙様式

商船学科における後期長期実習の特例措置適用申請書

令和  年  月  日

鳥羽商船高等専門学校長 殿

商船学科

氏  名    ㊞

保護者氏名   ㊞

鳥羽商船高等専門学校商船学科における後期長期実習の特例に関する内規第４条の規

定に基づき、下記のとおり特例措置の適用申請をいたしますので、認定くださいますよう

お願いいたします。

記

１．特例措置適用期間  自 令和 年  月  日

至 令和  年  月  日

２．事 由（医師の診断書添付）
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（８）鳥羽商船高等専門学校学生の表彰に関する内規

制 定 平成２７年 ６月 ９日

最終制定 令和 ２年 ３月１０日

 （趣旨）

第１条 鳥羽商船高等専門学校学則第 59 条に基づく学生の表彰（以下「表彰」という。）は、学生活動

において、他の学生の模範となる行為に対して行うものとし、表彰の基準等については、この内規の

定めるところによる。

（表彰の種類及び選考基準）

第２条 表彰の種類は次の各号に定めるとおりとする。

（１）優等賞

（２）皆勤賞

（３）精勤賞

（４）特別表彰

（５）奨励賞

２ 表彰は、別表に定める表彰の基準の一に該当する者について行う。

（表彰者の決定）

第３条 前条第 1 項第 1 号から第 3 号の表彰者は、別表に定める推薦者の推薦に基づき、教務委員会の

議を経て、学校運営委員会にて決定する。

２ 前条第 1 項第 4 号及び第 5 号の表彰者は、別表に定める推薦者の推薦に基づき、表彰委員会の議を

経て、校長が決定する。

（１）表彰委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

教務主事、学生主事、寮務主事、教務主事補 1 名、学生主事補 1 名、寮務主事補 1 名、商船学科

長、情報機械システム工学科長、一般教育科長、学生課長

（２）委員長は、教務主事をもって充てる。

（３）委員長が必要と認めるときは、委員以外の教職員を委員会に出席させ、意見を聴くことができ

る。

（表彰の時期）

第４条 表彰の時期は別表に定める日に行う。

（表彰の方法）

第５条 表彰は、校長が表彰状を授与することにより行う。

２ 前項の表彰状と併せて記念品を贈ることができるものとする。

（庶務）

第６条 学生表彰に関する庶務は、学生課において処理する。

附 則

１ この内規は、平成 27 年 4 月 1 日から施行し、施行日において在学する学生から適用する。 

２ 学生表彰に関する申し合わせ（平成 6 年 7 月 5 日制定）は廃止する。 

  附 則

この内規は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則

この内規は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則

この内規は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表

表彰の
種類

表彰の基準
表彰の
時期

推薦者 備考

優等賞
学業成績が優秀で，人物もすぐれており，総合的に
当該学科の中で最優秀と認められた学生

（注１）

皆勤賞
商船に関する学科においては４年６か月間，工業に
関する学科においては５年間，無欠課の学生（履修を
取りやめた選択科目は対象としない）。

精勤賞

商船に関する学科においては４年６か月間，工業に
関する学科においては５年間の欠席が５日以内の学
生（履修を取りやめた選択科目は対象としない）。ただ
し，欠課がある場合は，7時間をもって欠席１日とす
る。

各種団体から表彰を受け学生の模範として推奨でき
る行為のあった者とし，以下のA～Ｃに該当する者

①団体又はグループの表彰は，正式
に登録された者全員を対象とする。
②団体で連続優勝した場合は，連続
優勝を達成した時の選手を対象とす
る。
③同一事項が同一年度に重複して該
当した場合には，表彰状は１枚と
し，該当する大会名等を併記する。

Ａ.　各種体育大会

イ．全国高専体育大会で３位以内に入賞した者

ロ．五商船漕艇大会及び東海地区高専体育大会で２
年連続して優勝した者

参加校が３校以内の種目については，
３年連続優勝とする

ハ．国民体育大会またはインターハイに出場した者

ニ．その他各種大会を含め，イ～ハに準ずる成績を
挙げた者

Ｂ.　各種コンテスト等

イ．全国高専コンテストで受賞した者

ロ．その他，県レベル以上のコンテスト等において上
記Ａのイ～ハまたはＢのイに相当すると認められる者

C.　学会発表等で表彰を受けた者

（１）以外で，学生の模範として推奨できる行為のあっ
た者

イ．人命救助で顕著な功績のあった者

ロ．災害防除，社会奉仕等で顕著な功績のあった者 卒業時までに実施すること

ハ．表彰委員会が顕著な功績があったと認める者 卒業時までに実施すること

奨励賞
特別表彰には該当しないと判断された者の中で，表
彰委員会が推薦する者

（注１）

（注２）

（注３）

特別表彰
（１）

できるだけ
早い時期

関係教員

特別表彰
（２）

表彰基準を満たす留学生が表彰対象となる日本人学生の成績を上回る場合は，当該留学生も優等賞の対象とする。

皆勤賞及び精勤賞については，次のことを考慮する。

①　通算で遅刻及び早退回数が２回までは対象とする。（皆勤賞のみ）
②　国体出場のための強化合宿（県連が行うもの）で欠席する場合。
③　希望する企業の見学を学校の許可をえて実施する場合。ただし県内2ヶ所，県外2ヶ所を目安とし，１社について
　　 は5日を限度とする。
④　ヨット部，カッター部の学生で小型船舶操縦士国家試験受験のための欠席である場合。
⑤　地域の伝統行事（神祭）への参加を必要とする場合。

皆勤賞及び精勤賞の受賞に関しては，国費留学と私費留学（AFS，EIL，YFU，PIEE，ISEなど文部科学省より依頼の
あったもの）を考慮の対象とする。

卒業式 各学科長

（注２）
（注３）
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（９）試験についての注意事項 

制  定 平成２８年 １月１２日

最終改正 令和 ２年 ３月１０日

 学生は、公明正大に試験を受けなければならない。また、以下の注意点を守るとともに、

試験監督者の指示に従い、不正行為は絶対にしないこと。

１ 注意点 

（1）試験前日は教室を清掃し、以下の通り準備すること。 

・ 試験監督者が通行できるよう、机の間をあけて通路を確保すること。

・ 壁や机・椅子等に落書き等がないようにすること。また、教室内の掲示物を学級担任の指

示に従って撤去すること。

・ 机の中に物がないこと。

・ 通路の床に物を置かないこと。

（2）試験時間は、試験開始合図のチャイムから試験監督者による試験終了の宣言までとする。 

（3）スマートフォン（あらゆる情報通信機器を含む）は電源を切ってカバンの中に入れること。 

（4）試験時間中に机の上に置くことができる物は、筆記用具及び科目担当教員から指示のあった

物のみとし、それ以外の物（指示のない教科書・ノートを含む）は全てカバンに入れ、椅子の

下もしくは教室の後ろに置くこと。

（5）試験時間中は、話をしたり、物を貸し合ったり、声を出して文を読んだりしないこと。 

（6）試験時間中に、問題用紙等に不鮮明なところがあれば、手をあげて試験監督者に質問するこ

と。

（7）万一遅刻した場合は試験開始後 20 分以内に限り受験できるが、それ以後の入室は認めない。 

（8）原則、途中退室は認めない。 

（9）やむを得ずトイレ等で途中退室する場合は、試験監督の了承を得て退室することができ、ま

た、用事が終了した後は、試験を受けた教室に再入室し、試験を続行することができる。

２ 不正行為とその処分について 

注意点の（3）～（5）に従わない場合は、不正行為（カンニングその他の試験に関するもの）

とみなす。また、試験時間中、事前および事後を問わず、当該試験に関するメモ書きが机、筆記

用具・ポケット等で見つかった場合も、不正行為とみなす。従って、自分の持ち物、机等には十

分に注意すること。そのほか、試験に関する迷惑行為や試験の適正な実施を阻害する行為も不正

行為とみなす。

不正行為の処分については規定に従い、教員会議によって決定されるが、評価に関しては不正

行為の行われた科目はもとより、当該試験期間中のすべての科目の試験成績を 0 点とする。 

３ 試験期間中の欠席及び欠課について 

 試験期間中、病気その他の正当な理由によって欠席又は欠課をした学生は、所定の書式によ

る欠席届又は欠課届に詳細な理由を記入し、診断書又は証明書等を添付して速やかに学級担任

に報告し、学生課教務係に提出すること。また、当該科目担当教員に速やかに報告すること。
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４ 試験結果に関する異議申し立てについて 

 試験結果に異議がある場合には、単位認定の翌日（当日が休日の場合は、休日明けの最初の

平日）までに学生課教務係に申し出ること。

  附 則

この注意事項は、平成 28 年 1 月 12 日から実施する。 

試験についての注意事項（平成 27 年 2 月 12 日制定）は、廃止する。 

 附 則

この注意事項は、平成 28 年 5 月 17 日から実施する。 

 附 則

この注意事項は、平成 29 年 4 月 1 日から実施する。 

附 則

この注意事項は、令和 2 年 4 月 1 日から実施する。 

－ 102 －



（10）ホームルームに関する要項 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成２９年 １月１２日 

 （目標と性格） 

第１ 学生が本校での生活を、より効果的におくるため必要な生活態度を身につけるとともに、

将来、専門技術者として活動するために必要な、幅広い人間性及び社会性を養うため、教育課

程に定められた「特別教育活動」の場として、ホームルームを設ける。 

（内容） 

第２ ホームルームでは、次の事項を内容として取り上げる。 

（1）自主的かつ自発的活動能力及び態度の養成を含め、人間としての望ましい生き方に関する

問題 

（2）民主的討論のあり方を含め、民主的人間関係の育成に関する問題 

（3）学校行事に対する積極的協力及び参加並びに正課外活動の正しいあり方に関する問題 

（4）共同生活の問題 

（5）本校及び進路に対する適応に関する問題 

（6）心身の健康及び安全に関する問題 

（7）レクリエーション 

 （指導上の留意原則） 

第３ ホームルームの指導には、次のような留意が全般的に必要となる。 

（1）学生の自発的活動を助長することがたてまえであるが、常に適切な指導を行う。 

（2）学生間の親睦及び教員と学生の相互理解を深める。 

 （編成） 

第４ ホームルームは、平常は、学級ごとにその全員をもって編成する。 

 （指導教員） 

第５ 学級別ホームルームは、学級担任教員の指導を受ける。 

 （ホームルーム役員） 

第６ 学級別ホームルームに次の役員を置き、当該学期の最初のホームルームで、学級担任教員

立会いのもとに、学級全員が参加できる直接無記名投票の選挙により選出する。ただし、第 1

学年前期の役員は、学級担任教員が指名する。 

（1）学級室長 1人 

（2）学級副室長 1人 

（3）選挙管理委員（委員長１名を含む。）  2人 

（4）環境整備係 1人 

（5）体育係 1人 

２ ホームルーム役員は、当該学期を任期とし、これらの 2以上を兼ねることができない。 

 （役員の任務） 

第７ 学級室長は、次の事項を担当する。 

（1）学級の総括 

（2）ホームルームの運営 

－ 103 －



（3）学級担任教員、その他の教員の指示の伝達及び教員と学級間の連絡 

（4）教務係等と学級間の連絡 

２ 学級室長は、学級会の学級室長を兼ねる。 

第８ 学級副室長は、次の事項を担当する。 

（1）学級室長の補佐 

（2）学級室長が任務につけないときの代行 

（3）ホームルームに関する記録 

２ 学級副室長は、学級会の学級副室長を兼ねる。 

第９ 選挙管理委員（委員長を含む。以下同じ。）は、ホームルーム役員の選挙を管理する。 

２ 当該学期最初のホームルームで行うホームルーム役員の選挙は、前学期の選挙管理委員が管

理する。 

３ 選挙管理委員長は、学級会の選挙管理委員を兼ねる。 

第１０ 環境整備係は、次の事項を担当する。 

（1）教室及びその付近の整備（掃除用具の整備及び保管を含む。）並びにこれに関する学校への

連絡 

（2）教室及びその付近の清掃並びに整とんの計画及び促進 

第１１ 体育係は、ホームルームとしてスポーツ又はレクリエーションを行うとき、その計画、

準備、促進及び復旧に関する事項を担当する。 

 （年度計画） 

第１２ ホームルームの「年度計画」は、学級担任教員その他関係教員と協議して、教務主事が

作成する。 

 

   附 記 

この要項は、平成 16年 4月 1日から実施する。 

   附 記 
 この要項は、平成 21 年 4 月 21 日から実施し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 
   附 記 
 この要項は、平成 29 年 4 月 1 日から実施する。 
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（11）鳥羽商船高等専門学校以外の教育施設等における学修等に関する規則 

制  定 平成１７年 ４月 １日 

最終改正 令和 ２年 ３月１０日 

（趣旨） 

第１条 この規則は，鳥羽商船高等専門学校学則（以下「学則」という。）第 16 条の規定に基づ

 き，鳥羽 商船高等専門学校以外の教育施設等における学修に関し必要な事項を定める。 

（高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第２条 学則第 16 条第 1 項に規定する文部科学大臣が別に定める学修とは，次の各号に掲げる

 学修をいう。 

（1）大学または短期大学の専攻科における学修 

（2）高等専門学校の専攻科における学修 

（3）専修学校の専門課程のうち修業年限が 2 年以上のものにおける学修で，本校において高等

専門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

（4）技能審査の認定に関する規則（昭和 42 年文部省告示第 237 号）による文部科学大臣の認定

を受けた技能審査の合格に係る学修で，本校において高等専門学校教育に相当する水準を有

 すると認めたもの 

２ 前項第 4 号に規定する学修は，別表に掲げるもの（以下「技能審査に係る学修」という。）

とし，本校在学中に学修されたものをいう。 

３ 本校が認定した海外における研修をいう。 

（学修手続） 

第３条 学生は，前条第 1 項第 1 号から第 3 号に規定する教育施設において学修しようとすると

 きは，教育施設等における学修許可願（別紙様式１）により，校長の許可を受けなければなら

ない。 

２ 校長は，前項による願い出が教育上有益と認めたときは，許可するものとする。 

（単位認定申請） 

第４条 学生は，第 2 条第１項第 1 号から第 4 号に規定する学修を行い，単位認定を受けようと

するときは，教育施設等における学修単位認定申請書（別紙様式 2）または技能審査に係る学

修の単位認定申請書（別紙様式 3）に単位修得証明書，成績証明書または合格証明書（写）等

を添えて，学生課教務係を経て校長に申請しなければならない。 

２ 学生は，第 2 条第 3 項に規定する海外における研修の単位認定を受けようとするときは，研

修に参加したことを証明できる書類を添えて，海外研修に係る単位申請願 （別紙様式 4）を担

 任及び国際交流推進室長を経て校長に願い出なければならない。 

３ 前第 1 項の規定による申請の提出期限は，期末試験前までとし，第 2 項の規定による申請の

提出期限は，12 月末日とする。 

（単位認定） 

第５条 前条の規定により申請があった単位の認定は教員会議の議を経て校長が行う。 

２ 認定された単位は，学修単位認定申請書が受理された年度の単位とする。ただし，専攻科生

 にあっては当該申請書が受理された期の単位とする。 

３ 前項により認定された技能審査に関わる学修の科目名は，別表の技術審査等の名称をもって

科目名とし，別表の１に掲げる科目は専門科目，別表の 2 に掲げる科目は一般科目とする。た

 だし，海外における研修の科目名は海外研修とし，認定する科目は一般科目，単位数を 1 単位

とする。 
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４ 技能審査に係る単位を修得した学生が，同種の学修において上位の等級等に合格またはスコ

 アに達した場合に認定される単位数は，当該技能審査の単位数と既修得単位数との差を認定す

 るものとする。 

５ ＴＯＥＩＣによる学修及び実用英語技能検定の学修による単位の両方を認定することはで

きない。両方の学修を修得した者は，規定する単位数の多い学修を単位認定するものとする。 

６ 認定された単位のうち，学年修了または卒業に必要な単位数に算入できる単位数の限度は，

6 単位とする。 

７ 前項により算入された単位は，学年修了または卒業が認められない者であって，同一学年を

 再履修する場合はこれを算入することができる。 

（成績の評価） 

第６条 技能審査に係る学修による成績は，学業成績の評定並びに修了及び卒業に関する内規第

 11 条に定める「合」と評価する。 

 

附 則 

１ この規則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 技能審査の合格に係る学修の単位認定に関する規程（平成 16 年 4 月 1 日制定）は，この規

則の施行の日から廃止する。 

附 則 

この規則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成 22 年 2 月 16 日から施行する。 

  附 則 

この規則は，平成 26 年 10 月 21 日から施行し，平成 26 年 4 月 1 日から適用する。 

  附 則 

１ この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 26 年度以前に商船学科に入学した者については適用せず，なお従前の例による。 

  附 則 

１ この規則は，平成 28 年 10 月 11 日から施行する。 

２ 平成 26 年度以前に商船学科に入学した者については適用せず，なお従前の例による。 

附 則 

 この附則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この附則は，令和元年 10 月 8 日から施行する。 

附 則 

この附則は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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別 表 １ 

技 能 審 査 名 認定単位数 

商船学科に関連する資格 

 

一級海技士（航海） 筆記試験 

二級海技士（航海） 筆記試験 

 

 

※３ 

※２ 

一級海技士（機関） 筆記試験 

二級海技士（機関） 筆記試験 

※３ 

※２ 

第一級陸上特殊無線技士 

第三級海上無線通信士 

気象予報士 

通関士 

２ 

２ 

２ 

２ 

貿易実務検定 Ａ級 

貿易実務検定 Ｂ級 

貿易実務検定 Ｃ級 

※３ 

※２ 

※１ 

海事代理士 ２ 

電気電子系分野に関連する資格 

 

電気主任技術者３種（電験３種） 

 

 

４ 

電気工事士１種 

電気工事士２種 

※３ 

※１ 

電気電子情報系分野に関連する資格 

 

ディジタル技術検定（情報部門）      １級 

ディジタル技術検定（情報部門）      ２級 

 

※２ 

※１ 

ディジタル技術検定（制御部門）      １級 

ディジタル技術検定（制御部門）      ２級 

※２ 

※１ 

情報系分野に関連する資格 

 

CG クリエイター検定（エキスパート） 

WEB デザイナー検定（エキスパート） 

画像処理エンジニア検定（エキスパート） 

CG エンジニア検定（エキスパート） 

マルチメディア検定（エキスパート） 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

情報システム試験システムエンジニア認定 

情報システム試験プログラマ認定 

１ 

１ 
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ＩＴストラテジスト 

システムアーキテクト 

プロジェクトマネージャ 

ネットワークスペシャリスト 

データベーススペシャリスト 

エンベデットシステムスペシャリスト 

ＩＴサービスマネージャ 

システム監査技術者 

応用情報技術者 

基本情報技術者 

※４* 

※４* 

※４* 

※４* 

※４* 

※４* 

※４* 

※４* 

※３ 

※２ 

情報セキュリティスペシャリスト 

情報セキュリティマネジメント 

※４ 

※２ 

ＩＴパスポート １ 

その他の資格 

 

高圧ガス製造保安責任者 

（第一種冷凍機械） 

高圧ガス製造保安責任者 

（第二種冷凍機械） 

高圧ガス製造保安責任者 

（第三種冷凍機械） 

 

※３ 

 

※２ 

 

※１ 

 

ボイラ技士 

危険物取扱者（乙種） 

危険物取扱者（甲種） 

技術士補 

１ 

※１ 

※２ 

２ 

技術英語能力検定 プロフェッショナル 

（工業英語能力検定試験 １級） 

技術英語能力検定 準プロフェッショナル 

（工業英語能力検定試験  ２級） 

技術英語能力検定 １級 

（工業英語能力検定試験 準２級） 

技術英語能力検定 ２級 

（工業英語能力検定試験 ３級） 

※６ 

 

※４ 

 

※３ 

 

※２ 

 

※上位の資格に合格した場合は，先に認定を受けた単位数との差を認定する 

* ２つ以上の資格に合格した場合は、２つ目以降も資格として認定する。 
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別 表 ２ 

技 能 審 査 名 認定単位数 

実用英語技能検定  １級 

実用英語技能検定 準１級 

実用英語技能検定  ２級 

実用英語技能検定 準２級 

※６ 

※４ 

※２ 

※１ 

TOEIC 900 点～990 点 

TOEIC 800 点～899 点 

TOEIC 700 点～799 点 

TOEIC 600 点～699 点 

TOEIC 500 点～599 点 

TOEIC 400 点～499 点 

※６ 

※５ 

※４ 

※３ 

※２ 

※１ 

 

※上位の資格に合格した場合は，先に認定を受けた単位数との差を認定する 
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別紙様式 1（第 3 条関係） 

学科長 

専攻科長 
担任 

  

 

教育施設等における学修許可願 

 

令和  年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

〔       〕専攻 〔   〕学年 

〔       〕学科 〔   〕学年 

           氏名              

 

下記のとおり、教育施設等において学修したいので、ご許可くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

 

1. 教育施設等の名称                     

 

2. 学 修 期 間                      

 

3. 学 修 日 ・ 時 間                     

 

4. 学修科目（単位数）                     

 

5. 学 修 目 的                      

 



 

 

別紙様式 2（第 4 条第 1 項関係） 

 

教育施設等における学修単位認定申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

〔       〕専攻 〔   〕学年 

           氏名              

 

 

 下記のとおり、教育施設等において学修したので、本校における修得単位として認定くださる

よう関係書類を添えて申請いたします。 

 

 

記 

 

 

1. 教 育 施 設 等 の 名 称                       

 

2. 認定を申請する科目名                       

（単位数） 

 

3. 添 付 書 類 

       単位修得証明書 

       成 績 証 明 書  

       合格通知書（写） 

  



 

 

別紙様式 3（第 4 条第 1 項関係） 

 

技能審査に係る学修の単位認定申請書 

 

令和  年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

〔       〕専攻 〔   〕学年 

〔       〕学科 〔   〕学年 

           氏名              

 

 

 下記のとおり、技能審査に合格したので、本校における修得単位として認定くださるよう関係

書類を添えて申請いたします。 

 

 

記 

 

 

1. 合格した技能審査の名称及びその級 

 

 

2. 技能審査合格日 

 

 

 

 

（注）技能審査の認定通知書または合格通知書の写しを添付すること。 

 

 

 

 

 

  



 

 

別紙様式 4（第 4 条第 2 項関係） 

グローバル 

教育推進室長 
担 任 

  

 

海外研修に係る単位申請願 

 
令和  年  月  日 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

〔       〕専攻 〔   〕学年 

〔       〕学科 〔   〕学年 

           氏名              

 

 

 本校主催の下記海外研修（語学研修）に参加しましたので、単位を認めていただきますようお

願い致します。 

 

記 

 

 

1. 研修プログラム名：                         

 

 2. 研 修 期 間：                         

 

 3. 研 修 先：                         

 

 4. 研 修 内 容： 

 

 

 

 

(注) 海外研修の修了を証明できる書類を添付すること。 



（12）大学への編入学と他高等専門学校専攻科への推薦基準 

 制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３１年 ２月１２日 

１．以下の条件を全て満たす学生は、大学等への編入学推薦を受けることができる。

（1） 各学年を通じて学業成績が優れていること。 
（2） 人物が優れていること。 
（3） 無期停学以上の処罰歴がないこと。 
（4） 大学等の定める基準があればそれを満たしていること。 

２．学業成績についての基準は、以下のとおりである。

（1） 推薦に際しての学生の成績順位は、3、4 学年の学年成績の平均によるものとする。 
（2） 成績優秀者を対象とし、書類選考と面接（口頭試問を含む）だけで編入学が決定する大

学等に対しては、商船学科は、学業成績が 80 点以上の学生を推薦し、工業に関する学科

は、学業成績が定員もしくはクラス員数の上位 30％以内又は 80 点以上の学生を推薦する。 
（3） 成績優秀者を対象とし、編入学学力試験を実施する大学等に対しては、学業成績が定員

もしくはクラス員数の上位 50％以内又は 75 点以上の学生を推薦する。 
（4） 成績優秀条件を課さない大学等に対しては、その大学等の基準に準じる。 

附 則 

この基準は、平成 16年 4月 1日から実施する。 

附 則 

この基準は、平成 19年 1月 16日から実施し、平成 18年 4月 1日から適用する 

附 則 

この基準は、平成 24年 10月 16日から実施する。 

附 則

この基準は、平成３１年４月１日から実施する。
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（13）本校本科生の本校専攻科への入学推薦基準 

 制  定 平成２５年１１月１２日 

１．以下の条件を全て満たす学生は、本校専攻科入学推薦を受けることができる。

（1） 各学年を通じて学業成績が優れていること。 
（2） 人物が優れていること。 
（3） 無期停学以上の処罰歴がないこと。 

２．学業成績についての基準は、以下のとおりである。

（1） 推薦に際しての学生の成績は、3、4 学年の学年成績の平均によるものとする。 
（2） 成績優秀者を対象とし、学業成績が定員もしくはクラス員数の上位 50％以内又は 75 点

以上の学生を推薦する。
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（14）外国人留学生規程 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成２８年 ３月 ３日 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、鳥羽商船高等専門学校学則（以下「学則」という。）第 65条第 2項の規定

に基づき、外国人留学生（以下「留学生」という。）について必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この規程で「留学生」とは、外国において学校教育における 11 年の課程を修了した者

又は高等学校に対応する学校の課程を修了した者で、鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」と

いう。）に入学を許可された者をいう。 

（入学） 

第３条 入学の時期は原則として学年の始めとし、選考のうえ第3学年に入学させるものとする。 

 （教育課程） 

第４条 留学生については、第 3学年において、第 4学年以降の通常の履修を容易にするために

必要な日本語その他基礎学力を養うため、特別に編成された教育課程の学習をもって通常の教

育課程の一部の履修に替えることができる。 

（授業料等） 

第５条 留学生のうち、国費留学生については、学則第 49 条、第 50 条、第 51 条に規定する入

学料、検定料及び授業料を徴収しないものとする。 

 （委員会） 

第６条 留学生の受け入れ及び指導方針その他必要な事項は、教務委員会で審議する。 

（留学生指導教員） 

第７条 留学生の学習及び生活に関して必要な指導助言を与えるため、留学生指導教員（以下「指

導教員」という。）を置く。 

 （チューター） 

第８条 留学生の学校生活及び個人生活に助言を与えるため、第 3学年及び第４学年の留学生に

チューターを置くことができる。 

２ チューターは、本校学生の中から委員会の推薦に基づき校長が委嘱する。 

３ チューターは、適宜留学生の相談に応ずるとともに、必要に応じて指導教員に連絡し、その

指導を受けるものとする。 

４ チューターに関する必要な事項は、別に定める。 

 （事務処理） 

第９条 留学生に関する事務は、学生課教務係において処理する。 

 （雑則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は、別に定める。 

  附 則 

この規程は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 28年 4月 1日から施行する。 
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（15）鳥羽商船高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程 

制  定 平成１７年 ４月 １日

最終改正 平成２９年 ７月１８日

（趣旨） 

第１条 この規程は、鳥羽商船高等専門学校学則（以下、「学則」という。）第 48 条の

規定に基づき、専攻科の単位の修得、授業科目の履修方法及び成績の評価並びに修了の

認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（単位数の計算） 

第２条 １単位時間は、５０分を標準とする。 

２ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業の方法に応じ次の基準により単位数の計算をするもの

とする。 

（1）講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

（2）演習については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

（3）実験及び実習については、４５時間の授業をもって１単位とする。 

（履修の方法） 

第３条 専攻科に開設する授業科目の履修にあたっては、開設する学期の当初に履修届 

（別紙第１号様式）を所定の期日までに提出しなければならない。ただし、特別研究、

特別演習及び実験についてはこの限りでない。 

２ 履修届受理後に、履修科目の変更は認めない。 

３ 履修届を提出した授業科目は、所定の履修辞退願（別紙第２号様式）を学生課教務係

に提出し、校長の許可を受けることにより履修を取り止めることができる。 

（指導教員） 

第４条 専攻科の学生は、各専攻の指導教員から授業科目の履修及び特別研究の指導を受

けるものとする。 

２ 特別研究の指導については、専攻科委員会の承認を得て教育研究分野に関連のある他 

専攻の指導教員の指導を受けることができるものとする。 

（試験） 

第５条 専攻科の試験は、中間試験、期末試験、追試験及び単位認定試験とする。 

２ 中間試験は、開設する授業科目（特別研究を除く）の授業時間に実施できるものとす

る。 

３ 試験の実施対象は、第３条第１項に規定する履修届により、履修の届け出がなされた

授業科目とする。ただし、履修辞退願を提出した授業科目については、試験を受けるこ

とができない。 

４ 追試験は、次の各号の一に掲げる事由により中間試験、期末試験、単位認定試験を受

けられなかった者のうち、所定の期日までに追試験受験願（別紙第２号様式）を提出し、

その許可を得た者に対して実施する。 

（1）病気・けが（医師の証明がある場合に限る。） 

（2）忌引 

（3）その他やむを得ない事由があると校長が認めた場合 
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５ 学業成績が、６０点未満の評定を受けた科目（以下「不認定科目」という。）を有す

る者には、単位認定試験を１回に限り行うことができる。 

６ 単位認定試験を受けようとする者は、あらかじめ所定の単位認定試験受験願（別紙第

４号様式）を教務係に提出して、校長の許可を受けなければならない。 

７ 単位認定試験は、期末試験の終了後において、校長の定める期日に行う。 

（成績評価） 

第６条 成績は、授業科目（シラバス）の評価割合に従って評定する。 

２ 最終学年における特別研究の評価は、特別研究論文を提出し、特別研究発表会におい

て発表を行った者に対して行う。 

３ 成績の評価は、優、良、可及び不可の評語をもってし、次の評点区分による。ただし、 

特別研究と特別実習は合格・不合格とし、評語を合・否とする。 

評 語 評 点 区 分
優 １００ ～ ８０

良 ７９ ～ ７０

可 ６９ ～ ６０

不可 ５９ ～  ０

４ 各授業科目とも、欠課時数が授業時数の１５分の４を超える者に対しては、評価を

行わない。ただし、欠課時数に出席停止、公傷、忌引、連続１週間以上にわたる病気に

よる欠席及び公欠等が含まれる場合は、準学士課程の「出欠席」の規定に準じて取り扱

う。 

また、別表に定める事項に該当するものは公欠とし出席扱いとする。 

５ 履修辞退を許可された授業科目は、取り止める以前の欠課時数及び成績は記録に残さ

れ、学業成績の評定は「不可」と記録される。 

６ 単位認定試験により単位の修得を認められた科目の評定は、６０点とする。 

（単位の認定） 

第７条 前条第３項に規定する成績評語が優、良及び可に評価された授業科目について、

当該授業科目を修得したものとして、単位の認定を行う。 

（再履修） 

第８条 前条の規定により履修した授業科目について単位が認定されなかった場合は、再 

履修することができる。 

２ 前項に定める再履修の手続きは、第３条の規定を準用する。 

（他の教育施設で修得した単位の認定） 

第９条 他の教育施設で開設されている授業科目を履修しようとする場合は、別に定める 

「教育施設等における学修許可願」を事前に校長に提出し、その許可を受けなければな 

らない。  

２ 前項の規定にしたがって他の教育施設で修得した単位は、１６単位を超えない範囲で 

専攻科における授業科目の履修とみなし、単位の修得を認定することができる。 

（専攻科の修了） 

第 10 条 専攻科課程の修了に必要な修得単位数は６２単位以上とし、次の各号に定める 

要件を満たすものとする。 

（1）一般科目６単位以上 

（2）専門共通科目１６単位以上 
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 （3）専門専攻科目４０単位以上 

２ 専攻科課程の修了の認定は、修了認定会議における審議を経て校長が行う。 

 （成績評価の意義申し立て） 

第 11 条 成績評価に異議のある者は、単位取得状況（成績）通知表配布の開始日から 3

日以内に教務係に申し出るものとする。 

附 則 

この規程は､平成 17年 4月 1日から施行する｡ 

附 則 

この規程は､平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26年 5月 20日から施行し、平成 26年 4月 1日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成 28年 4月 1日から施行する｡ 

附 則 

この規程は、平成 28 年 10 月 1 日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成 30 年 4 月１日から施行する。 
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第 1 号様式（第 3 条関係） 
 

令和 年度 履 修 届 

 
令和  年  月  日   

 
 
〔       〕専攻  〔  〕学年       氏名             

授 業 科 目 単 位 数
開 設 

担当教員名 備  考 前期

（秋期）

後期

（春期）

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注意：1. 開設欄は該当欄に○印を記入すること。 
   2. 他の教育施設で履修する科目があれば併せて記入すること。なお、備考欄にその旨

明記すること。 
   3. この届は、令和 年 月 日までに学生課教務係へ提出すること。 
 



 
第 2 号様式（第 3 条関係） 

 

履 修 辞 退 願  
 
 

令和  年  月  日 
 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 
 

〔       〕専攻 〔   〕学年 
        氏名              

 

 

   私は、令和  年度 期履修届を提出しましたが、下記科目の履修を辞退 
したいので、よろしくお願いします。 

 

 

記 
 
 

履修辞退科目 単位数 教員名 

   

   

   

   

 

 



 
第 3 号様式（第 5 条関係） 
 

追 試 験 受 験 願 
 

令和  年  月  日 
 
 
鳥羽商船高等専門学校長 殿 
 

〔       〕専攻 〔   〕学年 
            氏名              

 
 
 私は、令和  年度 前・後期 中間・期末試験、単位認定試験の際、下記事由により下記

科目を受験できなかったので追試験を実施して下さるようお願いいたします。 
 
 

記 
 
 

事 由                            
（注）病気等の場合は診断書添付 

 

追 試 験 科 目 名 教 員 名 備   考 

   

   

   

   

   

   

 



 

第 4 号様式（第 5 条関係） 

 
単 位 認 定 試 験 受 験 願 

 
令和  年  月  日  

 
鳥羽商船高等専門学校長 殿 
 

〔       〕専攻 〔   〕学年 
                氏名              

 

 

  私は、令和  年度 期下記科目の単位認定試験を受験させていただきたくお願い申し上

げます。 
 
 

記 
 
 

再 験 科 目 名（単位数） 教 員 名 備   考 

   

   

   

   

   

   

（ 注 ）  試 験 受 験 前 ま で に 教 務 係 へ 提 出 の こ と  



別表（第 6 条関係） 
１ 公欠 

事      由      等 備  考 

(1) 全国高等専門学校連合会の主催又は共催による各種体育大会及び文化活動

への出席による欠席・欠課 

 

(2) 上記に準ずる場合

の欠席・欠課 

① 国民体育大会・県民体育大会へ選手としての出場

（結団式へ出席する場合も含む） 

(注) これ以外の取扱いに関

しては、教員会議において

審議する。 ② 大学リーグ（学生選手権）・全国高等学校体育連

盟・市民大会等の公式試合への出場 

③ 学校が出場を許可したコンテスト等への参加 

(3) 災害や交通事情等、やむを得ない理由による欠席・欠課で、その事実が確認

された場合 

(注) この取扱いに関して

は、「異常気象時における学

生の登下校及び授業等の措

置に関する内規」による。 

(4) インフルエンザ等感染症による欠席の扱いに関する内規による欠席・欠課  

(5) 公傷による欠席・欠課  

(6) 自宅が地震、水害、火災その他の災害に被災したための欠席・欠課  

(7) 公民権行使のための欠席・欠課  

(8) 校長が必要と認め

た欠席・欠課 

① 校内においてレントゲン撮影又は心電図検査を受

けられなかった者が、本校指定の機関で受けた場合 

 

② レントゲン撮影又は心電図検査の結果、精密検

査・間接再撮影の通知を受け、検査等を受けた場合 

③ 無線従事者国家試験（アマチュア無線を除く）を

受ける場合（通算して 2日まで） 

④ 海技士国家試験を受ける場合（通算して 5日まで） 

⑤ 主事が必要と認め、授業中に呼び出した場合 

⑥ 集団発生胃腸炎により、学校が医療機関受診を促

し、受診の事実が確定した場合 

⑦ 公傷の学生の医療機関受診に付き添った場合 

⑧ ヨット部員及びカッター部員が小型船舶操縦士国

家試験受験のため欠席した場合（１日（１回に限る）） 

⑨ 高等専門学校体育大会等公式試合に出場する場合 

⑩ 学生が死亡したとき、学生代表として会葬した場

合（日帰り可能な地区に限る（奨学後援会慶弔内規

に基づく））、なお、当該学年の学生又は、同じクラ

ブに所属する学生が会葬する場合もこれに準ずる。 

⑪ 外国人留学生がビザ更新手続きをする場合 

⑫ 本校が認める国際交流事業に参加する場合 

⑬ 学会やそれに準ずる場での研究発表をする場合 

⑭ 進路を決めるための公欠として、次のア～エの場

合は認める。ただし、イの場合を除き、進路が決定

した時点からは、公欠としない。 

ア 採用試験受験のための欠席（移動日を含む） 

イ 採用に伴う健康診断受診及び内定式等参加の 

ための欠席 

ウ 大学院入学試験受験のための欠席（移動日を含む） 

エ 大学院入学試験の受験を目的とする健康診断受診

のための欠席 

⑮ その他 

２ 公欠に相当する欠席 
  上記公欠に該当する事由ではないが、公欠に相当すると思われる場合は、教員会議におい

て審議し、取扱いを決定する。 
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平成 29 年 7 月 21 日 

（16）特別研究I-II の成績評価基準及び方法 

専攻科長

海事システム学特別研究 I，海事システム学特別研究 II，生産システム工学特別研究 I，生産システム

工学特別研究 II の成績評価は，次のように行う．  

1. 評価を行う対象

特別研究の取組状況，中間と最終発表，発表要旨や特別研究論文により評価を行う．

特別研究の取組状況を確認するために，「特別研究活動記録」を授業ごとに数行程度で記入し，

指導教員がその都度，確認をする．成績評価のため，学年末に指導教員へ提出する．

特別研究活動記録，発表会，要旨と論文において，最低限記載あるいは発表しなければならな

い項目を表 1 に示す． 
特別研究活動記録の例を表 2 に示すが，必要事項が記載されていれば形式は自由とし，紙の

他，ワープロや Web ベースシステム等を使用しても構わない．ただし，保管のため学年末に専攻

科長へ PDF で提出すること． 

2. 評価方法

特別研究活動記録（通年），要旨と論文については指導教員が，発表会（複数回時はその度毎）

については複数の教員が，表 3 の評価項目が達成できているか評価基準に基づき A，B，C の 3
段階評価を行う． ただし，特別研究 I では，③ 要旨と論文の評価項目の 2 と 7 については評

価を行わない． A を 100 点，B を 70 点，C を 30 点とし，特別研究活動記録では 4 項目，発表

会では 6 項目，要旨と論文において特別研究 I では 8 項目，特別研究 II では 10 項目のそれぞ

れの平均点を求めて，特別研究活動記録，発表会，要旨と論文のそれぞれの評価点とする．ただ

し，発表会については複数の教員による評価の平均を各項目の点とし，評価点は配点割合を特別

研究活動記録は 30%，発表会は 35%，要旨と論文は 35%として計算し，60 点以上を合格とす

る．

指導教員が評価の主査となる．主査は指導補助教員から，指導補助教員がいない場合は特別

研究の内容に関連する教員から副査 2 名を選ぶ．主査の評価が概ね妥当なものであるか副査 2 
名の確認を受ける．
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表 2 特別研究活動記録の例 

平成 28 年度 特別研究活動記録 

専攻 学年 氏名

授業回数 日付 2015/4/6 確認 宮﨑

1 

取り組んだ内容 研究のテーマを決定するための資料収集と概要の確認 

状況や問題点 分からない専門用語が多く，調べるのに時間が掛かった． 

次回までにテーマの候補をいくつか挙げる． 

連絡事項 本は棚に戻しておきました．また、必要資料を準備し、次のゼ

ミ用のレジュメの作成にとりかかりました．  

授業回数 日付 確認 

2 

取り組んだ内容 

状況や問題点 

連絡事項 

授業回数 日付 確認 

3 

取り組んだ内容 

状況や問題点 

連絡事項 

表 1 最低限記載（発表）する項目

① 特別研究活動記録 ② 発表会 ③ 要旨と論文

日付 研究の背景・目的 研究の背景・目的 

取り組んだ内容 研究方法・手段 研究方法・手段 

状況や問題点 研究の内容・結果 研究の内容・結果 

指導教員の確認 結果に対する考察・今後の課題 結果に対する考察・今後の課題 

連絡事項 質問に対する回答 参考文献 

－ 120 －



表 3 特別研究の評価項目 

① 特別研究活動記録の評価項目 最高基準 A 標準基準 B 最低基準 C 

1 問題点を解決するための取り組みが行われ

ているか 

問題が解決に

向かっている 

問題解決のた

めの姿勢がある 

取り組みが足り

ない 

2 
研究経過での状況や問題を把握しているか 

把握し，指針が

定まっている 

把握できている 把握できていな

い 

3 指導教員への報告や相談は円滑に行われ

ているか 

非定期にも行っ

ている 

定期的な機会

のみ 

指導教員から質

問のみ 

4 
研究に継続的に取り組んでいるか 

計画的に取り組

んでいる 

継続的に取組

めている 

継続的に取組

めていない 

② 発表会の評価項目 最高基準 A 標準基準 B 最低基準 C 

1 
背景や研究目的は適切に設定されているか 

背景を反映し設

定できている 

目的が設定でき

ている 

目的が設定でき

ていない 

2 研究目的を達成するための手法・手段は合

理的か 

手法・手段が理

に適っている 

目的が達成でき

る手法・手段 

目的が達成でき

ない手法・手段 

3 
研究内容の展開は論理的か 

展開に筋道が

ある 

展開が繋がって

いる 

展開に飛躍が

ある 

4 
研究（途中）結果の考察は妥当か 

結果を分析でき

ている 

結果をまとめら

れている 

結果の考察が

正しくない 

5 
発表内容を上手く伝えることができたか 

受け手が内容を

理解できる 

受け手が内容を

概ね把握できる 

受け手が内容を

理解できない 

6 
質問に対する受け答えは適切か 

意図に合った返

答ができる 

返答ができる 返答できない 

③ 要旨と論文の評価項目 最高基準 A 標準基準 B 最低基準 C 

1 
背景や研究目的は適切に設定されているか 

背景を反映し設

定できている 

目的が設定でき

ている 

目的が設定でき

ていない 

2 論文において中間発表からの進捗，改善が

あるか（特別研究 II のみ） 

進捗し改善があ

る 

進捗がある 進捗がない 

3 研究目的を達成するための手法・手段は合

理的か 

手法・手段が理

に適っている 

目的が達成でき

る手法である 

目的が達成でき

ない手法である 

4 
研究内容の展開は論理的か 

展開に筋道が

ある 

展開が繋がって

いる 

展開に飛躍が

ある 

5 類似研究との比較，研究の利点，独創的な

点は明確か 

利点，独創的な

点が明確 

比較できている 比較ができてい

ない 

6 
研究（途中）結果の考察は妥当か 

結果を分析でき

ている 

結果をまとめら

れている 

結果の考察が

正しくない 
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③ 要旨と論文の評価項目 最高基準 A 標準基準 B 最低基準 C 

7 中間発表での研究計画と論文での結果が一

貫しているか，大きな変更がある場合には，

その理由等が明記されているか 

（特別研究 II のみ） 

計画通りか，変

更理由が妥当

である 

概ね一貫してい

るか，変更理由

を明記している 

一貫していなく

理由も明記され

ていない 

8 
研究論文としての文章表現や構成は適切か 

文章表現・構成

が論文に適する 

文章表現・構成

が正しい 

文章表現・構成

が正しくない 

9 
研究結果の課題点や将来展望は明確か 

課題の解決法

を提案している 

課題が明確 課題が不明確 

10 
研究目的を達成するための手法・手段は倫

理的に問題がないか 

倫理的に問題

がない理由を考

察している 

倫理的に問題

がない 

倫理的に問題

がある 
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（17）専攻科学生の大学院への推薦基準 

制  定 平成１８年 ４月 １日 

最終改正 令和 ２年 ３月１０日 

１．以下の条件を全て満たす専攻科学生は、大学院への入学推薦を受けることができる。

（1）学業成績が優れていること。 

（2）人物が優れていること。 

（3）推薦時において、特別研究の成果が十分あり、修了時に学士取得の見込みがあること。 

（4）大学院が定める基準があればそれを満たしていること。 

２．学業成績についての基準は以下のとおりである。

（1）成績優秀条件を課さない大学院に対しては、その大学院の基準に準じる。 

（2）成績優秀者を対象とし、書類選考と面接（口頭試問等を含む。）だけで入学が決定する 

 大学院に対しては、

（ア）推薦に際しての成績は、専攻科学生の成績順位算出方法に関する内規に従った１学年

（後期、春期）次の平均点が８０点以上の者とする。

（イ）その他、校長が特に認める者。

 附 則

この基準は、平成１８年４月１日から実施し、必要に応じ適宜見直すこととする。

附 則

この基準は、平成３０年４月１日から実施する。

附 則

この基準は、令和２年４月１日から実施する。
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（18）専攻科学生の成績順位算出方法に関する内規

制  定 令和 ２年 ３⽉１０⽇

第 1 条 ⼤学院への推薦や授業料免除等で必要となったときのため，専攻科における各学年の各学期に
おける成績順位を定める。

第 2 条 専攻科における各学年の各学期における成績順位は、つぎのとおり決定する。

(1) 順位は，下表の学年と学期、区分により定められる科⽬単位数の科⽬を⼊学時からその学期ま
でに履修したものから、単位不認定の科⽬も含め得点の⾼い順に選び（別に定める科⽬は除外
する）、その科⽬の成績（100 点法）の平均点によるものとする。

表 各学期で順位を算出する際に使⽤する科⽬単位数

区分
（2 年間で必要な，

最低単位数）

平均点を算出する科⽬の単位数
1 年

前期，秋期
1 年

後期，春期
2 年

前期，秋期
2 年

後期，春期
① ⼀般科⽬

（6 単位）
全履修単位 3 4 6

② 専⾨共通科⽬
（16 単位）

全履修単位 8 12 16

③ 専⾨専攻選択科⽬
（24 単位）

全履修単位 12 18 24

(2) 専⾨専攻科⽬における順位算⼊に含む単位数について，以下のものは除外する。
【海事システム学専攻】

A) 海事システム学特別実習
B) 本校以外の教育施設等における学修等によるもの

【⽣産システム⼯学専攻】
A) ⽣産システム⼯学特別実習
B) 本校以外の教育施設等における学修等によるもの

(3) 表中の平均点を算出する単位数に満たない場合、現状履修している科⽬のみで平均点を算出す
る。

附 記
この内規は、令和２年４⽉１⽇から施⾏する。
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（19）異常気象時等における学生の登下校及び授業等の措置に関する内規 

 制  定 平成１６年 ４月 １日 

 最終改正 平成２６年１１月１１日 

１ 異常気象時等における学生の登下校及び授業等の措置に関しては、おおむね 4に示す基準に

したがって校長がこれを決定し、校長が不在の場合は、教務主事がこれを代行する。 

２ 早急に連絡する必要がある場合は、校内又は学寮内にある学生に対しては放送その他の適切

な方法により、自宅等にある学生又は保護者に対しては通学生連絡網、きずなネット又は直接

に電話その他の適切な方法により、連絡事項の周知徹底を図る。 

３ この措置の実施に伴って生ずる学生の欠席又は欠課については、個々の学生の実情に応じ適

切な事後処理を行う。 

４ 異常気象時等における学生の登下校及び授業等の措置に関する基準は次のとおりとする。た

だし、やむを得ない状況の場合は、この限りではない。 

（1）平常日課中 

① 学生が登校のため自宅等を出る前に警報が発表された場合

ア 午前 6時までに警報が解除されたときは、平常どおり当日の授業等を行う。なお、交

通機関の不通、遅延等のため授業等に遅刻、欠課及び欠席等をしたときは、学生に交通

機関側の発給する証明書を提出させる。 

イ 午前 6 時から午前 10 時までの間に警報が解除されたときは、午前中の授業等を休講

とし、午後は授業を行う。アのなお書きの規定はこの場合にも適用する。 

ウ 午前 10時においてもなお警報が解除されないときは、当日の授業は取り止める。 

エ ア及びイの場合、道路又は橋梁の決壊、浸水等により登校に危険が予想される地域の

学生及び交通機関のまひ等により登校が困難な学生については、状況により当日の登校

を取り止めさせることができる。 

② 学生が登校又は下校の途中に警報が発表された場合

学生各自が次のいずれかの行動をとるよう指導するものとする。

ア 登校中にあっては、自宅等に戻るか、登校して校舎内で待避する。下校途中にあって

は、自宅等に帰るか、下校を取り止めて校内で待避する等、臨機の処置をとる。 

イ これらのいずれの処置もとれないときは、安全と思われる場所に待避する。 

ウ 校内で待避するときはその旨を速やかに教務係に届け出、それ以外のときは自宅等又

は学校にその旨を遅滞なく連絡する。 

③ 学生が登校後に警報が発表された場合

原則として直ちに授業を中止し、ア又はイの措置をとる。

ア 気象、交通機関、道路等の状況を総合して、学生を安全に学寮に戻すか、自宅等に帰

すことができると判断されるときは、以後の授業を休講とし、学生を速やかに下校させ

る。 

イ 台風の中心位置、進行方向、速度、地域における風向、風速等の気象状況及び通学に

係る地域の道路、橋梁、交通機関の状況から判断して、安全に自宅等に帰ることが困難
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であると判断される学生及び遠距離通学生については、安全に自宅等に帰ることができ

る目途がつくまで、校内の安全な場所に残留を命じて、学校の保護下におき、その旨を

遅滞なく当該学生の自宅等に連絡する。 

（2）中間試験又は定期試験期間中 

① 午前 5時までに警報が解除された場合は、時間割どおり試験を実施する。

② 午前 5時を経過しても警報が解除されない場合、又は、第 1限開始時刻までに警報が発

表された場合は、その日の試験は取り止め、後日あらためて実施する。登下校中、登下校

後においては、上記（1）の②、③を準用する。 

③ 交通機関等の障害により当日受験できない学生に対しては、関係機関の発給する証明書

を提出させて、追試験を受けさせることができる。 

（注）この内規における用語等については、次に示すところによる。 

１ 「異常気象時等」とは、暴風、暴風雪、大雪、大雨、高潮並びに地震及び津波の発生時を

いう。 

２ 「警報」とは、気象庁が発表する「暴風、暴風雪及び大雪（大雨、洪水、高潮及び波浪を

除く）警報」、「地震及び津波に関する警報」並びにすべての種類の「特別警報」をいい、こ

れらに関する注意報とは区別される。 

３ 「警報が発表された場合」とは、主として、気象庁から三重県全域又は鳥羽市に上記２の

警報が発表された場合を想定した表現である。なお、学生が在住する市町及び通学経路にあ

たる地域に警報が発表された場合は、当該学生については、この内規を適用する。 

４ この内規は三重県教育委員会が同県立高等学校に指示しているものを参考としている。 

附 則 

この内規は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成 22年 6月 15日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成 26年 11月 11日から施行する。 

－ 126 －



（20）服 装 規 程 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３１年 １月１５日 

第１条 この規程は、鳥羽商船高等専門学校学生準則第 18 条第２項に基づき本校学生の制服に

ついて定めることを目的とする。 

第２条 学生は、所定の制服を着用するものとする。 

２ 制服は、別表第 1のとおりとする。ただし、商船学科に所属する学生の乗船実習期間中につ

いては、海技教育機構の実習訓練規則に定める服装を準用するとともに、別表第 2の型式も認

める。 

第３条 学生は、次に掲げる場合には制服を着用しなければならない。ただし、更衣時期は、別

に定める。 

（1） 儀式のとき（ただし、４、５年生についてはスーツの着用を認める）。 

（2） 通学時（１～３年生）。 

（3） 校内（1～３年生）。 

（4） その他学校が指定したとき。 

第４条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は、別に定める。 

 附 則 

この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 
 附 則

この規程は、平成 27 年 12 月 8 日から施行する。 
 附 則

この規程は、平成 30 年 1 月 11 日から施行する。 
附 則

この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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別表第 1（第２条関係） 

校  章 船舶で航海に使用する羅針儀の八方位を象ったもの 

種  類 型  式 摘  要 

（制服 A） 

冬制服 

上着 

ズ ボ ン 

紺詰襟、後背広型 

胸ポケットなし左右下部にポケット各

1個、前部は釦 5個を 1列、両袖口に袖

カラーを付ける。袖口釦は横一列に袖

釦を 3 個付ける。両袖下部は小釦 3 個

を取り付ける。 

内ポケットは左右各 1 個、雨蓋つきを

付ける。 

工業系学科は、袖釦 2 個を縦に取り付

ける。袖カラーは無し。 

紺長ズボン、普通仕上 

ポケット左右横部及び左右後部に各 1

個付ける。 

ポケットは蓋なし 

釦は学校指定で中央に校章を打ち出

し、金色金属製とする。襟章は、紺ラシ 

ャとし、学科名を表す文字を金モール 

で示し、向かって左につける。 

裾折り返し無し。 

左後部ポケットは、釦止め。 

夏制服 

上着 

ズ ボ ン 

白カッターシャツ、又は、学校指定の白

半袖開襟シャツ（左右ポケット蓋つき） 

冬制服に同じ。 

（制服 B） 

冬制服 

上着 

スカート 

ズボン 

紺ダブル型、箱ポケット 2 個、ベスト

前開き箱ポケット 2個 

車襞 32本 

紺長ズボン、前ファスナー 

白カッターシャツ・臙脂色ネクタイを

着用する。 

下衣は、スカートまたはズボンを着用

する。 

夏制服 

上着 

スカート 

ズボン 

白カッターシャツ（ベスト・ネクタイは

着用しなくてもよい） 

冬制服に同じ。 

同上 

下衣は、スカートまたはズボンを着用

する。 

（注） 制服については学校指定のものとする。 
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別表第 2（第２条関係） 

◎ 商船学科に所属する学生（乗船実習期間中） 

種  類 型  式 摘  要 

（制服 C） 

冬制服 

上着 

ズ ボ ン 

紺ダブル背広型とし、学校指定の金色

金属製ボタン 3個を 2列に付ける。 

ポケットは、左上部に箱型を 1個、左

右下部に雨蓋付きを各 1個とする。 

背裏は背抜き 

内ポケットは左右に各 1つ。下前ポケ

ットは雨蓋つき 

紺長ズボン、普通仕上 

ポケット左右横部及び左右後部に各 1

個付ける。 

カッターシャツは、白とし、紺色の無地

のネクタイを着用する。 

襟章は、左襟に校章を、右襟に学科章

（Ｎ又はＥ）を付ける。 

裾折り返し無し。 

左後部ポケットは釦止め。 

夏制服 

上着 

ズ ボ ン 

白詰襟、後背広型 

胸ポケットなし左右下部にポケット各

1 個、前部は釦 5 個を 1 列、両袖下部

は小釦 3個を横一列に付ける。 

裏ポケット左右 2個付ける。 

白半袖開襟シャツ 

左右ポケット蓋つき 

白長ズボン 

衿章の台が白ラシャである。 

上着は、白詰襟、または、白シャツ型

上着を着用する。 

制帽 

生 地 紺ラシャ（1000番） 

 庇  黒ツヤ消し 

耳 釦 船員用 

帽 章 濃紺ラシャ台にコンパスマー 

  クを描いた金モールの刺繍 

腰部分 黒 38mm斜子ベリ 

＜日覆＞生 地 白 T/Cポプリン 

 紺 T/Cポプリン 

制靴 海技教育機構に従う。 

－ 129 －



（制服 D） 

冬制服 

上着 

スカート 

ズボン 

紺ダブルブレザー型とし、学校指定の

金色金属製ボタン3個を2列に付ける。 

ポケットは、左上部に箱型を 1個、左

右下部に雨蓋付きを各 1個とする。 

背裏は総裏 

内ポケットは左側に縦に 1つ付ける。 

紺ボックスプリーツスカート 

紺長ズボン、前ファスナー 

カッターシャツは白とし、紺色の無地

のネクタイを着用する。 

襟章は、左襟に校章を、右襟に学科章

（Ｎ又はＥ）を付ける。 

下衣は、スカートまたはズボンを着用

する。 

夏制服 

上着 

スカート 

ズボン 

白シャツ型上着 

左右ポケット蓋つき 

金ボタン留め 

金ボタン 4個 1列 

白ボックスプリーツスカート 

白長ズボン 

下衣は、スカートまたはズボンを着用

する。 

制帽 女性用航海服帽子 

制靴 海技教育機構に従う。 
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服装などのきまり 

１ 服 装 

１～３年生  制服  上着を脱ぐ場合は、夏制服に準ずる。 

制服の上に防寒着を着用する場合、華美にならないようにする。 

４～５年生  学生らしい服装とする。 

制服の更衣時期は、以下のとおりとする。 

着  用  期  間 

夏 制 服 ６月１日～９月３０日 

冬 制 服 １０月１日～５月３１日 

２ 頭 髪 

 １～３年生 染めたり、奇抜な髪型にしたりしない。 

４～５年生 学生らしさを損なわないようにする。 

３ 化 粧 

１～３年生 メイクアップは不可とする。 

４～５年生 学生らしさを損なわないようにする。 

４ アクセサリー 

１～３年生 つけない。 

４～５年生 学生らしさを損なわないようにする。 
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（21）学生の通学及び寮生活における自転車の使用に関する要項 

制 定 平成２８年 ２月 ２日

（趣旨）

第１条 学生が通学または寮生活において、自転車を使用する場合の必要な事項を定め、も

って学生の交通安全及び事故防止を図ることを目的とする。

 （自転車使用の手続き）

第２条 通学および寮生活において自転車を使用しようとする者は、次の手続きを行わなけ

ればならない。

（１）通学において使用する場合は、自転車使用許可願を学級担任教員の同意を得て学生主

事に提出し許可を申請しなければならない。 

（２）寮生活において使用する場合は、自転車使用許可願を学級担任教員の同意を得て寮務

主事に提出し許可を申請しなければならない。 

（３）寮生活において寮生が共同で使用する自転車の使用手続は別に定める。 

 （願い出の条件）

第３条 前条に規定する願いを提出するときの条件は、次に掲げるとおりとする。

（１）防犯登録を行っていること。

（２）加害事故を起こした場合に対応できる賠償責任保険に加入していること。

（３）申請者が自転車の管理を自己責任で行うことに同意していること。

 （自転車使用の許可）

第４条 自転車使用の許可は、「登録シール」の交付をもって行う。

２ 許可の期間は、毎年４月から翌年３月までの１年間とし、学年の途中から許可する場合

は当該学年末までとする。

３ 自転車の使用を許可された学生が、使用する自転車を年度途中で変更する場合には、「自転車

使用願」を再提出しなければならない。

４ 自転車の使用を許可された学生が、年度途中で自転車を使用しなくなった場合は、自転車使

用許可取り下げ届を、自転車使用許可願を提出した主事に提出しなければならない。

 （自転車使用の遵守事項）

第５条 自転車使用者は、道路交通法を遵守するとともに、次の事項を守らなければならな

い。 

（１）登録シールを自転車後部泥よけ等の見やすい所に添付すること。 

（２）自転車は、車体を整備すること（ブレーキ、前照灯、尾灯または後部反射器材、警音

器及び鍵は必須とする）。 

（３）止めて置く場合は、鍵をかけること。 

（４）校内では、所定の駐輪場に置くこと。なお、寮生活で使用する自転車は、学寮の駐輪

場に置くこと。 

（５）寮生活における自転車の使用は門限までとし、また、登下校には使用しないこと。 

（６）校外において、自転車の放置を行わないこと。 
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（７）自転車使用の許可期間を過ぎた時，または卒業等で学校を離れる時には、自転車を自

宅に持ち帰ること。 

 

（自転車使用の許可の取消） 

第６条 学生主事または寮務主事は、学生が前条の規定に違反した場合は、自転車使用の許

可を取消すものとする。 

 

 

附 記 

この要項は、平成２８年４月１日から実施する。 
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別記 

   
 

 
 

              
 

自転車使用許可願 
  
                         
                       
                           年  月  日 
  
 

鳥羽商船高等専門学校長 殿  
 

学科     学年 
                氏 名（署名）            
 

保護者又は保証人 
 

                住 所                 
 
                 氏 名（署名）             
 
 
 
 保護者又は保証人の同意の上で、通学（寮生活）において自転車を使用したいので許可願

います。なお、加害事故を起こした場合に対応できる賠償責任保険は加入しており、自転車

の管理および事故が起った場合は、責任をもって対応します。 
 
    
    防犯登録番号                          
 
 
 メーカー名           色               

学生・寮務主事 学級担任

  



 

 

 
 

別記 

   
 

 
 

              
 

自転車使用許可取り下げ届 
  
                         
                       
                           年  月  日 
  
 

鳥羽商船高等専門学校長 殿  
 

学科     学年 
                氏 名（署名）            
 

保護者又は保証人 
 

                住 所                
 
                 氏 名（署名）             
 
 
 
 以下の自転車使用を取りやめます。 
 
 
    防犯登録番号                         
 
 
 メーカー名           色              
 
 
    取り下げの理由                        
 

学生・寮務主事 学級担任

  



（22）通学に伴う自動車等の使用に関する規則 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３１年 ３月１２日 

 （趣旨）

第１条 本規則は学生の通学に伴う原動機付自転車（以下「原付」という。）、自動二輪

車及び自動車の使用に関し必要な事項を定め、学生の交通安全及び事故防止を図ること

を目的とする。

（通学方法）

第２条 学生は、公共の交通機関等を利用して通学するものとし、原付、自動二輪車及び

自動車を使用した通学は原則として認めない。

ただし、公共の交通機関が不便な地域等から通学する学生が自宅から最寄りの駅まで

原付、自動二輪又は自動車を使用するとき、４、５学年生、専攻科の学生が学校まで自

動車の使用を必要とするときはこれを認めることがある。

２ 学生が通学途上において、交通事故の当事者となったとき又は道路交通法に違反した

ときは、学級担任教員を経て学生主事へ「交通事故・違反届」（別記様式第１号）を提

出しなければならない。

 （最寄り駅までの原付、自動二輪又は自動車の使用）

第３条 自宅から利用交通機関の駅までの通学が不便な場合は、保護者又は保証人の承諾

を得て、利用する交通機関の最寄りの駅まで原付、自動二輪又は自動車を使用すること

ができる。

２ 前項に規定する最寄りの駅の範囲は、近畿日本鉄道を利用する場合には伊勢方面は朝

熊駅以遠、賢島方面は赤崎駅以遠とし、他の交通機関を利用する場合にあっては近畿日

本鉄道の例に準ずるものとする。

３ 最寄りの駅まで原付、自動二輪又は自動車を使用する場合は、最寄りの駅周辺に駐車

場を確保しなければならない。

４ 最寄りの駅まで原付、自動二輪又は自動車の使用を希望する学生は、運転免許証を提

示し、「最寄り駅までの車両使用許可願」（別記様式第２号）、「車両駐車予定場所（地

図）」（別記様式第３号）及び「安全運転講習等の受講証明書」を学級担任教員の同意

を得て学生主事に提出し、許可を得なければならない。ただし「安全運転講習等の受講

証明書」が提出できない場合は、学校が指定する安全運転講習等の受講を確約すること

をもって、これに代えることができるものとする。 

５ 最寄り駅までの原付、自動二輪又は自動車の使用の許可は、「最寄り駅までの車両使

用許可証」（別記様式第４号）の交付をもって行う。 

６ 最寄り駅までの原付、自動二輪又は自動車の使用の許可の期間は、毎年４月から翌年

３月までの１年間とし、学年の途中から許可する場合は当該学年末までとする。

７ 最寄りの駅まで原付、自動二輪又は自動車の使用を許可された学生が、使用する原付、

自動二輪又は自動車を変更する場合には、「最寄り駅までの車両使用許可願」（別記様

式第２号）を再提出することにより学生主事へ報告しなければならない。

 （自動車通学の条件）

第４条 学生主事は、４、５学年生・専攻科生で次の各号に該当する場合は、学生委員会

の議を経て、自動車による通学を許可することができる。ただし、校則等の違反による

懲戒で、過去１年間に停学以上の処分及び過去２年間に自動車等に関する処分を受けた

者については、学校が指定する運転講習等の受講証明書類を提出しなければ許可しない。 
（１）公共の交通機関が不便な地域から通学する者が、自宅から学校まで自動車による

走行距離が片道５０km以下で、かつ、JR参宮線の松下駅以遠、加茂川の安楽島

大橋又は赤崎神社以遠の範囲
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（２）学校が指定する安全運転講習等の受講を確約する者  
２ 通学に使用できる自動車は、次の各号に該当していなければならない。  
 （１）違反改造車等学生の通学使用に相応しくない自動車でないこと。  
 （２）自動車任意保険の対人保険及び対物保険に加入していること。  
 
 （自動車通学の特例）  
第５条 前条の規定にかかわらず、特別な事由があると学生主事が認めるときは、許可す

ることがある。  
２ 学校行事、卒業研究等で自動車の使用を必要とする学生は、保護者から担任教員を通

じ、「特定期間自動車使用許可願」（別記様式１１号）、「通学経路図（地図）」（別

記様式８号）及び「理由書（卒業研究の場合は指導教員が記載）」（Ａ４版 様式任意）

を提出することにより許可を申請しなければならない。この場合の許可期間は最長１４

日とし、延長が必要な場合には、「延長理由書（卒業研究の場合は指導教員が記載）」

（Ａ４版様式任意）を添えて「特定期間自動車使用許可願」を再提出しなければならな

い。  
 
 （自動車通学の申請）  
第６条 第５条及び前条に該当する学生で、自動車による通学を希望する場合は、運転免

許証を提示し、「自動車通学許可申請書」（別記様式第５号）及び「誓約書」（別記様

式第６号）、「自動車使用同意書」（別記様式７号）及び「通学経路図（地図）」（別

記様式８号）を学級担任教員の同意を得て、学生主事が定める日までに、学生主事に提

出し許可を申請しなければならない。  
 

 （自動車通学の許可）  
第７条 自動車通学の許可は、「自動車通学許可証」（別記様式第９号）の交付をもって

行う。  
２ 許可の期間は、毎年４月から翌年３月までの１年間とし、学年の途中から許可する場

合は当該学年末までとする。  
３ 自動車通学を許可された学生が使用する自動車を変更する場合には、「車種変更願」

（別記様式第１０号）および「自動車通学許可申請書」（別記様式第５号）を提出しな

ければならない。  
４ 自動車通学を許可された学生が自動車通学をしなくなった場合は、速やかに学級担任

教員を経て学生主事に許可書を返納しなければならない。  
 
 （自動車通学の遵守事項）  
第８条 学生が自動車を運転し通学する場合は、次の各号を遵守しなければならない。  
 （１） 自動車の使用目的は通学のみに限定し、校舎地区に乗り入れないこと。  
 （２） 交通法規を遵守し、良好な運転マナーの維持と安全運転に努めること。  
 （３） ４、５学年生は、通学に際して他の学生等（本校に通学する兄弟姉妹を除く。）

を同乗させないこと。 

 （４） 専攻科生は、通学に際して本科生（本校に通学する兄弟姉妹を除く。）を同乗

させないこと。  
 （５） 他の学生に運転させたり自動車を貸したりしないこと。  
 （６） 学校が指定した駐車場以外に駐車しないこと。  
 （７） 自動車通学許可証は、運転席の前面に提示すること。  
 （８） 学校が指定する安全運転教育講習会等を受講すること。  
 
 （自動車通学の許可の取消）  
第９条 学生主事は、自動車通学を許可した条件に該当しなくなったときは、自動車通学

の許可を取り消すものとする。又、学生が前条の規定に違反した場合は、自動車通学の
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許可を取り消すことがある。  
 
 （免責） 
第10条 学校は、校内において、災害その他の事故により、車両その他の物件に損害を生

じた場合、その損害の責めは一切負わないものとする。  
 
 
   附 則  
 この要項は、平成１６年 ４月 １日から実施する。  
   附 則  
 この要項は、平成１６年１１月２４日から実施する。  
   附 則  
 この要項は、平成２０年 ２月１３日から実施する。  
   附 則  
 この要項は、平成２２年 ２月１６日から実施する。 

   附 則  
 この要項は、平成２９年 ４月 １日から実施する。 

   附 則  
 この要項は、平成３０年 ４月 １日から実施する。 

附 則  
 この要項は、平成３１年 ４月 １日から実施する。 
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別記様式第１号  

        事故  

    交通     届  

        違反  

 学生主事   学級担任

  

 
 
                          年  月  日  
 
 学 生 主 事 殿  
 
                     学科・専攻     学年  
 
                   氏  名              印  
 
下記のとおりお届けします。  
 

記  
 
１  事 故  
       発生日時        年   月   日   時頃  
   違 反  
 
 
２    事 故  
       発生場所  
   違 反  
 
 
３    事 故  
       に至った経緯  
   違 反  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４  使用した車種  
 
 
 



 

 

 
別記様式第２号  
 

  学生主事   学級担任  

  

 
 
 
 

最寄り駅までの車両使用許可願  
 
 
 
  鳥羽商船高等専門学校長   殿  
 
                                                      年     月     日  
 
 
                                               学科・専攻      年  
 
 
                              氏   名（署名）                               
 
 
 
 
                              保護者又は保証人  
 
 
                             住     所                                        
 
 
                            氏     名（署名）                                
 
 
  下記のとおり保護者の同意の上で、最寄り駅まで車両を使用したいので許可願います。 

なお、車両使用することによって発生した事故の責任を学校に問うことはありません。  
 
 
     最寄り駅（近鉄・JR）                             駅  
 
 
     自宅～最寄り駅間の距離                              ㎞  
 
 
     車両の番号                                     
 



 

 

 

別記様式第３号  
 

車両駐車予定場所（地図）  
 

 

 
 
 
 



 

 

 
別記様式第４号  
 

 
 

最寄り駅までの車両使用許可証  
 
 
                       学科・専攻   学年  
 
  （承認番号）          氏 名  
 
 
  承認期間       年  月  日 ～     年  月  日  
 
 
  車 名 等  
 
  登録番号  
 
  承認年月日      年  月  日  
 
  承 認 者   鳥羽商船高等専門学校長               印 

 

 
（Ａ５判とする）  



 

 

 

別記様式第５号  
 

   自動車通学許可申請書  
 
 
 
 鳥羽商船高等専門学校長 殿  

 学 生  
 主 事  

 学 級
 担 任

  

 
                    年  月  日  

 
                  学科・専攻   学年  
 
          氏   名            印  

 常 時  臨 時  

  

 
                   保護者又は保証人          

                          氏        名           印 
 
 下記のとおり自動車で通学したいので許可下さるようお願いいたします。  

記  
  

 事 由   
  
  現 住 所  

 通 学 期 間      年  月  日 ～   年  月  日  

 通 学 経 路  （別図のとおり）   乗車距離     ㎞  乗車時間     分

車両番号 
 

 車両・年式  
色・排気量

 

 自 動 車 の 
 所 有 者 

  自 動 車 の

 使 用 者

 

 自動車検査  
 証有効期限  

 
  年 月 日  

 損 害 賠 償 責 任
 保 険 の 期 限

 
   年   月   日

 
 任意賠償保 
 
 険 の 期 限 

 
 
  年 月 日  

 対人賠償責任保険金額                    円

 対物賠償責任保険金額                    円

 同 乗 者 保 険 金 額                    円

 最近の定期点検整備年月日    年  月  日 （   か月点検）  

 
 運  
 転  
 免  
 許  
 証  

 番 号   

免 許  
年月日  

 年 月 日  有 効 期 限   年   月   日

  
  種 別   

 許 可 番 号  （この欄は、学校が記入します）  
 

※ 通学経路は別記様式第８号の地図上に朱書きすること。 

 



 

 

 

別記様式第６号  
 
 
 

誓  約  書  

 
 
 
 鳥羽商船高等専門学校長 殿  
 
 
 通学に自動車を使用するとき、下記の「自動車通学の遵守事項」を遵守することを保

護者連署をもって誓います。また、下記の免責事項に同意します。  
 
 

自動車通学の遵守事項  
 
 

（１） 自動車の使用目的は通学のみに限定し、校舎地区に乗り入れないこと。  
（２） 交通法規を遵守し、良好な運転マナー維持と安全運転に努めること。  
（３） ４、５年生は、通学に際しては他の学生等（本校に通学する兄弟姉妹を除く。）

を同乗させないこと。  
（４） 他の学生に運転させたり、自動車を貸したりしないこと。  
（５） 学校が指定した駐車場以外に駐車しないこと。  
（６） 自動車通学許可証は、運転席の前面に提示すること。  
（７） 学校が指定する安全運転教育講習会等を受講すること。  

 
 

免責事項 
 

（１） 学校は、校内において、災害その他の事故により、車両その他の物件に損害を生じた

場合、その損害の責めは一切負わないものとする。 
 
 
       年      月      日  
 
 
        本 人  住 所  
 
             学科・専攻     学年  
 
             氏 名                印  
 
 
        保護者  住 所  
 
        又は   学生との続柄  
 
        保証人  氏 名                印  
 



 

 

 

別記様式第７号  
 
 
 

自 動 車 使 用 同 意 書  
 
 
 
                            年      月      日  
 
 
 鳥羽商船高等専門学校長 殿  
 
 
                     車所有者  
 
                     氏 名            印  
 
 
 
  下記のとおり車を使用させることを認めます。  
 
 

記  
 
 
１ 使用者名  
 
                       学科・専攻    学年  
 
 
                 氏 名  
 
 
２ 車両名  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

別記様式第８号  
 

通 学 経 路 図（地図）  
 

 

 
 （注意）  
・ 自宅から本校までの使用道路が明確に分かるよう朱筆のこと。（地図のコピー可） 
・ 道路の名称を記入すること。 例：国道○○号線、県道○○○号線  
・ 曲がり角には目印となる商店名や信号名を記入すること。 

 



 

 

 

別記様式第９号  
 
 

 
 

      自動車通学許可証    №  （駐車場番号）  
 
 
                       学科・専攻   学年  
 
  （承認番号）          氏 名  
 
 
  承認期間     年  月  日 ～   年  月  日  
 
 
  車 名 等  
 
  登録番号  
 
  承認年月日    年  月  日  
 
  承 認 者   鳥羽商船高等専門学校長               印  

 
（Ａ５判とする）  



 

 

 
別記様式第１０号  
 
 

車 種 変 更 願  
 
 
                            年      月      日  
 
 学 生 主 事 殿  
 
 
           本 人  
 
                  学科・専攻    学年  
 
              氏 名                印  
 
 
           保護者又は保証人  
 
 
              氏 名                印  
 
 
 
 通学に使用している自動車を下記のものに変更しましたので報告いたします。  
 
 

記  
 
 
   １ メーカー  
                                   
 
   ２ 車名  
                                   
   

   ３ 登録番号  
                                   
 

   ４ 色  
                                   
 

   ５ 自動車通学許可書番号  
                                   
             
   ６ 承認番号  
                                   

 



 

 

 

別記様式第１１号  
 

  学生主事   学級担任  

  

 
 

                                                      年     月     日   
 

特定期間自動車使用許可願  
 
  鳥羽商船高等専門学校長   殿  
 
 「通学に伴う自動車等の使用に関する規則」の第８条（自動車通学の遵守事項）の厳

守を保護者連名で誓約いたしますので、自動車による登下校の特定期間の許可をお願い

いたします。なお、校内校外での事故の責任を学校に問うことはありません。  
 
 
               学科・専攻      年    氏   名（署名）                           
 
 
               保護者又は保証人    氏   名（署名）                             
              
 
 使 用 期 間      年  月  日 ～   年  月  日     
 
 使 用 目 的  卒業研究 学校行事（             ） その他  
 
   （詳細に）                                              
 
 
 担当教員（署名）                   
 
 同乗者名簿   

   学科  学年  氏名（署名）      保護者または保証人（署名）  

  

  

  

  
 
 
使用車両  車種            色      番号         
 
所有者名                                  
 
所有者住所                                 
 



（23）アルバイト心得 

１ 本校学生のアルバイトに関してはこの心得によるものとする。  

２ 本校学生がアルバイトを行う場合は、保護者または保証人の許可を得て、その

責任のもとで行うものとする。

  ただし，３年生以下の学生が授業日においてアルバイトを行う場合は，保護者

の同意を得た上で、「アルバイト届」（別記様式第２２号）及び保護者が作成し

た「理由書」（別紙様式第２３号）を、学級担任の確認を得て、学生主事に提出

するものとする。 

３ 寮生のアルバイトについては、別に定める「寮生アルバイト許可基準」により

寮務主事の許可を得なければならない。

４ アルバイトをしている者が次に該当する場合は、アルバイトを辞めるように勧

告することがある。

① 成績不良の場合

② 欠課・欠席が多い場合

③ その他学校が教育上望ましくないと認めた場合

５ 次の各号に該当するアルバイトは禁止する。

① 風俗営業、遊技場などにおける接客業

② 法令に違反する業務

③ 危険な作業（高所での作業、高電圧・危険物・劇薬等を取り扱う作業等）

④ 授業、学校行事、寮日課等に支障をきたす業務（寮生についての詳細は別に

定める） 

⑤ その他学生として好ましくない業務

６ 前項が遵守されない場合には、処罰を行うことがある。

－ 141 －



資料 2 

 
別記様式第２２号   
 学生主事   学級担任

  

 
 

アルバイト届  
 
 鳥羽商船高等専門学校 学生主事 殿  
 

年  月  日  
 

学科   学年  
 

氏  名             印  
 

 

記  
 
１ アルバイト先の  
  名     称                           

 
２ アルバイト先の  
  所  在  地                           

 
３ アルバイト先の 

  電 話 番 号                           

 
４ ア ル バ イ ト  
  の  期  間      年  月  日～    年  月  日  

 
５ 保  護  者  
  の氏名（署名）                           

 
６ 保  護  者  
  の  住  所                           
 
 

 ３年生以下の学生が授業日においてアルバイトを行う場合は，保護者の同意を得た上

で、「アルバイト届」及び保護者が作成した「理由書」（別紙様式第２３号）を、学級

担任の確認を得て、学生主事に提出するものとする。なお、①成績が不良の場合、②欠

課・欠席が多い場合、③その他学校が教育上望ましくないと認めた場合は、アルバイト

を辞めるように勧告することがある。 

 

 



資料 2 

 

別記様式第２３号  
 

理  由  書  
 
 
 鳥羽商船高等専門学校 学生主事 殿  
 
 
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
                                      
 
     年  月  日  
 
  保  護  者 

  又 は 保 証 人  
  の氏名（署名）                        



（24）寮生のアルバイト許可基準 

１．１～３年生については閉寮期間を除き、原則として禁止する。ただし、経済的な理由等やむ

を得ない事情がある場合には第４項の基準を満たすことを条件に、審査の上アルバイトを許

可する。アルバイトを行う場合は、担任教員を通じ、事前に「アルバイト許可願」（別記様式

第２４号）及び保護者が作成した「理由書」（別記様式第２５号）を寮務主事に提出し、許可

を受けなければならない。 

２．４、５年生については保護者の同意を得た上で、担任教員を通じ、事前に「アルバイト許可

願」（別記様式第２４号）を寮務主事に提出し、許可を受けなければならない。 

３．アルバイトを許可された寮生が第４項の基準を満たせない状況となった場合には、許可を取

り消すとともに処罰を行うことがある。 

４．アルバイトをしようとする寮生及び現にアルバイトをしている寮生は、次の各項目を守らな

ければならない。 

① 学業に支障をきたさないこと。

② 寮日課の遂行上、門限までに必ず帰寮し、また、寮日課に支障をきたさないこと。

③ アルバイトより寮行事への参加を優先させること。

④ アルバイトを理由として寮役員、専門委員、世話係学生の役割遂行に支障をきたさない

こと。

⑤ 学校の定める「服装などのきまり」を守ること。

⑥ アルバイト代行の強要など問題行動をおこさないこと。

⑦ 学校の定める「アルバイト心得」を守ること。
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（25）登校後の外出禁止について 

１ 本科学生は登校後、当日の最終限授業が終了するまでは、原則として許可な

く学校敷地内より出ることを禁止する。

２ 昼休み等に外出する必要が生じた場合には、学生主事室に備え付けの「学生

外出記録簿」に必要事項を記入して外出しなければならない。

３ 自宅での昼食等の理由により毎日の外出が必要な学生については、担任を通

じた申し出により、当該年度末を有効期限とする、昼休みのみに限定した外出

許可証を発行する。

４ 外出許可証の発行を受けた学生は、その事由がなくなったときは速やかに外

出許可証を返却しなければならない。

外出許可証

  学科 年  

  昼休みの外出を許可します。

平成 年 月 日
 学 生 主 事

 （名刺サイズ普通型４号）
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（26）鳥羽商船高等専門学校情報セキュリティ学生規程 

制  定 平成２３年 ３月 ３日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は，独立行政法人国立高等専門学校機構鳥羽商船高等専門学校（以下

「本校」という。）における情報セキュリティの維持向上のために本校の学生が遵守

すべき事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は，独立行政法人国立高等専門学校機構情報セ

キュリティポリシー対策規則（機構規則第98号）別表，及び独立行政法人国立高等専

門学校機構情報格付規則（機構規則第99号。以下「格付規則」という。），並びに本校

情報セキュリティ管理規程別表１から別表５までの定めるところによる。 

（適用範囲） 

第３条 この規程は，本校内で学生が使用する情報システム（学生個人が所有する情報

システムを含む。）を対象とする。 

（一般的遵守事項） 

第４条 本校の学生は，情報セキュリティ関連法令，独立行政法人国立高等専門学校機

構の情報セキュリティポリシー及び実施規則を遵守しなければならない。  

（一般的禁止事項） 

第５条 本校の学生は，次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

一 差別，名誉毀損，誹謗中傷，人権侵害，ハラスメントにあたる情報の発信 

二 個人情報やプライバシーを侵害する情報の発信 

三 守秘義務に違反する情報の発信 

四 著作権等の知的財産権や肖像権を侵害する情報の発信 

五 公序良俗に反する情報の発信 

六 本校の社会的信用を失墜させるような情報の発信 

七 ネットワークを通じて行う通信の傍受等，通信の秘密を侵害する行為 

八 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）に定められた

アクセス制御を免れる行為，又はこれに類する行為 

九 過度な負荷等により円滑な情報システムの運用を妨げる行為 

十 その他法令に基づく処罰の対象となり，又は損害賠償等の民事責任を発生させる

情報の発信 
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十一 上記の行為を助長する行為 

 

（本校の情報システムの利用に係わる禁止事項） 

第６条 本校の学生は，次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 

一 本校の教育研究以外の目的で本校の情報システムを利用すること，及び利用資格

のない者に利用させること。 

二 本校の教職員を通して情報セキュリティ推進責任者の許可を得ることなしに、新

たにソフトウェアをインストールすること及びコンピュータの設定の変更を行う

こと。ただし，オープンソースソフトウェアについては別に定める実施手順による

ものとする。 

三 教職員を通して情報セキュリティ推進責任者の許可を得ることなしに，新たにコ

ンピュータシステムを本校内に設置すること及び本校のネットワークに接続する

こと。 

四 教職員を通して情報セキュリティ推進責任者の許可を得ることなしに，情報公開

を行うこと。 

五 本校内通信回線と本校外通信回線を接続すること。 

六 ネットワーク上の通信を監視し，又は情報システムの利用情報を取得すること。 

七 本校の情報システムのセキュリティ上の脆弱性を検知すること。 

２ ファイルの自動公衆送信機能を持ったP2P ソフトウェアについては，教育・研究目

的以外にこれを利用してはならない。なお，当該ソフトウェアを教育・研究目的に利

用する場合は教職員を通して情報セキュリティ副責任者の許可を得なければならな

い。 

 

 

第２章 情報システムの利用 

 

（ユーザーIDの管理） 

第７条 本校の学生は，本校の情報システムに係わるユーザーIDについて，次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 自分に付与されたユーザーID以外のユーザーIDを用いて，本校の情報システムを

利用しないこと。 

二 自分に付与されたユーザーIDを他者が情報システムを利用する目的のために付

与又は貸与しないこと。 

三 自分に付与されたユーザーIDを，他者に知られるような状態で放置しないこと。 

 

（パスワードの管理） 

第８条 本校の学生は，本校の情報システムの利用認証に係わるパスワードについて，

次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 他者に知られないようにすること。 

二 他者に教えないこと。 
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三 容易に推測されないものにすること。 

四 パスワードを定期的に変更するように定められている場合は，その指示に従って

定期的に変更すること。 

２ 前項のパスワードが他者に使用され又はその危険が発生した場合は，直ちに教職員

を通して情報セキュリティ推進責任者及び情報セキュリティ副責任者にその旨を報

告しなければならない。 

 

（ICカードの管理） 

第９条 本校の学生は，本校の情報システムの利用認証に関わるICカードを導入した場

合は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 本人が意図せずに使われることのないように安全措置を講じること。 

二 他者に付与及び貸与しないこと。 

三 利用する必要がなくなった場合は，遅滞なく教職員を通して情報セキュリティ推

進責任者に返還すること。 

２ 前項のICカードを紛失した場合は，教職員を通して直ちにその旨を情報セキュリ

ティ推進責任者及び情報セキュリティ副責任者に報告しなければならない。 

 

（情報システムの取扱と注意事項） 

第１０条 本校の学生がPCを利用する場合は，別に定める実施手順に従って取り扱い，

当該PCおよび扱う情報を適切に保護しなければならない。 

 

第１１条 本校の学生は，自己の管理するPCについて，情報セキュリティの維持を心が

けるとともに，次の各号に掲げる対策を講じなければならない。 

一 アンチウィルスソフトウェアを導入し，ウィルス感染を予防できるよう努めるこ

と。 

二 インストールされているOSやアプリケーションソフトの脆弱性が通知された場

合は，速やかに当該ソフトウェアのアップデートを実施するか，代替措置を講じる

こと。 

三 自己の管理するPCの第三者による不正な遠隔操作を予防するための対策を講じ

ること。 

四 無許可で利用されることがないように，部屋に施錠する，アクセス制限をかける

等の対策を講じること。 

２ 前項以外の情報セキュリティ対策については，別に定める実施手順によるものとす

る。 

 

（電子メールの利用） 

第１２条 本校の学生が電子メールを利用する場合は，別に定める実施手順に従うと共

に，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 一 不正プログラムの感染，情報の漏えい，誤った相手への情報の送信等の脅威に注

意すること。 
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二 教育を受ける又は研究を行う目的以外での通信を行わないこと。 

三 電子メール使用上のマナーに反する行為を行わないこと。 

 

（ウェブの利用） 

第１３条 本校の学生がウェブブラウザを利用する場合は，別に定める実施手順に従う

と共に，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 不正プログラムの感染，情報の漏えい，誤った相手への情報の送信等の脅威に注

意しなければならない。 

 二 教育を受ける又は研究を行う目的以外でのウェブの閲覧を行わないこと。 

 

（本校支給以外の情報システムからの利用及び本校支給以外の情報システムの持込） 

第１４条 本校の学生が本校支給以外の情報システムから公開ウェブ以外の本校情報

システムへアクセスする場合又は本校支給以外の情報システムを利用し本校の教育

を受ける場合若しくは研究を行う場合は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

一 事前に教職員を通して情報セキュリティ推進責任者の許可を得ること。 

二 利用する当該情報システムには，可能な限り強固な認証システムを備えるととも

に，ログ機能を設定し，動作させること。 

三 当該情報システムにアンチウィルスソフトウェアをインストールし，最新のウィ

ルス定義ファイルに更新すること。 

四 当該情報システムを許可された者以外に利用させない措置を講ずるとともに，不

正操作等による情報漏えい及び盗難防止に注意すること。  

五 当該情報システムで動作するソフトウェアがすべて正規のライセンスを受けた

ものであることを確認すること。 

 

 

第３章 物理的セキュリティ対策 

 

（物理的入退場管理） 

第１５条 本校の学生は，物理的セキュリティについて，次の各号に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

 一 管理区域へ入場する場合は，学生証を携帯すること。 

 二 情報資産を有する部屋を無人にする場合は，必ず施錠すること。 

 

 

第４章 教育 

 

（情報セキュリティ対策教育の受講義務） 

第１６条 本校の学生は，情報セキュリティ責任者が実施する情報セキュリティ教育を

受講しなければならない。 
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第５章 情報セキュリティインシデント対応 

 

（情報セキュリティインシデントの発生時における報告と応急措置） 

第１７条 本校の学生が情報セキュリティインシデント（以下「インシデント」という。）

を発見したときは直ちに教職員にその旨を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において，次の措置をとるものとする。 

一 当該インシデントが発生した際の対処手順の有無を確認し，当該対処手順を実施

できる場合は，その手順に従うこと。 

二 当該インシデントについて対処手順がない場合又はその有無を確認できない場

合は，その対処についての指示を受けるまで被害の拡大防止に努めるものとし，指

示があった時にその指示に従うこと。 

 

附 則 

この規程は，平成23年4月1日から施行する。 
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（27）インフルエンザ等感染症による欠席の取扱いに関する内規 

制  定 平成２５年 ９月１１日

最終改正 平成２９年 ２月 ６日

１ この内規は、学則第 28 条及び学校保健安全法施行規則第 18 条第 1 項に定めるインフルエン

ザ等感染症（以下「インフルエンザ等」という。）による欠席の取扱いに関し、必要な事項を定

める。

２ インフルエンザ等で欠席した場合は、出席停止とする。また、インフルエンザ等の疑いがあり、

病院を受診するために欠席した場合は、学級担任教員が確認した上で出席停止とすることができ

る。

３ インフルエンザ等で欠席した場合の出席停止期間は次の各号に定めるとおりとする。ただし、

寮生が帰省する場合は、復路の所要日数または所要時間を加算する。

一 インフルエンザ(特定鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ及び新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等感染症を除く。) 
発症した後（発熱の翌日を1日目として）5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過する

まで

二 百日咳

特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで 
三 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になる

まで

四 髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

五 その他

学校保健安全法施行規則第19条に準ずるものとする 

４ インフルエンザ等の疑いがあり、病院を受診するために欠席した場合の出席停止期間は、病院

を受診するために要した最少の日又は時限とする。

５ 出席停止期間の算定は、発症・発現が見られた日の翌日を第 1 日目として算定する。ただし、

第3項第1号から4号の出席停止期間は基準であり、病状により学校医等において感染のおそれ

がないと認められる場合については、この限りではない。その場合、医師による出席可能である

旨を記載した証明書を学生課教務係へ提出しなければならない。

６ インフルエンザ等で欠席しようとする学生は、あらかじめ所定の書式による欠席届に医師の診

断書（感染症であったことがわかる領収書又は処方薬説明書等の写しも可能。）を添付し、学級

担任教員を経て校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ

提出できない時は、その理由を明記して、事後すみやかに提出しなければならない。

７ インフルエンザ等の疑いがあり、病院を受診するために欠席しようとする学生は、あらかじめ

所定の書式による欠席届により学級担任教員を経て校長に届け出なければならない。病院を受診
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後、病院の領収書又は処方薬説明書等の写しを学生課教務係にすみやかに提出しなければならな

い。

８ インフルエンザ等により 1 クラスの欠席者が在籍学生数（休学者を除く）の 20％を超えた時

点で、5日間の学級閉鎖とする。なお、学年閉鎖、学校閉鎖については、校長がその都度定める。

これらの当該期間は、総授業日数には含めないものとする。

附 則

この内規は、平成25年9月1日から施行する。 
附 則

この内規は、平成27年2月12日から施行し、平成27年1月21日から適用する。 
附 則

この内規は、平成28年4月1日から施行する。 
   附 則

この内規は、平成29年4月1日から施行する。 
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（28）冷暖房運転基準 

平成２０年５月３０日 制定 

平成２１年２月２６日 改正 

平成２５年７月３１日 改正 

施設・環境整備委員会 

鳥羽商船高等専門学校における空調設備（暁寮を除く）による冷暖房等の運転に係る基準を下記 

のとおり定める。 

１．空調設備の区分 ガスヒートポンプ式集中管理冷暖房設

備 ガスヒートポンプ式個別冷暖房設備 電気式個別冷暖

房設備 

２．運転期間 

除湿運転 ６月１日から６月３０日まで 冷

房運転 ７月１日から９月３０日まで 暖房

運転    １２月１日から３月３１日まで 

３．温度設定 

冷房    ２７℃ 

暖房 ２２℃ ただし、夏季における最高気温の日が概ね３０℃以上を継続する場合は、

健康及び学習効率 

を考慮し、温度設定を別途取扱いにより対応する。 

４．運転可能時間帯 

（１）ガスヒートポンプ式集中管理冷暖房設備 教室系統

（※１） ８時１５分から１６時５０分まで 準教室系

統１（※２） ８時１５分から１９時００分まで 準教室系

統２（※３） ８時１５分から２３時５９分まで 教員室系

統 （※４） ８時１５分から２３時５９分まで 

なお、可能時間帯内の運転については、別途取扱いにより対応する。 

（２）ガスヒートポンプ式個別冷暖房設備、電気式個別冷暖房設備 電

気計算機室、実習工場、図書館については室の使用時間帯とする。 

５．運転設定 

ガスヒートポンプ式集中管理冷暖房設備の運転においては、ＯＮ－ＯＦＦ、風量調節、風向 

調節のみ各室のリモコンで設定可能とする（温度設定、冷暖房切替は不可）。 

リモコンの可能な個別冷暖房設備の温度設定は上記３．の温度設定を遵守すること。 
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６．特に必要がある場合の変更 

運転期間、運転時間及び温度設定（上記３．ただし書を除く。）について、特に必要があると 

認められる場合においては、学科長、各センター長、図書館長を通じて総務課長に申込みを行い、 

承諾を得たのち変更出来るものとする。 

※１ 教室、講義室、共用室、非常勤講師室 

※２ 製図室、ＬＬ教室、日本語教室、電子計算機演習室３ 

※３ 実験室、学生研究室、マルチメディア教室、ゼミ室、教室として使用していない共用室 

※４ 教員室、準備室、カンファレンス室、教員室として利用しているゼミ室、事務室 
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３　校　外　実　習





（１）大 型 練 習 船 実 習 

商船学科の学生は、在学中に合計で1年間の独立行政法人海技教育機構の練習船または船会

社の社船実習船による長期実習(遠洋航海を含む)がある。この実習訓練の目的は、心身共に

船舶職員として不可欠な資質を涵養するとともに、船舶運航技術を総合的に体得させること

にある。その実習内容は次頁以降のとおりである。 

なお、海技教育機構の実習予定は以下の通りである。 

第2学年（短期実習） ・・・・3月（1ヶ月） 

第4学年（前期長期実習）・・・10月～2月（5ヶ月） 

6年次（後期長期実習） ・・・4月～9月（6ヶ月） 
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大型練習船における実習訓練の科目及び時間表 

（航海コース） 

船泊職員養成施設 

必要履修科目 

実習課程 

科 目 項 目 細  目 内 容 時間

航
海
に
関
す
る
科
目 

一 航海計器 航 海 航海計器 計器取扱 1.航海計器の取り扱い法 18

誤差検出 1.航海計器の誤差検出及び修正要領 10

電子航海 計器取扱 1.電波計器の精度及び取り扱い 17

二 航路標識 航 海 地文航海 航路標識 1,航路標識の種類と識別 10

三 水路図誌 航 海 地文航海 水路図誌 1.水路図誌 8 

四 潮汐及び潮流 航 海 地文航海 諸 計 算 1.天体出没時及び潮汐・潮流の算出 8 

五 地文航海 航 海 地文航海 船位決定 1.船位決定法 28

六 天文航法 航 海 天文航海 諸 計 算 

天体観測 

船位決定 

1.時刻修正

2.正午計算

3.天体による船位決定

99

七 電波航法 航 海 電子航海 船位決定 

計器航法 

1.電波計器による船位決定及び航法
45

八 航海計画 航 海 航海計画 航海計画 3.航海計画の作成 27

運
用
に
関
す
る
科
目 

一 船舶の構造、 

設備復元性 

及び損傷制御 

運 用 船舶整備 船体構造・設備 1.船体構造の各部名称及びその機能

2.船体主要目及び諸設備の規格並び

に取扱い

28

修繕工事 1.入渠工事の実施要領 5 

検  査 1。船舶検査 7 

保存手入 1.整備計画と保存手入れ作業 49

帆走艤装 1.帆船の艤装概要 13

技 業 1,ロープテークル等の取り扱い等 21

運航要務 海難予防 堪航性保持 1.堪航性の確認及び保持要領 6 

二 当     直 船橋当直 航海当直 当直航海士の

職責

1.当直航海士の職責

2 

当直業務 1.船橋当直業務 335

停泊当直 当直航海士の

職責

1.当直航海士の職責

2 

当直業務 1.停泊当直業務 31

三 気象及び海象 運  用 気象・海象 観測・通報 1.気象・海象観測要領 17

天気予報 1.天気図と天気予察 22

四 操     船 運 用 出 入 港 出入港作業 1.各配置における作業 53

操  船 出入港操船 1.出入港操船法 26

一般操船 操縦性能 1.操縦性能諸元 51

特殊操船 狭視界操船 1.視界制限状態時の航行上の注意 6 

狭水道操船 1.狭水道の航行上の注意 8 

荒天操船 1.荒天時の操船要領 16

特殊海域操船 1.特殊海域の航海上の注意 14

帆船操船 1.帆走及び総帆作業 53

小艇操縦 1.小艇等の構造と操縦法 12

運航要務 海難予防 保安部署 1.保安部署配置の作業 8 
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船舶職員養成施設 

必要履修科目

実習課程 

科  目 項  目 細  目 内 容 時間

運
用
に
関
す
る
科
目 

五 船舶の出力装置 

六 貨物の取扱及

び積付 

運航要務 貨物輸送 積付計画 1.コンディション計算 14

貨物取扱 1.貨物輸送と荷役作業の概要 8

運 用 船舶整備 技 業 1.船上において重量物を安全に移動さ

せるための属具取扱い及び作業要領 3

七 非常措置 運航要務 海難予防 故障対策 1.操舵装置故障時の処置要領

2.機関故障時の処置要領 14

海難措置 海難処理 1.海難の原因 3

船舶概要 応急部署 総員退船部署 

防火部署 

防水部署 

救助艇部署 

非常操舵部署 

流出油防除部署

1.操練

64

八 医    療 船舶要務 安全衛生 安全管理 1.船舶及び船員の安全対策及び管理 6

船舶医療 1.救急処理要領

2.伝染病及びその予防法 34

 保健衛生 1.船内衛生保持及び健康管理 12

九 捜索、救助 運航要務 海難措置 海難処理・救助 1.海難発生時の処置及び救助 9

十 船位通報制度 運航要務 通 信 無線通信 1.ＧＭＤＳＳ新規認定訓練 33

信 号 1.各種信号による交信法 11

± 乗組員の管理

及び訓練 

運 用 船舶整備 帆走ぎ装 1.高所における作業要領及び安全管理 13

船舶要務 船務一般 船内生活 1.船内集団生活への適応 8

規律慣習 1.船内規律及び行動規範 7

船内職制 1,船内組織と職務分掌 4

法
規
に
関
す
る
科
目 

一 海上衝突予防

法海上交通安

全法港則法並

びにこれらに

基づく命令 

運 用 一般操船 適法措置 1.関係法規及び一般的な航法 13

特殊操船 狭視界操船 1.視界制限状態での適法措置 2

狭水道操船 1.狭水道航行時の適法措置 3

二 船員法 運航要務 船舶書類 日誌記入 1.航海日及び無線業務日誌 19

 備付書類 1.法令に定める備付書類 3

三 船舶職員法 

四 船 舶 法 

五 海洋汚染～ 船舶要務 船務一般 海洋環境保護 1,海洋環境保護 15

六 検疫法～ 運航要務 船舶書類 港務手続 1.出入国時の手続き 4

七 水先法～ 

八 関税法～ 運航要務 船舶書類 港務手続 1.出入国の手続き 3

九 海商法～ 

十 国際公法～ 

合 計 1360
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 （機関コース） 

船泊舶職員養成施設 

必要履修科目 

実習課程 

科 目 項 目 細 目 内 容 時間

機 
 

関 
 

に 
 

関 
 

す 
 

る 
 

科 
 

目 

一 

イ 出力装置 機関運転 機関装置 構成機器配管 推進プラントの概要等 50

機器構造作動 主機及び関連装置 40

出入港 運転準備 暖気及び暖管作業 

試運転要領等 36

出入港操作 主機発停、増減速標準等 40

運転休止 機関終了作業 35

運転操作 経済操作 プラントの経済操作、応急運転 70

機関保守 保守整備 計画保守 主機及び関連装置保守計画管理 150

点検調整 調整基準 ディーゼル機関調整要領 13

点検調整 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾀｰﾋﾞﾝ主要部保守要領 12

機関当直 航海当直 当直業務 運転維持 40

機関要務 機関ぎ装 機関ぎ装 18

ロ プロペラ装置 機関運転 機関装置 構成機器・配管 10

ニ 

イ 補 機 機関運転 機関装置 構成機器配管 プラントの構成機器 29

機器構成作動 ディーゼル発電機及び関連装置 39

出入港 運転準備 ディーゼル発電機及び関連装置 22

運転操作 補機器運転操作 補機器運転要領 51

機関保守 保守整備 計画保守 補機及び関連装置保守管理 100

機関要務 機関ぎ装 機関ぎ装 7

機関当直 航海当直 当直業務 10

ロ 電気工学 

電子工学 

電気設備 

機関運転 機関装置 制御装置・計装 計装・電気装置取り扱い 10

機関保守 点検調整 点検調整 電気装置取り扱い 8

機関要務 機関書類 図面 電気系統図面の理解 10

ハ 自動制御 

装    置 

機関運転 機関装置 制御装置 プロセス量の検出と制御 8

機関保守 点検調整 点検調整 自動制御装置の保守 7

二 甲板機械 機関運転 機関装置 構成機器・配管 5

三 

イ 燃料油及 

び潤滑油 

の特性 

機関要務 燃料油・ 

潤滑油 

規  格 

性状試験 

搭載・保管 24

ロ 熱力学 

ハ 力学及び 

流体力学 

二 材料力学 

ホ 造船工学 

へ 製 図 
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船舶職貝養成施設 

必要履修科目 

実習課程 

科目 項目 細  目 内 容 時間

執 

務 

一 当直・保安 

・機関一般 
機関当直 航海当直 機関士の職責 当直機関士の職責と責任等 4 

当直業務 機関室当直 236

停泊当直 機関士の職責 停泊当直の意義と体制 1 

 当直業務 機関室当直 8 

機関保守 機関検査 機関検査 船舶検査事項 24

機関修繕 工事仕様書 使用諸、工事内容 16

機関要務 機関書類 日誌記入 10

 備付書類 4 

 図    面 10

運航計画 堪航性保持 船舶の堪航性の保持 

航海準備と出港時の確認事項 

燃料油及び船用品の補給計画 22

二 船舶による 

環境汚染の 

防    止 

船舶要務 船務一般 海洋環境保持 汚染防止と防止機材の使用法 

関係法規 
16

応急部署 流出油防除部署 流出油防除部署 3 

機関当直 停泊当直 当直業務 全内容 2 

航海当直 当直業務 運転維持 5 

四 損傷制御 船舶要務 応急部署 防火・防水部署 部署表の作成 4 

機関当直 航海当直 当直業務 運転維持 10

五 船内作業の 

安     全 
機関保守 保守整備 計画保守 安全対策 10

船舶要務 安全衛生 安全衛生 安全管理と関係法規 

安全対策 
6 

六 海事法令及 

び国際条約 
機関当直 航海当直 当直機関士の職責

(船舶要務) (船務一般) (海洋環境保護) 4 

七 乗組員の管理 

組織・訓練 
船舶要務 船務一般 船内生活 日課、諸当番 8 

規律・慣習 船内規律 7 

 船内職制 職務分掌と権限 5 

応急部署 各種応急部署 操練、部署表の作成 54

安全衛生 保健衛生 船内衛生、環境衛生保持 38

 船舶医療 救急医療、伝染病予防法 9 

合 計 1360
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（２）インターンシップの履修に関する規程 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 令和 ２年 ３月１０日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，鳥羽商船高等専門学校商船学科の授業科目インターンシップ,電子機械工学科

及び制御情報工学科の授業科目インターシップ１, インターシップ２（以下，インターンシップと

いう）の履修に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 本校学生が学校で修得した知識及び技術を産業界等での実地経験を通して更に発展，向上さ

せ，あわせて技術者のありかたを学ぶことを目的とする。 

（実施機関） 

第３条 学生がインターンシップを履修する民間企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関（以下

「実施機関」という。）は，実習生の所属する学科の学科長（以下「学科長」という。）が教務主事及び

インターンシップを指導する教員（以下｢インターンシップ指導教員｣という。）と協議の上決定する。 

（実施時期及び期間） 

第４条 実施時期は，第４学年の夏季休業期間中を原則とし，同一実施機関において実習期間は５日

以上とする。 

（遵守事項） 

第５条 インターンシップを履修する学生（以下「実習生」という。）は，実習の履修にあたって，別

に定めるインターンシップ心得を守り，本校の学生であることを充分自覚し，行動しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する遵守事項に関し必要な事項は，この規程に定めるもののほか，実施機関の定める

ところによる。 

（学生調書の提出） 

第６条 実習生は，インターンシップに応募するにあたり，学生調書（様式１）をインターンシップ指導

教員を経て学生課入試・支援係に提出しなければならない。 

（誓約書の提出） 

第７条 実習生は，実施機関決定後速やかに宣誓書（様式２）を学生課入試・支援係を経て実施機関へ提

出するものとする。 

（実習報告） 

第８条 実習生は，インターンシップ後，速やかにインターンシップ報告書（様式３）を実施機関に

おける実習の責任者（以下「実習指導責任者」）の検印をうけてインターンシップ指導教員に提出し

なければならない。 

２ 工学系の学科長は，インターンシップ報告書が提出された後，当該学科のインターンシップ発表

会を開催し，実習生に発表させるものとする。 

 （成績の評価） 

第９条 インターンシップの成績評価は，別に定めるインターンシップ評価基準に従い，実習生の

インターンシップ報告書及び実習指導責任者が作成するインターンシップ評定書（様式４），並び

に工学系の学科においてはインターンシップ発表に基づき，実習生が所属する学科において行

う。 
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２ 学科長は,インターンシップ評価表（様式５）を作成のうえ，校長へ報告するものとする。 

 （経費及び保険） 

第 10 条 インターンシップの実施に要する直接経費は，実習生の負担とし，傷害保険に加入するも

のとする。 

（雑則） 

第11条 この規程に定めるもののほか，インターンシップに必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１７年１２月１３日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年６月１４日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和２年３月１０日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 
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（様式１）

住所

〒517-8501　三重県鳥羽市池上町1-1
TEL0599-25-8032/FAX0599-25-8077

日本スポーツ振興センター災害共済保険

〒　　　－

インターンシップ
指導教員氏名

実施機関が指定した
記入事項

ふりがな

鳥羽商船高等専門学校　　　　　  　　　学科 　年

（平成　　年　　月　　日生）（満　　　歳）

(E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）
(TEL　　　‐　　　‐　　　)(携帯　　　‐　　　‐　　　)

現住所

学　生　調　書（履歴書）

（令和　　年　　月　　日記入）

各種免許・資格

緊急時の連絡先

氏　名

〒　　　－

傷害総合保険

既往症

続柄

(TEL　　　　‐　　　　‐　　　　)(携帯　　　　‐　　　　‐　　　　)

鳥羽商船高等専門学校　学生課　教務係

連絡者氏名

加入保険

現在の健康状況 血液型 型　　

志望動機及び実習中に
取り組みたいテーマ

写 真

ﾖｺ ﾀﾃ
(3×4cm)

入試・支援係



 

 

（様式２） 

 

誓    約    書 

 
 

  このたび，貴社（機関）においてインターンシップを履修するに当たり，貴社（機関）の諸規則 

 

及び実習指導責任者の指示を守り，貴社（機関）には一切迷惑をかけないことを誓約いた 

 

します． 

 

    令和   年   月  日 

 

 

 

                   御中 

 

 

              鳥羽商船高等専門学校 

 

                 実習生 

                                 学科 

                  

                    出席番号 

                  

                    氏  名              印 

 

                 保証人 

                    氏  名              印 

 

                    現 住 所 

 

                    生年月日  平成   年   月   日 

 

                    本人との続柄 

 

 



 

（様式３） 

インターンシップ報告書 

 
令和  年  月  日 

 

 

 
インターンシップ 

機関名 
 

 

 

実習指導 
責任者 

 

 

役職名 
 

                     氏名                  印 
 

実習生 
 

 

    工学科 
 

氏 名 
  

出席番号 
 

 

実習テーマ 
 

 

  

 

実習期間 
 

 

 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実習内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙の通り 



 

（様式４） 

（実習指導責任者記入） 

本書にご記入の上，所定の封筒に入れ封印をして，実習終了日に学生にお渡し願います。 

 

インターンシップ評定書 
令和  年  月  日 

 

 
インターンシップ

機関名 
 

 

 

実習指導 
責任者 

 

 

役職名 
 

                       氏名               印 
 

実習生 
 

 

          科 
 

氏 名 
 

 

実習テーマ 
 

 

  

 

実習期間 
 

 

 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

評定月日 
 

 

  令和  年  月  日 

 
 
 
 

評 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定 
 

 
 

 

実習状況 
 

 

出席  日 
 

欠席  日 
 

遅刻   日 
 

早退   日 

 

実習態度 
 

  

健康状態 
 

 
 
 
 
 
 
 

所見 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

その他 
学校への要望 
連絡事項等 

 

 



 

（様式５） 

インターンシップ報告書 
学科長氏名： 

インターンシップ指導教員氏名：           印 

 

学  科 学 生 名 実習機関 
実習状況 
評  価 

実習態度 
評  価 

報 告 書 
評 価 

発表評価 総合評価 単位認定 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

※商船学科は発表評価を含めない 



（３）インターンシップ心得 

１ 学生は，インターンシップ（以下「実習」という。）を行うにあたり，以下の心得を守らなけ

ればならない。 

「規 律」 

① 出退勤時間，休憩時間を守ること。無断で欠勤，遅刻，早退などは真に止むを得な

い場合を除き絶対しないこと。 

② 社内規律，作業内規などの規則に従うこと。

「機 密」 

① 社内で見聞きしたことを，許可なく社外に漏らさないこと。

② 無断で，指定外の場所に立ち入らないこと。

③ 無断で，設備，製品等社内の写真撮影をしないこと。

「安 全」 

① 実習先の指導者の指示に従い，独断で作業をしないこと。

② 作業上の注意事項や，安全心得をよく守り，事故を起こさないように心がけること。

③ 万一事故又は異常事態が生じた場合，ただちに実習先の指導者に連絡すると共に，学校

に連絡すること。 

「実習態度」 

① 学生としての良識ある行動をとり，礼節を守ること。

② 実習先の指導者の指示に従い，勝手な行動をしないこと。

③ 必要意外の設備等には手をふれたりしないこと。また，社内の用具を使用する場合は必

ず断り，使用後は元の場所に帰しておくこと。 

④ 従業員に対して謙虚な態度で接すること。

⑤ その他，社内秩序を乱さないように留意すること。

２ 学生は，上の心得を守るほか，必要な事項について実習開始前にインターンシップ指導教員

の指導を受けること。 

３ 学生は，実習期間中常にインターンシップ指導教員と連絡を取れるようにしておくこと。 

  附 則 

この心得は，平成１６年４月１日から実施する。 

  附 則 

この心得は，平成３０年４月１日から実施する。 
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（４）インターンシップ及び校外実習評価基準 

１．インターンシップ及び校外実習の評価は，この基準により行う． 

２．商船学科の評価は，実習状況，実習態度，報告書の結果を総合して行い，工学系の学科の評

価は，実習状況，実習態度，報告書，発表の結果を総合して行う． 

３．実習状況及び実習態度は実習機関指導責任者のインターンシップ評定書により評価する 

４．評価の基準は次による．（商船学科は発表を含めない）  

評

価 

実習状況 実習態度 報告書 発表 総合評価 単位認定 

A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C 合格・不合格 合，否 

実習状況（評定書による） 欠勤，遅刻，早退のない者 A 

欠勤 3日以上は C  

実習態度（評定書による） 特記事項で判断 

  報告書 提出なしは C  

  発表 発表なしは C  

総合評価 C評価なし ――――――――― 合格 

C が１以上 ――――――――― 不合格 
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（５）特別実習の履修に関する規程 

制  定 平成１７年 ４月 １日 

最終改正 令和 ２年 ３月１０日 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，鳥羽商船高等専門学校特別実習の履修に関し必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 特別実習は，本校学生が学校で修得した知識及び技術を産業界等での実地経験を通

して更に発展，向上させ，あわせて技術者のありかたを学ぶことを目的とする。 

 （実施機関） 

第３条 学生が特別実習を履修する民間企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関

（以下「実施機関」という。）は，専攻科長が教務主事と協議の上選定し，校長が決定する。 

 （実施時期及び期間） 

第４条 特別実習の履修は，海事システム学専攻の学生は 1 年春期、生産システム工学専攻

の学生は 1年前期の夏季休業中とし，その期間は２週間程度とする。 

２ 前項の実施時期に，特別の事由により履修できない場合には，校長はその他の長期休業

中に履修を認めることができる。 

 （尊守事項） 

第５条 特別実習を履修する学生（以下「実習生」という）は，実習の履修にあたって，別に

定める特別実習心得を守り，本校の学生であることを充分自覚し，行動しなければならな

い。 

２ 前項に規定する尊守事項に関し必要な事項は，この規程に定めるもののほか，実施機関

の定めるところによる。 

 （特別実習学生調書の提出） 

第６条 実習生は，特別実習に応募するため，特別実習学生調書（様式 1）を専攻科長及び学

生課入試・支援係に提出しなければならない。 

 （特別実習履修票及び誓約書の提出） 

第７条 実習生は，実施機関決定後速やかに特別実習履修票（様式２）及び誓約書（様式３）

を専攻科長を経て校長ヘ提出するものとする。 

２ 校長は，前項の誓約書等を実習生の実施機関へ提出し実習の指導を依頼するものとする。 

 （実習報告） 

第８条 実習生は，特別実習修了後，速やかに特別実習報告書（様式４）を実施機関における

実習の責任者（以下「実習指導責任者」）の検印を受けて専攻科長に提出しなければならな

い。 

２ 専攻科長は，特別実習報告書が提出された後，速やかに特別実習発表会を開催し，実習

生に発表させるものとする。 

 （成績の評価） 

第９条 特別実習の成績評価は，別に定める特別実習評価基準に従い，実習生の特別実習報告
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書及び実習指導責任者が作成する特別実習評定書（様式 5），並びに特別実習発表会に基づ

き，各専攻ごとに行う。 

２ 専攻科長は，特別実習調査書（様式 6）を作成のうえ，校長へ報告するものとする。 

 （経費及び保険） 

第１０条 特別実習の実施に要する直接経費は，実習生の負担とし，傷害保険に加入するも

のとする。 

 （雑則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか，特別実習に必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行し，平成 17 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この規程は，平成 21 年 4 月 21 日から施行し，平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成 23 年 6 月 14 日から施行し，平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成 29 年 7 月 18 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和 2年 4 月 1日から施行する。 
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（様式２） 

令和  年度 特別実習履修票 

 

専攻・学年 専攻   年 出席番号  

ふりがな 
学生氏名 

 
 
 
 

（平成  年  月  日生）

専攻科長氏名  

実習期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日     日間 

実習機関  

配属先  

同上住所 

〒   － 

 
 

(TEL       －    －      )
 



 

（様式３） 

 

誓    約    書 

 

 このたび，貴社（機関）において特別実習を履修するに当たり，貴社（機関）の諸規則及び実習

指導責任者の指示を守り，貴社（機関）には一切迷惑をかけないことを誓約いたします． 

 

   令和   年   月  日 

 

 

                  殿 

 

 

            鳥羽商船高等専門学校 

 

              実習生 

                                     学専攻 

                 

                 出席番号 

                  

                 氏  名                  印 

 

              保証人 

                 氏  名                  印 

 

                 現 住 所 

 

                 生年月日          年   月   日 

 

                 本人との続柄 

 



 

（様式４） 

特 別 実 習 報 告 書 

令和  年  月  日 

 

特別実習 

機関名 

 

 

実習指導 

責任者 

役職名 

                          

氏名                  印 

実習生      学専攻 氏 名  出席番号  

 

実習テーマ 

 

 

  

実習期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙の通り 

 



 

特別実習報告書 

 

       学専攻 

 

令和 年度 

 

 

 

 

 

実習者氏名 



 

１． 特別実習機関名 

 

２． 実習テーマ 

 

３． 実習期間 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

４． 実習の概要 

 

５． 実習の経過と内容 

 

６． 実習の成果 

 

７． 特別実習で得たもの 

 

８． 問題点及び反省点 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の項目について、レポートを作成すること。 



 

（様式５） 

（実習指導責任者記入） 

特 別 実 習 評 定 書 

令和  年  月  日 

特別実習 

機関名 

 

実習指導 

責任者 

役職名 

                          氏名               印 

実習生          学専攻 氏 名  

 

実習テーマ 

 

 

  

実習期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

評定月日 令和  年  月  日 

 

 

 

評 

 

 

 

 

 

定 

 

 

 

勤務状況 出席   日 欠席   日 遅刻   日 早退    日 

 

勤務態度 

 

  

健康状態 

 

 

 

 

所見 

 

 

 

 

その他 

学校への要望 

連絡事項等 

 

 

 



 

（様式６） 特別実習調査書（教員記入用） 
令和  年  月  日 

指導教員 専攻科長氏名                       印 

実習生 

         学専攻 出席番号  

氏   名 
 

 

実習機関 

配属先 

 

実習指導 

責任者 

役職・氏名 

 

実習テーマ 
 

 

 

 

実習内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

所 感 

 

 

 

 

受入れに関 

するもの 

 

 

 

学 生 の 能

力・適正等 

 

 

評 価 

勤務状況 勤務態度 報告書 発 表 総合評価 単位認定 

      

 

備 考 

勤務状況（評定書による） 欠勤 3 日以上は C ――― 単位認定   否 

勤務態度（評定書による） 特記事項で判断  ――― C は単位認定 否 

報告書          提出なし ――――――― 単位認定   否 

 



（６）特別実習心得 

１．学生は，特別実習（以下「実習」という）を行うにあたり，以下の心得を守らなければならな

い。 

「規律」 

①出勤時間，休憩時間を守ること。無断で欠勤，遅刻，早退などは真に止む得ない場合を

除き絶対しないこと。

②社内規律，作業内規などの規則に従うこと。

「機密」 

①社内で見聞きしたことを，許可なく社外に漏らさないこと。

②無断で，指定外の場所に立ち入らないこと。

③無断で，設備，製品等社内の写真撮影をしないこと。

「安全」 

①実習先の指導者の指示に従い，独断で作業をしないこと。

②作業上の注意事項や，安全心得をよく守り，事故を起こさないように心がけること。

③万一事故又は異常事態が生じた場合，ただちに実習先の指導者に連絡すると共に，学校

に連絡すること。

「実習態度」 

①学生としての良識ある行動をとり，礼節を守ること。

②実習先の指導者の指示に従い，勝手な行動をしないこと。

③必要以外の設備等には手をふれたりしないこと。また，社内の用具を使用する場合は必

ず断り，使用後は元の場所に返しておくこと。

④従業員に対して謙虚な態度で接すること。

⑤その他，社内秩序を乱さないように留意すること。

２．学生は，上の心得を守るほか，必要な事項について実習開始前に専攻科長の指導を受けるこ

と。 

３．学生は，実習期間中常に専攻科長と連絡を取れるようにしておくこと。 

附 記 

この心得は，平成 17 年 4 月 1日から実施する。 
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（７）特別実習評価基準 

１．特別実習の評価は，この基準により行う。 

２．特別実習の評価は，勤務状況，勤務態度，報告書，発表の結果を総合して行う。 

３．勤務状況及び勤務態度は実習機関指導責任者の特別実習評定書により評価する。 

４．評価の基準は次による。 

評

価 

勤務状況 勤務態度 報告書 発表 総合評価 単位認定 

A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C 合，否 

勤務状況（認定書による） 欠勤，遅刻，早退のない者 A 

欠勤 3日以上は C，単位認定は否 

勤務態度（評定書による） 特記事項で判断 C は単位認定は否 

  報告書 提出なしは C，単位認定は否 

  発表 発表なしは C，単位認定は否 

総合評価 Aが 3以上 ――――――――― A 

A が 2 でかつＢが 2 

あるいは Aが 1でかつＢが 3  

あるいは Bが 4         B 

C が 1 以上 ――――――――― C 

単位認定 A,B ―――――――――――― 合 

C  ―――――――――――― 否 

特別実習の評点に関する申合せ 

 特別実習の成績評価は、特別実習の履修に関する規程第９条によるが、単位認定された評価を

評点で示す必要があるときは、次の評点とする。 

A  ：  80 点 

B  ：  70 点 
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４　学　　生　　会





 

 

学  生  会 

 

学生会の目標 

学生会は、学校の指導のもとに学生の自発的な活動を通じて、その人間形成を助長し、本校の教育

目的を達することを目的とし、 

(1) 学生生活を楽しく、豊かで、規律正しいものにし、よい校風をつくる態度を養う。 

(2) 健全な趣味や豊かな教養を養い、個性の伸長を図る。 

(3) 心身の健康を助長し、余暇を活用する態度を養う。 

(4) 学生生活における集団の活動に進んで参加し、自主性を育てるとともに、集団生活において協

力し、民主的に行動する態度を養う。 

(5) 学生生活において自治的能力を養うとともに、公民としての資質を向上させる。 

などを目標とし，各部には、助言、指導を行うためにそれぞれ指導教員がついている。 

本校の学生会には次のような部、同好会があり、それぞれ活発な活動を展開している。 

 

 

 

 
体育部 文化部 同好会 

陸上競技部 
柔道部 
剣道部 

サッカー部 
バレーボール部 

卓球部 
野球部 

ソフトテニス部 
バスケットボール部 
バドミントン部 

水泳部 
空手部 

少林寺拳法部 
カッター部 

ヨット部（休部中） 

写真部 
ESS部 
吹奏楽部 
文芸部 

ロボコン部 

ラグビー同好会 
囲碁将棋同好会 
軽音同好会 

eスポーツ同好会 
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（１）学 生 会 会 則 

制  定 平成１６年 ４月 １日

最終改正 平成３０年 １月１１日

 （名称）

第１条 本会は、鳥羽商船高等専門学校学生会と称する。

 （目的）

第２条 本会は、学校の指導のもとに、会員の自発的な活動を通じて、人間形成を助長し、学生生活

の充実と良い校風の樹立を図ることを目的とする。

 （事業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、会員相互の親睦をはかり、その教養を高め福祉を増進

し、文化の向上及び体育の振興に資するための事業を行う。

（会員）

第４条 本会は、鳥羽商船高等専門学校学生全員をもって会員とする。

２ 全学生は、会員としての権利を持つとともに、その義務と責任を遂行しなければならない。

第５条 会員が本会員として有する権利義務は、全く平等であり学年、思想その他いかなる条件によ

っても差別を受けない。

 （組織）

第６条 本会に総会、評議会、委員会、役員、学級会、部会、寮生会を置く。

２ 本会は、校長の任命した顧問教員の指導助言を受けるものとする。

（総会）

第７条 総会は、全会員をもって構成し、本会における最高決議機関であり、次の事項を審議する。

（1）会則並びに諸規則の改正 

（2）予算、決算の承認 

（3）活動方針の決定及び事業報告 

（4）その他重要な事項 

第８条 総会は、会長はこれを１週間前に予告し、招集する。

２ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、評議員の２分の１、又は全会員の３分の１以上が必要と

認めた場合に開くことができる。

 （評議会）

第９条 評議会は、総会を代行する決議機関である。

第１０条 評議会は、本会の役員及び次の評議員により構成する。

（1）各学級の室長 

（2）体育部会長，文化部会長 

（3）各寮の寮生会長 

第１１条 評議会は、会長はこれを１週間前に予告し、招集する。

２ 評議会は、会長が必要と認めた場合又は全評議員の３分の１以上が必要と認めた場合、評議会を

開くことができる。

第１２条 評議会は、学生会の運営に関する次の事項を審議する。

（1）評議員から提出された事項 

（2）総務委員会から提出された事項 
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（3）監事から提出された事項 

（4）部会から提出された事項 

（5）寮生会から提出された事項 

第１３条 評議会は、必要があるときは会員一般の意見を求めることができる。 

第１４条 評議会は、評議会の議決事項を会員に伝達しなければならない。 

 （総務委員会） 

第１５条 総務委員会は、本会の企画機関である。 

２ 会長、副会長、書記、会計、監事、議長及び副議長、海学祭実行委員長、体育祭実行委員長で構

成し、総会及び評議会へ提出する議案を審議する。 

３ 会長がこれを招集し、統轄する。 

４ 監事、議長及び副議長は、議決権を持たない。 

５ 会長は、総務委員会の中に、総務委員会の運営を補佐する議決権を持たない企画委員を任命する

することができる。 

 （寮生会） 

第１６条 寮生会は、寮内における会員相互の共同生活の秩序を維持し、寮生活の円滑な遂行と親睦

を図ることを旨とする機関である。 

２ 寮生会の内容については、別に定める。 

 （監査委員会） 

第１７条 監査委員会は、３人の監事により構成される。 

第１８条 監査委員会は、会員の諸規則の違反の有無並びに会計を監査し、その結果を、総務委員会

を介し総会に報告しなければならない。 

 （選挙管理委員会） 

第１９条 本会における各種選挙を執行するため、選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会及び選挙規則は、別に定める。 

 （海学祭実行委員会） 

第２０条 海学祭実行委員会は、海学祭の企画・運営を行う。 

２ 海学祭実行委員会の内容については、別に定める。 

 （体育祭実行委員会） 

第２１条 体育祭実行委員会は、体育祭の企画・運営を行う。 

２ 体育祭実行委員会の内容については、別に定める。 

 （役員） 

第２２条 本会に次の役員を置く。 

     会  長   １人      監事  ３人 

     副 会 長       ２人      議  長  １人 

     書  記   ２人      副 議 長      １人 

     会  計     ２人 

     海学祭実行委員長   １人   体育祭実行委員長 １人 

２ 役員の選出は、公選とする。ただし、副会長、書記及び会計各１人、海学祭実行委員長、体育祭

実行委員長は、会長がこれを任命する。 

３ 会長は第１０ 条各号に定める評議員の職を兼ねることはできない。 
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（任期） 

第２３条 本会役員の任期は、１年間とする。ただし、商船学科第４学年の学生が役員となる場合の

任期は、前期半年間とし、別途、後期半年間を任期とする役員を選出することができる。また、重

任を妨げない。 

 （任務） 

第２４条 本会の役員の任務は、次のとおりである。 

（1）会長は、学生会の活動を総括し、学生会を代表する。 

（2）副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その任務を代行する。 

（3）書記は、本会に係る各種名簿、会議録並びに通信文等の作成及びその保持に当る。 

（4）会計は、本会の会計事務を行い、学年末にその決算を全会員に公表する。 

（5）議長は、総会、評議会並びに部会の議長をつとめる。 

（6）副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その任務を代行する。 

（7）監事は、本会活動全般にわたる監査を行う。 

（8）海学祭実行委員長は、海学祭実行委員会の活動を統括する。 

（9）体育祭実行委員長は、体育祭実行委員会の活動を統括する。 

 （開会） 

第２５条 総会及び評議会は、その全員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。

ただし、航海実習中の学生を除くものとする。 

 （議決） 

第２６条 議決は、出席人員の過半数で決め、可否同数のときは議長これを決する。なお、不信任案

並びに予算関係案議決の場合は、出席人員の３分の２以上を必要とする。 

 （罷免及び辞任） 

第２７条 評議員の２分の１又は全会員の３分の１以上をもって、役員の不信任案が出され、総会に

おいて出席全員の３分の２以上の同意があったときは、役員は辞任しなければならない。 

２ 前項によって役員が辞任したときは、２週間以内に新役員を選出しなければならない。 

３ 前項によって選出された役員の任期は、前役員の残任期間とする。 

４ 会長任命の役員が解任された場合、会長は後任を指名し、総会の承認を経たうえで信任される。 

第２８条 役員は、総会又は評議会において正当な理由があると認められなければ辞任することはで

きない。 

２ 役員が辞任したときは、その後任については、前条第２項及び第３項を準用する。 

 （学級会） 

第２９条 学級会は、本会活動の基礎組織であり、各学級の全員をもって構成する。 

２ 学級会の内容については、別に定める。 

 （部） 

第３０条 本会の部の種類は、体育部及び文化部とし、各部の運営及び部の種類内容については、別

に定める。 

２ 部は、通常これをクラブと称することができる。 

３ 部に部長を置く。部長は部員が互選し、部会長は部長が互選する。 

第３１条 部活動の連絡調整を図るため、部会を置く。 

２ 部会は、本会役員及び各部長をもって構成し、会長または部会長がこれを招集する。 
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（同好会） 

第３２条 本会の部に準ずるものとして、同好会を置くことができる。 

２ 同好会の内容については、別に定める。 

 （会計） 

第３３条 本会の経費は、入会金、会費、臨時会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもって充て

る。 

第３４条 本会の予算は、会長が予算案を作成し、評議会の議を経たのち総会の承認を得て決定する。 

第３５条 すべての経費は、予算の定めるところに従い、会長の承認を経て会計が支出する。 

第３６条 会費は、入会の際入会金として１，０００円を、会費として月額７００円を毎月のはじめ

に納入しなければならない。 

第３７条 会長は、必要と認めたときは、評議会の議を経たのち総会の承認を経て臨時会費を徴収す

ることができる。 

第３８条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとして、総会において決算報告

を行わなければならない。 

 （会則の改正） 

第３９条 本会の会則の改正は、評議会で出席議員の３分の２以上で可決したのち、総会において出

席会員の３分の２以上の賛成を得なければならない。 

 （学校の指導） 

第４０条 本会の運営について次の事項は、校長の承認を経て施行するものとする。 

（1）規約の改廃に関すること。 

（2）事業計画及び収支予算書を確定すること。 

（3）事業報告及び収支決算書を確定すること。 

（4）部及び同好会の設置、廃止に関すること。 

（5）校外団体との交渉に関すること。 

（6）その他本会の運営に関すること。 

第４１条 会長は、役員が選任又は辞任解任されたときは、これを遅滞なく校長に届け出るものとす

る。 

第４２条 部及び同好会の運営にあたっては、校長の任命する教員（顧問教員という。）の指導を受け

るものとする。 

 

附 則 

 この会則は、平成１６年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この会則は、平成２１年４月２１日から実施し、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この会則は、平成２９年４月１日から実施する。 

 附 則 

 この会則は、平成３０年４月１日から実施する。 
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学生会組織図 

 

 
 

 

     
 

       
 

総会

評議会 選挙管理
委員会

監査
委員会

学級会 部会

総務
委員会

体育祭実
行委員会

海学祭実
行委員会 寮生会
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（２）学生会諸規則 

制  定 平成１６年 ４月 １日

最終改正 平成３０年 １月１１日

 (イ)学生会会議運営規則 

（総  則）

第１条 学生会活動に関して開かれる諸会議は、公正かつ民主的に行わなければならない。

第２条 この規則に従って運営された会議での議決事項は、必要な手続きを経て、校長の承認を得る

ものとする。

第３条 会議には、学生会顧問教員が出席するものとする。

（総  会）

第４条 総会及び臨時総会は、会長が学生会顧問教員と協議して行う。

第５条 総会の場所、日時及び議題は、少なくとも一週間前に、これを公示しなければならない。

２ 臨時総会の公示については、この限りではない。

第６条 総会は、会員総数の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。 

２ 委任状は、認めないものとする。

第７条 総会の役員及びその定数は、次のとおりとする。

一 議 長 1名 六 会  計 2名 

二 副議長 1名 七 監  事 3名 

三 会 長 1名 八 海学祭実行委員長 １名

四 副会長 2名 九 体育祭実行委員長 １名

五 書 記 2名

第８条 会議は、議長が主宰する。ただし、議長事故あるときは副議長がこれに代る。

第９条 会議録は、書記が作成し保管する。

２ 会議録には、場所、日時、議題、議案、主要な質問、修正意見及び議決その他必要な事項を明確

に記載しなければならない。

第10条 議題及び議案に関する修正又は追加の動議は、出席会員の 2 分の 1 以上の賛成をもって成

立する。

第 11 条 議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は、議長がこれ

を決する。

２ 不信任案並びに予算関係案議決の場合は、出席人員の3分の2以上を必要とする。 

第 12 条 総会の議決事項については、議長は、会議録を添えて学生会顧問教員を通じて学生主事に

報告し、校長の承認を得なければならない。

第13条 校長の承認を得た議決事項については、会長は、速やかにこれを公示しなければならない。

第14条 総会における本会役員の発言は、原則として会長がこれを代弁する。

（評議会）

第15条 評議会の招集、公示、成立、運営、会議録及び議決事項とその取扱は、総会に準ずる。

２ 委任状を認める。

第16条 議決に際し、会長の拒否権を認める。ただし、再度裁決の結果議員の 3 分の 2 が賛成すれ

ば無効となる。
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（部  会） 

第17条 部は、随時会議を開くことがある。 

（学 級 会） 

第18条 会議の運営は、総会に準ずる。 

第19条 会議録は、学級室長が保管する。 

第20条 学級会には、学級担任教員が出席するものとする。 

 

（ロ）海学祭実行委員会 

第１条 海学祭実行委員会（以下「委員会」という）は、学級から選出された2名の海学祭実行委員、

および活動を希望する任意委員により構成される。 

第２条 海学祭実行委員の選出は、各クラス委員の選出に準ずる。 

第３条 委員会には次の役員を置く。 

海学祭実行委員長1名、副委員長2名、会長が委員長，副委員長1名を，委員長が副委員長1名を

指名する。 

第４条 委員会は、海学祭の企画・運営を行う。 

第５条 委員会の活動は、総会、総務委員会、監査委員会がこれを規制することができる。 

第６条 委員会は、学生主事の指導、助言を受けるものとする。 

 

（ハ）体育祭実行委員会 

第１条 体育祭祭実行委員会（以下「委員会」という）は、学級から選出された1名の体育祭実行委

員、および活動を希望する任意委員により構成される。 

第２条 体育祭実行委員の選出は、各クラス委員の選出に準ずる。 

第３条 委員会には次の役員を置く。 

体育祭実行委員長1名、副委員長2名、会長が委員長，副委員長2名を，委員長が副委員長1名を

指名する。 

第４条 委員会は、体育祭の企画・運営を行う。 

第５条 委員会の活動は、総会、総務委員会、監査委員会がこれを規制することができる。 

第６条 委員会は、学生主事の指導、助言を受けるものとする。 

 

(ニ)学生会・部規則 

（部） 

第１条 学生会の部は、鳥羽商船高等専門学校何々部と称する。 

第２条 部会は、大別して体育部会及び文化部会とする。部会に所属する部は、別に定める。 

第３条 会員は、その希望によって部に所属するものとする。ただし、2 以上の部に所属することを

妨げない。 

第４条 所属の決定は、毎年度始めに行い、その変更は本人、部長及び顧問教員の協議による。 

第５条 部を新設しようとするときは、その部に入部しようとする 10 名以上の発起人、および１名

以上の顧問教員を必要とする。 

２ 発起人は、設立要望書に連署して、部会長を通じ、これを評議会へ提出しなければならない。 

第６条 評議会が次の事項に該当すると認めた場合は、会長は、その部の活動停止を命ずる。 
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一 学生会の目的に違背したとき。 

二 部活動が著しく衰微したとき。 

三 その他停止の必要と認められる理由があったとき。 

第７条 会長は、評議会の議を経て、部活動の停止を解くことができる。 

第８条 会長は、評議会の議を経て、部を合併することができる。 

第９条 部を次年度に継続する場合は7名以上の部員、および1名以上の顧問教員を必要とする。 

２ 各部とも毎年度末に評議会で審議し、承認を受け、校長が許可した部を次年度の部とする。 

第10条 部の結成及び改廃は、下記の機関の承認を得なければならない。 

一 顧問教員（予定者を含む。） 

二 学生主事 

三 教員会議 

四 校  長 

第11条 各部は、使用する備品を管理し、名簿記録及び会計簿をそえなければならない。 

第12条 部長は、毎年定められた期日までに、部員名簿を、顧問教員を経て、学生主事に提出する。 

第13条 部に、部員の互選による部長1名、副部長1名及び会計1名を置く。 

２ 任期は1カ年とし、再任を妨げない。 

第14条 各部は、1名以上の顧問教員を置き指導助言を受ける。 

第15条 部長は部を代表し、年間の活動計画を立案し、その計画により顧問教員の指導を受けながら

活動を自主的に遂行しなければならない。 

２ 副部長は部長を補佐し、必要があるときは部長の任務を代行する。 

第16条 会計は、その部の収支を明確に記録し、その出納には顧問その他の必要な機関の承認を受け

なければならない。 

第17条 部代表の評議員（部会長）は、体育部及び文化部各1名とし、それぞれの部長の互選による。 

第18条 部長は、会長の示す日までに、その部の年間予算書を各部会長に提出しなければならない。

正当な理由なくして期日までに提出しなかったときは、予算を割り当てられないことがある。 

第19条 部会において、各部より提出の予算案の調整を行い、総務委員会へ提出する。 

第20条 部が、常時使用を認められた場所は、正課を除き、その部が優先的に使用できるものとする。 

第21条 対外試合に参加しようとするときは、事前に対外試合願（別紙部第1号書式）を学生主事に

提出しなければならない。 

第22条 合宿しようとするときは、20 日前までに合宿許可願（別紙部第 2 号書式）を学生主事に提

出しなければならない。 

（同好会） 

第23条 本会に、部に準ずるものとし、同好会を置くことができる。 

２ 同好会を新設しようとするときは、その同好会に入会しようとする 5 名以上の発起人、および 1

名以上の顧問教員を必要とする。 

３ 発起人は、設立要望書に連署して、これを評議会へ提出しなければならない。 

第24条 会長は、評議会の議を経て、同好会の設立を認め、又は解散を命ずることができる。 

第2 5条 評議会が次の事項に該当すると認めた場合は、会長は、その同好会の活動停止を命ずる。 

一 学生会の目的に違背したとき。 

二 同好会の活動が著しく衰微したとき。 

三 その他停止の必要と認められる理由があったとき。 
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第26条 会長は、評議会の議を経て、同好会の活動の停止を解くことができる。 

第27条 会長は、評議会の議を経て、同好会を合併することができる。 

第28条 同好会を次年度に継続する場合は3名以上の会員、および１名以上の顧問教員を必要とす 

る。 

２ 各同好会とも毎年度末に評議会で審議し、承認を受け、校長が許可した同好会を次年度の同好会

とする。 

第29条 同好会の結成及び改廃は、下記の機関の承認を得なければならない。 

一 顧問教員（予定者を含む。） 

二 学生主事 

三 教員会議 

四 校  長 

第30条 同好会の経費は、会員の会費によりまかなうことを、原則とする。 

２ 会長は、必要に応じ評議会の議を経て、経費の援助を行うことができる。 

 

附 則 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

   附 則 
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。 
   附 則 
 この会則は、平成30年4月1日から実施する。 
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(部第1号書式)Ａ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対  外  試  合  願 

 

  年  月  日 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

   顧問教員(署名) 

        部 責任者 

学科  年  氏名 

 

下記のとおり対外試合をいたしたいので許可をお願いします。 

 

1 試合名称 

 

2 対校名および所在地 

 

3 日時 

 

4 場所 

 

5 参加部員数、氏名 

 



 

 

(部第2号書式)Ａ4 

 

 

合 宿 許 可 願 

   年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

顧問教員(署名) 

責任者 

学科  年 氏名 

 

下記のとおり合宿をいたしたいので許可をお願いします。   

 

記 

 

1 部 名 

2 目 的 

3 場 所 

4 宿 舎 

5 期 間  自       年  月  日 

至       年  月  日 

6 コーチ氏名 

7 参加部員名 

      

      

      

      

      

      

計 名  

 ※ 学年及び通学生は○通、女子は○女と表示して下さい 

 



 

 

（３）学生会選挙規則 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３０年 １月１１日 

 

（総  則） 

第１条 学生会の実施する選挙は、学生会全員の自由な意志によって、公明かつ適正に行わなければ

ならない。 

第２条 この規則は本会役員を選出するときに適用する。 

（選挙管理委員会） 

第３条 この規則による選挙に関する事務は、選挙管理委員会が取り扱う。 

第４条 選挙管理委員会は、各学級1名の選挙管理委員により構成され、委員の互選により1名の委

員長を選出する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、統轄する。 

３ 委員長及び委員の任期は、役員と同じとする。 

４ 委員長及び委員は、役員を兼ねることはできない。 

第５条 選挙については、学生会顧問教員が立ち会うものとする。 

第６条 選挙管理委員会は、選挙は公明かつ適正に行われるよう必要な事項を会員に周知させなけれ

ばならない。 

第７条 会員は、すべて選挙権を有する。 

 （選挙手続） 

第８条 学生会役員の選挙は役員の任期満了前3月以内に行う。ただし、最終学年は後期役員選挙に

は参加しない。 

２ 辞任、罷免又は解任による補充選挙は、2週間以内に行う。 

３ 学生会役員の選挙で立候補がない場合の補欠選挙は、役員選挙後2週間以内に行う。 

第９条 選挙期日の決定は、評議会にて行い、選挙日は、少なくとも1週間前に告示する。 

第10条 会長、副会長、書記、会計、議長、副議長及び監事の選出は、全会員からの立候補制とし、

選挙は、全会員の参加できる直接無記名投票による。ただし、副会長、書記及び会計各1名、海学

祭実行委員長、体育祭実行委員長は、会長の任命による。 

第11条 投票の効力については、開票立会人の意見を聴き、選挙管理委員長が決定する。 

第 12 条 役員の候補者になろうとする者は、当該選挙の公示があった日から 3 日以内に選挙権を有

する会員10名以上の推薦署名を添えて、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。 

2 役員の候補者になろうとする者は、選挙管理委員会が立候補を承認するまでは、選挙運動をして

はならない。 

第13条 1つの役員の候補者は、同時に他の役員の候補者になることができない。 

第14条 候補者の選挙運動は、選挙管理委員会の指導助言に従い、公明かつ適正でなければならな 

い。 

 （投票・開票） 

第15条 代理投票及び不在投票は、認めない。 

第16条 開票事務は、選挙管理委員会が行う。 

２ 開票には、学生会顧問教員が立ち会う。 
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第17条 有効投票の最多数を確保した候補者を、その役職についての当選者とする。ただし、最多数

確保者の取得票数が有効投票総数の 2 分の 1 以下の場合には、上位 2 名による決選投票を行わな

ければならない。 

２ 決選投票は、早急に行うものとする。 

第18条 規定による届出のあった候補者が選挙すべき役員の数を超えないとき若しくは超えなくな

ったとき、投票は行わない。 

２．前項の規定により投票を行わないことになったときは、選挙管理委員会委員長は、直ちにその旨

を学生主事に報告し、これを告示しなければならない。 

３．規定による届出のあった候補者が選挙すべき役員の数を超えないとき若しくは超えなくなったと

きは、立候補受付締切日後に、候補者をもって当選人と定める。 

第19条 選挙の開票が終わったときは、選挙管理委員会委員長は、直ちにその旨を学生主事に報告し、

これを告示しなければならない。 

 （選挙結果の告示） 

第20条 当選者は、最終的に校長の承認を得て、その資格を付与される。 

２ 校長の承認を得て、その資格を付与された役員が定まったときは、選挙管理委員会委員長は、直

ちにその旨を告示しなければならない。 

３ 校長が当選を承認しない場合は、速やかに再選挙を実施する。 

第21条 不正な選挙運動を行った者の当選は無効とする。 

第22条 前条に該当した者及び不正な投票を行った者又は不正な投票を依頼した者には、一定期間、

選挙権及び被選挙権を停止することがある。 

第23条 前2条の決定は、選挙管理委員会の審査の結果に基づき、学生主事が決定する。 

 

附 則 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

   附 則 
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

   附 則 
 この会則は、平成30年4月1日から実施する。 
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（４）学 級 会 規 則 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３０年 １月１１日

第１条 学級会は、学生会活動の基盤をなすもので、学級別の全員をもって構成する。 

第２条 学級会には、その活動を行うため、次の役員を置く。ただし、学級の在籍人数などの都合に

より、役員を置かないことができる。 

（1）室長 1人 

（2）副室長 1人 

（3）選挙管理委員 1人 

（4）海学祭実行委員 2人 

（5）体育祭実行委員 2人 

２ 学級室長は、学級会を代表し、学級会の運営を統括するとともに学級選出の評議員として評議会

に出席すること。 

３ 学級副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その任務を代行する。 

４ 学級副室長は、学級会に関する一切の記録、書類の保管及び金銭の取扱いを行う。 

５ 選挙管理委員は、学生会及び学級会に関する選挙事務を取り扱う。 

６ 海学祭実行委員は、学級会内外の海学祭に関する事項を取り扱う。 

７ 体育祭実行委員は、学級会内外の体育祭に関する事項を取り扱う。 

第３条 学級会の役員の選出は、学期始め最初の学級会で実施する。 

２ 選挙は、学級会全員の参加できる直接無記名投票による。ただし、候補者が選挙すべき役員の数

を超えないとき若しくは超えなくなったとき、投票は行わない。 

３ 選挙事務は、前回の選挙管理委員が行う。 

４ 第１学年前期の学級会役員及び各係は、担任教員が任命する。 

第４条 学級会の役員及び各係の任期は、前期または後期の期間とする。ただし、重任を妨げない。 

第５条 学級会は、必要に応じて開く。 

第６条 学級会は、学級担任教員の指導助言を受けるものとする。 

   附 則 

この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

   附 則

この規則は、平成21年4月21日から施行し、平成21年4月1日から適用する。 
   附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 
   附 則

この会則は、平成30年4月1日から実施する。 
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５　学　　　　　寮





学    寮 

学寮の名称は、「暁寮」という。建物は鉄筋 4 階建 2 棟（Ａ棟、Ｂ棟）で、男子寮と女子寮が

ある。 

高学年は 1人部屋、低学年は 2人部屋を基本としている。 

これに、パソコン室、自習室、談話室、補食室、食堂、浴室などが付設されている。 
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（１）鳥羽商船高等専門学校学寮規則 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３０年 ２月 ６日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳥羽商船高等専門学校学則（平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「学則」とい

う。）第63条第2項の規定に基づき、学寮の管理運営に関し必要な事項を定める。 

（目的及び綱領） 

第２条 学寮は、鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）の教育目的を達成するために

設けられた教育施設であり、入寮する学生（以下「寮生」という。）はこの趣旨をよく理解し、

各規則を遵守して規律ある共同生活を通じて人間形成の助長に努めなければならない。 

２ 寮生の規範として、次の綱領を設ける。 

（1）規律正しい生活を守り、勉学にはげむこと。 

（2）率先垂範、責任をもって事を処すること。 

（3）個人の自由を尊び、他人に迷惑をかけないこと。 

（4）礼儀正しく、長幼の序をわきまえること。 

（5）自立の精神を培い、廉恥の心を養うこと。 

（6）友情を篤くし、お互に扶け合うこと。 

（7）衛生に留意し、清潔の習慣を身につけること。 

（学寮の管理運営組織等） 

第３条 学寮の管理運営は、校長が行う。 

２ 寮務主事は、校長の命を受け、寮生の生活等に関することを掌理する。 

３ 寮務主事補は、寮務主事を補佐する。 

４ 学寮に寮監を置き、寮監は、寮務主事を助け寮生の生活指導に当たる。 

（入寮対象学生） 

第４条 入寮対象学生は、入寮を希望し校長が許可した者とする。 

（入寮許可等） 

第５条 入学に伴い学寮へ入寮を希望する学生は、保証人連署による入寮願（別記様式 1）を提

出し、校長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の入寮許可は、学寮の定員数、通学距離、通学時間及び家庭の事情等を勘案して決定す

る。入寮の許可期間は、当該年度の終わりまでとする。 

３ 引き続き次年度における在寮を希望する学生は、保証人連署による在寮継続願（別記様式2）

を提出し、校長の許可を受けなければならない。 

４ 前項の在寮継続許可は、学寮の定員数、通学距離、通学時間及び家庭の事情等に加えて学寮

における生活態度等を勘案して決定する。在寮継続の許可期間は、当該年度の終わりまでとす

る。 

５ 退寮した学生の再入寮は認めない。ただし、大型練習船実習等、校長が特別な事情があると

認めるときは再入寮を許可する。再入寮を希望する学生は、保証人連署による再入寮願（別記

様式3）を提出し、校長の許可を受けなければならない。 
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６ 前項の再入寮許可は、学寮の定員数、通学距離、通学時間及び家庭の事情等に加えて学寮に

おける生活態度等を勘案して決定する。再入寮の許可期間は、当該年度の終わりまでとする。 

（入寮時期及び入寮誓約書） 

第６条 入寮、在寮継続及び再入寮を許可された場合の入寮の時期は、学期の初めを原則とする。

ただし、特別な事情があると認めるときはこの限りでない。 

２ 入寮した学生及び再入寮を許可された学生は、保証人連署による入寮誓約書（別記様式４）

を校長に提出しなければならない。 

（退寮） 

第７条 学寮を退寮する者は、あらかじめ退寮願（別記様式 5）を提出し、校長の許可を得なけ

ればならない。ただし、休学する者、退学する者、学則第 32 条の規定により留学する者、3

か月以上の大型練習船実習に参加する者、席上課程修了する者、卒業する者、退寮処分を受け

た者及び在寮継続が認められなかった者については、退寮届（別記様式 6）を提出するものと

する。 

２ 退寮する学生は、居室及び付属設備等について検認を受け、かつ、貸与備品を返納しなけれ

ばならない。 

（寄宿料及び経費負担等） 

第８条 寮生は、独立行政法人国立高等専門学校機構の授業料等その他費用規則に定める寄宿料

を所定の期日までに納付しなければならない。 

２ 寮生の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受けたことにより、寄宿料の納付

が困難と認められる場合には、別に定めるところにより寄宿料の納付を免除することがある。 

３ 学寮食堂の食費並びに光熱水料及びその他学寮生活に必要な費用で寮生が負担すべき経費

は、所定の期日までに納付しなければならない。 

 （居室の指定） 

第９条 居室の指定及び変更は寮務主事が行うものとし、許可なく居室を変ってはならない。 

（火災防止等） 

第 10 条 校長は、学寮の火災等の災害防止に関する必要な措置を講じ、教職員及び寮生に対し

災害又は火災の防止のための訓練を行うものとする。 

２ 寮生は、常に安全に留意し、火災及び風水害等の災害防止に努めなければならない。 

 （保健衛生） 

第 11 条 校長は、学寮施設設備の安全及び衛生管理に務め、寮生の健康管理のため必要な措置

又は指導を行う。 

２ 寮生の健康管理及び保健衛生等その他の留意事項は、別に定める。 

 （施設設備の保全義務） 

第 12 条 寮生は、学寮の居室、食堂、浴室その他共用施設の保全及び環境の維持に努め、次の

各号に定める事項を遵守しなければならない。 

(1) 居室は、居室以外の目的に使用してはならない。 

(2) 居室及び共用施設は、これに工作を加えてはならない。 

(3) 緊急の場合を除き、寮務主事の許可なく施設・設備（備品類を含む）を移動させてはなら
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ない。 

２ 寮生が、学寮の施設・設備を故意又は重大な過失により、滅失、き損又は汚染したときは、

その現状回復に係る必要な経費を弁償しなければならない。 

３ 施設・設備の利用に関する留意事項は、別に定める。 

（生活及び日課） 

第 13 条 寮生は、学寮内における生活全般について、別に定める日課表に基づいて生活しなけ

ればならない。 

２ 寮生は、日課の遂行及び生活について、寮監及び当直教員の指導助言を受けるものとする。 

３ 寮生は、日課表により難い事情があるときは、当直教員の承認を得て日課の変更をすること

ができる。 

４ 寮生の生活の規範等は、別に定める。 

（風紀の維持） 

第14条 寮生は、学寮の風紀を維持するため次の各号の定めを守らなければならない。 

（1）居室には、他室の者を宿泊させないこと。 

（2）男子寮生は、女子寮に立ち入らないこと。 

（3）女子寮生は、原則として事務室、当直教員室、寮母室及び食堂以外は男子寮に立ち入らな

いこと。 

２ 寮生は、寮生以外の者を学寮に宿泊させてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場

合で、寮務主事の許可を受けた者についてはこの限りでない。 

３ 寮生が、面会あるいは見学等のために寮生以外の者を学寮内に立入らせようとするときは、

当直教員又は寮務事務室の許可を受けなければならない。 

（特別外出、外泊、帰省） 

第 15 条 寮生は、特別外出、外泊、帰省等をする場合は、別に定める書式により学級担任教員

又は学寮担当教員（寮務主事、寮務主事補、寮監をいう。以下同じ。）の承認を得て、当直教

員に届け出なければならない。 

２ 寮生の特別外出、外泊、帰省等の取り扱いは、別に定める。 

（日直学生） 

第16条 学寮の日課を円滑に実施するため、寮生による日直（以下「日直学生」という。）を置

く。 

２ 日直学生の当番割振りは、寮務主事が行う。 

３ 日直学生の任務等は、別に定める。 

（世話係学生） 

第 17 条 学寮に、低学年（主に第 1 学年）の寮生の生活指導を補助させるため、世話係学生を

置く。 

２ 世話係学生は、寮生のうちから、寮務主事が指名する。 

３ 世話係学生は、寮監及び当直教員の指導のもとに、寮生の生活上の相談又は助言等に当る。 

４ 世話係学生の任務等は、別に定める。 

（寮生会） 

第 18 条 学寮に学校の指導の下、寮生活の改善及び親睦等を図るため、寮生全員をもって組織

する寮生会を置く。 
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２ 寮生会について必要な事項は、別に定める。 

 （フロア長） 

第19条 寮生活の円滑化を図るため、寮生の互選により選出されたフロア長を各階に置く。 

２ フロア長の任務等は、別に定める。 

 （閉寮） 

第20条 学寮は、学則第5条に定める春季、夏季、冬季及び学年末の休業期間は閉寮とする。 

２ 寮生は、閉寮期間中は学寮に居住することはできない。ただし、寮務主事が特に必要と認め

たときはこの限りでない。 

（集会・掲示等） 

第 21 条 寮生が、学寮内において集会を開催又はポスター、ビラ等を掲示しようとする場合に

は、寮務主事又は当直教員の許可を受けなければならない。 

２ 外部団体への加入、集会、掲示等は、学生準則による。 

（退寮処分） 

第22条 校長は、寮生が次の各号の一に該当する場合は、退寮を命じることができる。 

（1）学寮の風紀を著しく乱す行為があったとき。 

（2）共同生活の秩序を著しく乱す行為があったとき。 

（3）学則第61条の規定により懲戒を受けた者が、退寮基準に相当するとき。 

（4）第8条に定める寄宿料又は必要経費の納入を、3ヵ月以上怠ったとき。 

（5）その他学寮の管理運営上、著しく支障をきたす行為があったとき。 

２ 退寮基準等は、別に定める。  

（離寮措置） 

第23条 校長は、寮生が次の各号の一に該当する場合は、一時的に離寮を命じることができる。 

（1）疾病その他の理由により寮の共同生活に適さないと認めるとき。 

（2）停学を命ぜられたとき。 

 （雑則） 

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成17年 3月 8日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年 4月 1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成28年 4月 1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成30年 4月 1日から施行する。 
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別記様式１（第５条関係） 

 

入    寮    願 

 

令和  年  月  日   

 

 

 鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

 

          本 人              学科    

                           専攻   学年（   年度入学） 

                住  所 〒 

                ふりがな 

                氏  名（署名） 

                   年  月  日生 

 

          保証人   住  所 〒 

 

                ふりがな 

                氏  名（署名） 

 

                自宅電話番号 

                勤務先 

 

                勤務先電話番号 

 

 

 下記理由により入寮したいので、許可くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 入寮年月日  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 ２ 入寮理由 

 

（注１）本科における保証人は保護者であること。 

（注２）入寮希望者については、許可･不許可に関わらず、結果を通知する。 

（注３）入寮の期間は、入寮した年度の終わりまでとする。



 

 

別記様式２（第５条関係） 

 

在  寮  継  続  願 

 

令和  年  月  日   

 

 

 鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

          本 人              学科    

                           専攻   学年（   年度入学） 

                住  所 〒 

                ふりがな 

                氏  名（署名） 

                   年  月  日生 

 

          保証人   住  所 〒 

 

                ふりがな 

                氏  名（署名） 

 

                自宅電話番号 

                勤務先 

 

                勤務先電話番号 

 

 下記理由により引き続き在寮したいので、許可くださるようお願いいたします。 

なお在寮継続が許可された場合、在寮中は、学寮規則及び寮生心得を守ります。これに違反し

たときは、退寮その他弁償などいかなる処分を受けても異存ありません。 

 

記 

 

１ 在寮年月日  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 ２ 在寮継続を希望する理由 

 

 

 

（注１）本科における保証人は保護者であること。 

（注２）在寮継続希望者については、不許可の場合のみ、その結果を通知する。 

（注３）入寮の期間は、在寮継続を許可された年度の終わりまでとする。 



 

 

別記様式３（第５条関係） 

 

再   入   寮   願 

 

令和  年  月  日  

 

 

 鳥羽商船高等専門学校長 殿 

 

 

          本 人              学科    

                           専攻   学年（   年度入学） 

                住  所 〒 

                ふりがな 

                氏  名（署名） 

                   年  月  日生 

 

          保証人   住  所 〒 

 

                ふりがな 

                氏  名（署名） 

 

                自宅電話番号 

                勤務先 

 

                勤務先電話番号 

 

 

 下記理由により再入寮したいので、許可くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 在寮年月日  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

２ 再入寮を希望する理由 

  

 

 

（注１）本科における保証人は保護者であること。 

（注２）再入寮希望者については、不許可の場合のみ、その結果を通知する。 

（注３）入寮の期間は、再入寮を許可された年度の終わりまでとする。



 

 

別記様式４（第６条関係） 

 

 

入   寮   誓   約   書 

 

                           令和   年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

 

私は、学寮規則及び寮生心得を守ります。 

 

  これに違反したときは、退寮その他弁償などいかなる処分を受けても異存ありません。 

 

以上、誓約します。 

 

 

                                  

             本 人                  学科 

                                        専攻   学年（     年度入学） 

ふりがな  

氏   名(署名)                                   

 

 

保証人  住   所 〒 

 

 

本人との続柄  （               ） 

ふりがな 

                        氏   名(署名)                                     

 

 

    

 

 

 

 

（注）本科における保証人は保護者であること。 



 

 

別記様式５（第７条関係） 

 

 

退    寮    願 
 

令和    年    月    日   

 

 

 

鳥羽商船高等専門学校長    殿 

 

 

 

暁寮（Ａ棟・Ｂ棟・女子寮 ）寮室番号        号 

学科          

専攻    学年（     年度入学） 

氏  名（署名）                             

 

 

 

下記理由により退寮したいので、許可くださるようお願いいたします。 

 

                    記 

 

１  退寮年月日     令和      年      月     日 

 

 ２  退寮理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）退寮した学生の再入寮は認めない。 



 

 

別記様式６（第７条関係） 

 

 

退    寮    届 
 

                          令和    年    月    日 

 

 

 

鳥羽商船高等専門学校長    殿 

 

 

 

暁寮（Ａ棟・Ｂ棟・女子寮 ）寮室番号        号 

学科         

専攻     学年（     年度入学） 

氏  名（署名）                             

 

 

 

下記理由により退寮しますので、お届けいたします。 

 

                    記 

 

１  退寮年月日     令和      年      月     日 

 

 ２  退寮理由 



（２）寮 生 心 得 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 平成３０年 １月１１日 

 寮生は、鳥羽商船高等専門学校学寮規則（以下「学寮規則」という。）を遵守するとともに、

次の各項に従い生活しなければならない。

 第１章  日課 

寮生は、次に定める日課表に従って、規則正しい学寮生活をしなければならない。

１  日課表（男子寮・女子寮）

平    日 休    日

時    刻 １・２・３年 ４・５年 時    刻 １・２・３年 ４・５年

07：00 起    床 07：30 起    床

07：05 巡  検 07：35 巡  検

07：40 ～ 08：25 朝   食 07：40 ～ 08：25 朝    食

08：50 ～ 12：00 午 前 授 業

11：50 ～ 12：50 昼   食 11:50 ～ 12:50 昼    食

12：50 ～ 16：25 午 後 授 業

17：30 ～ 18：50 夕   食 17：30 ～ 18：50 夕    食

19：00 

巡 検

（休日の前日

は行わない）

20：00 ～ 21：45 自    習

21：45 清    掃 21：45 清    掃

22：00 巡    検 22：00 巡    検

23：00 消    灯 23：00 消    灯

（1）門限は、次のとおりとする。 

平日 1・2・3年生は、19：00。4・5年生は、男子21：45、女子20：00。 

 休日・休前日 男子21：45。女子20：00、ただし帰省等からの帰寮の際は21：45とする。 

（2）外出時間は、その他特に指定した場合を除き、平日は放課後より門限まで、休日は朝食後

より門限までとする。男子寮生は、原則として門限後は別に定める学寮区域外に出てはならな
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い。女子寮生は、原則として門限後は女子寮外に出てはならない。 

（3）寮生は、門限後であっても、寮生活に必要な物品の購入等が目的であれば、別に定める寮

生活地区内に限って外出できることとする。ただし、外出可能な時間は、1・2・3年の男子寮生

は21：45まで、4・5年生の男子寮生は23：00まで、女子寮は20：00までとする 

（4）浴室利用可能時間は、平日・休日とも17：00から22：40までとする。 

２ 起  床  
(1) 定時に、日直は「起床」についで「巡検5分前」を報知する。 

(2) 寮生は、「起床」で速やかに起床し、寝具を整頓し、天候に差支えなければ窓を開放する。     

(3) 起床後、速やかに服装を整え、自室前の廊下に整列して、当直教員の巡検を受ける。 

(4) 病気その他の理由で、起床できず当日の日課に従えない者は、同室者又は隣室者等を通

じ、定められた書式で、当直教員に届出て、その指示を受けること。 

３ 掃  除 

(1) 掃除は、敏速丁寧に各自責任をもって行う。 

(2) 掃除の種類は次のとおりとし、掃除分担表により行う。 

ア 普通掃除 毎日行う学寮内外の掃除。 

 イ 特別掃除 学期終及び特に必要と認めた場合に行う。 

(3) 特別掃除終了後、係教員の点検を受ける。 

４ 洗  面 

洗面は、定時に定所で行い、洗面所及び洗面用具は、常に清潔を保つよう心掛ける。 

５ 食  事 

(1) 食事は、食堂で定められた時間内に必ず行い、食事マナーを遵守すること。 

(2)   病気その他の理由で、食堂に行けない場合及びかゆ食等の特別食への変更を希望する場

合は当直教員あるいは暁寮事務室へ届け出て、その指示を受けること。 

 (3) 食器類を食堂外に持出してはならない。ただし、特別の理由のため食器類を食堂外に持

出すときは、当直教員又は暁寮事務室の許可を受けなければならない。 

(4) 帰省等に伴い欠食を希望する場合は、あらかじめ暁寮事務室に届出なければならない。 

(5) 食堂には、寝巻、パジャマ類の服装で出入してはならない。 

(6) 食事に関し意見がある場合は、学寮担当教員(寮務主事、寮務主事補、寮監をいう。以下

同じ。)又は暁寮事務室に申し出ること。 

６ 登校及び授業 

(1) 登校の際は、服装を整え自室の戸締りをすること。 

(2) 病気その他の理由で、登校できない者は、同室者又は隣室者等を通じ、定められた書式

で当直教員又は暁寮事務室に届出て、その指示を受けること。 

(3) 登校後、病気その他の理由で、早退又は欠課する者は、定められた書式で教務係に届出

ること。 

(4) 登校中は、みだりに帰寮してはならない。 

 

７ 自  習 

 (1) 定められた自習時間は、静粛にし、学習に専念すること。 

(2)  各自学習計画を立て、常に学力の向上に努める習慣を身につけていくよう心がけなけれ

ばならない。 
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(3)  自習時間には、雑談、高声、放歌、高音量でのラジオあるいはテレビ等の視聴及び楽器

の使用を禁止する。 

 (4) 試験中といえども、定められた自習時間帯は守ること。 

８ 課外活動 

 寮生は、自由時間を活用し、できるだけ課外活動に参加すること。 

９ 入  浴 

 (1) 入浴日及び入浴時間は、別に定める。 

(2) 浴場は、常に清潔を保ち、衛生に注意しなければならない。 

(3) 浴槽に、タオルを浸したり、浴場内で洗濯する等他人に迷惑をかけるような行為をして

はならない。 

10 就  寝 

消灯後起床までの間、扉の開閉、歩行等は静粛にして、高声放歌、口笛、高音楽器等他人の

安眠を妨げるような行為をしてはならない。なお、不用な電灯は、消しておくこと。 

第２章 居室の生活 

１ 寮生は、定められた居室に居住すること。 

２ 居室内は、常に清潔整頓を保つこと。 

３ 机、椅子及びベッド等は、定められた位置で使用し、みだりに移動してはならない。 

４ カレンダー及び学習上必要と認めるもの以外は、居室に貼紙をしてはならない。 

   第３章 日直 

１ 日直学生は、男子寮Ａ棟2人、Ｂ棟2人及び女子寮2人とし、1日ごとに寮生が輪番で務める。 

２ 日直学生の任務は、次のとおりとする。 

(1) 当直教員の指導のもとに、寮生の日課の遂行を補助する業務に従事する。 

(2) 学寮内における規律の保持に努めると共に、清潔整頓を励行させる。 

 (3) 火気及び戸締りに注意する。 

 (4) 当直教員からの指示事項を正確敏速に処理する。 

 (5) 巡検時、当直教員を先導する。 

 (6) 放送設備及び備品を管理し、みだりに使用しないよう留意する。 

 (7) 日直室内の設備及び備品の保全に努める。 

 (8) 日誌に必要事項を記入し、当直教員に提出する。 

 (9) 22時40分に当直教員の指示のもと浴室等の施錠をする。  

第４章 フロア長 

１ フロア長の任期は、１学期間とする。ただし、再任は妨げない。 

２ フロア長の任務は、次のとおりとする。 

(1) フロア長は、寮生の代表として、各階に関する事項を処理する。 

 (2) 寮生の融和をはかるとともに、規律保持環境整備に努める。 

 (3) 当直教員の指示を受けて、寮生への連絡に当る。 

 (4) 日直学生との連絡を密にして、日課遂行に努める。 

(5) 各階の設備及び備品の保全に努めるとともに、暁寮事務室との連絡に当る。 

３ フロア長は原則として各階２人(正副各１人)選出するものとする。 

   第５章 外出、外泊及び帰省 
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１ 外出、外泊及び帰省の際は、必ず定められた服装をし、常に学生らしさを保たなければな

らない。 

２ 外  出 

（1）寮生が外出する場合は、「１日課表（2）外出時間」で決められた時間内に帰寮しなければ

ならない。 

（2）寮生が、保護者面会・病気通院・その他特別の理由により、授業時間内に掛かる外出、又

は第１学年から第３学年の寮生が、門限時間を超える外出（以下「特別外出」という。）を

する場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。 

（3）寮生が、特別外出しようとするときは、あらかじめ学級担任教員又は学寮担当教員に願い

出て許可を受け、当直教員に届出なければならない。ただし、緊急等で事前に許可が受けら

れない場合は、当直教員の許可を受けるものとする。また、帰寮したときは直ちに当直教員

にその旨報告しなければならない。 

３ 外  泊 

（1）寮生が、休日等に外泊をしようとするときは、あらかじめ学級担任教員又は学寮担当教員

の許可を受け、当直教員に届出なければならない。ただし、緊急等で事前に許可が受けられ

ない場合は、当直教員の許可を受けるものとする。 

（2）学業の欠席に及ぶ外泊及び病気その他特別の理由で外泊しようとするときは、必ず学級担

任教員の許可を受け、当直教員に届出なければならない。ただし、緊急等で事前に許可が受

けられない場合は、学寮担当教員又は当直教員の許可を受けるものとする。 

（3）女子寮生の外泊については、保護者の承認を得たうえで許可するものとし、帰寮の際、確

認書を提出するものとする。 
４ 帰  省 

（1）寮生が、休日等に帰省をしようとするときは、あらかじめ学級担任教員又は学寮担当教員

の許可を受け、当直教員に届出なければならない。ただし、緊急等で事前に許可が受けられな

い場合は、当直教員の許可を受けるものとする。 

（2）学業を欠席する帰省及び病気、事故、家庭の事情その他特別の理由で帰省しようとすると

きは、必ず学級担任教員の許可を受け、当直教員に届出なければならない。ただし、緊急等で 

事前に許可が受けられない場合は、学寮担当教員又は当直教員の許可を受けるものとする。 

（3）鳥羽商船高等専門学校学則に定める長期休業で帰省する場合も、上記に準ずる。 

５ 特別外出、外泊及び帰省の手続は、定められた書式で願い出るものとする。なお、外泊す

る場合は、外泊先の住所氏名を明記すること。 

６ 寮生は、外泊又は帰省から帰寮したときは、直ちに当直教員にその旨定められた書式で報

告しなければならない。 
なお、交通事故その他の理由で、定められた時刻に帰寮できないときは、電話等適切な方

法で、速やかに当直教員又は学級担任教員に連絡しなければならない。 
第６章 健康管理及び保健衛生 

１ 健康を保持するために、就寝起床は規則正しく励行すること。 

２ 学寮内において、身体に異常を認めた場合には、速やかに当直教員又は暁寮事務室に届出

て、必要な処置あるいは指導を受けること。 

３ 寝具類の日光消毒、衣類の洗濯及び室内の換気等を励行すること。 

４ 洗濯は所定の場所で行い、洗濯物は所定の所に干すこと。 

５ 外泊先、帰省先が伝染病発生地域内にある場合、あるいは伝染病発生地域を旅行した場合

等には、速やかに学級担任教員又は学寮担当教員に連絡しその指示を受けること。 

６ 冬季における暖房時間は、別に定める。 
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第７章 施設保全及び災害防止 

１ 電気配線に、工作を施してはならない。 

２ 火器の使用は、指定の場所以外は禁止する。 

 居室においては、特に防災上ヒーター、コンロ、アイロン、アンカ等の電気器具及びガス器

具の使用を禁止する。 

３ 電気洗濯機の使用にあたっては、感電等に注意すること。 

４ 停電、断水又は警報ベルが鳴ったときは、当直教員又は暁寮事務室に連絡し、その指示に

従うこと。 

５ 災害又は事故発生を知ったときは、直ちに臨機の処置をとるとともに当直教員又は暁寮事

務室に報告し、その指示に従って行動しなければならない。 

６ 火災警報装置、消火器及び消火栓等に、緊急時以外は手を触れてはならない。 

７ 共用の施設及び備品の使用に際しては、常に大切に取扱い、保全に努めることとし、万一

損傷を与えたときは、速やかに当直教員又は暁寮事務室に届出て、その指示に従うこと。 

８ 共用の施設及び備品の使用後は、後始末をよくして、次の使用者に対して不快感を与えな

いようにすること。 

９ 備品を許可なく、学寮外に持出してはならない。 

第８章 所持品及び盗難予防 

１ 寮生は、自己の所持品は記名して常に整頓しておくこと。 

２ 多額の現金はなるべく所持しないようにし、各自施錠できる場所に保管すること。 

３ 所持品につき、紛失又は盗難があったとき、あるいは遺失物を拾得したときは、直ちに当

直教員又は暁寮事務室に届出ること。 

４ 必要に応じて、所持品の点検を行うことがある。 

第９章 郵便物等 

１ 特殊郵便物又は小荷物は、本人が直接暁寮事務室において、荷物・郵便受付簿に署名のう

え受取ること。            

２ 休日の郵便物又は小荷物の取扱いは、Ａ棟当直教員室で行う。 

第１０章 生活の規範 

１ 寮生は、教職員、来訪者に対しては勿論寮生相互間においても礼儀正しく、言葉使い等に

注意すること。 

２ 服装は、端正、質素、清潔なものとし、他人からひんしゅくをかうようなことがあっては

ならない。 

 外出登校の際は、服装規程に定められた服装を着用すること。 

３ 点検又は巡検のときは、服装を整えて整列してこれを受けること。 

４ 寮生は、学寮内外の清掃を実施し、整理整頓を行い、快適な環境の保持に努めなければな

らない。 

５ 寮生は、許可なく電気製品等の私物を居室に持込んではならない。 

６ 飲酒、喫煙、脅迫行為、暴力行為をしてはならない。 

７ 凶器又は学習に害ありと認められる雑誌や書籍を所持してはならない。 

８ 麻雀、花札等すべての賭博行為あるいは賭博に類似する行為をしてはならない。 

９ 寮生は、原動機付自転車並びに自動車の持込使用をしてはならない。ただし、卒業及び席

上課程修了に伴う退寮時の荷物の搬出に自動車を使用する場合で、寮務主事の許可を受けた
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場合はこの限りでない。 

10 風紀に害があると認められる場所に立入ってはならない。また、本校学生としての誇りを

失うような行動があってはならない。 

11 頭髪は、常に見苦しくないように整えておくこと。 

12 常に時間を厳守すること。 

13 寮生は、学寮内において下記の行為を希望するとき、寮務主事又は当直教員の許可又は指

示を受けなければならない。 

(1) 雑誌、新聞、パンフレットその他の印刷物を発行し、配布し、又は販売するとき。 

(2) 金銭又は物品を募集するとき。 

(3) 寮内の施設及び備品を使用するとき。 

14 学寮へ自転車を持込む場合は、別に定めるところにより寮務主事に届出なければならない。 

15 その他学生としての本分に反しないこと。 

   第１１章 書式 

１ 寮生が、日常生活に必要な諸願届の書式は、次のとおりとする。 

(1) 帰寮、就寝届         寮様式第１号Ａ 

(2) 特別外出、外泊、帰省願    寮様式第１号Ｂ 

   第１２章 雑則 

１ この心得の実施に際して必要があるときは、別に定める。 

   附 記 

 この心得は、平成16年4月1日から実施する。 

   附 記 

 この心得は、平成18年4月1日から実施する。 

附 記 

 この心得は、平成18年12月1日から実施する。 

附 記 

 この心得は、平成19年4月1日から実施する。 

   附 記 

 この心得は、平成 21 年 4 月 21 日から実施し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 

 附 記 

 この心得は、平成23年4月1日から実施する。 

   附 記 

 この心得は、平成23年5月27日から実施する。 

   附 記 

 この心得は、平成 26 年 11 月 25 日から実施し、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。 

附 記 

 この心得は、平成 28 年 4 月 1 日から実施する。 

附 記 

 この心得は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。  
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（寮様式第１号Ａ）Ｂ６ 

  

 

    帰 寮 
         届 

就 寝 
   （いずれかを〇でかこむこと） 

 確認  (当直教員、 

学寮担当教員) 

受理 (当直教員、 

学寮担当教員) 

  

 

  鳥羽商船高等専門学校長 殿 

                （暁寮）Ａ棟・Ｂ棟・女子寮 

                       学科    年     号室 

                   氏名（署名）              

  下記の通りお届けします。 

  １．期 日  令和   年   月   日 

  １．理 由  就寝：風邪、頭痛、腹痛、その他、体温（   度） 

         （いずれかを〇でかこむこと） 

 

（寮様式第１号Ｂ）Ｂ６ 

      
特別外出 
外  泊  願 
帰  省 
（いずれかを〇でかこむこと） 

 確認 (当直教員、 

学寮担当教員) 

許可(担任、当直教員、 

学寮担当教員）

  

 

  鳥羽商船高等専門学校長 殿 

                （暁寮）Ａ棟・Ｂ棟・女子寮 

                       学科    年     号室 

                   氏名（署名）              

 下記の通り 許可お願いします。 

 １．期 日  自令和   年   月   日～至令和   年   月   日 

                             時   分 帰寮予定 

１． 理 由   

１．  外出先      都道   市   町    市外局番号 

    外泊地      府県   郡   村  方 電話（   ）－（  ）－（   ）
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学寮区域 

 

 

寮生活地区 
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（３）世話係学生心得 

（平成16年4月1日）

世話係学生は、下級生の信頼と敬愛の対象として期待された存在である。まずその期待に

ふさわしくあろうとみずから努めよう。 

次に担当フロアの学生に愛情をもって接し、よく理解するよう心がけ、親密な心のつなが

りを結ぼう。 

さらに学寮生活のルールに従いながら、ともに学び、ともに励む先輩後輩の固い友情をき

づいていこう。 

1 世話係学生は、担当フロア学生の規律正しい生活を行うための必要な助言や相談にあずか

る。 

2 世話係学生は、寮生の中から選び、暁寮1年生フロアに各2名ずつ配置する。 

3 世話係学生の選出については寮務委員会で協議のうえ、当該学生の了承を得て寮務主事が

決定し、校長が任命する。 

4 世話係学生の任務は次のとおりとする。 

(1) 日課の遂行について日直学生に協力する。 

(2) 担当フロア学生の生活上の相談にあずかる。 

(3) フロア会議や寮生委員会に要請をうけて出席し、相談にあずかる。 

(4) 次の場合は寮務主事、同主事補、寮監、学級担任、当直教員等に相談する。 

(ｲ) 寮則違反や他人に迷惑な行動をするもののあったとき 

(ﾛ) その他必要と思われるとき 

附 則 

この心得は、平成16年4月1日から施行する。 
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（４）暁寮・女子寮寮生会規則 

第１条 この規則は、鳥羽商船高等専門学校学則第63条第2項の規定及び学生会会則第６条に

基づき、学寮の寮生が組織する寮生会の運営等に関し必要な事項を定める。 

第２条 学寮に寮生の組織する寮生会を置く。この寮生会のうち、男子寮の男子寮生で組織

するものとして男子寮生会を置き、女子寮の女子寮生で組織するものとして女子寮生会を置

く。 

２ 寮生会は寮内における共同生活の秩序を維持し、寮生活の円滑な遂行と親睦を図るとと

もに、寮生が寮生活を送る上での問題点や課題などを改善・解決することを目的として活動

するものとする。 

３ 寮生会は寮務主事の指導・助言のもとに活動するものとする。 

第３条 男子寮生会及び女子寮生会にそれぞれ次の寮役員を置き、男子寮生会及び女子寮生

会の運営にあたらせる。ただし、在寮寮生数の都合により役員をおかないことができる。 

一 寮  長 1名 

二 副 寮 長 １名ないし2名 

三 フロア長 男子寮、女子寮の各棟の各階ごとに１名 

四 副フロア長 男子寮、女子寮の各棟の各階ごとに１名 

２ 寮役員の任期は、前期または後期とする。ただし再任を妨げない。 

第４条 男子寮生会及び女子寮生会それぞれに次の専門委員をおき、それぞれの専門的な役

割を分担させ、問題点や課題などの改善・解決等の職務を分担させる。ただし、在寮寮生数

の都合により専門委員をおかないことができる。 

一 総務委員長1名及び総務副委員長1名 

二 環境整備委員長1名及び環境整備副委員長1名 

三 行事委員長1名及び行事副委員長1名 

四 新聞委員長1名及び新聞副委員長1名 

五 備品管理委員長1名及び備品管理副委員長1名 

六 給食委員長1名及び給食副委員長1名 

七 選挙管理委員長１名及び選挙管理副委員長１名  

２ 専門委員の任期は、前期または後期とする。ただし再任を妨げない。 

３ それぞれの専門委員の取り扱う職務内容については、別に定める。 

第５条 学寮の問題点や課題などの改善・解決等をはかるため、男子寮寮役員及び男子寮専

門委員並びに女子寮寮役員及び女子寮専門委員が合議する場として、学寮役員会を開催す

る。 

２ 学寮役員会は、寮務主事をはじめとする学寮担当教員との連絡会を定期的に開催し、学

寮の問題点や課題の改善・解決等のための手立てを講じなければならない。 

第６条 各寮寮生会は、各寮寮長の合意により「合同寮生会」を開催することができる。そ
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の場合の議長は互選とする。 

第７条 男子寮生会及び女子寮生会の寮役員のうちの寮長、副寮長については、別に定める

学寮寮長・副寮長選挙規則に従って選出する。 

２ 男子寮生会及び女子寮生会の寮役員のうちの寮長、副寮長以外の役員及び専門委員は、

寮長、副寮長が協議して指名する。 

３ 前項による男子寮生会及び女子寮生会の寮役員のうちの寮長、副寮長以外の役員及び専

門委員の指名については、寮務主事の助言と承認を受けるものとする。 

第８条 男子寮生会及び女子寮生会それぞれの寮役員及び専門委員については、新役員が選

出されるまでは、前役員がその任務を行う。 

第９条 各寮の寮長は、寮生の協力により寮の秩序維持と寮生相互の親睦をはかる。 

２ 副寮長は、寮長の職務を補佐するものとする。 

３ フロア長は、各フロアの秩序と寮生の融和をはかるとともに、必要に応じて各フロアに

関する議案を役員会に提出することができる。 

第10条 本会の規約は、各寮役員で出席役員の3分の2以上の賛成で可決したのち、合同寮生

会において出席寮生の3分の2以上の賛成を得た場合に改正できるものとする。 

２ 本会の規約の改定が必要と判断される場合には、前項の規定にかかわらず寮務委員会の

審議を経て校長が改正できるものとする。 

第11条 本会の運営について、次の事項は寮務主事の指導により校長に届け出て、その承認

を受けなければならない。 

一 規約の改廃に関すること。 

二 校外団体との交渉に関すること。 

三 雑誌、新聞、パンフレット等印刷物を発行し、配布または販売するとき。 

四 金銭または物品を徴集するとき。 

五 その他、寮務主事が特に必要と認めたとき。 

第12条 この規則の施行に際して、必要あるときは別に細則を定めることができる。 

附 則 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 

この規則は、平成30年4月1日から施行する。
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（５）学寮寮長・副寮長選挙規則 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

 最終改正 平成３０年 １月１１日 

(総  則) 

第１条 この規則は学寮寮生会規則第７条に定める男子寮生会及び女子寮生会の寮役員のう

ちの寮長、副寮長の選出に関する事項を定める。 

(選挙管理委員会) 

第２条 男子寮生会及び女子寮生会それぞれの寮長、副寮長を選出する選挙事務は、学寮寮

生会規則第４条に従って選出された男子寮生会及び女子寮生会それぞれの選挙管理委員長

及び副委員長が合同で選挙管理委員会を構成してとりおこなう。 

２ 前期の男子寮生会及び女子寮生会の寮長、副寮長を選出する選挙事務は、前年度後期

の男子寮生会及び女子寮生会それぞれの選挙管理委員長及び副委員長が合同で選挙管理委

員会を構成してとりおこなう。後期の男子寮生会及び女子寮生会の寮長、副寮長を選出す

る選挙事務は、前期の男子寮生会及び女子寮生会それぞれの選挙管理委員長及び副委員長

が合同で選挙管理委員会を構成してとりおこなう。 

 (選  挙) 

第３条 各寮寮生は、当該各寮の寮長および副寮長の選挙権を有する。 

第４条 寮長および副寮長の選挙は、新学期開始日より20日以内に実施しなければならない。 

第５条 選挙期日の決定は、選挙管理委員会によって行い、選挙日は少なくとも1週間前に告

示する。 

第６条 各寮寮長および副寮長の選出は、各寮寮生からの立候補制とする。 

第７条 寮長および副寮長の立候補者は、当該選挙の公示があった日から3日以内に、当該寮

生10名以上(寮生数50名以下の寮は5名以上)の推せん署名を添えて、その旨を選挙管理委員

会に届け出なければならない。 

２ 上記届け出は、本人以外の1名が署名代表者となって行う。 

第８条 選挙管理委員会は、前条の立候補者が適当と認めた場合はこれを承認し、その氏名

を公表しなければならない。 

第９条 すべての立候補者は、選挙管理委員会が立候補を承認するまでは、選挙運動をして

はならない。 

第10条 立候補者の選挙運動は、選挙管理委員会の指導助言に従い、公明かつ適正でなけれ

ばならない。 

第11条 選挙は、全寮生の参加できる直接無記名投票による。 

２ 立候補が寮長または副寮長につき各1名のみのときは、有権者の3分の2以上の出席者で、

過半数の信任により認められるものとする。 

第12条 代理投票および不在者投票は認めない。 
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第13条 開票事務は選挙管理委員会が行う。 

第14条 投票の効力について疑義のあるときは、寮務主事の意見を聞き、選挙管理委員長が

これを決定する。 

第15条 寮長及び副寮長は兼任することができない。 

２ 寮長および副寮長は、学生会役員を兼ねることはできない。 

第16条 寮長および副寮長の選挙は、有効投票数が有権者の3分の2以上あるときに成立する。 

２ 有効投票の最多数を獲得した候補者を、その役職についての当選者とする。ただし最多

数獲得者の取得数が有効投票総数の2分の1以下の場合には上位2名による決選投票を行わ

なければならない。 

３ 決選投票は速やかに行うものとする。 

第17条 不正な選挙運動を行った者の当選は無効とする。 

第18条 前条に該当した者および不正な投票を依頼した者には、一定期間選挙権および被選

挙権を停止することがある。 

第19条 前2条の調査決定は選挙管理委員会が行い、その決定の内容および理由を公表しなけ

ればならない。 

第20条 選挙管理委員長は、寮務主事にその結果を報告し、最終的に校長の承認を得るもの

とする。 

附 則 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 

この規則は、平成30年4月1日から施行する。 
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（６）学寮パソコン室使用心得 

１ 使用時間

パソコン室の使用時間は、下記の時間帯とする。ただし、下記の時間帯であっても、場合

により使用を許可しないことがある。

平日 ： 17時00分から23時00分まで

休日 ： 08時30分から23時00分まで

２ 鍵の管理

(1) パソコン室を使用する者は、下記に示す時間帯に応じて各当直教員に申し出て、当直

教員室置きの「パソコン室鍵貸出簿」へ所要事項を記入の上鍵及び「パソコン使用簿」

を受け取る。 

1 男子寮パソコン室(Ｂ棟4Ｆ) 

2 女子寮パソコン室(257号室)

(2) パソコン室を使用中は、所定の場所に鍵を置く。 

(3) 鍵を借りた者は、責任をもって返却する。ただし、複数で使用する場合で鍵を借りた

者が先に退室する場合は、最後にパソコン室を退室する者がパソコン室を施錠し、所要

事項を記入した「パソコン使用簿」と一緒に当直教員に返却する。 

(4) 返却に際しては、「パソコン室鍵貸出簿」に所要事項を記入し、当直教員の確認を受

ける。 

３ 使用方法 

パソコンの起動及び終了方法については、パソコン室備付のマニュアルを参照する。 

４ 使用上の注意事項 

(1) 研究や学習以外の目的に使用しない。 

(2) パソコン室内の備品を移動したり、持ち出さない。

(3) 鍵をあけたまま離室しない。離室する場合は、必ず施錠する。

(4) 許可なくアプリケーションをインストールしない。 

(5) 許可なくハードディスクにデータ等を保存しない。

(6) パソコン室内では、飲食・喫煙をしない。

(7) 使用者は、「パソコン使用簿」に必要事項を記入する。

(8) パソコン室を最後に退室する者は、部屋を点検し、窓及び出入り口の扉を施錠する。 

(9) パソコン室を使用した者は、室内の美化に努め、各自清掃を心掛けること。

５ その他

使用に際してトラブルが発生した場合、直ちに使用を中止し、当直教員に報告する。この

場合、電源を切らないようにすること。又、「パソコン使用簿」の連絡事項欄に、トラブル

状況を記入する。 

附 則

この心得は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

時   間   帯 鍵の保管場所 

平日及び休日の17時00分以降 Ｂ棟当直教員室 

上記以外の時間帯(Ｂ棟当直教員不在時) Ａ棟当直教員室 

時  間  帯 鍵の保管場所 

全ての使用時間帯 Ａ棟当直教員室 
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（７）学生寮居室エアコン使用心得 

 学生寮居室に設置するエアコンの使用基準については、「鳥羽商船高等専門学校冷暖房運転

基準（平成20年5月30日制定）」に準じて、以下のとおりとする。 

1．運転期間 

除湿運転  6 月 1 日～6 月 30 日 
冷房運転  7 月 1 日～9 月 30 日 
暖房運転 12 月 1 日～3 月 31 日 

※1 天候、気温等の気象状況により、上記期間以外にも使用を認めることがある。 
※2 除湿運転期間については、状況により冷房運転を認めることがある。 

2．運転期間 

平日（登校日） 午前 07：00～08：30 午後 17：00～23：00 
土・日・祝日  終日 07：30～23：00 

※1 試験期間（中間試験及び定期試験開始日の二週間前から試験終了日の前日までの期間）

等については、上記時間以外にも使用を認めることがある。

3．設定温度 

冷房運転 27 度 
暖房運転 22 度 

4．使用上の注意事項 

1）登校時及び長時間部屋を離れるときは、必ず電源を切ること。 
2）長時間の連続使用を控え、常に節電を心掛けること。 
3）冷風が直接身体にあたらないように、健康面に配慮した使用を心掛けること。 
4）リモコンは所定の場所（壁掛ホルダー）に置いておくこと。 
5）定期的にフィルター清掃を行うこと。（年二回程度） 
6）エアコン及びリモコンは大切に取り扱うこと。 
7）使用中に異音・異臭等を感じたら直ちに使用を中止すること。（寮事務室又は寮務主事室へ

報告すること）
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（８）学寮共用自転車に関する要項 

制定 平成 28 年 4 月 19 日 
（趣旨）

第１条 本要項は、学寮近隣地区へ外出する寮生が一時的に使用する共用自転車（寮生に貸し出す

ことを目的とし、寮生会が所有し管理する自転車をいう。）に関して必要な事項を定め、寮生の交

通安全及び事故防止を図ることを目的とする。 

（共用自転車設置の許可）

第２条 寮生会が共用自転車を設置する場合は、「共用自転車設置許可願」を寮務主事に提出し許可

を申請しなければならい。

２ 前項に規定する願いを提出するときの条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 共用自転車の購入、防犯登録、点検整備及び賠償責任保険等にかかる費用を、寮生会が負

担すること。 

(2) 寮生会が共用自転車の防犯登録を行うこと。 

(3) 寮生会は寮生が共用自転車を使用する際の事故に対応するため、共用自転車に第二種 TSマ

ーク（赤色マーク）を取得することなどによって賠償責任保険をかけること。 

(4) 寮生会が定期的に共用自転車の点検整備を行い、維持管理すること。 

(5) 寮生会が共用自転車を使用する際の事故防止を目的とし、寮生に対し定期的に交通安全に

関する指導や啓発活動を行うこと。 

３ 共用自転車設置の許可は、「共用自転車登録シール」の交付をもって行う。

４ 共用自転車設置の許可期間は、毎年 4 月から翌年 3 月までの 1 年間とし、学年の途中から許可

する場合は当該学年末までとする。

５ 共用自転車を設置しなくなった場合は、「共用自転車設置許可取り下げ届」を寮務主事に提出し

なければならない。

６ 寮務主事は、第 2 項の条件を満たさない場合は、共用自転車設置の許可を取り消すものとする。 

（共用自転車使用の許可）

第３条 共用自転車を使用する寮生は、予め「学寮共用自転車使用許可願」を学級担任教員の同意

を得て寮務主事に提出し許可を申請しなければならない。

２ 共用自転車使用の許可を申請する寮生は、共用自転車の使用中に加害事故を起こした場合に対

応できる賠償責任保険に加入していなければならない。

３ 共用自転車使用の許可は、「学寮共用自転車使用許可証」の交付をもって行う。

４ 共用自転車使用の許可期間は、毎年 4 月から翌年 3 月までの 1 年間とし、学年の途中から許可

する場合は当該学年末までとする。

５ 共用自転車の使用を許可された寮生が共用自転車を使用しなくなった場合は、速やかに寮務主

事に許可証を返納しなければならない。
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（共用自転車使用の遵守事項）

第４条 共用自転車使用の許可を受けた寮生が共用自転車を使用する場合は、交通法規を遵守する

とともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 共用自転車の使用は、学寮近隣地区に外出する一時的な使用にとどめること。 

(2) 共用自転車を使用する際は、許可証を提示の上「学寮共用自転車使用記録簿」に行先、使

用時間等を記入し、寮務担当教職員または当直教員の確認を得ること。 

(3) 共用自転車の使用後は、所定の場所に駐輪及び施錠し、速やかに鍵を返却すること。 

(4) 共用自転車の使用時間は寮生の外出時間内とすること。 

(5) 共用自転車を登校に使用しないこと。 

(6) 共用自転車を使用中に一時的に駐輪する際は、確実に施錠すること。 

(7) 貸し出された共用自転車を他の寮生に使用させないこと。 

２ 寮生が前項の規定を守らない場合、寮務主事は当該寮生の共用自転車使用の許可を取り消すも

のとする。

（その他）

第５条 共用自転車にかかわって、本要項に定めのない事項については、寮務主事と寮生会との協

議により定めるものとする。

附 記

この要項は、平成 28 年 4 月 19 日から実施する。
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別記 

    

 

  
 
 

学寮共用自転車使用許可願 

                         

                        

                       令和  年  月  日 

  

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿  

 

学科     学年 

                氏 名（署名）            

 

 

保護者又は保証人 

 

                 氏 名（署名）             

 

 

 

   保護者又は保証人の同意の上で、寮生活において共用自転車を使用したいので許可願 

います。なお、加害事故を起こした場合に対応できる賠償責任保険は加入しており、事 

故が起った場合は、責任をもって対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

寮務主事 学級担任

  



 

 

 

 

別記 

    

 

  
 
 

学寮共用自転車設置許可願 

                         

                        

                          令和  年  月  日 

  

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿  

                  寮長 

学科     学年 

                  氏 名（署名）            

 

                                                    

共用自転車の設置をしたいので許可をお願いいたします。 

 

 

     防犯登録番号                          

   

      メーカー名         色                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寮務主事

 



 

 

 

 

別記 

    

 

  
 
 

学寮共用自転車設置許可取り下げ届 

                         

                        

                       令和  年  月  日 

  

 

鳥羽商船高等専門学校長 殿  

                 寮長 

学科     学年 

                 氏 名（署名）            

 

  

  以下の共用自転車の設置を取りやめます。 

 

 

    防犯登録番号                          

   

     メーカー名         色                

 

 

 

 

 

 

 

寮務主事
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６　施設・設備の利用





（１）舟艇使用内規 
制  定 平成１６年 ７月 ７日 

最終改正 平成２３年 １月３１日 

（目的） 

第１条 鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）の教職員及び学生が、本校が管理する

舟艇の使用に関し、その適正な管理・運航のため、必要な事項を定める。 

（対象とする舟艇） 

第２条 対象とする舟艇は、「あさま」、「あけぼの」、「あかつき」、「しおさい」、「はまゆう」の

動力艇及びカッター、ヨット、伝馬船とする。 

２ 上記以外で、教育・研究のために製作あるいは借用等した舟艇についても本規定を適用する。 

（運航管理責任者） 

第３条 舟艇の運航管理責任者は、商船学科長とする。 

（舟艇の使用手続き） 

第４条 舟艇の使用は、次の各号の一に該当したときに認められる。 

(1) 授業（実験・実習、卒業研究を含む。） 

(2) 学校行事（公開講座等を含む。） 

(3) 教職員が行う調査・研究 

(4) クラブ活動 

(5) 舟艇の維持・管理上必要な運転（試運転、ドック回航） 

(6) その他、校長が特に認めた場合 

２ 前項の場合、舟艇を主として使用する者（以下、「使用者」という。）は、あらかじめ本校グ

ループウェア上から設備予約をしなければならない。ただし、第 1号については、年間を通じ

た授業予定表でこれに代えることができる。また、第 4号については、学生主事を通じて運航

管理責任者に提出したクラブ活動予定表で、これに代えることができる。 

３ 運航管理責任者は、舟艇使用を許可しない場合、速やかに本校グループウェア上の設備予約

を削除し、使用者及びテクノセンター第三技術室にこれを連絡するものとする。 

４ テクノセンター第三技術室は、使用が許可された舟艇について、使用に必要な準備をするも

のとし、不備等がある場合は直ちに運航管理責任者及び使用者に連絡するものとする。 

５ 使用許可後にその使用を取りやめ、あるいは使用内容を変更する場合は、速やかに運航管理

責任者に申し出なければならない。 

６ 緊急の事態等であらかじめ第 2項から第 4項の手続きを取れない場合は、臨機の処置でこれ

に対処し、舟艇使用後、速やかに運航管理責任者の承認を得るものとする。 

７ 運航管理責任者は必要な場合は、許可した舟艇使用を取消すことができる。ただし、使用者

がこれに異議がある場合は校長に申し出ることができる。 

８ 本校の教職員及び学生以外の者を乗船させる場合は、あらかじめ「学外者舟艇乗船願」を運

航管理責任者に提出し、許可を得なければならない。 

（船長） 

第５条 舟艇の運航に際しては、船長を定める。 
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２ 動力艇の船長は、各艇について定められた船長資格者名簿に記載された者があたる。 

３ 運航管理責任者は、必要な海技免状を持つ教職員の中から適任者を選定して船長資格者名簿

を作成し、校長の承認を得なければならない。 

４ 緊急の場合、船長資格者が不在のときは、必要な海技免状を持つ者が臨時に船長を勤めるこ

とができる。ただし、事後に運航管理責任者の承認を得るものとする。 

５ クラブ活動等で学生が動力船の船長となる場合は、あらかじめ運航管理責任者の承認を得る

ものとする。 

６ 船長は関係法令に則り、舟艇の安全運航に最善を尽くさなければならない。 

（舟艇運航の管理） 

第６条 動力を持つ舟艇を運航する場合は、船長はテクノセンター第三技術室が管理する舟艇使

用簿に必要な事項を記入しなければならない。 

２ 動力のないカッター、ヨット、伝馬船を運航する場合は、船長はテクノセンター第三技術室

が管理する出入港届に必要な事項を記入しなければならない。 

（事故時の措置） 

第７条 船長は、舟艇使用中に事故が発生した場合、必要な法的措置をとるとともに、直ちに運

航管理責任者に連絡しなければならない。 

２ 事故連絡を受けた運航管理責任者は、必要な措置を講じるとともに、校長に報告しなければ

ならない。 

３ 使用者又は船長は、舟艇の使用に当って発生若しくは使用時に発見した故障、不具合等があ

れば、運行管理責任者に報告しなければならない。 

（費用） 

第８条 運航管理責任者は、運航管理上必要な場合は、使用者に必要な費用を請求できる。 

（事務） 

第９条 舟艇の使用に関する事務は、テクノセンター第三技術室において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この内規に定めるもののほか、舟艇の使用に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この内規は、平成 16年 7月 7日から施行する。 

２ 鳥羽商船高等専門学校舟艇使用内規（平成１６年４月１日制定）は、廃止する。 

附 則 

この内規は、平成 17年 12月 13日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成 18年 3月 7日から施行する。 

  附 則

この内規は、平成 21 年 4 月 21 日から施行し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。

附 則

この内規は、平成 23 年 1 月 31日から施行し、平成 22 年 4 月 1 日から適用する。
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学 外 者 舟 艇 乗 船 願

令和  年  月  日

鳥羽商船高等専門学校

運航管理責任者 殿

申請者 所 属

氏 名 印

１．使用舟艇

２．船  長（または艇指揮）

３．使用目的

４．乗船日時

令和  年  月  日  時 ～ 令和  年  月  日  時

５．乗船名簿（船長以外）

No. 氏   名 所 属 及 び 連 絡 先

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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（２）水泳プール使用内規 

制  定 平成１６年４月１日

最終改正 平成１９年４月１日

１  鳥羽商船高等専門学校水泳プール（以下「プール」という。）の使用は、この内規の定め

るところによる。

２  プールの管理責任者は、体育教員とする。ただし、授業・学校行事以外に学生が使用する

ことについては学生主事を責任者とする。

３  授業・学校行事・水泳部活動以外にプールの使用を願うときは、使用許可願（「プールの

鍵の貸し出し簿」）により、学寮当直教員（学生主事代行）の許可を受けなければならない。

４  プールの使用期間並びに使用時間は、授業・学校行事・水泳部活動を除き原則として次の

とおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、施設・設備使用許可願（学生準則様式第

18号）により許可を受けて期間外の使用を許可することがある。 
（1）使用期間  6月1日 ～ 9月30日 （長期休暇中を除く） 
（2）使用時間 

     ア． 月曜日 ～ 金曜日      授業終了時～18時 
     イ． 土・日曜日・祝日等    13時～15時 

ただし、気象状況が悪い時等、使用を認めないことがある。

５  プールの使用者は、別に定める水泳プール使用心得に従わなければならない。

６  次の各号の一に該当するものは、プールの使用を禁止する。

（1）  伝染性疾患のあるもの及び医師の診断により水泳を禁じられたもの 
（2）  水泳プール使用心得に従わないもの 
（3）  管理責任者の指示に従わないもの 

７  プールの補修、換水、清掃等施設の管理上必要のある場合は、使用期間中であってもプー

ルの使用を一時停止することがある。

８  事故が発生したときは、発見者は臨機の処置をとるとともに、体育教員、看護師、学生主

事、水泳部顧問教員等関係職員に急報し、その指示を受けること。

９  プールの使用に関する事務は学生生活係が、施設に関する事務は、施設係がそれぞれ担当

する。

10  プールは、原則として学外者に使用させない。

附 則

この内規は、平成16年4月1日から施行する。 
附 則

  この内規は、平成19年4月1日から施行する。 
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（３）水泳プール使用心得 

制  定 平成１６年 ４月 １日

最終改正 平成２１年 ４月２１日

１  定められた時間以外は、使用できない。

２  管理責任者等関係職員の指示に従い、絶えず衛生と安全の保持に努めなければならない。 
３  次の場合には、水泳を自粛すること。

（1）空腹時、疲労時、食事または激動の直後及び身体に異状があるとき。 
 （2）気温と水温との差が大きいとき。 
４  授業・学校行事・水泳部活動以外で使用するときは、心肺蘇生法講習会の受講者が含まれ

ていなければならない。

５  使用に当たっては次の事項を厳守し、保健と事故防止に努めること。

（1）事前に用便を済ませること。 
（2）化粧を落とし、アクセサリー類を外すこと。 
（3）コンタクトレンズ使用者は、必ずゴーグルを着用すること。 
（4）シャワーで汗をよく落とし、体を冷水に馴らすこと。 
（5）準備運動を励行すること。 
（6）一人では泳がぬこと。交替で監視人を立てること。 
（7）携帯電話をプールサイドに置いておくこと。 
（8）場内では絶対に飲食しないこと。また、サンオイル等を使用しないこと。 
（9）風紀を乱したり、他人の泳ぎを妨げないこと。 
（10）長時間プールに浸ることなく、適宜休憩して、体の調整を図かること。 
（11）給排水、消毒、循環等の装置を勝手に操作しないこと。 
（12）定められたところ以外から出入はしないこと。 
（13）プールサイドを土足で歩かないこと。 
（14）危険な飛び込みをしないこと。悪ふざけをしないこと。 
６  水泳を終えたときは、次の事項を厳守すること。

（1）整理運動、洗眼、うがいを励行すること。 
（2）体の水気を良く拭取ること。 
（3）器具等は、使用後定められた場所に整理整頓しておくこと。 
（4）脱衣室、プールサイド等の清掃及び整理整頓には常に協力すること。 

７  鍵は、平日は学生生活係、土・日曜日・祝日等は暁寮当直教員室で預かっているので、寮

生、通学生共に貸出簿に署名して借出し、必ず本人が返納すること。

８  長期休暇中については、原則としてプールの使用を許可しない。ただし、クラブ顧問教員、

卒業研究指導教員の要望がある場合は、それぞれの教員の責任において学生生活係より貸出

すことができる。

９  長期休暇中の鍵の保管は学生生活係が当たり、鍵の授受は勤務時間内のみとする。

附 記

  この心得は、平成16年4月1日から実施する。 
附 記

  この心得は、平成19年4月1日から実施する。 
附 記

この心得は、平成 21 年 4 月 21 日から実施し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 
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（４）視聴覚教室及びマルチメディア教室使用心得 

制  定 平成１６年４月 １日 

最終改正 平成２４年６月１９日 

１ 視聴覚教室及びマルチメディア教室は、正規の授業のほか、講演・演習、研究発表等 

の学習及び研修並びに学校が主催する諸行事のための使用を原則とする。ただし、視聴

覚教室については学校が主催する諸行事を優先とし、マルチメディア教室については授

業を優先とする。

２ 視聴覚教室とは、次の各号に掲げるものをいう。

（1）視聴覚室 
（2）映写室 
（3）準備室 
３ マルチメディア教室とは、次の各号に掲げるものをいう。

（1）ゼミナール室 
（2）共用室４

（3）4号館マルチメディア教室 

４ 授業・演習等を直接担当する教員、行事・集会等を主宰する教職員、クラブ・同好会

等の顧問教員等（以下「使用責任者」という。）は、視聴覚教室又はマルチメディア教室

を使用する場合は、グループウェアによる設備予約を行い使用すること。

５ 使用責任者は、視聴覚教室又はマルチメディア教室を使用する場合は、次の鍵保管場

所より鍵を持参して使用すること。

（1）視聴覚教室、ゼミナール室及び共用室４については、学生課教務係で授受。 
（2）4 号館マルチメディア教室については、教務室のマルチメディア教室等鍵授受簿に記

載のうえ、鍵ボックスより持参。

６ 使用責任者は、視聴覚教室又はマルチメディア教室を使用する場合は、次の各号に掲

げる事項を遵守しなければならない。

（1）火気、電気等に十分留意すること。 
（2）設備、備品等の取り扱いに十分留意し、破損、汚損又は紛失等があった場合は、使用

責任者は直ちに教務係へその旨を届け出ること。

（3）使用後は、室内の状態を必ず使用前の状態に復し、戸締り、施錠並びに火気の有無に

ついて確認すること。

附 記

この心得は、平成 16 年 4 月 1 日から実施する。 
附 記

この心得は、平成 18 年 4 月 1 日から実施する。 
附 記 

この心得は、平成 24 年 6月 19日から実施する。
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（５）総合情報センター演習室使用心得 

制  定 平成１８年１１月１５日

１ 総合情報センター演習室（以下「演習室」という。）の使用は、正規の授業を優先する。

２ 演習室を使用できる者は、本校の教職員、学生とする。ただし、総合情報センター長（以下

「センター長」という。）を経由した申請に基づき、校長が認めたものはこの限りではない。

３ 演習室の利用時間は、平日の 8 時 30 分から 19 時 00 分までとする。 
４ 上記の利用時間以外で演習室の使用を希望する者は、センター長に申請し、許可を得なけれ

ばならない。なお、学生にあっては、指導教員の同席を条件として、指導教員を経由して申請

し、許可を得なければならない。

５ 演習室を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)  火気等に十分留意すること。 
（2） 設備、備品等の取り扱いに十分留意し、破損、汚損又は紛失等があった場合は、直ちにセ

ンター長へその旨を届け出ること。

（3）使用後は、室内の状態を必ず使用前の状態に復し、戸締り、施錠並びに火気の有無について

確認すること。

附 記

この心得は、平成１８年１１月１５日から実施する。
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（６）鳥羽商船高等専門学校潮騒会館使用内規 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

最終改正 令和 元年 ５月１４日 

（総則） 

第 1 条 鳥羽商船高等専門学校潮騒会館（以下「会館」という。）の使用については、鳥羽商船

高等専門学校不動産管理規則に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 会館は、学生及び教職員の福利厚生を図るとともに、学生の課外活動を育成することを

目的とする。 

（使用の範囲） 

第３条 会館の使用は、次の各号に掲げる場合とする。 

（1）学生又は教職員の研修、会議 

（2）学生の課外活動 

（3）その他校長が特に許可した場合 

 （管理責任者） 

第４条 会館の管理責任者は、事務部長とする。 

 （運営） 

第５条 会館の運営は、学生主事が当たり、その事務は学生課学生生活係が行うものとする。 

 （使用許可） 

第６条 会館の使用を希望する者は、原則として使用予定日の１０日前までに、所定の使用許可

願（学生及びその団体にあっては、学生準則に定める許可願による。）を学生課学生生活係を

経由して管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。 

 （使用心得） 

第７条 使用者は、別紙「潮騒会館使用心得」を厳守しなければならない。 

 （許可の取消） 

第８条 校長は、使用者がこの内規に違反し、又は指示に従わないときは、使用許可を取り消す

ことができる。 

 （弁償責任） 

第９条 使用者は、故意又は重大な過失により施設、設備を破損又は汚損し、若しくは滅失した

ときは、その損害額を弁償しなければならない。 

   附 則 

この内規は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、令和元年５月１４日から施行する。 

－ 220 －



別紙（第７条関係） 

潮 騒 会 館 使 用 心 得 

１ 使用許可書に記載した目的以外の使用又は転貸をしないこと。 

２ 使用日程等を変更する場合は速やかに学生係に届けること。 

３ 各室の設備・備品等の取り扱いには十分注意し、勝手に移動しないこと。 

４ 所定の掲示板以外には掲示物を貼らないこと。 

５ 使用中はガス器具、暖房器具等による火災、及び所持品の盗難の防止には十分注意すること。 

６ 使用後は各自が責任をもって清掃、後片付けを行うこと。 

７ 退出時にはガスの元栓及び電気のスイッチ等を切り、異状のないことを確認したうえで戸締

りを確実に行うこと。 

８ 使用中、他より非難を受けるような行為は行わないこと。 

９ 施設設備・備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに学生生活係へ報告すること。 

10 使用にあたって、学生係で鍵を受取り、使用後は直ちに学生生活係に返却すること。 

11 勤務時間外の鍵の受領及び返納は警備員に行うこと。 
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（７）運 動 場 使 用 心 得 

制  定 平成１６年４月１日 

 鳥羽商船高等専門学校運動場（以下「運動場」という。）の使用にあたっては、以下の各項を

厳守しなければならない。 

１ 不動産供用責任者等（以下「供用責任者」という。）の指示に従い、運動場の維持・保全に

務めるとともに次の事項を厳守すること。 

（1）日常的にグランドコンディションの維持に努めるとともに、定期的に除草を行うこと。 

（2）降雨時等は、運動場の使用を自粛すること。やむを得ず使用するときは供用責任者又は顧

問教員の指示を受けること。 

（3）運動場内に設置してあるコースライン、グランドマーク等を破損しないように注意するこ

と。 

（4）事故防止に万全の注意を払うとともに、他の利用者の迷惑とならないよう注意すること。 

（5）車両（自転車を含む。）を乗り入れる場合は、供用責任者の許可を得ること。 

２ 使用後は次の事項を厳守すること。 

（1）使用した場所は、レーキ、コートブラシ等で必ず整備すること。 

（2）降雨時等においてやむを得ず運動場を使用したときは、供用責任者の指示を受けて整備す

ること。 

（3）使用した器具等は、定められた場所に整理整頓しておくこと。 

（4）更衣室、器具庫等の清掃及び整理整頓は常に行うこと。 

３ 次の各号の一に該当するものは、運動場の使用を禁止する。 

（1）運動場使用心得に従わない者 

（2）供用責任者の指示に従わない者 

  附 則 

この心得は、平成 16年 4月 1日から実施する。 
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７　図　　書　　館





73席

分 類
区 分

総記 哲学 歴史
社 会
科 学

自 然
科 学

技術 産業 芸術 言語 文学 合計

和書 6,499 2,317 7,770 9,779 13,098 25,667 3,132 3,913 4,231 15,442 91,848

洋書 171 17 72 271 748 997 123 27 2,909 180 5,515

合計 6,670 2,334 7,842 10,050 13,846 26,664 3,255 3,940 7,140 15,622 97,363

分 類
区 分

総記 哲学 歴史
社 会
科 学

自 然
科 学

技術 産業 芸術 言語 文学 合計

和書 3 0 1 1 5 13 1 16 3 0 43

洋書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 3 0 1 1 5 13 1 16 3 0 43

(1) 　蔵書構成表

(2) 　雑誌構成表 （１種類１年間を1として計算）

図　　書　　館

閲覧室 （248㎡）

閲覧室

鳥羽商船高等専門学校図書館蔵書数（令和元年12月1日現在）

（視聴覚コーナー5席、情報検索コーナー3席を含む）

書　庫

開架書庫

閉架書庫

保存書庫

（285㎡）
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（１）図 書 館 規 則 

制  定 平成１６年４月１日 

終改正 平成２８年４月１日 

 第１章 総則 

第１条  鳥羽商船高等専門学校図書館(以下「図書館」)という。)は、図書、資料を収

集、整理、保管し、一般の利用に供し、その教養、調査、研究業務に資するをもって

目的とする。 

第２条 図書館を利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 鳥羽商船高等専門学校(以下「本校」という。)の教職員 

(2) 本校の学生 

(3) その他、図書館の利用を申し出た一般の利用者 

第３条 図書館の開館時間は、本校所定の休業日を除き毎日午前9時から午後5時までと

する。ただし、土曜日は、午後0時30分までとする。 

２ その他臨時の開館、閉館、休館については、その都度定める。 

第４条 図書館の運営は、図書館長がこれにあたる。 

第５条 図書館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 図書館利用に必要と認められる用具以外は、持ち込まないこと。 

(2) 静粛を保つこと。 

(3) 容儀を整えること。 

(4) 図書、その他の物品を丁寧に取り扱うこと。 

(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。 

(6) その他、係員の指示に従い、秩序の維持に努めること。 

 第２章 図書利用証 

第６条 教職員及び学生には、図書利用証を交付する。ただし、学生の図書利用証の有

効期限は1年間とし、第2学年から第5学年までの学生については、前年度の図書利用

証と引き替えに交付する。 

２ 卒業又は留学、退学、休学するときは、直ちに返納するものとする。 

第７条  図書利用証は、他人にこれを貸したり譲り渡してはならない。 

２  図書利用証を紛失したときは、直ちに届けて再交付を受けなければならない。 

３ 再交付は、年間一度に限り認める。 

４  図書利用証は、図書館を利用する時、常に携帯し係員の請求があれば提示又は預託

しなければならない。 

第３章 館内閲覧 

第８条  図書の閲覧は、閲覧室で行い、許可なく館外へ持ち出してはならない。 

第４章 貸出利用 

第９条  図書の貸出手続は、係員に借り受けようとする図書と図書利用証を提出するこ

とにより行うものとする。 

２ 一般の利用者が図書の貸出しを申し込む場合は、身分を証明できるものを係員に提

示し、許可を得ることとする。 

第10条  貸出の種類、貸出冊数及び貸出期間については、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 一般貸出 

教   職   員   5冊以内    30日以内 

学     生   5冊以内    14日以内 

一般の利用者  5冊以内 14日以内 

(2) 長期貸出 

学        生   7冊以内   春季、夏季、冬季の休業期間 

卒業研究学生   5冊以内   30日以内（但し、指導教員の承認を受けること。） 
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２ 前項の規定にかかわらず、研究その他特別の理由があると認められる場合には、貸

出冊数及び貸出期間については、特別に認めることができる。 

第11条 次に掲げる図書は、貸出することができない。 

(1) 貴重図書、辞書、事典 

(2) 図書館業務上必要図書 

(3) 新聞、雑誌、その他刊行物 

(4) その他、館外貸出を不適当と認めた図書 

第12条  貸出図書は、転貸してはならない。また、期間内に必ず返納しなければならな

い。 

２  前項の図書を引き続き貸出しようとするときは、その図書を持参し改めて第10条の

手続をとるものとする。ただし、状況により貸出を認めないことがある。 

第13条  貸出図書は、期限内であっても係より請求のあったときには、直ちに返納しな

ければならない。 

第14条  貸出図書は、教職員が退職、転任するときは、直ちに返納しなければならない。 

２  学生が卒業、留学、休学するときは、前項同様に貸出図書を直ちに返納しなければ

ならない。 

 第５章 寄贈及び委託 

第15条 図書館は、図書、雑誌、資料の寄贈及び委託を受けることができる。 

第16条 寄贈図書等は、寄贈者の篤志を記念し、氏名、寄贈年月日を記載登録し保管す

る。 

第17条  委託図書は、図書館所属の図書に準じて取り扱うものとする。 

第18条  寄贈及び委託図書は、事情により別に保管し、特別の文庫名をつけることがで

きる。 

 第６章 罰則 

第19条  この規程に違反した者には、図書館の利用を禁止又は一定期間停止することが

できる。 

２  施設又は、図書に損害を与えた時は、前項に加えて物品又は時価をもって弁償させ

る。 

 第７章 個人情報の漏えい防止 

第 20 条 図書館において管理する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料

に記録されている個人情報（公文書等の管理に関する法律施行令第４条第５号で規定

する個人情報をいう。）については、独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報管

理規則（機構規則第 65 号第 40 条）の規定に基づき、その漏えい防止のための措置を

講ずるものとする。 

 第８章 雑 則 

第21条  図書館資料を利用者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規則を常

時図書館内に備え付けるものとする。 

 第９章 その他 

第22条  この規則の施行に際して必要がある時は、別に細則を定めることができる。 

  附 則 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。
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（２）図書館文献複写規程 

制  定 平成１６年 ４月 １日

最終改正 平成２８年 ４月 ７日

第１条 鳥羽商船高等専門学校図書館が受託する文献複写は、この規程の定めるところによる。

第２条 前条の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って受託する

ことができる。

第３条 文献複写の申し込みをしようとする者は、別記様式による申込書を学生課図書係に提出し、 
図書館長の承認を得なければならない。

２  前項の文献複写について、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に抵触するおそれがある場合

は、申し込みを受理しないことがある。

第４条 前条の文献複写は、申し込み順に複写することを原則とする｡

第５条 文献複写料金は、学内でその経費を移算するものを除き次のとおりとし、前納しなければ

ならない。

種  別 区 分
学内者

の場合

学外者

の場合
摘 要

リ ー ダ ー

プリンター

複 写

複写料
Ａ３判

（1 枚につき）
２０円 ３５円

Ａ３判以下の複写用紙につい

ても同様とする

電 子 複 写 複写料
Ａ３判

（1 枚につき）
２０円 ３５円

Ａ３判以下の複写用紙につい

ても同様とする

２ 文献複写料金は、総務課財務・経理係に納付するものとする。

３ いったん納付した文献複写料金はいかなる理由があっても返還しない。

附  則
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附  則
この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則

この規程は、平成 21 年 4 月 21 日から施行し、平成 21 年 4 月 1 日から適用する。 
  附 則

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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別記様式（第３条関係）

№

図  書  館  長 殿
図書

館長

図書

係長
係

文  献  複  写  申  込  書

所  属
部局等

職

名

氏  名
（署名）

住

所

文  献  名
枚 数

単価 金額
総務課

経理出納係Ａ3 Ａ4 Ｂ4 Ｂ5 計

合 計

複写方法 ： 電子複写・リーダープリンター複写

上記申込の文献複写について、著作権に関する一切の責任は私が負うことを誓約いたします。

氏名（署名）

申 込 年 月 日 ： 平成 年 月 日

引渡予定年月日 ： 平成 年 月 日

引 渡 年 月 日 ： 平成 年 月 日

切 取 線

引  換  券 № 引渡予定年月日 氏 名

－ 227 －



－ 228 －



８　専　　攻　　科





１．専攻科の概要 

（１） 目 的 

 本校の専攻科は，高等専門学校における５年ないし５年半にわたる教育の基礎の上に、２年間

の課程によって高度の専門的学術を教授し，専門領域の幅を拡大すると共に，国際的感覚と広い

視野を持って研究・技術開発能力，創造能力を発揮できる実践的専門技術者を育成することを目

的としています。

（参考）

 学校教育法においては高等専門学校における専攻科の目的を次のように定め，研究の重要性を

謳っています。

『－略－ 精深な程度において，特別の事項を教授し，その研究を指導する －略－』

１.専攻科の概要

－ 229 －



（２） 教育課程系統図 

海 事 シ ス テ ム 学 専 攻 

1 年 2 年 

教養科目 現代英語 A, B 

社会科学特論

社会通念

英会話 A, B 

日本文化論

船舶抵抗推進論

先端材料工学

破壊工学

流体工学

航海学に関する科目 航法システム論

海上交通工学

海洋環境科学

海事通信工学

機関学に関する科目

冷凍空調工学

機械要素

線形代数

離散数学

解析学

画像情報処理

数値解析

生体工学

環境化学

数学・物理系

情報系

工学基礎

環境科学

コンピュータ制御

商船学に関する応用力

１.専攻科の概要
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生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻

1 年    2 年 

教養科目 現代英語 I, II 

日本文化論

英会話 I, II 

社会通念

社会科学特論

破壊工学

流体工学

内燃システム工学

ロボット制御工学

生産システム工学

振動工学

機械工学に関する科目

光伝送工学

機能素子工学

電子物性工学

システム制御

電機システム工学

先端材料工学

実験・実習科目

解析学

線形代数

離散数学

生体工学

数学・物理系

工学基礎

環境化学環境科学

情報工学に関する科目 数値解析

アルゴリズム論

オートマトン理論

数理計画法

画像情報処理

デジタル信号処理

１.専攻科の概要
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2.科目履修

２．科目履修 

（１） 修了要件 

 学位授与申請にあたっては，学位授与機構が定める基準を満たすように単位を修得する必要が

あります。このため，履修する科目は，「専攻区分」の基準を満たすように慎重に選択してくださ

い（３．学位の取得を参照）。 

(A) 学 期 

各専攻は次の 2 学期制です。 

〔海事システム学専攻〕

秋期：10 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

春期： 4 月 1 日～9 月 30 日 

〔生産システム工学専攻〕

前期： 4 月 1 日～9 月 30 日 

後期：10 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

(B) 修了のための修得単位 

専攻科を修了するためには，次表に定める単位数（62 単位以上）を修得しなければなりません。

ただし，他の教育機関等で修得した単位は，16 単位を上限として専攻科の修得単位として認定で

きます（(2) 他の教育施設等での学修参照）。 

英語教育については，修了認定時に TOEIC (Test of English for International Communication) 

テストで 400 点以上の得点を獲得すること，および工業英検３級に合格することを推奨します。 

〔海事システム学専攻〕 

授業科目の種類 開設単位数 修了に必要な単位数

一般科目 必修科目 4 4

選択科目 4 2 以上 

専門共通科目 選択科目 22 16 以上 

専門専攻科目 必修科目 16 16

選択科目 34 24 以上 

合 計 80 62 以上 
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2.科目履修 

 

 

〔生産システム工学専攻〕 

授業科目の種類 開設単位数 修了に必要な単位数 

一般科目 必修科目 4 4 

選択科目 4 2 以上 

専門共通科目 選択科目 22 16 以上 

専門専攻科目 必修科目 16 16 

選択科目 34 24 以上 

合   計  80 62 以上 

 

＊ 注意事項 

  必修科目：必ず履修して単位を修得しなければならない科目です。 

  選択科目：開設されている科目の中から選択して履修し，単位を修得する科目です。 

  特別講義：学外から講師を招聘して行われた講義を受講した場合は、実施された時間数に応

じて単位数を決定し、「特別講義」の科目名で「選択科目」としての単位修得を認

めます。 

 

(C) 科目と単位の時間 

 各授業科目では，45 時間の学習をもって 1 単位とします。 1 単位の履修時間は次のとおりで

す。 

  講義（語学を除く） 15 時間の授業で 1 単位（自学自習 30 時間） 

  演習・語学     30 時間の授業で 1 単位（自学自習 15 時間） 

  実験および実習   45 時間の授業で 1 単位 

 

(D) 履修届の提出 

   開設する授業科目の履修にあたっては，開設する学期の当初に履修届を所定の期日までに提出

してください。履修届が受理された後の履修科目の変更は認められません。なお原則として、1 年

の最初の学期のみにおいて全ての科目を受講します。他の専攻で開設されている「専門専攻科目」

を履修することもできますが，この場合は「専門共通科目」の履修単位となるので注意してくだ

さい。 

   履修届が受理された後に履修を取りやめる場合は，所定の履修辞退願を提出してください。た

だし，学業成績の評定は「不可」と記録されます。 

   ただし，特別研究、特別演習および実験についてはこの限りではありません。履修届と履修辞

退願の用紙は，学生課教務係にあります。 
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2.科目履修 

 

 (E) 試 験 

 試験の種類は，中間試験，期末試験および追試験，単位認定試験とします。 

 

① 中間試験 

中間試験を授業中に行う科目があります。実施の有無は，シラバスを参照してください。 

 

② 期末試験 

 期末試験は，開設する授業科目の学期末（特別研究は除く）に実施します。なお，期末試験の

実施対象は，履修届を提出した授業科目となります。 

 

③ 追試験 

 追試験は，特別な事由により中間試験，期末試験，単位認定試験を受けることができなかった

者に対してのみ，１回に限り行われます。 

 

④ 単位認定試験 

 学業成績が，60 点未満の評定を受けた科目がある者に対してのみ，１回に限り行うことがで

きます。 

 

 

(F) 再履修 

 履修した授業科目について単位が認定されなかった場合には，再履修することができます。た

だし，該当科目が隔年開講のため開設されない場合があります。開設する授業科目の再履修にあ

たっては，開設する学期の当初に履修届を所定の期日までに提出してください。 

 

(G) 出席すべき時間数                             

 病気等以外での欠席時数が科目の単位数に相当する総授業時数の 4/15 を超えた場合は，その科

目の履修は認められません。 

 

(H) 公欠については、鳥羽商船高等専門学校専攻科の授業科目の履修等に関する規程の第６条お

よび別表を参照してください。 

 

(I) 各科目の授業内容や評価方法については，Web シラバスを参照してください。 
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2.科目履修 

 

（２） 他の教育施設等での学修 

 

 専攻科を修了するためには本校専攻科で開設している科目の中から 62 単位以上を修得すれば

十分ですが，この中には他の教育施設において学修し教育上有益と認められる科目について 16 単

位を超えない範囲で含めることができます。 

 他の教育施設における学修方法としては，次の方法があります。 

① 大学（放送大学を含む）での学修 

② 他の高専・短大の専攻科での学修 

③ 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で，本校の専攻科に相

当する水準を有すると認めたもの 

④ 文部科学大臣の認定を受けた技能審査で，本校の専攻科に相当する水準を有すると認めた

もの 

 

 いずれの場合でも，次の学修手続きが必要です。 

① 特別研究指導教員と相談の上，受講大学等および受講科目を決めます。 

② 「教育施設等における学修許可願」を学生課教務係に提出します。 

③ 校長の許可がおりたら，各大学等に各自で履修申請を行います。 

④ 他の教育施設等で単位を修得した学生は，学修単位認定申請書に単位修得証明書，成績証明

書または合格証明書（写）を添えて，学生課教務係に提出します。 

⑤ 申請のあった単位の認定は，教員会議の議を経て校長が行います。 

⑥ 認定された単位は，学修単位認定申請書が受理された期の単位となります。 

⑦ 技能審査について認定される単位数は，6 単位を限度とします。 

 

（注） 三重県内には、科目履修生制度を開設している以下の大学があります。具体的な開設状

況は希望者本人が確認してください。 

 三重大学、三重県立看護大学、皇學館大学、鈴鹿医療科学大学、鈴鹿大学、 

 四日市大学、四日市看護医療大学 
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2.科目履修 

 

（３） 特別研究 

  

特別研究では，特定の研究・開発テーマについての目標を達成していく過程で，高度な知識や

応用技術を習得するとともに，問題を明確化して解決していく実践的能力を付けます。専攻科の

学生にとって，特別研究の占める比重は極めて大きく，指導教員の下で有意義な研究を行ってく

ださい。特別研究は，1年次の特別研究 Iと 2年次の特別研究 II に分かれますが，特別研究 II は

学位審査における学習総まとめ科目となっており，重要です。 

 

(A) 特別研究の進め方 

 特別研究は，指導教員（主査）の指導のもとに，下記のスケジュールを節目として行います。

特別研究担当教員ごとに大まかな研究テーマが決まっています。学位授与で問題が発生しますの

で，そこから逸脱した研究テーマとならないよう注意してください。 

 

〔海事システム学専攻〕 

 

１年次１０月 主査および副査の決定 

       ・特別研究を担当可能な教員の中から，主査を１人決定します。 

       ・副査の教員を２人決定します。 

       ・必要に応じて指導協力教員１人を決定します。 

       研究テーマの決定 

       ・主査の指導のもとに，研究テーマを決定します。 

    ７月 特別研究中間発表会 

２年次 ７月 特別研究最終発表会および修了審査 

 特別研究論文の提出 

 

 

〔生産システム工学専攻〕 

 

１年次 ４月 主査および副査の決定 

       ・特別研究を担当可能な教員の中から，主査を１人決定します。 

       ・副査の教員を２人決定します。 

       ・必要に応じて指導協力教員１人を決定します。 

       研究テーマの決定 

       ・主査の指導のもとに，研究テーマを決定します。 

   １１月 第１次特別研究中間発表会 

 

２年次 ６月 第２次特別研究中間発表会（ポスター発表） 

    ２月 特別研究論文の提出 

       特別研究最終発表会および修了審査 
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(B) 特別研究の成績評価 

 特別研究の評価は，指導教員（主査）によって，日頃の研究に対する取り組み状況（活動記録），

中間発表とその要旨，最終発表とその要旨，特別研究論文について総合的に行われます。副査は，

その評価が概ね妥当なものかの確認を行います。詳しい評価方法については，特別研究の成績評

価基準及び方法（7. 授業科目の履修および修得に関する規則等）を参照してください。 

 

(C) 特別研究で作成するレポートおよび論文 

 特別研究を行う過程で，以下のレポート，発表要旨および論文を作成します。なお，すべて書

式が指定されていますので，指導教員の指示に従ってください。 

 

① 特別研究活動記録 

 特別研究の日頃の取り組み状況の記録で，毎回指導教員の確認を受けます。 

 

② 中間発表要旨 

 特別研究の中間発表までの成果をまとめたもので，発表の資料として専攻科担当教員に配布

します。 

 

③ 特別研究論文 

 特別研究の集大成となる論文です。特別研究評価の中心となり，本校の図書館に保管されま

す。 

 

④ 特別研究論文集原稿 

 特別研究の成果を６～８ページに簡潔にまとめたもので，特別研究最終発表会の要旨として

発行します。また、各年度の専攻科修了生の原稿をまとめて特別研究論文集を作成します。論文

集は，専攻科修了生および本校教職員，求人企業，地元企業，他高専などに配布されます。 

 

(D) その他 

学会等における研究発表は，特別研究の成果を学外の専門家に広く知ってもらえるだけでなく，

有益な論議や客観的な評価が得られる貴重な場であり，研究を進める意欲を高めることができま

す。このため，専攻科生の学外での研究発表を強く推奨します。 
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(４) 特別実習 

 

(A) 目 的 

 本校学生が学校で修得した知識，技術を産業界での実地経験を通してさらに発展，向上させ，

あわせて産業界における技術者のありかたを学ぶことを目的として，特別実習を行います。 

 

(B) 実施時期 

 海事システム学専攻   １年春期 

 生産システム工学専攻  １年前期 

 原則として上記学期中の夏季休暇中に行いますが，特別な事由（受け入れ先の都合など）があ

る場合は，他の長期休暇中に行います。実施期間は２週間程度を基準とします。なお、学校が認

めた海外語学研修もこの対象となりますので、希望者は研修日程が決まったら専攻科長に申し出

てください。 

 

(C) 認定単位 

 実習における修得単位は２単位とします。 

 

 

(D) 実習先の決定 

 学生の希望を考慮して，専攻科長が決定します。 

 

(E) 特別実習に関する手続き 

 特別実習に関する諸手続に必要な書類は「特別実習のしおり」に添付しています。学生はそれ

らの書類を学生課教務係へ提出する必要があります。なお，必要書類は以下の通りです。 

 ① 特別実習履修票 

 ② 特別実習学生調書 

 ③ 誓約書 

 ④ 保険加入申込書（保険料を添えて提出） 

 

(F) 報告書の作成 

 学生は，実習先において実習先指導者の了解を得て特別実習報告書を作成し，実習指導者の印

を受けなければなりません。さらに，指定された期間内に専攻科長に提出しなければなりません。

ただし，実習内容が機密に属するときは，その機密に触れない範囲内で作成してください。 

 海外語学研修の場合は、指定された報告書等を専攻科長に提出します。 

 

(G) 特別実習発表会 

 学生は実習における成果を発表する必要があります。なお，発表の日時や場所，発表要領は専

攻科長の指示に従ってください。 
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(H) 単位認定 

 単位認定は，実習時における態度，特別実習報告書および発表会それぞれを考慮して，専攻科

長，特別研究における主査，副査によって評価され，校長によって認定されます。 

 

(I) 特別実習時における保険の加入 

 特別実習に際しては，適当な災害保険に加入する必要があります。なお，保険料は学生が各自

で負担することになります。 

 

(J) その他 

 書類やその他の詳細については，「特別実習のしおり」を参照してください。 
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３．学位（学士）の取得 

（１） 学位授与申請の概要 

  海事システム学専攻では「学士（商船学）」，生産システム工学専攻では「学士（工学）」の学士

の学位が取得できますが，学士の学位を取得するためには，大学改革支援・学位授与機構の審査

に合格する必要があります。学士の学位は大学改革支援・学位授与機構から授与されますが，こ

の学位は大学の卒業者に授与される学士の学位と同等です。 

  2015 年 10 月申請より，特例の適用による学士の学位授与の新しい審査方式が始まりました。

本専攻科も，この新しい審査方式で申請を行います。原則として，従来の修了見込での申請方法

はできませんので注意してください。また，学位授与の申請にあたっては，大学改革支援・学位

授与機構のホームページ (http://www.niad.ac.jp/n_gakui/enkatsu/index.html)で公開されてい

る申請年度の「学士の学位の授与の特例に係る学位授与申請案内」を参照してください。 

 

  特例の適用による学士の学位授与の申請および手続きは，以下の流れで行われます。 

① 「基礎資格」の確認 

② 「積み上げ単位」の修得と「学修総まとめ科目」の履修 

③ 「学修総まとめ科目履修計画書」の作成と申請 

④ 「学修総まとめ科目の成果の要旨」の作成と提出 

⑤ 機構での審査と学位取得 

 

（２） 「基礎資格」の確認 

  特例の適用による学士の学位授与の申請のためには，特例の適用を認められた専攻科を設置す

る高等専門学校（短大）の学科の卒業者である必要があります。本校の商船学科，電子機械工学

科，制御情報工学科の卒業生は，この要件を満たしています。ただし，申請できる「専攻区分」に

は，制限があります。 

 

（３） 「積み上げ単位」の修得と「学修総まとめ科目」の履修 

 学位授与のために高等専門学校卒業者に課せられる単位（積み上げ単位）は 62 単位以上で，す

べて専攻科で修得する必要があります。修了要件と同じ 62 単位ですが，満たさないといけない基

準が異なりますので，両方の基準を満たすよう単位を修得する必要があります。また，「学修総ま

とめ科目」の履修が必要となります。本校専攻科においては，特別研究 II が「学修総まとめ科目」

に該当します。 

 学位授与の申請には「専攻分野」と「専攻区分」が決められており，学位の申請は「専攻区分」

の一つを選択して行います。そして，「専攻区分」ごとにその「専門科目」，「関連科目」および「専

攻外科目」が定められています。本校の専攻科では以下の「専攻区分」を選択することができま

す。 
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〔海事システム学専攻〕 

 専攻分野：商船学 専攻区分：商船学（商船学科卒業者） 

 

〔生産システム工学専攻〕 

 専攻分野：工学 専攻区分：機械工学（電子機械工学科卒業者） 

電気電子工学（電子機械工学科，制御情報工学科卒業者） 

     情報工学（制御情報工学科卒業者，電子機械工学科） 

      

 

 修得した科目は，その内容により専攻区分に従って以下の３つに分類されます。同一科目でも，

専攻区分によって分類は異なります。また，本校専攻科の科目の区分とも異なります。 

 ① 「専門科目」：専攻区分の中心的科目および特に関係の深い科目 

 ② 「関連科目」：専攻区分の基礎となる科目および周辺分野の科目 

 ③ 「専攻外科目」：「専門科目」および「関連科目」以外の科目 

 

具体的な区分は，本校専攻科で定めた専攻区分ごとの科目表を参照してください。 

 

そして，単位の修得には，次の 2 つの基準を満たす必要があります。事前に申請する専攻区分

を決めて，科目の履修計画を立ててください． 

 (A) 基本基準（申請区分ごとに定められた単位の修得基準） 

  専攻科卒業者の基本基準は次の通りです。 

 ① 「専攻科で修得した単位」が 62 単位以上 

 ② 「専攻科で修得した単位」のうち，「専門科目」＋「関連科目」の合計が 40 単位以上（た

だし「学修総まとめ科目」を含めない） 

③ 「専攻科で修得した単位」のうち，「専門科目」が 31 単位以上（「学修総まとめ科目」を含

めることができる） 

 ④ 「本科で修得した単位」＋「専攻科で修得した単位」のうち，「専門科目」＋「関連科目」

の合計が 62 単位以上（「学修総まとめ科目」を含めることができる） 

 ⑤ 「本科で修得した単位」＋「専攻科で修得した単位」のうち，「関連科目」＋「専攻外科目」

の合計が 24 単位以上 

 ⑥ 外国語の単位数が 1 単位以上 

  

(B) 専攻基準（専攻区分ごとに定められた単位の修得基準） 

  専攻区分ごとに「専門科目」と「関連科目」が更に授業科目の区分に分類され，区分による審

査の基準が定められています．詳しい分類と修得単位の基準は，申請年度の「学士の学位の授与

の特例に係る学位授与申請案内」を参照してください。どの科目がどの区分に相当するかは，本

校専攻科で定めた専攻区分ごとの科目表の摘要欄を参照してください． 

特例の適用による学士の学位授与の申請のためには，「学修総まとめ科目」である特別研究 II の

履修が必要です。特別研究を担当する教員ごとに，申請できる専門区分と大まかな特別研究のテ
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ーマが決まっています。そこから外れて学士の学位授与の申請を行うことはできません。 

 

（４） 「学修総まとめ科目履修計画書」の作成と申請 

  海事システム学専攻においては 2 年次の 4 月に，生産システム工学専攻においては 2 年次の 10

月に学位授与の申請を行う必要があります。申請は専攻科が大学改革支援・学位授与機構へまと

めて行いますが，申請する学生は以下のものを書類は専攻科へ，電子データはオンラインで提出

する必要があります。ただし，単位修得については修得見込みで申告します。 

① 学位授与申請書（書類） 

② 学位審査手数料受付証明書（書類） 

③ 単位修得状況等申告書（電子データ） 

④ 学修総まとめ科目履修計画書（電子データ） 

⑤ 申請者基本情報（電子データ） 

 

「学修総まとめ科目履修計画書」は，特別研究について次の事を A4 版用紙 2 枚で 2,400～3,000

字程度で記述する必要があります。特別研究そのものについてだけではなく，学修の総まとめと

して，特別研究とこれまでの履修した科目に関しての関係を示す必要があります． 

① 「学修総まとめ科目」で取り組むテーマと学修・探究の計画 

(ア) テーマ及び指導教員名 

(イ) テーマの着想に至った背景 

(ウ) 目的 

(エ) 手法・手段 

(オ) 内容（計画）・過程 

(カ) 予想される結果・成果 

② 「学修総まとめ科目」の学修・探究を支える学修全体について 

(ア) テーマの学修・探究の基盤となる専門科目の学修 

(イ) テーマの学修・探究に関係する関連科目の学修 

(ウ) 専攻に係る科目以外の学修 

(エ) 自分自身の 4 年間（本科と専攻科）の学修全体の省察 

 

いわゆるコピー&ペーストではなく，自分自身の言葉で記述してあるかが厳しく審査されます。

記述内容が不十分な場合，テーマ自体の変更は求められませんが，再提出となることがあります。

事前に指導教員のチェックを必ず受け，検討を重ねて提出してください。  
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（５） 「学修総まとめ科目の成果の要旨」の作成と提出 

特別研究 II が本専攻科において合格となり，専攻科修了が確定した後の 2 月下旬～3 月中旬

に，「学修総まとめ科目の要旨」を提出する必要があります。提出は，単位修得証明書等と一緒に

専攻科がまとめて行います。 

「学修総まとめ科目の要旨」は，特別研究の成果について次の事を A4 版用紙 2 枚で 2,400～

3,000 字程度で記述する必要があります。 

① テーマ及び指導教員名 

② 背景 

③ 目的 

④ 手法・手段 

⑤ 内容（計画書から大きく変更が生じた場合は，その理由と解決策を含むこと） 

⑥ 得られた結果と考察・将来展望 

 

計画書と同様に，いわゆるコピー&ペーストではなく，自分自身の言葉で記述してあるかが厳

しく審査されます。記述内容が不十分な場合，それのみにより不合格とはなりませんが，再提出

となることがあります。事前に指導教員のチェックを必ず受け，検討を重ねて提出してください。 

 

（６） 機構での審査と学位取得 

審査は「修得単位の審査」と「学修総まとめ科目に関する審査」について行われます。学修総

まとめ科目に関しては，本専攻科において合格となり，「学修総まとめ科目履修計画書」と「学修

総まとめ科目の要旨」を再提出分も含めすべて提出していれば合格となります。合わせて，修得

単位が審査基準をすべて満たしていれば，審査全体で「合格」となります。 

合格者へ授与する「学位記」は，専攻科へ一括して送られます。各学生へは，専攻科を通して

の授与となりますが，修了式後となる場合があります。 
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諸手続き・その他

（1）学 生 証 

１ 学生証は、入学と同時に交付します。

学生証は、本校の学生であることを証明するものであり、学生旅客運賃割引証で乗車船する場合

等に必要になります。

 本校職員または鉄道職員等の請求があった場合、呈示できるよう携帯する必要があります。

２ 学生証の有効期間が満了した場合、または有効期間内に退学した場合には、直ちに返却してくだ

さい。

３ 学生証は、他人に貸与し、また譲渡することはできません。

４ 学生証を紛失し、または汚損したときは、直ちに学生課教務係に届け出て、再交付を受けてくだ

さい。

（2）学生への連絡方法 

学校から時間割変更の連絡がある場合は、各教室に設置しているモニターで連絡します。

その他、連絡事項がある場合は、各館の掲示板および学生課前掲示板に掲示しますので毎日確認してく

ださい。また、緊急連絡がある場合は、学校から「きずなネット（メール連絡機能）」を配信いたしますの

で、確認してください。

（3）学 資 援 助 

奨学金は、日本学生支援機構及びその他の育英事業団体等が貸与するものであり、授業料の免除は、国

の定めた額の基準に従って校長が許可するものです。又、就学支援金は、申請により授業料の全額又は一

部に充てられる額が国から学校へ支給されます。

 奨学金の貸与を受けるにも、授業料の免除の許可、就学支援金の申請には、それぞれ所定の手続きをし

なければなりません。

 奨学生の募集、授業料免除、就学支援金の申請の時期、方法などは、掲示等により学生に知らせますの

で、希望者は学生生活係から願書等の交付を受け、必要な書類を整えて、定められた期日までに提出して

ください。

 なお、奨学金、授業料の免除とも予算に限度があるので出願した学生がすべて奨学金の貸与、又は授業

料の免除を許可されるわけではありません。
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令和元年度 奨 学 金 種 別 一 覧

種別

項目

日本学生支援機構 近藤記念海事財団 天野工業技術研究所

対象学科 全 学 科 全 学 科 全 学 科

貸与月額

１～３年

自宅 ２１,０００円 
自宅外２２,５００円 
４学年以上

自宅 ４５,０００円 
自宅外５１,０００円 
専攻科

自宅 ４５,０００円 
自宅外５１,０００円 

※住所は住民票の住所

一般

２０,０００円 

特別

３０,０００円 

５学年

年額２４万円

（５月･１０月に各１２万円）

採用期 ４ 月 ４ 月 ４ 月

採用数

①中学校在学中の予約採用に合

格した者

②推薦による選考採用

選考による採用

若干名

５年生 １名

貸与期間 全課程修業期間
商船学科は、席上課程修業期間、

その他の学科は全課程修業期間

１年間

返還方法

貸与終了してから６か月経過

後、郵便局又は労働金庫・信用

金庫・銀行の預金口座からの自

動引き落とし（リレー口座）に

より、月賦又は月賦・半年賦併

用により返還する。

卒業の６か月後より、10 年以内

に半年賦または年賦で返還す

る。

給与のため返還は必要ない。

出願書類

①確認書

②所得証明書等

（出願書類提出後 ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

をもらってｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの申込）

①願 書

②誓約書

③家庭事情調査

（所得証明書）

①申請書

②口座振込依頼書

備考
第二種奨学金（有利子）は

4 年生以上 
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令和元年度 奨 学 金 種 別 一 覧

種別

項目

海技教育財団 外航日本人船員・海技者 ウシオ育英文化財団

対象学科 商船学科 商船学科 生産システム工学専攻

貸与額

１～３年

２６,０００円 
４学年以上

４０,０００円 
乗船実習課程

２０,０００円 
専攻科

５０,０００円 
（修学困難者については、上

記月額に１０,０００円の増額

が選考により認められる。）

１～５年

４０,０００円 
月額 60,000 円 

採用期

本 科 ４月

〃 １０月（補充）

専攻科１０月

４ 月

採用数
本 科 ８名

専攻科 １名
１年生５名

日本人 １名

日本人 ５名（翌年専攻科入学

希望者の予約選考）

留学生 １名

※全て、全高専枠

貸与期間

席上課程修業期間

（実習期間中貸与延長の場合

は修業年限の終期）

全課程修業期間

２年間

返還方法

卒業の翌月より起算して６か

月後より貸与額の全額を下記

の方法で返還する。

①月賦返済

貸与月額の 1/2
②半年賦返済

貸与月額の 1/2 の６倍の額

③年賦返済

貸与月額の 1/2 の 12 倍の額

卒業の６か月後より、月額

16,000 円を月賦、半年賦、年

賦の方法で全額返還する。

但し、外航海運での勤務年数

等定められた条件を満たせば

免除制度がある。

給与のため返還は必要ない。

出願書類

①願 書

②所得証明書

①申請書兼誓約書

②個人情報保護に関する同意

書

③外航船員・海技者を志望動

機を付した作文

④連帯保証書

（所得証明書）

①願 書

備考

これ以外にも、出身地等の県、市の奨学金もありますので、希望される場合は、学生課学生生活係

にお問合せ下さい。
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入学料・授業料免除制度

１．入学料の免除について

   入学前１年以内において本校に入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学

資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合には、本

人の申請に基づき、選考の上、入学料の全額又は半額が免除される制度があります。

２．授業料の免除について

 以下の理由により授業料の納付が困難であると認められる者は、本人の申請に基づき、選考の上、

授業料の全額又は半額が免除される制度があります。

 なお、授業料は毎学年度４月及び１０月の２期に納付することになっており、免除はその期の納付

分について許可されます。

・経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者。

・授業料の納期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前

１年以内）において学資負担者が死亡した者、又は学生もしくは学資負担者が風水害等の災害を

受けた者。

詳しい説明は案内書類を御確認ください。

【授業料免除等に関する取扱について】 

（昭和48.9.1から実施） 

学則第56条及び第57条の規定に基づく授業料及び寄宿料の免除又は徴収猶予については平成

24.3.1独立行政法人国立高等専門学校機構規則第109号「独立行政法人国立高等専門学校機構に

おける授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則」によるほか、次のとおりとする。 

（１） 授業料等の免除及び徴収猶予を希望する学生は、（３）に定める申請書を前期分につい

ては3月中の学校の指定する期日までに、後期分については9月中の学校の指定する期日ま

でに校長に願いでること。 

（２） 申請に対する決定は、学生委員会の審査を経て校長が行う。 

（３） 申請書等とは、次の書類をいう。 

イ 授業料免除申請書(別紙様式1) 

ロ 授業料徴収猶予願(別紙様式2) 

ハ 授業料月割分納願(別紙様式3) 

二 寄宿料免除願(別紙様式4) 

ホ 家庭調書(別紙様式5) 

へ その他参考となるべき書類 

３．その他

 入学料の徴収猶予及び授業料の月割分納・徴収猶予を許可することがあります。詳細は、学生

生活係に相談してください。

４．問い合わせ

不明な点は学生課学生生活係までお問い合わせください。
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高等学校等就学支援金制度 
 
 高等学校等就学支援金制度は家庭の教育費負担の軽減を目的として、高等専門学校（1 年～3 年）に係

る授業料（年間234,600円）のうち、一部または全額が国の費用により助成される制度です。 
平成26年度から所得制限が設けられており、令和2年4～6月の支給を平成31 年度の「市町村民税所

得割額＋都道府県民税所得割額の合計額」で判定し、令和2年7月以降の支給を令和2年度の「市町村民

税の課税標準額×６％－調整控除の額」で判定される予定です。基準額については、以下の表をご参照く

ださい。 
 
授業料負担額・加算支給基準額 

世帯区分 

【上段】市町村民税所得割額+道府県民税所得割額 

【下段】市町村民税の課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額

（上下段とも保護者等合算額） 

就学支援金

支給額 
（年額） 

授業料負担額

（年額） 

一律額（月額9,900円） 

対象世帯 

25万7500円以上～50万7000円未満(R2.6月迄) 

15万4500円以上～30万4200円未満(R2.7月以降) 
118,800円 115,800円

加算支給（月額19,550

円）対象世帯 

0円（非課税）～ 25万7500円未満(R2.6月迄) 

0円（非課税）～ 15万4500円未満(R2.7月以降) 
234,600円 0円

就学支援金制度対象外

世帯 

50万7000円（年収910万円程度）以上(R2.6月迄) 

30万4200円（年収910万円程度）以上(R2.7月以降) 
0円 234,600円

 ※授業料は、年額234,600円（月額19,550円） 
 ※受給期間は36月（１～３年までが支給対象） 
 
申請について（詳しい説明は、案内書類を御確認ください。） 
 
○就学支援金システム「e-Shien」による申請    
入学した年の４月頃 （受給対象の有無に関わらず全世帯が申請） 
受給希望される方については、合わせてマイナンバーが分かるものも合わせてご提出いただくことに 

なります。マイナンバーの分かるものについては、学校より、文部科学省に提出します。ご提出いただ 
いたマイナンバーより文部科学省で上記就学支援金支給額を判定することになります。 
                         
○意向確認書兼保護者等状況確認書（７月～翌年の６月の期間に受給するもの）    
毎年６月頃 （就学支援金対象世帯） 
 認定中で、保護者等状況に変化のない場合は上記確認書以外の提出は必要ありません。 

   
留意事項 
 ・ 高等学校等就学支援金は学校が学生本人に代わって受け取り、その授業料に充当するものであり、

学生本人（保護者）が直接受け取るものではありません。したがって、授業料と高等学校等就学支援

金との差額を学生本人（保護者）が負担することになります。 
 ・ 高等学校等就学支援金は、受給資格認定申請のあった月から始まり、受給事由の消滅（受給限度期

間の終了、退学、転学等）した月に終了します。 
例えば期の途中で退学する場合は、退学する月の翌月から就学支援金の支給はなくなります。した

がって、退学する月の翌月以降の授業料を学生が負担する場合は、退学により支給されなくなる就学

支援金相当額を含めて負担することになります。 
 ・ 不明な点は学生課学生生活係までお問い合わせください。 
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第３号書式（第９条関係） 

                                         （Ａ列４号） 

授 業 料 免 除 願 

                             令和  年  月  日 

 

  鳥羽商船高等専門学校長  般 

 

 

                 学科（専攻）  学年 

                 氏 名（署名） 

 

 

               保 証 人 

                 住 所 

                 氏 名（署名） 

 

 

 下記の事由により、授業料の納付が困難なので、令和  年度（前後期分、前期分、後期分）授業料

の免除を許可下さるよう、別紙家庭調書及び証明書を添えてお願いいたします。 

   

 ※ いずれかに○を付すこと。 

 

                    記 

 

 

１ 事 由（詳細に記入のこと） 



 

第４号書式（第18条関係） 

                                          （A列4号） 

授 業 料 徴 収 猶 予 願 

 

                                    令和  年  月  日 

 

鳥羽商船高等専門学校長  殿 

 

 

                  学科（専攻）  学年 

                  氏 名（署名） 

 

               保 証 人 

                  住 所 

                  氏 名（署名） 

 

 下記事由により、令和  年度  期授業料の期限内納付が困難でありますので徴収猶予を許可下さ

るようお願いします。 

 

 

                    記 

 

 

１ 事 由（詳細に記入のこと） 

 

 

 

 

２ 納入予定日     月   日 

 

 

 

 

（注）前期は9月末日までに、後期は2月末日までに納付すること。 

 



 

第５号書式（第23条第２項関係） 

 

授 業 料 月 割 分 納 願 

          

                                                             令和    年    月    日 

          

   鳥羽商船高等専門学校長 殿       

          

                                   学科（専攻）  学年 

              氏 名（署名）                ○印  

          

                             保 証 人     

       住  所     

      氏  名（署名）               ○印  

          

   下記の事由により令和  年度  期授業料を月割分納したいので、許可下さるようお願いします。 

           

      

記 

          

１ 事 由（詳細に記入のこと）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 納入予定月日 

 

  第1回  月  日    第3回  月  日    第5回  月  日    

 

 第2回  月  日    第4回  月  日    第6回  月  日 

 

（注） 3月分は2月末日までに納付すること。 



 

第７号書式（第27条関係） 

 

寄  宿  料  免  除  願 

          

                                                                令和    年    月    日 

          

   鳥羽商船高等専門学校長 殿       

          

                                   学科(専攻)  学年 

              氏 名（署名）              ○印  

          

                             保 証 人     

       住  所     

      氏  名（署名）              ○印  

          

   下記の事由により令和  年度  月～  月分の寄宿料の免除を許可くださるよう別紙証明書を添え

てお願いします。 

 

記 

 

 

１ 事 由（詳細に記入のこと） 



 

第６号書式（第５条、第９条、第18条関係） 

家   庭   調   書 

鳥羽商船高等専門学校 

ﾌﾘｶﾞﾅ  生年月日 

男
・
女 

令和 年度入学 第  学年 

商船学科（航海・機関コース） 

電子機械工学科・制御情報工学科 

情報機械システム工学科 

        専攻 

氏名    年  月  日

本人現住所※自宅・学寮・下宿・アパートその他（    ） 

 

ＴＥＬ     -    -      

奨学金の有無 （ 有 ・ 無 ） 

日本学生支援機構・その他（       ）

月額       円 

家
族
及
び
所
得

就
学
者
を
除
く
家
族 

続柄 氏  名 年齢 職 業 勤 務 先 年収入金額 所得金額 

父     千円 千円

母       

       

       

別 
 

居 
 

者 
 

×
印 

主
た
る
家
計
支
持
者 

○
印 

       

就 
 

学 
 

者 

続柄 氏  名 年齢 在 学 学 校 名 年間奨学金額 通学方法 

本人   鳥羽商船高等専門学校  年 千円 通学・自宅外

   立        年 千円 通学・自宅外

   立        年 千円 通学・自宅外

   立        年 千円 通学・自宅外

   立        年 千円 通学・自宅外

（
収
入
状
況
○
前
年
一
年
分
） 

給 与 所 得 商・工・林・水産業所得 農 業 所 得 その他職業・雑所得 

給  与      千円 

専従者給与     千円 

年金・恩給     千円 

扶助料       千円 

その他       千円 

営業品目（     人） 

従業員（家族    人） 

（使用人   人） 

設 備 

（機械  台、車両  台） 

〔農作物〕作付延面積 

米・麦・雑穀（    ｱｰﾙ） 

野菜等     （    ｱｰﾙ） 

果実・園芸  （    ｱｰﾙ） 

規模・内容 

酪農・養鶏等（       ） 

職種（       ） 

収入金額      千円 

〔その他の雑所得〕 

利子・配当・家賃 

地代・その他 

千円 

収入金額     千円 

所得金額     千円 

売 上 高     千円 

必要経費     千円 

所得金額     千円 

収入金額       千円 

必要経費       千円 

所得金額       千円 

収入金額      千円 

必要経費      千円 

所得金額      千円 

臨
時
所
得

退職金      千円  資産譲渡     千円 

保険金      千円  その他      千円 

※申請時六ヶ月以内に所得のあった場合に記入してください。 

判
定
（
学
校
記
入
欄
） 

家 
 
 
 
 
 

計 

収入 

及び 

所得 

収入       千円 

千円 

千円 

所得      千円

千円

特  別  控  除 

母子・父子世帯   千円 

小（  人）・中（  人）  

高（  人）  千円 

高専 （ 人）   千円 

大学生（ 人）   千円 

専修 （ 人）   千円 

障害者・長期療養者  千円 

家計支持者別居    千円 

災害（  ）     千円 

父母以外の所得    千円 

計       千円

特別控除額        千円 

認定総所得金額 

      千円 本人（自宅・自宅外） 

千円 

基準額全額         千円 

（   人）（   級地） 

半額      千円 

計      千円 

学
力 位/   中 

中学成績 

（新入生前期分免除申請時） 

参考事項 

 



（４）学生旅客運賃割引証 

通常、学割といっているもので、学生が実習、見学、帰省などのため交通機関を利用し旅行しよう

とするときに、その交付を受けて使用することができる。

交付を受けようとするときは、学生生活係に申し出ること。

１ ＪＲ及び私鉄の鉄道、航路又は自動車線をそれぞれ101km以上（私鉄は、100km以上）旅行

する場合、運賃が2割引となる。 
 学割は、必要事項を記入して交付するが、乗車区間は学生が記入することになっている。

２ 学割は、次の場合無効として回収されるから注意して取扱うこと。

（１）発行者の職印がないとき

（２）記入事項が不鮮明なとき

（３）名義以外の者が使用したとき

また次の場合は、制裁として普通運賃のほかにその２倍の追徴金をとられ、また本校学生全般

の信用を失うことになるから十分注意されたい。

学校では、このような行為があった者については、以後学割の発行を停止する。

（１）他人名義の学割を使用して、乗車券を購入したとき

（２）名義人が乗車券を購入して、これを他人に使用させたとき

（３）無効の学割を使用したとき

（４）身分証明書（学生証）を所持しないで乗車券を使用したとき

このような場合は、すべて名義人が責任を負わなければならない。
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 （５）(独)日本スポ－ツ振興センタ－の災害給付制度について

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校の管理下において学生が災害に遭

った場合、その治療費や見舞金の給付を行う制度で、加入に際しては保護者等の同意の下に行われて

います。この制度への加入は任意となっていますが、漏れなく加入に同意されることを希望します。

給付の内容等は、（独）日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく法令（政令、省令、通達等）

に定められています。 

なお、学生の災害に関する給付の概要は次のとおりです。 

（１） 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 

災害の 

種類 
災 害 の 範 囲 給 付 金 額 

負傷 
学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が

5,000円以上のもの 

医療費 

・医療保険並の療養に要する費

用の額の 4/10（そのうち 1/10

は、療養に伴って要する費用

として加算される分） 

ただし、高額療養費の対象と

なる場合は、自己負担額（所

得区分により限度額が異な

る。）に療養に要する費用の額

の 1/10を加算した額 

・入院時食事療養費の標準負担

額がある場合は、その額を加

算した額 

疾病 

学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が

5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの 

学校給食等による中毒・ガス等による中毒・熱中症 

溺水・異物の嚥下又は迷入による疾病・漆等による 

皮膚炎・外部衝撃等による疾病・負傷による疾病 

障害 
学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った

障害（その程度により１級から 14級に区別される。） 

障害見舞金 

4,000万円～88万円 

［通学中の場合 2000万円～44

万円］ 

死亡 

学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び

上欄の疾病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 

3,000万円 

［通学中の場合 1,500万円］ 

突

然

死

運動などの行為に起因する突然死 

死亡見舞金 

3,000万円 

［通学中の場合 1,500万円］ 

運動などの行為と関連のない突然死 

死亡見舞金 

1,500万円 

［通学中の場合も同額］ 

以上の事項に該当すると思われる災害が発生した場合は、速やかに保健室へ届け出て手続きをとる

こと。 
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（２）給付の対象となる「学校管理下」の範囲 

①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合

例 各教科（科目）、特別活動中（学

級活動、クラブ活動、体育祭、フ

ィールドワーク、工場見学等） 

②学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 例 部活動、 

③休息時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合
例 始業前、業間休み、昼休み、

放課後 

④通常の経路及び方法により通学する場合 例 登校中、下校中 

⑤その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合 例 寄宿舎にあるとき 

※１ 独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険（健康保険、国民健康

保険など）の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も

医療保険の定めに従って算出された額を基準に算定されます。上表では、これを「医療保険並

の療養」と表記しています。 

※２ 上表の「療養に要する費用の額が 5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの医療費総額

（医療保険でいう 10割分）が 5,000円以上のものをいいます。（例えば、被扶養者（家族）で

ある者が病院に外来受診した場合、通常自己負担は医療費総額の 3割分となります。） 

※３ 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長 10年間行われます。 

※４ 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から 2年間行わないときは、時効によ

って消滅します。 

※５ 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度に

おいて、給付を行わない場合があります。 

※６ 他の法令の規定による給付等（例：条例に基づく乳幼児医療助成）を受けたときは、その受け

た限度において、給付を行いません。 

※７ 自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当

該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該学生が、いじめ、体

罰その他の当該学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担によ

り、故意に自傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。 

※８ 自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に

係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。 
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同   意   書 

鳥羽商船高等専門学校長 殿 

鳥羽商船高等専門学校 

学科 年 

学生氏名 

貴校が日本スポーツ振興センターと締結する災害共済給付契約について、在学する間、上記学生が

加入することに同意します。 

令和 年 月 日 

保護者又は後見人氏名 印 

※学生が成年に達している場合は、学生本人が記名押印することができます。 
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（６）鳥羽商船高等専門学校ハラスメント防止等に関する規則 

制  定 平成２１年 ３月 ５日 

最終改正 平成２７年 ５月１９日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）におけるハラスメントの防止

及び排除並びにハラスメントに起因する問題の対応（以下「ハラスメントの防止等」という。）に

関し、独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントの防止等に関する規則（独立行政法人国立

高等専門学校機構規則第113号 以下「機構規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定め、健全で快適な教育研究環境及び就労環境を整備し維持することを目的とする。 

（教職員及び学生等の責務） 

第２条 教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。また、他の教職員及び学生等が行

うハラスメントを見過ごしてはならない。 

２ 教職員及び学生等を指導、監督する地位にある者は、現にその者の指導、監督下にある教職員及

び学生等に対し、ハラスメントに関して不断の注意喚起、指導等を行い、ハラスメントの防止等に

努めなければならない。 

３ 教職員及び学生等は、本校が実施するハラスメント防止等に関する啓発活動等に積極的に参加す

るよう努めなければならない。 

４ 教職員及び学生等は、第6条に規定するハラスメント防止対策委員会（以下「防止対策委員会」

という。）又は第9条に規定する調査委員会の協力要請があった場合は、協力しなければならない。 

（校長、副校長、教務主事、学生主事、寮務主事、研究主事、専攻科長、学科長、一般教育科長及

び部課長の責務） 

第３条 校長は、本校におけるハラスメントの防止等について総括し、ハラスメント及びハラスメン

トに起因する問題（以下「ハラスメント等」という。）が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ

適切に講じなければならない。 

第４条 副校長、教務主事、学生主事、寮務主事、研究主事、専攻科長、学科長、一般教育科長及び

部課長（以下「副校長等」という。）は、就労及び就学に相応しい環境を確保するため、校長及び

防止対策委員会と連携し、ハラスメントの防止等に努めなければならない。 

２ 副校長等は、専攻科、学科及び事務部門等でハラスメント等が生じた場合は、速やかに校長に報

告しなければならない。 

３ 副校長等は、防止対策委員会及び調査委員会が行うハラスメント等の事実関係の調査に協力しな

ければならない。 

 （ハラスメント等の申立て） 

第５条 教職員、学生等及び関係者は、就業及び就学に際して、ハラスメント等が生じた場合は、迅

速かつ適切な対処を校長、主事、学科長等並びに防止対策委員会に申し立てることができる。 

２ 前項の申立ては、申立人自ら行うほか、第 11 条に定める相談員及びその他の教職員、学生等並

びに関係者を通じて行うことができる。 

 （防止対策委員会） 

第６条 本校にハラスメントの防止等に関し適切な施策を講ずるため、防止対策委員会を置く。 

２ 防止対策委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

 (1) ハラスメントの防止に関する啓発活動等に関すること。 

 (2) ハラスメントに関する相談体制に関すること。 

 (3) ハラスメント防止のための環境改善に関すること。 

 (4) その他ハラスメントの防止等に関すること。 

３ 防止対策委員会は、前項の事項を審議したときは、その経過及び結果を校長に報告し、校長の指

示により必要な措置を講ずるものとする。 

４ 防止対策委員会は、教職員、学生等及び関係者からハラスメント等の申立てがあった場合、又は
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 第１１条に規定するハラスメント相談員から申出でがあった場合は、その事実 関係の調査を行わ

なければならない。 

５ 防止対策委員長は、前項の調査において、被害救済等の措置が必要と判断した場合は、校長に報

告した上で必要な措置を講ずるものとする。 

６ 防止対策委員長は、第4項の調査の結果、懲戒事由に該当する非違行為が存在すると認め、当該

教職員及び学生等に対する懲戒処分の審議が必要と判断したときは、教職員にあっては校長に、学

生等にあっては学生主事に審議の申立てを行うものとする。 

 （防止対策委員会の組織） 

第７条 防止対策委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 副校長 

 (2) 教務主事、学生主事、寮務主事及び研究主事 

 (3)  専攻科長 

(4) 学科長 

 (5) 一般教育科長 

(6) 学生相談室長 

(7) 事務部長 

 (8)  総務課長及び学生課長 

 (9)  校長が指名した女性教員及び女性事務職員 各１人 

 (10) その他校長が必要と認めた者 若干人 

２ 第1項第6号、9号及び10号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

３ 委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

第８条 防止対策委員会に委員長を置き、副校長をもって充てる。 

２ 委員長は、防止対策委員会を主宰する。 

３ 防止対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。 

４ 防止対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

５ 防止対策委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （調査委員会） 

第９条 防止対策委員会の委員長（以下「防止対策委員長」という。）は、第６条第４項に規定する

調査に当たり、事案ごとに調査委員会を置くことができる。 

２ 防止対策委員長は、前項に規定する調査委員会を設置したときは、速やかに校長に報告するもの

とする。 

３ 調査委員会は、事案の事実関係を調査し、その結果を防止対策委員長に報告するとともに、被害

救済等の措置が必要と判断した場合は、併せて報告するものとする。 

４ 調査委員会は、防止対策委員長が指名した防止対策委員会委員若干人をもって組織する。 

５ 防止対策委員長が必要と認める場合には、調査委員会委員として前項に定める委員のほか、ハラ

スメントに関する知識を有する者（学外者を含む。）を加えることができる。 

６ 調査委員会は、当該事案に関する調査結果を防止対策委員長が校長に報告した日をもって解散す

る。 

７ 調査委員会に調査委員会委員長を置き、あらかじめ防止対策委員長が指名した委員をもって充て

る。 

８ 調査委員長は、調査委員会を主宰する。 

９ 調査委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （調査に関する注意事項） 

第10条 防止対策委員会及び調査委員会の委員は、事実関係の調査に関して関係者のプライバシー、

名誉、人権等を尊重するとともに、二重被害の防止に努めなければならない。 

 （相談員） 

第 11 条 本校にハラスメントに関する相談に対応するため、ハラスメント相談員（以下「相談員」

という。）を置き、学生相談室員をもって充てる。 
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２ 相談員の任期は1年とし、再任は妨げない。 

３ ハラスメントの相談は面談のほか、手紙、ファックス、電話及び電子メールのいずれについても

受け付けるものとする。 

４ 相談員は、防止対策委員会委員を兼務することができない。 

第 12 条 相談員は、教職員、学生等又は関係者からハラスメントの相談の申出があった場合には、

速やかにこれを受け付け、相談者の立場と状況及び相談環境に十分配慮して、必要かつ適切な助言

を与えるとともに、相談者の要請事項の確認に当たらなければならない。 

２ 相談員は、必要に応じて相談員相互の連携を図り、相談等に対応するものとする。 

３ 相談員は、相談があった事実、相談内容、相談者の意向及び助言内容等について記録しなければ

ならない。 

４ 相談員は、相談内容等の内容を防止対策委員長に報告するものとする。ただし、相談者が了承し

ない内容については報告しないものとする。 

第13条 相談員は、任務を遂行するにあたり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1)  相談者のプライバシー、名誉、人権等を侵害することのないよう慎重に対処すること。 

 (2) 本校のハラスメントの防止等のシステムを十分説明し、相談者が理解した上で自ら解決方法

を選択することができるよう支援すること。 

 (3) 相談に係る記録の管理を厳重に行い、外部に流出しないよう措置を講ずること。 

 （プライバシー等の保護及び守秘義務） 

第 14 条 ハラスメントに関する問題解決に当たり、その手続きに関わる全ての者は、当事者に係る

プライバシー、名誉、人権等に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第 15 条 教職員及び学生等は、ハラスメントに対する相談、申立て、当該相談に係る調査への協力

その他ハラスメントの防止等に関し、正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱

いをしてはならない。 

 （庶務） 

第16条 防止対策委員会に関する庶務は、総務課及び学生課が連携して処理する。 

 （雑則） 

第 17 条 この規則に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、防止対策委員

会が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

２ 鳥羽商船高等専門学校セクシュアル・ハラスメント防止等に関する要項（平成17年1月13日制

定）は、廃止する。 

 附 則 

この規則は、平成24年10月16日から施行する。 

 附 則 

この規則は、平成27年5月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 
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(１) 交付を受けるもの 
種     類 交付係 時 期 備  考

在学証明書

成績証明書

卒業（見込）証明書

学生運賃割引証

通学証明書

居住証明書

教務係

〃

〃

学生生活係

〃

寮事務室

必要時随時

〃

〃

〃

〃

〃

２日前までに申し込むこと。

３日前までに申し込むこと。

２日前までに申し込むこと。

２日前までに申し込むこと。

ただし、長期休業などの時は、

期限を別に定める。

２日前までに申し込むこと。

３日前までに申し込むこと。

(２) 届出をするもの（用紙は各係で受け取る） 
種     類 提出先 時 期 備  考

保証人住所・氏名変更届

保証人変更届

住所・氏名変更届

欠席届

長期欠席届

奨学生異動届

学生団体解散届

転入証明書

帰寮・就寝届

学寮内自転車持込届

教務係

〃

〃

〃

〃

学生生活係

〃

寮事務室

〃

〃

その都度

〃

〃

〃

〃

その都度

〃

入寮直後

その都度

〃

学級担任を経由すること。

病気のときは医師の診断書を添付

すること。

（７）諸 手 続 一 覧 
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(３) 願い出をするもの（用紙は各係で受け取る） 
種     類 提出先 時 期 備  考

休学願

復学願

退学願

公欠願

忌引願

追試験受験願

再試験受験願

単位認定試験辞退願

追認試験受験願

学生証再交付願

学生団体結成（変更・継続）願

校外団体参加許可願

集会、催物許可願

印刷物発行・配布及び販売許可願

掲示許可願

運転免許取得願

施設、設備使用許可願

奨学生願書

入学料免除願

入学料徴収猶予願

授業料免除願

授業料徴収猶予願

授業料月割分納願

寄宿料免除願

特別外出・外泊・帰省願

教務係

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

学生主事室

〃

〃

〃

〃

〃

〃

学生生活係

〃

〃

〃

〃

〃

〃

寮事務室

その都度

〃

〃

〃

〃

〃

試験初日3日前

試験前日

その都度

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

指定期日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

その都度

病気のときは医師の診断書を添付す

ること。

試験日3 日前までに連絡すること。

団体の規則・目的・会員簿を

添付すること。

団体の規則・目的・会員簿を

添付すること。

印刷物を添付すること。

各願書は、特に定められたもののほか、原則として１週間前までに提出すること。
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（８）学生相談室 

学生相談室は、学生達が抱えているさまざまな問題について、どうしたらいいのか、一緒に考えな

がら、学生たちが自分の力で解決のための鍵を見つけて成長していくことを第一の目標にし、それに

よって、より良い学生生活を送ることができるように願って開設しています。

たとえば

◎学業面について

◎進路・進学・就職について

◎体や心の健康について

◎人間関係について

◎クラブ活動について

◎恋愛について  

などなど、担当の先生が交代で皆さんの来室を待っています。

 相談時間 

学生相談室 月～金 １０：００～１６：４５ ― 潮騒会館２階

カウンセラー室 毎週水曜日１４：００～１８：００ ― 潮騒会館２階

  〃 月２回（不定期）１４：００～１８：００ ― 潮騒会館２階

学生相談員 月～金 各科の教員が担当 １６：００～１７：００ ― 各教員室
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（９）鳥羽商船高等専門学校いじめ防止基本方針

制  定 平成２６年１０月１４日

最終改正 平成２８年 ４月 １日

 鳥羽商船高等専門学校（以下「本校」という。）は，「いじめ防止対策推進法（平成２５年法

律第７１号）（以下「法」という。）」，「いじめの防止等のための基本的な方針（平成２５年１

０月１１日文部科学大臣決定）」及び「独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策

ポリシー（平成２６年３月２７日理事長裁定）」にのっとり，本校におけるいじめの防止等の

ための対策を総合的かつ効果的に推進するため「鳥羽商船高等専門学校いじめ防止基本方針

（以下「本校基本方針」という。）」を定める。

【基本方針】

（いじめの定義）

第１ 「いじめ」とは，本校の学生に対して，本校に在籍している等，当該学生と一定の人的

関係にある他の学生が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通

じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。

（基本理念）

第２ いじめの防止等のための対策は，次に掲げる事項を旨として行わなければならない。

① いじめは，本校の全ての学生に関係する問題であることを考慮し，全ての学生が安

心して学校生活を送り，様々な活動に取り組むことができるよう，本校の内外を問わ

ず，いじめが行われなくなるようにする。

② 全ての学生がいじめを行わず，また，他の学生に対して行われるいじめを認識しな

がらこれを放置することがないようにするため，いじめが，学生の心身に及ぼす深刻

な影響や，その他のいじめの問題に関することについて，学生の理解を深める。

③ いじめを受けた学生の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識

しつつ，本校，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。），地域住

民，家庭その他の関係者・機関との連携の下に行う。

（いじめの禁止）

第３ 学生は，いじめを行ってはならない。

（本校及び教職員の責務）

第４ 本校及び教職員は，法及び基本理念にのっとり，学生の保護者その他の関係者との連

携を図りつつ，学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに，学生がいじめ

を受けていると思われるときは，適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
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【いじめの防止】

（いじめ防止対策委員会の設置）

第５ 法第２２条の規定1に基づき，本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行

うため，「いじめ防止対策委員会（以下「対策委員会」という。）」を置く。

２ 対策委員会に関し必要な事項は別に定める。

（人権意識，道徳的実践力の育成）

第６ 本校における教育活動全体を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図り，学生の豊

かな情操を培い，人権意識や心の通う対人交流能力を養成する。

（自己有用感・自己肯定感の育成）

第７ 本校における教育活動全体を通じて学生が活躍でき，他者の役に立っていると感じと

ることのできる機会を提供し，学生の自己有用感を高める。

（保護者や地域社会，関係機関との連携）

第８ 保護者や地域社会及び関係機関との緊密な連携協力関係構築のため，本校基本方針を

ホームページや学校だより等で発信するとともに，入学手続き説明会において新入生とそ

の保護者に周知する。

２ 奨学後援会と学校との懇談会や寮生保護者懇談会及び運営諮問会議等において，いじめ

の問題について協議する機会を設け，社会一丸となっての対策推進に繋げる。

（教職員の資質向上のための研修の実施）

第９ いじめの防止等に対する対策が，専門的知識に基づき適切に行われるよう，教職員に

対しいじめの防止等に関する校内研修を実施し，資質向上を図る。

【早期発見】

（教職員による観察や情報交換）

第１０ 教職員は，いじめの早期発見に努めるため，次に掲げる事項に留意し，いじめの見

過ごし・見逃し，対応の先延ばし等による深刻化を防ぐことを心がける。

① いじめは，教職員の目に付かない時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装

って行われたりする等，気付くことや判断が困難な形で行われることが多いことを認

識しておく。

② 学生のささいな変化に気づき，わずかな兆候であってもいじめではないかとの疑い

を持って早い段階から的確に関わりを持ち，いじめを軽視したりすることなく積極的

に認知する。

③ ささいな兆候や懸念，学生からの訴え等を教職員個人で抱え込まず，教職員相互が

1 いじめ防止対策推進法（抜粋） 
第二十二条 学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため，当該学校の複数の教職員，心

理，福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く

ものとする。
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積極的に情報を交換し共有するとともに，対策委員会にも報告する。

（定期的ないじめ調査や個人面談の実施）

第１１ 「こころと体の健康調査」等の定期的に実施するアンケート調査や学生相談室等を

活用し，学生の生活実態等についてきめ細かに把握することにより，いじめの早期発見に

繋げる。

２ 担任教員及び専攻主任（以下「担任教員等」という。），その他の教職員は，普段から学生

への態度や関わり方を見直し，気軽に相談される雰囲気作りに留意し，特に担任教員等は，

懸念される学生に対して個人面談を定期的に実施する等の方法により，いじめの早期発見

に繋げる。

（相談体制の整備や相談機関の周知）

第１２ 学生及びその保護者並びに教職員が，いじめに係る相談を行うことができる体制と

して，本校学生相談室をもって充てる。

２ 学生相談室は，本校における相談方法以外に「２４時間いじめ相談ダイヤル」等，本校

以外の相談窓口についても積極的に学生に広報し周知する。

【いじめへの対応】

（いじめの発見や相談を受けた時の対応，いじめの事実調査と組織的対応）

第１３ 教職員は，いじめと疑われる行為や暴力を伴ういじめを目撃した場合には，次に掲

げる事項に留意し対処する。

① 速やかに行為を止めることを最優先する。なお，単独での制止が困難と予測される

場合は，他の教職員の応援を求める。

② いじめを受けた学生（以下「被害学生」という。）の安全を確保するとともに，教育

的な配慮の下で被害学生及び，いじめを行った学生（以下「加害学生」という。）を適

切に指導する。

③ 対応をとった後，何が起きていたのか，どのような対応を行ったかを速やかに対策

委員会に報告する。

２ 教職員は，学生や保護者等から，いじめに関する相談や通報を受けた場合には，真摯な

対応を行い，その内容を対策委員会に速やかに報告する。

３ 対策委員会は，いじめに関する相談や通報を受けた場合には，速やかに組織的に対応し

事実確認を行い，いじめがあったことが確認された場合は，被害学生を守り通すとともに，

加害学生に対しては，当該学生の人格の成長を旨として，教育的配慮の下，毅然とした態

度で指導を行う。

４ 対策委員会は，いじめが確認された場合，その再発を防止する対策を講ずるとともに，

校長が責任をもってその確認結果及び対策を機構理事長に報告する。

５ 校長は，加害学生に対し教育上必要があると認めるときは，学生委員会及び教員会議で

の審議を経て，鳥羽商船高等専門学校学則第６１条の規定に基づき懲戒を加える。

６ 対策委員会は，いじめの事実確認の過程において，いじめが犯罪行為として取り扱われ
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るべきものであると認められるときは，早急に機構及び所轄警察署と連携してこれに対処

する。

７ 対策委員会は，３，４及び６の対応にあたり，教職員全員の共通理解，当該双方の学生・

保護者の周囲の者の協力，専門家及び関係機関等との連携を図る。

８ いじめに関する問題解決にあたり，その対応に関わる全ての者は，当事者に係るプライ

バシー，名誉，人権等に十分配慮するとともに，知り得た秘密を漏洩させてはならない。

９ 教職員及び学生等は，いじめに対する相談，申立て，当該相談に係る調査への協力その

他いじめの防止等に関し，正当な対応をした者に対し，そのことをもって不利益な取扱い

をしてはならない。

（インターネット上のいじめへの対応）

第１４ インターネット上のいじめ等に繋がる不適切な情報発信が発見された場合，対策委

員会は，第１３に準じ対応するとともに，必要に応じ所轄警察署や法務局等と連携し，直

ちに削除する措置及びその他必要な対応をとる。

（重大事態への対応）

第１５ 対策委員会が法第２８条第１項に規定する重大事態2であると認めた事案について

は，当該重大事態への対処及びそれと同種の事態発生防止のため，機構の指示を仰いだう

え，適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査（以下「重大

事態調査」という。）をする。

２ 対策委員会は，機構と連携し，当該被害学生及びその保護者に対し，重大事態調査に係

る事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

（被害学生やその保護者への支援）

第１６ 被害学生やその保護者に対しては，対策委員会が中核となり全校的な協力体制を図

りつつ，次に掲げる支援をする。

① 保護者には，事実関係及び安全確保と秘密厳守について迅速かつ正確に伝え，今後

の対応等について情報を共有する。

② 被害学生にとって信頼できる家族・友人・知人・教職員等と連携し，安心して授業

その他の活動等に取組める環境を確保し，寄り添い支える体制を整える。

③ 学生相談室のカウンセラーや精神科医師による心のケアを行う等，被害学生を支え

る体制を整える。

（加害学生やその保護者への助言）

2 いじめ防止対策推進法（抜粋） 
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は，次に掲げる場合には，その事態（以下「重大事態」という。）に対処

し，及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため，速やかに，当該学校の設置者又はその設置する学校の下

に組織を設け，質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うもの

とする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある

と認めるとき。
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第１７ 加害学生やその保護者に対しては，対策委員会が中核となり全校的な協力体制を図

りつつ，次に掲げる助言をする。

① いじめの状況に応じて，孤立感や疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下，

特別の指導計画による指導のほか，機構や所轄警察署との連携による措置も含め毅然

とした対応をする。

② 保護者には被害学生の個人情報やプライバシーに十分配慮しつつ，事実関係を迅速

かつ正確に伝え，事実に対する理解と納得を得たうえで，適切な対応をとるための協

力を求めるとともに，継続的な助言をする。

（学生全体への働きかけ）

第１８ 学生全体に対しては，対策委員会が中核となり全校的な協力体制を図りつつ，次に

掲げる働きかけをする。

① いじめを見たり知っていた学生に対しても，決して他人事ではなく自分の問題とし

てとらえることができるよう指導する。

② いじめをはやし立てたりする「観衆」や見ているだけの「傍観者」になることなく，

いじめを抑止する「仲裁者」となれるよう，たとえいじめを止めさせることはできなく

ても誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。

③ いじめを当事者間だけの問題とせず，学校全体の問題ととらえ，全ての学生が互い

に尊重しあい，認める人間関係を築くよう，全校集会やホームルーム等を通して指導

を行う。

（継続的な支援・助言・指導等）

第１９ いじめ事案が解決したと思われる場合でも，継続して十分な注意を払い，対策委員

会が中核となり必要な支援・助言・指導等をする。

（点検及び評価）

第２０ 本校基本方針に基づく取組みについては対策委員会で点検し，自己点検評価委員会

等で評価を行い，不断の改善に努める。

２ 点検にあたっては，いじめの事実が隠蔽されず，並びにいじめの実態把握及びいじめに

対する措置が適切に行われるよう，いじめの早期発見，いじめの再発を防止するための取

組み等について適正に行う。

  附 則

この基本方針は，平成２６年１０月１４日から施行する。

附 則

この基本方針は，平成２８年４月１日から施行する。
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１０　事務組織と業務内容





事務組織と業務内容

学校運営に必要な事務を処理するために、事務部がおかれています。
事務部は、総務課、学⽣課の２課に分かれています。
このうち、⽇常とくに学⽣に関係の深い係とその業務内容の主なものは、次のとおりです。 

【学⽣課】
◆ 教 務 係 ⼊学、進級、卒業、休学、退学及に関すること

⼤学編⼊学に関すること
授業及び試験に関すること
成績及び出⽋に関すること
学籍に関する各種証明書の発⾏に関すること
教室等の使⽤に関すること

◆ ⼊ 試 ・ ⽀ 援 係 学⽣募集及び⼊試に関すること
インターンシップ・特別実習に関すること
国際交流に関すること
各種コンテストに関すること

◆ 学 ⽣ ⽣ 活 係 課外活動及び学⽣会等に関すること
就職に関すること
各種奨学⾦及び就学⽀援⾦、授業料免除等に関すること
通学証明及び旅客運賃割引証に関すること
保健衛⽣及びカウンセリングに関すること
学⽣寮の管理に関すること
学⽣の⼊寮及び退寮に関すること
寮給⾷及び栄養管理に関すること

◆ 図 書 係 図書の閲覧及び貸出に関すること
その他図書に関すること

【総務課】
◆ 財 務 ・ 経 理 係 授業料及び寄宿料等の納付に関すること

◆ 施  設  係 施設の利⽤に関すること
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事 務 組 織 図

総務課⻑

課⻑補佐
（総務担当）

総務係

企画・地域連携係

⼈事労務係

課⻑補佐
（財務担当）

財務・経理係

調達係

施設係

学⽣課⻑ 課⻑補佐

教務係

⼊試・⽀援係

学⽣⽣活係

図書係

事
務
部
⻑
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実験実習安全必携 

独立行政法人

国立高等専門学校機構

安全基本方針

１．健康管理 

２．実験環境の美化 

３．約束の遵守 

学生氏名： 

生年月日： 

血 液 型： 

アレルギー等特記事項：

緊急時の連絡先：

保護者

℡

消防（緊急 119） 

℡

警察（緊急 110） 

℡

病院等 

  ℡

  ℡

  ℡

  ℡

  ℡
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まえがき

この冊子は、皆さんが主として実験、実習を安全

に行なうために心がけておくべき基本的な事項、及

び不幸にも事故や災害が起こった場合にどう対処

したらよいかをまとめたものです。一度は熟読し、

常に携帯して安全に心がけると共に、緊急事態が発

生した場合に適切に対応できるようにしておいて

ください。

 危険はいろんなところに潜んでいます。また、災

害は何時起こるかわかりません。皆さんの中には、

実験中にヒヤリとしたことはないでしょうか。まか

り間違えば大事故に繋がるようなことを経験した

人も多いと思います。大きな事故や災害の影には、

小さな事故が 29 件、ヒヤリとかハットするような

事は 300 件起きているそうです。私たちが身近に経

験していることが、ほとんどヒヤリ、ハットや軽度

の事故で済んでいるために、あまり深刻に考えてい

ませんが、それはたまたま幸運だったということで

す。次に同じことが起きたときにはどんなに大きな

災害になるかは予測できません。これまで長い間、

安全だったからいいだろうではなく、もう一度、こ

の安全必携を参考に、原則に立ち返って日常の行動

を見直し、点検してみましょう。また、緊急連絡先

なども確認しておき、緊急事態が発生した時に、あ

わてないようにしておいてください。

安全必携目次 

第Ⅰ部 共通 
第 1章 安全一般心得-------------- 1 

第 2 章 学生実験・実習の心得------ 2 

第 3 章 救護と衛生---------------- 3 

 第 1 節 救急処置一般------------ 3 

 第 2 節 創傷-------------------- 8 

 第 3 節 熱傷-------------------- 8 

 第 4 節 ガス中毒----------------10 

 第 5 節 感電--------------------11 

 第 6 節 その他参考事項----------11 

  6-1 熱中症------------------11 

  6-2 鼻血--------------------13 

  6-3 目の外傷----------------13 

  6-4 過換気（呼吸）症候群----14 

  6-5 凍傷--------------------15 

第 4 章 火災時の対応--------------16 

第 5 章 地震時の対応--------------17 

第 6 章 爆発時の対応--------------17 

第 7 章 薬品漏洩時の対応----------18 

第Ⅱ部 作業別安全心得 
第 1章 電気取扱い----------------19 

第 2 章 運搬作業------------------20 

第 3 章 高所作業------------------20 

第 4 章 回転体取扱い作業----------21 

第 5 章 高熱作業------------------22 

第 6 章 一般化学実験--------------23 

第 7 章 危険物取扱い作業----------24 

第 8 章 有害物質の取扱い----------24 

第 9 章 バイオハザードの防止------25 

第 10 章 廃棄物・廃水処理心得-----26 

第 11 章 高圧ガス取扱い作業-------27 

第 12 章 高圧電気取扱い作業-------28 

第 13 章 Ｘ線取扱い作業-----------28 

第 14 章 レーザー取扱い作業-------29 

第 15 章 グラインダー研削作業-----29 

第 16 章 溶接・ガス切断作業-------30 

第 17 章 容器・ピット内作業-------31 

第 18 章 VDT(Visual Display Terminal)作業--31 
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第Ⅰ部  共通 

 

 

第 1 章 安全一般心得 

(1)常に整理整頓を心が

ける。 

(2)避難経路、非常口、避難場所を確認しておく。 

(3)通路、階段、電気スイッチ、消火器、消火栓、非

常口の付近に物を置かない。 

 

 

 

 

 

 

 

(4)物を置くとき不安定なものは、あて木、まくら木、

ロープ等を使って固定する。 

(5)使用する計器、治工具は必要に応じ作業前後の

点検を励行する。 

(6)保護具は作業内容に応じ適切なものを使用する。 

(7)電気系統の配線には、使用電力量と配線やタッ

プの定格電圧及び許容電流をよ

く検討し、過熱や漏電が起きな

いようにする。また、危険な「た

こ足配線」をしない。 

‐2‐ 

(8)暖房器具は耐震性等問題のない器具を使用し、

周囲に可燃物を置かない。 

 

 

 

 

第 2 章 学生実験・実習の心得 

(1)実験室や実習工場では実験・実習に適

した服装（作業服等）、履き物を着用

する。また、必要に応じて保護メガネ・

保護手袋・安全靴・帽子又はヘルメッ

トを使用する。 

(2)安全基本方針（健康管理、実験環境の美化、約束

の遵守）を常に念頭におき、実験・実習を励行す

る。 

(3)自分の身は自分で守ると共に、他人の安全にも

配慮する。 

(4)わからないことは、小さなことでも指導者に尋

ねる。 

(5)実験装置、工作機械、計器等の正しい取扱い方法

を熟知しておく。 

(6)実験装置、工作機械、計器等に不具合や破損が生

じた場合には、ただちに装置・機械等を停止し、

指導者に報告する。 

(7)関係のない実験装置や工作機械、器具等に不用

意に触れない。 

‐3‐ 

(8)実験・実習はできるだけ複数人数で行う。(事故

が起こった場合の処置、通報のため) 

(9)廃棄物、廃薬品、廃液等は規則に従い適切に  

分類して処分する。 

 

(10)化学物質を取り 

扱う際は、ＭＳＤＳ（化学物質安全性データ 

シート）を確認する。 
 
 

第 3 章 救護と衛生 

被災者が出た場合は、学生だけで対処せずに、落

ち着いて近くの教職員、保健室、学生課等に連絡し

協力者を得る。被災者の状況を把握し速やかに救急

車、病院への手配を行う。 

 

第 1 節 救急処置一般 

(1)被災者に意識があれば一番楽な姿勢をとらせ保

温し、意識がない場合は応急処置として次の各

項を行う。  

・頭とノドを水平にして寝かせ気道を確保する。 

・顔が紅潮していれば、頭は少し上げる。 

・顔がそう白のときは、頭を少し下げ、足を高く

する。 

 

 

‐4‐ 

・嘔吐があれば、寝かせたまま顔を横に向け吐か

せる。 

・その場に危険のない場合は、被災者の身をゆり

動かしたり、運んだりしてはいけない。 

(2)死の危険性のある被災者に対しては救命処置を

する。救命処置には、大きく心肺蘇生法（心臓マ

ッサージ及び人工呼吸）と止血法がある。 
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(a)心肺蘇生法 

  
傷病者の発生 

協力者を求める・１１９番通報・AED を手配する

気道の確保 

人工呼吸２回 

意識の確認 

呼吸の確認 

‐6‐ 

心臓マッサージ３０回

人工呼吸２回 

心臓マッサージ３０回

人工呼吸２回 

（1 サイクルを５回繰り返す）

「胸の真ん中」あるいは「乳頭と乳

頭を結ぶ線の胸骨上」のいずれか

に手の付け根を置く 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは 

 傷病者の心臓がけいれんし（細動）正しいリズムで動いて

いない場合に、電気ショックを与え、けいれんを除く機器。

～ＡＥＤ使用可能条件～ 

・傷病者に意識がないとき 

・傷病者に循環サイン（息、咳、体動）がないとき 

・傷病者の胸が汗や水で濡れている場合は、タオルで拭き

取ってから行う。貼り薬や金属製のアクセサリもはずす。電

極を装着したら、除細動（電気ショック）が終了するまで傷

病者にさわらない。 

・傷病者が 1 歳以上 8 歳未満の小児の場合、小児用パッド

を使用するが、無い場合は成人用パッドを代用する。 

循環ｻｲﾝの確認

循環ｻｲﾝの確認

循環ｻｲﾝの確認

循環ｻｲﾝの確認
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(b)止血法 

 

 

 

 

医療 

※手足が切断されるけがの場合 

 止血を行いながら、救急車で医療機関へ急行する。 

切断された手足は清潔なガーゼなどで包み、ビニール 

袋に入れて、袋の外から氷などで冷やし、けが人と一緒に

医療機関に持って行く。 

‐8‐ 

第 2 節 創傷 

(1)受傷部位と重傷か軽傷かを判断する。 

(2)患部を高くする。決して揉んではならない。 

(3)骨折や脱臼の疑いがあるときは、副木包帯をす

る。 

 
 

第 3 節 熱傷 

(1)小範囲の熱傷は、できるだけ早く熱傷部を水や

氷水で冷やす。水泡は破らない。 

(2)広範囲(体表面の 15%以上)の場合は、ひどいショ

ックを起こすことがあるので天候に応じた保温

をし、すぐに病院に運ぶ。 

(3)熱傷面に付着している衣類は、はがさないで周

囲のみ切り取る。 

(4)軟膏や油類は絶対に塗らない。 

(5)被災者が水を欲しがる時は、コップ半分位ずつ

適当な間隔で飲ませる。 
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程度 傷の状態 痛み 手当て 

Ⅰ度 皮膚が赤くなる ヒリヒリする 水で冷やす 

Ⅱ度 
皮膚が赤くなる 

水ぶくれができる 
強く痛む 

水で冷やし、滅菌ガーゼ

で軽くおおって病院へ

Ⅲ度 

皮膚の表面が固くなり、

黒くこげたり、白く乾燥

したように見える 

痛みは感じない

ことが多い 

滅菌ガーゼで軽くおお

い、早急に病院へ 
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【薬品による熱傷の場合】 

(6)薬品等がかかった場合、流水でよく流し、清潔な

布で覆い医療機関に移送する。 

(7)薬品が衣服にかかった場合は、その部分をハサ

ミで切り取る。（無理に脱がすと他の部位に薬品

が付いてしまう。） 

(8)目に入った場合、絶対にこすらない。 

(9)必ず熱傷した方の目を下にして、もう一方の目

をしっかり覆い流水で洗い落とす。 

(10)薬品での中和を試みず、原因の薬品も持参して

医療機関に移送する。 

 

 

第 4 節 ガス中毒 

(1)絶対に無防護で飛込んではなら

ない。ガスマスク、空気呼吸器

等を着用する。 

(2)事故現場の換気を十分に行う。 

(3)救助場所では防爆型懐中電灯を使用する。 

(4)裸火、マッチは持ち込まない。 

(5)中毒を起こした者は風通しのよいところに寝か

せる。 

(6)衣服をゆるめる。 

(7)意識確認を行う。 

(8)意識がなければ心肺蘇生法を行う。 
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第 5 節 感電 

(1)直ちに電源を切る。 

(2)絶縁体（木片、ゴム製品等）を使って原因となる

電線や電気製品を離す。 

(3)電撃ショックで心臓が停止している場合はすみ

やかに心臓マッサージをほどこす。 

(4)呼吸が停止している場合は、すみやかに人工呼

吸をほどこす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶縁体を使って原因となる電源や電気製品を離す。 

 

第 6 節 その他参考事項 

6-1 熱中症 

・熱中症は炎天下だけではなく、蒸し暑

い体育館や武道館でも起こる。 

・運動前に必ずコップ一杯でも水分を

補給し、運動中もまめに水分をとる。 

・湿度の高い日は、汗が蒸発しにくく体の熱が発散

されないので、さらに注意する。 
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・その日は大丈夫でも体内は脱水状態なので、次の

日に起きる可能性がある。家に帰ってからも水分

をとり、十分に休養する。 

 
 

（熱中症の応急処置） 
病名 症状 応急処置 

熱疲労

熱けいれん

大量の汗をかいて水を失った

ために体が動かなくなる。 

その状態で水だけを飲むと体

内の塩分が欠乏しけいれんを

起こす。 

衣服をゆるめて涼しい所で寝

かせる。 

水分補給（水 500ml に対して小

さじ１杯の塩）をする。 

塩をなめさせる。 

スポーツドリンクを飲ませる。

吐き気があり水分を飲めない

ときは病院へ。 

足を高くし抹消から中心部に

血液が戻るようにマッサージ

をする。 

日射病

めまい、吐き気、頭痛、意識障

害などが起こる。 

体温は必ずしも高くない。 

熱射病

めまい、意識障害、発熱、40℃

を超えることもある。 

汗をかいていない（体温調節

ができず汗をかいて熱を逃が

すことができない）。 

 

意識障害 

応答が鈍い、言動がおかしい、

意識がないなど。 

とにかく冷やす。 

全身に水をかける。 

首筋、わきの下、股のつけ根な

ど動脈の走っているところを

冷やす。 

 

水を霧状に吹きかけうちわで

あおぐ（汗の代わり）。 

処置をしながら救急車で病院

へ移送する 

救急車（１１９） 
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6-2 鼻血 

(1)座った状態で前を向き、鼻を強くつまむ。 

(2)上を向いたり横になったりしない。 

(3)鼻の上を冷やす。 

(4)口で息をして、血液が口へ流れてきたら吐き出

す。 

(5)首の後ろを叩いたりしない。 

 

 

 

 

 

 

6-3 目の外傷 

【軽いゴミが入った場合】 

 きれいな水で目を静かに洗う。 

 

 

 

 

 
水中で目をパチパチさせて洗う    やかんやシャワーを使って洗う 

 

【目に異物が刺さった場合】 

(1)目に刺さっている異物は抜かない。 

(2)できる限り歩かせない。歩かせると反射的に眼

球が動き傷口が拡大する。 
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6-4 過換気（呼吸）症候群 

・本人の意思や意識とは関係なく起こる発作である。 

・急に呼吸回数が増加し、息苦しさや呼吸困難を訴

える。 

・呼吸回数が増加することで血液中の二酸化炭素の

量が減り、酸素は十分に足りている状態にも関わ

らず本人は呼吸ができないと感じる。脳血管収縮

から脳血流量減少、意識水準低下、失神を引起す

こともある。 

・手足のしびれや違和感が前兆としてあらわれるこ

ともある。 

 

6-5 凍傷 

(1)凍傷の部分を、本人（傷病者）また

は救助者のわきの下、太ももの

間にはさんで温める。 
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(2)耳や鼻等のときは、温かい布で覆う。 

(3)40℃程度のお湯に凍傷の部分を

20 分間以上入れて温める。 

(4)凍傷の部分を高く上げておくと、

腫れや痛みが少ない。 

(5)医療機関で受診する。 

(6)禁止事項として、 

・凍傷の部分を布や手で強く摩擦しない。 

・靴や手袋を脱がせるときも手荒なことをしない。 

・凍傷の部分を直接火に当てて温めてはいけない。 

・凍傷部が足のときは歩かせない。 

 

 

第 4 章 火災時の対応 

(1)まず大声で「火事だ」と周      

辺の人に知らせる。 

(2)衣服に火が着いたときは

走ってはいけない。床に転

がり周囲の者が消火器や

水で消す。近くにシャワー

があれば浴びる。 

(3)火災報知機のボタンを押す。 

(4)消防署へ通報する。（119 番通報で、携帯電話を

使用すると区域外につながることがあるので、

できるだけ固定電話を使用する） 
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(5)瞬時に爆発の危険がないと判

断される場合は、ガスの元栓

を閉じ、使用機器の電源を切

り、周囲の燃えやすい物を取

り除く等の処置を行う。 

(6)可能な範囲で初期消火を行う。（消火器を活用）

炎が天井に届いたら初期消火は難しく、絶対に

無理をしない。 

(7)避難する。（できるだけ危険の少ない経路を使用） 

(8)状況を教職員に連絡する。 

 

  第 5 章 地震時の対応 

(1)身の安全を図る。 

バック、衣類や教科書など

で頭を覆い、落下物から身

を守る。机がある場合は、

その下に身を伏せる。 

(2)火の始末をする。 

(3)避難路を確保する。 

(4)工作機器等の大型機械使用時は、直ちに運転を

停止し電源を切る。 

(5)負傷者を救助する。 

(6)火災、有害物質漏洩に対応する。 

(7)避難場所に移動する。 

(8)安否を確認する。 

(9)状況を教職員に連絡する。 
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第 6 章 爆発時の対応 

(1)まず大声で周辺の人に知らせる。 

(2)周囲を確認し、負傷者が居れば救護する。 

(3)爆発元の装置を直ちに危険のない状態にする。

それが困難なときは、速やかに避難する。 

(4)爆風や飛散物による二次的な事故を防ぐため、

速やかに避難する。 

(5)状況を教職員に連絡する。 

 

第 7 章 薬品漏洩時の対応 

(1)まず大声で周辺の人に知らせる。 

(2)有害性が高いときはすぐに避難する。 

(3)可能なら漏洩を止め拡散を防ぐ。 

(4)近くでガスバーナーなどを使用している時は消

火しておく。 

(5)状況を教職員に連絡する。 
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第Ⅱ部 作業別安全心得 

 

第 1 章 電気取扱い 

(1)スイッチボックスの電源電圧を確認し、定格電

流以下で使用する。 

(2)スイッチボックス前には開閉操作の妨げとなる

ものを置かない。 

(3)電気機器の接地(アース)を完全にすること。ア

ース用端子に接続し、水道管やガス管を決して

アースに用いない。 

(4)高電圧や大電流の通電部ないしは帯電部は絶縁

物でしゃへいする。または強電界等で危険な区

域の近くへは立ち入らな

い。 

(5)高電圧や大電流を伴う実験

は単独で実施しない。 

(6)スイッチの開閉は必ず右手

で行い、左手で他の物、特に

金属には触れない。 

(7)共同作業でのスイッチの開閉は合図の確認をし

てから行う。 

(8)電源スイッチ遮断後もコンデンサ等に電荷が蓄

えられている場合がある。従って、電気機器の通

電部ないしは帯電部へ直接に触れることが必要

になったときは、電源を切り、接地棒等によりそ

の部分を必ず接地した状態にして作業を進める。 
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(9)作業終了時や、停電等のときは必ずスイッチを

切っておく。 

 

 

第 2 章 運搬作業 

(1)30kg 以上の重量物は決して

一人で持たない。また、安全

靴を履くことが望ましい。 

(2)手をなるべく深く掛け、膝を

曲げて腰を低くする。 

(3)背骨はまっすぐにし、ひざを伸ばしながらゆっ

くり持ち上げる。 

(4)品物と自分の重心をなるべく近付ける。 

(5)不安定な物を持つときは重心に気を付ける。 

(6)共同作業では各人に力が平均にかかるようにし、

相手に無断で力を抜かない。 

(7)品物の種類や数量に適した運搬車を選ぶ。 

(8)運搬車を機械の間に引き込まない。 

(9)運搬車には添乗しない。 
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第 3 章 高所作業 

(1)高所作業は2m以上での作業を

示すが、それ以下の場合でも

必要に応じた対策を講ずる。 

(2)足場上で脚立・はしごを使用

してはならない。 

(3)手に物を持って、はしごを昇

り降りしない。 

(4)材料、器具、工具などは収納容

器の使用、置き方等に注意し、

落下防止を十分に行う。 

(5)共同作業における連絡合図は

十分呼吸を合わせ、明確慎重

に行う。 

 

 

第 4 章 回転体取扱い作業 

(1)回転体取扱い作業には、旋盤，フライス盤、ボー

ル盤等を用いた機械加工作業も含まれる。 

(2)工作機械の運転操作は、1 人の者が行う。また、

やむをえず２人で作業する場合は、合図・安全確

認を充分に行う。 

(3)ベルト、プーリー等回転体の露出部は確実にカ

バーで囲い、容易に触れないようにする。 
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(4)ベルトやカップリングのゆるみ、はずれの有無

を始動前に必ず点検する。 

(5)電気回路の結線は専門家に依頼し、

自分で勝手に実施しない。 

(6)機械を初めて運転する時は、回転部

分から身をかわし、しばらく様子を

見て安全を確認する。 

(7)回転体に巻き込まれないように、上

着の裾や袖口、ズボンの端はきちんと引締めて

おき、必要に応じて保護メガネを着用する。手袋

は､絶対に使用してはならない。 

(8)回転中のシャフトやベルトを

またいだり下をくぐったりし

ない。 

(9)機械の運転中は発生音に注意

し、異音が発生したら直ちに

運転を停止し点検する。 

(10)機械の修理点検を行うときは必ず元スイッチ

を切り、通電禁止表示を行ってから作業する。 

(11)加工物や切りくずは、高温・鋭利になることか

ら、不用意に触らない。 

 

 

第 5 章 高熱作業 
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(1)高熱作業には、鋳造作業、鍛造作業、熱処理作業

等も含まれる。 

(2)長袖を着用し、出来る限り肌の

露出を少なくする。 

(3)服装の布地は綿主体とする。 

(4)保護具(安全帽、透視面、遮光メ

ガネ、革手袋、足カバー、安全

靴、等)を用途に応じ必ず着用

する。 

(5)鋳造時の溶解作業では2人以上

の作業とする。作業時は「関係

者以外立入禁止」表示をして行う。 

 

 

 

 

 

 

(6)熱処理作業での電気炉への品物の出し入れは必

ず電源を切って行う。 

(7)高温のものを運ぶ場合は事前に通路を確保し、

移動方向等を確認しておく。 

(8)不用意に加工直後の材料に触れない。(火傷の危

険） 

(9)火傷しないように十分注意する。 
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第 6 章 一般化学実験 

(1)実験室では原則として白衣、防護

メガネ等を使用する。 

(2)化学実験の特徴はガラス器具を

多用することである。ガラス製品

は割れるものと思って丁寧に扱う。 

(3)ガラス管の切り口は必ず炎で丸めるか、ヤスリ

で角を落とす。 

(4)ゴム栓やゴム管にガラス管を連結する場合は、

連結させようとする端に近い部分を持ち、栓の

穴や管に水、アルコールなどを塗り、栓の方を回

しながら少しずつ挿入する。 

(5)誤って薬品を目に入れた場合には、水道水で少

なくとも 10 分間洗浄し、医師の診察を受ける。 

(6)廃薬品、廃液の処理は指導教員の指示に従い適

切に処理する。 

 
 

第 7 章 危険物取扱い作業 

(1)危険物は他の薬品と区別し、必ず決められた場

所に置く。 

(2)引火性の物質(主としてガソリン、ベンゼン、ア

ルコール、灯油等の第 4 類)は陽の当たる場所、

火気や熱源の近くに置かない。 

(3)危険物は必要量以上作業場に持込まない。 
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(4)使用後は後始末を完全にし、残品は必ず決めら

れた場所に返す。 

(5)第 4類の取扱い場所には必ず消火器を準備する。 

 
 

第 8 章 有害物質の取扱い 

(1)次の物質は人体への接触、外部への流出をさせ

ないように十分注意する。 

・有害物質……水銀、ヒ素、シアン化合物、カドミ

ウム、六価クロム及びその化合物など。 

・有害ガス……アンモニア、一酸化炭素、硫化水素、

ハロゲン化水素類など。 

・その他……硫酸、水酸化ナトリウムなどの強酸・

強アルカリ及び有機溶剤など。 

(2)使用後の有害物質は所定の手続きにより早急に

処理し、長期間放置しない。 

(3)有害物質の購入、受け入れは最小限度にとどめ、

廃棄物の削減に努める。 

(4)作業中は適切な保護具を着用するとともに、局

所排気装置、除塵装置などを有効に使い、作業場

の通風をよくする。 
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(5)加熱、混合、溶解、撹拌などの操作

によって発熱や有害ガスの発生を

伴うことがあるので、有害物質の性

質を良く調べた上で取り扱う。 

(6)有機溶剤は「火気厳禁」の表示のあ

る場所で、周辺に火気のないことを

確認した上で取り扱う。 

(7)作業終了後は手や顔を石けんでよく洗う。 

(8)有害、有毒物のある場所では飲食をしない。 

 

 

第 9 章 バイオハザードの防止 

(1)バイオハザードとは、生物の人為的操作によっ

て、生物またはその代謝産物が人間や環境に引

き起こす危険をいう。 

(2)実験を行う当事者の安全を確保するのはもちろ

んのこと、環境等への影響に常に配慮する必要

がある。 

(3)組換え DNA 実験には「遺伝子組換え生物等の使

用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律」及び関連規則を遵守しなければならない。 

 

 

第 10 章 廃棄物・廃水処理心得 

(1)廃棄物は確実に分類して、それぞれ専用の場所

に収集する。 
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(2)廃棄する際、クリップ類・ファイル金具など再利

用可能なものは確実に回収する。 

(3)廃棄物は分類して廃棄する(木、紙、ダンボール

等の可燃物、鉄、プラスチック、土砂、銅、アル

ミ、ステンレス)。 

(4)廃棄する試薬ビンは中を水等でよく洗い、物質

名を表示しているラベル部分をはがし、フタと

ビンは分けて所定の場所に置く。 

(5)酸、アルカリ以外の廃水は流してはならない。強

酸、強アルカリは中和して流す。 

(6)油脂類及び有害物を含む廃液は流してはならな

い。容器に保管し適時廃棄処理手続きを行う。 

(7)廃水ピット・溝に油やにごり等の異常を発見し

た場合は直ちに指導教員に連絡する。 

(8)廃水は雨水路に流さない。 

 

第 11 章 高圧ガス取扱い作業 

(1)容器肩部の刻印で、充てんガスの名称、内容積、

耐圧試験年月、最高充てん圧力等を確認する。 

(2)ガスの種類と容器の色が合っているか確認する

（酸素（黒）、水素（赤）、二酸化炭素（緑）、ア

ンモニア（白）、塩素（黄）、アセチレン（褐）、

その他はねずみ色）。 

(3)常用圧力以上の圧力をかけない。 

(4)バルブの開閉は減圧弁を取りつけてから専用の

ハンドルで静かに行い、スパナ、ハンマー等を使
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用しない。 

(5)調整器、圧力計、ホース、導管等はそのガス専用

のものを使用する。 

(6)安全弁に触れたり、バルブを取

り外したりしてはいけない。 

(7)原則としてボンベ立てを使用

し、倒れない措置を講ずる。 

(8)可燃性ガス、有毒ガスを取扱う

場所は充分な換気を行う。 

(9)大量に漏れた場合は、 

・引火爆発することがあるので換気されるまで近

付かない。 

・大量に漏れた場合一切の火気を断ち、電気設備

を使用している場合は、離れた位置にある主電

源を遮断する。 

・大量に漏れた場合、容器の弁を閉じることがで

きない時は、全量を放出させ、可能であれば屋外

へ搬出する。 

(10)集合配管で複数の利用者がある場合は、使用状

況等の表示や相互の連絡を図る。 

 
 

第 12 章 高圧電気取扱い作業 

(1)高圧電気取扱者は、法令で定められた取扱い教

育を受講する。 

(2)高圧では、充電部に直接触れてなくても空気の
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絶縁破壊によって感電する場合があるので、必

要時以外近づかない。 

(3)高電圧の配線、接続は指導教員の指示に従う。 

(4)作業状況に応じ高圧絶縁手袋等の絶縁用保護具

を使用する。 

(5)絶縁用保護具は使用前に異常がないかを確認し、

その絶縁性能について点検する。 

 
 

第 13 章 Ｘ線取扱い作業 

(1)Ｘ線作業従事者、管理区域内随時立入者は管理

区域内において被曝線量測定用具(フイルムバ

ッチ、ポケット線量計等)を装着する。 

(2)Ｘ線装置周囲には、しゃへい物(鉛ガラス等)を

設け、作業者が常時立ち入る場所における線量

を 1ミリシーベルト／週以下にする。 

(3)Ｘ線作業従事者の受ける線量は 3 ケ月につき 13

ミリシーベルト、女子の腹部に受ける線量は 13

ミリシーベルトを越えないようにする。 

(4)Ｘ線作業従事者は 6 ケ月以内ごとに 1 回医師に

よる健康診断を受ける。 

 

 

第 14 章 レーザー取扱い作業 

(1)不必要な方向に飛ぶと予想されるレーザー光の

光路には、しゃへい物を置く。 
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(2)レーザー光の予想される光路はレーザーが動作

していなくてもこれをのぞき込まない。 

(3)保護眼鏡・防護服等を着用する。 

 

 

第 15 章 グラインダー研削作業 

(1)防塵保護メガネを必ず着用す

る。 

(2)必要に応じて防塵マスクを使用

する等して、粉塵を吸い込まな

いようにする。 

(3)手袋は絶対に使用しない。 

(4)使用前に砥石の欠損、ヒビ割れの点検を行う。 

(5)スイッチを入れる時には砥石の破損、飛散を考

えて、飛散方向には立たないようにする。 

(6)研削作業を行う前には異常音や振動等を確認す

るため、１分間以上の空運転をする。 

(7)卓上グラインダー使用時には、ワークレストと

研削砥石のすきまは l～3mm とし、調整は指導者

が実施する。砥石の側面での研削は行わない。 

(8)砥石を交換したときは、砥石のバランスを取り、

空運転を３分間以上行い、試し研削を実施して異

常のないことを確認する。 

(9)砥石の交換および試運転は、指導者が行う。 
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第 16 章 溶接・ガス切断作業 

(1)溶接時に悪影響を及ぼすので、水分の多い場所

で作業を行わない。 

(2)作業に適応した保護具（綿作

業服、遮光メガネ、防塵マス

ク、保護面、革手袋、足カバー、

腕ぬき、前掛け、帽子又はヘル

メット等）を用い、肌を露出し

ない。 

(3)作業場の換気・通気に努める。 

アーク溶接時、局所排気装置を有する場合は作

動させる。 

(4)作業中断の際は、 

・アーク溶接の場合は、溶接棒をはずし、次に電

源スイッチを切断する。 

・ガス溶接、溶断の場合は、ガスボンベを閉栓し、

圧力調整器のガスを完全に抜く。 

(5)作業後は作業場に飛火、残火が無いことを確認

する。 

(6)特に、電撃、目の障害、熱傷に注意する。溶接後

の加工物は非常に高温である。 

(7)器具点検（ガスもれ等）は確実に行う。 

(8)異常火災（逆流、引火、逆火）の発生に備えて対

応手順を事前に熟知しておく。 

(9)異音や異常火炎に気付いたら、直ちに適切な手

順で作業を中止する。 
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第 17 章 容器・ピット内作業 

(1)容器やピット内で作業する場合は、入口の表示

を確実に行うと共に周囲作業者に周知徹底する。 

(2)容器内作業においては換気に十分注意する。 

 
 

第 18 章 VDT(Visual Display Terminal)作業 

長時間のVDT作業(PC操作等)では健康障害の問題

が発生し得るので注意する。以下に、報告されてい

る症例を挙げる。 

(1)眼：かすみ等の不快感、痛み・充血、ドライアイ、

色覚の異常感や視力など視機能の低下、これらの

症状に起因して生じる他の身体部分での痛み、こ

り、めまい等。 

(2)身体局部：肩こり、手足の痛みを感じる頸肩腕（け

いけんわん）障害、頭痛等。 

(3)精神的影響：意欲の低下、集中力や記憶力の低下、

極端な場合には発作や情緒障害にまで発展する

可能性もみられる。 

厚労省が発表したVDTの障害防止のためのガイド

ラインによると、一連続作業時間は１時間以内とし、

10分から15分の休憩を必ず取り、１日の作業時間を

４～５時間以内とするベきであるとしている。 
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